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序

本年度第9回全国大会は清水港において「流通革新と出頭経営」という共

通テーマのもとに聞かれる。木学会も創会以来次年度は第10回をむかえよう

としており，年々その充実ぶりは会員諸兄と共にど同慶に耐えない。

本年度の共通テーマは，まさに時を得た感でもある。流通革新が世界的規

模でおきあがりつつあり，さらにその問題の焦点は港湾にむけられている。

こうした大任を港湾が果たすためには，どうしても港湾の管理 ・運古体制を

根本的に考え直さねばならなくなってきている。それは，一方では管理や運

営の体制を民主化すると共に，他方では港湾を経営してゆく経済的な自主化

を計らねばな らなL、。 例えば「レベニュ・ボンド」 （見返債券〉の発行にも

とづく， 経済性と民主性を柱にした方向付けが意識の上で、も，理論の上で、も

まず考えられることが急務であろう。そういう意味においても，木学会が港

湾の管理 ・経営問題を真剣に学問的に考究することは，学会の時代的要求に

応える道でもあり， そのことが学聞の発展にもつながることと信ずる。

木学会の大会については，大会地地元各位の絶大なる御尽力をはじめ，日

頃賛助会員ならびに正会員の御協力，さらに事務局関係者の御努力のきわめ

て大なることを感謝すると共に，今後なお一層の御力ぞえを願い，共々木学

会の健全な発展を念じてやまない。

昭和 45年初秋

日本港湾経済学会長矢野 剛
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はじめに

品~！起について申 し上げる 1lfiに ， 時L見を H・け』II えさせて戴くならば，ぷ胞に

ある 2項目については日本および外国において，かなり立派な資料がありま

すω。そこで問題は，外国の:k:所を虫i]{irJに取 り入れ るかの方法論だとJJ｝，いま

す。

わが国港湾HJIJ！立の別状は打｜刻 ・発展されなければならないが，港湾｜問題の

取扱上ネグレク トされてはならぬこ とは，港湾の民主化を凶ることである。

(1) 1. LI水港湾協会発行，外｜玉l港湾行政の失態，H間1135年3月2111。

2. 運輸省港湾問編集，1:1本港湾協会発行，港湾管型の現状と問題点， 11討手1140年11

月。
3. Port Administration in the United States by Marvin L. Fair (Cornell 

Maritime Pr巴SS,1654.〕

1. 港湾用語と概念

まず，用語から説明する。それは，話手とl砲手の聞の理解を図るためで、あ

る。それにしても同じポート・ オーソ リティといっても，その内容は同一で

ない。そこで代表的なものとしてロンドンと，ニュー ・ヨークのポート ・オ
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ーソリ ティについて述べるo

（υ港湾、の1i2；迎（PortManagen1ent) 

管理！は，法律的にいえば，事務管理r，監督の意味であり，処分行為

に~'lei刈する保存改良行為であと。また管理は， 経済的にいえば， 経営体

のi＆上iii＼にあたる経世l!IJ、ら (i¥drninistra ti on）と，その最下i'illにあたる

作業（Operation）との ~1~·間にあたるものであって， 経営体の活動を指

揮監督する機能をもっている。 （山城J'.~i: ；弘経治政策 p. 51 ， 古川栄一編， 管

理組織 P.<IS委主Jl1の

しかるに，港湾法に限定した管理Qは次の通り。 （｛上111正二私港湾jilijぷ

と港湾管迎の;JJ;/jjl!Jfil~，命PP.1 65～ 170参照）

① 港湾管理ωは港湾、を利用者に利用させること。

② 港湾区域内の水域・港湾、隣接地域内の港湾施設および給水船，引船

等が利用に耐えられるよ うに良好な状態に維持されること。

@ 港湾の利用に関する秩序の保持。

④ ｜恥港地区内の土地を利用する構築物に｜却する秩序の保持。

(2) 港湾の経営

l’個別の諸経済が，主体の也、志により一定の計画性をもって，目的追求

の努力をなしつつある相をとらえて，経営されつつある状態というので

あるが，かくて個別経済が経営体と称せられることになるのである。こ

の意味において成立する称呼が「経営Jである。』（経営学辞典p.134，平

井泰太郎〉『また経営を，企業を経営するというように用いた場合，それ

は経営管迎の怠＊であって， 企業が生産力の諸要素を結合したところの

ものを運営するという内容を有する。結合されたものを運営するという

経営管理の職能は堅実性と保守性とを要詰するが企業の本質的職能はおり

なと官｜換と進取とを強く要詰ーするものであるJc経蛍学待典P.135，高官普〉
かくてtf..',l￥；と符J~ll とを合せてt+'IWi~＇ J~ll<2＇とか ，行声［！椛？ヰ（3）とかいわれ

る。 managementはむ丑llであるが， managerialautonomyとなると
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経世の自主性と訳される。つぎに administrationは，経蛍であるが，

public administrationとなると，行政と訳され，また administrative

autonomyは行政上の自主性と訳される。（矢野州IJ若，港湾経済の研究PP.

138, 141, 142.参照〉さらに，人事官’f出土 personneladministration or 

management と いわれる。（経＇2；学11ra1~ PP. 349, 354.鋭利重｜盗〕

(3）港湾の運営

港湾の運蛍は，港湾管理者1JllJからみた言葉で，港湾管理者が港湾の利

用者に対し，その管理する人的物的施設を提供して利用させることであ

る。 （港湾法第12条1項4号・10号・11号参照〉

(4) 港湾の利用

港湾の利用は，港湾の利用者側からみた言葉で，たとえば，港湾利川

の対価である入港料（港許可法第44条の 2, l項参Hの，または港湾利J=FJの立

伝（港湾法第12条llJj7号〉 等である。

（同 港湾、の開発

港湾の I~日発は， l恥ぬ工業地；N ~＇ の J;i JVi;などである。 (j)Ji約法第12条1引3

号の Z ， 第37条 llJH 号， ~MB条 l 以・ 2 lj~ ） 

(6）港湾の発展

港湾の発展は，港湾のIJM発，矛lj川を通じて，港湾の所在する都rb'を発

展させるな味である。（住田正二若，I川沿訟P.152，港湾法第12条lJJ」，2J，~·. 

7頃参照〉このように港湾の発展が進展して行くと， ｜臨海地域と後方地

域との分界が問題となり，遂には後方地域が国内全体に広がって行くで

あろう。

(7）港湾

港湾という言葉そのものにも，いろいろの解釈がある。港湾法には港

湾の定義がなく，漁港法には漁港の定義がある。法律上のことはさてお

き一般的見地から港湾をみるとき，それは港湾都市として認識され，そ

こには港湾とl直結する多くの経消山J也ーがある。たとえば｜恥港鉄道，1:¥:11・；泌
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倉庫，臨港地情工場，港湾運送，水 ・｜控・空運一般流通機構等々，港湾、

の開発 ・発展と表裏の関係にあり，港湾、の後方地域は，ますます橋大し，

極言すれば日本全体の経済力と日木全体の港湾とが次第に結び合い，広

域港湾の開発 ・発展がポート・ オーソリティの実現を可能ならしめるで

あろう。

(8) 港湾の企業形態

港湾、法には直接関係ないが，港湾企業は，まさに港湾個別資木の単位

そのものと，夜、は解する。そして企業の所有主体と経世主体とが一致す

る場合には，（υ私有私営企業と，（2）公有公営企業となり，所有と経営の

組合せによっては，（3）公有私営企業， （必私有公営企業，（同公私共同企業

となるO このような港湾企業形態はまた港湾経営形態ともいえるであろ

う。 （矢野剛著，港湾経済の研究 p.63.）企業の形態について1説地博士

は， 『企業の形態とは， 経世経済における企業者の構成がいかになって

いるかとし、う様式であり，その本質的要素は，出資，経蛍および支配の

関係であるO この三者の合ーまたは分離が企業形態を決定する。』

CW:J也川I治以111ι 新訂企業形態，，命，P.42.参W't)

港湾企業形態

① 私有彩、営港湾企業

げ） 私蛍泌

② 公ヰ：j公蛍港湾企業

(1) 国営港

（ロ） 地方公共｜立｜体首港

州港庁営港

＠ 公有私営港湾企業

（イ） 公有崎頭などを私設会社に：貸付け賃貸料を；~~徴する場合

（ロ） 公有施設の委託経営∞

④ 私有公営港湾企業
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⑤ 公私共同港湾企業（5)

港湾は，公企業（6）の対象となり ，または公私共同港湾企業（7）の対

象ともなるから，一義的には解されなし、。

以上（1）から（8）の用語とダブノレょうであっても，港湾法上特に説明を加えた

いものとして次の 3用語一一一4.の（1）で港湾； 4.の（2）で港湾管理；4.の似

て港湾管理者の業務；一ーを，むすびの前4.に付記することに した。

(1）港湾の管理はまた， その~；理を定めた法？It との関係におし、ず次の五つに分泌1さ
れる。

①法律に基き国が行う港湾の管理。

②地方自治法第2条2項の公共事務として行う港湾の管理。

③法令により港湾官’理者に団体委任された委任事務として行う港湾の符J111。
④ j也方自治法第2条3；項の行政コ）i務として地方公共団体が行う治的の符迎。
③夜、人がT:i、法ヒの行為として行う港約の行Jlll。 （｛七回＿Tr.二九 TlifJ'&¥~！L P. 179. 
参照）

なお，港湾法第2条による宇佐f!'J管理者は法務局叉は港湾法第33条による地方
公共団体となっている。

(2）資木家によるこれら活動 ・計画 ・指都 ・Ii託行は一般に経常行理とよばれる （rj・1
央大学70周年記念論文集，向学i'fflp, 339, :{ :FE¥1'谷市港杭，終－pr;1肖；頭！の木質，－；＋1川栄
一編，経常管理組織 P10.) 

(3）前路中央大学70周年記念論文集， PP.273・27L1，細貯「ll:U男杭．大都市交通近代
化の研究。

(11,）笠州石炭！＇it＇.頭経営委託契約百 er昭和125/9三8月21「l〕
(5）室開港では戦後，市当局と市民との協同出資で宝rnn泌振興株式会社を設立した。
その後，この会社の建設に閤庫補助が与えられることになったので，市は自己の

企業と して辿設を完了して，それを会社が好必Eすることになった。これについて

束ヌ予防士は「この場合，外見的には公有民営企業であるが，実態は公私共同企業

である。」といわれる。 （「港湾における公私共同企業問題」港湾，昭和25年12

月号参照）。また大阪地－J震興株式会社も！j災後の災害復旧にあたり，私企業公共化
を目的として創立運営されたものである。 （矢野剛著，港的経済の研究p.64.)
(6）公企業（-:Ji.・Publicenterprise：， 米 Publicownership）。

公企業の形態は，小島昌太郎lot'士によれば，次のとおり。
① 1 ~1の特別会計をも って行う公f企業
②公法人たる公企業

③地方公共団体の公企業（同氏若，経科学ff；説， PP.29S, 266.) 
公企業は， その企業を所有経日する主体の公的1~：1＇ちをとり上げた場合と ， ま

た-;t＿業それ自体の，公共1~！：＿をとり ヒげた；揚子？とでは ， Jj lJH［の概念となる。けれ

ども首泊に公企業といえば前？？の場合をJ行し，後者の場介は，これと区別する
ためには，公従企業（Publicutilities），または，公共企業，あるいは公用企

業と:fefJ＼せられるO ここでは， rn1家，地方自治体，協同組合（産業組合） ，その
他いわゆる委員会などの公的団体が所有経れする企業をz 公企業とする。

公企業は公共団体が所有終・，：：：；するものであるが，公共同体が所有終ぷ？するも



6 欧米のポート ・オーソ リティとわが国のi"l'r.t.；管理問題

のすべてが公企業であるとはいえない。というのは，公共団体が所有経泊する
ものの中には公包－事業とか公経主？とか，いうものがあるからである。
公’・；：：；事業というのは，単に経済のみにとらわれないで，広〈統一された芯、志

の下で計四的，組織的に行なわれるところの行政事務一般を指している。
公1来日・というのは，公共団体が行なうところの経済 ｜ニの作業が，統ーされた
古思の下で、計画的，組織的に行なわれるものを指すのである。 （矢野岡ir/li：，港
湾経済の研究 PP.61. 62) 
(7）公共事業。

「政府や地方公共団体などが施設を行なっている道路とか，橋梁とか，P.lif.llJ,
河川などの土木事業は，いわゆる公共事業 （Publicworks）と称せられているも
のである。それらはれ楽的/1i¥fy）を行なうものではなし、。すなわち企業ではなし、か
ら資本；を調達して建設を行なうことをしないものであるー・・財政的支出 」
（北久一若，公設企業論 ]J]J.9～10.参照〉

2. 欧米のポート・オーソリティとその内容

(1) ポート ・オーソリティの語源

ポート・オーソリティ とは自治的港湾管理庁のことで，ポート・ オーソ

リティ，ハーパートラスト，ハーパーボード，ハーパーコミショナーズ；

ハーパートラス トコミツ ョナーズなどいろいろにいわれ，古くから｛貞われ

ているのがポート・ トラストである。興I床のあることはポート・ オーソリ

ティという活が生まれた経緯で、あって，ロンドン港！？設置法案が英国議会

で審議~1:1 ， 一議員が新機l~Iの名称は何かと質問したのに対し，提案者であ

るロイド ・ジョ ージ氏は，この法案の%条には種々のオーソリティが規定

してあるから，ポート・ オブ ・ロンドン ・オーソ リティと命名 しては如何

と答えたことに由来するのである。

(2) ポート・ オーソリ ティの1m念

（め 港湾の｜こl治的管理経；立を木旨とし，同家はその組織 ・職能 ・財政に

対し.fl1に法律上の基礎を設けるに過ぎなし、。

（ω 一般行政「iーから全然独立した法人と して設立される。
(c) 組織は，選挙せられた委只からなる。（ロ ンドン削i＇の場介，任命委貝

によるものが多い〉

(cl) 港の所有 ・｛m'H・経常の実行にあたっては，土地収用権・ ~＇fH~~f'm • 
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港債発行権 ・その他の権限が与えられ，管理区内は両州にまたがる場

合（ニュー・ ヨーク港〉もあり，又一港に限らず数港に及ぶ場合もある。

(Virginia State Ports Authority) 

(c) 公益のために経営される公共機関であるから，事業上利益を挙げて

株主配当をする必要なく，従って課徴料率の低れんと，施設の改善と

が期待し得られる。

(f) 財政は自給自足主義であり，政府または地方公共同｛イぶからの補助を

必要と しないことを原則とする。但し補助されても差しっかえないと

忠われる。たとえば行政的に独立したゼノア港に対しイタリヤ政府は

1カ年90万マルクの補助を与えた例があり， またロンドン港庁創立に

当り 3 船渠会主！この買収量~22,362 , 859ポン ドは新設のロンドン港庁が発

行した港債をもって支払われた。 この港伎は，買収予定の 3船渠会社

に対しドック証券が発行されていたのと 引替えに交付ーされた。 （矢野

剛著，港湾経済の研究PP.77・78.参照〉またニュー ・ヨーク港庁創立に際

し立替金が行われた例もある。

(3) ポート・オーソリティの長所と短目「

(A) ポート・ オーソリティの長所

（乱） 広汎な権限を有し，統一的に経也’するから港湾管理行政の理想に

合致する。

(b) 宵僚的欠点，政党的弊害，営業手腕の欠陥守ーがない。

（巴） 港湾関係の専門知識経験者を広く網符するから，全体の利J.n~のた

めに時：1~：に適する施設をすることができる。

Id) 財政的自給自足主義を採り，港湾収入が一般会計に繰入れられな

いし まずこ港（i'iも発行しうるから港湾改苦のH与機をうたしない。

( c) 事業上の利益で株主に配当をすることを要しない公議事業である

から課徴料率のfJIれん，施設の改elf.＇がj切し得られる。〔（2）の（c）参Jl.(1.〕

(B) ポー ト・ オーソリティの）；＼＇j所
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（的 自治的管理をもって特長とするだけに，自治精神が発達していな

い地方またはノj、港で‘は行なわれ難い。

(b) 幹部委員の策動によって自港の利誌のみに走り，国家的利益が閑

却されることなしとしない。

(4) ポート・オー ソリティへの移行

ポート・ オーソリテイへの移行のタイフ。を次に示す。すなわち，①国

営港からの移行。告；，私営港からの移行。 GI・広域港湾経営のための務行。

① 国営品ーから港庁営港への移行

フランスでは主要港は歴史的に国営であった。ところが，中央集権

~f! IJによる弊害のために近接の他国港湾との競争上不利を招くようにな

ったので，この不利を免れるために国営砧ーから自治制による港n=t1111度

へと発展移行した。すなわち1920年「海市港の自治制および港湾工事

施行手続簡略に関する法律」にもとづいて，1924{1三11月13El大統制に

より自治市IJがノレ・アーフツレ港に実施された。それは特殊公法人で、ある

港庁で‘あって，港の基本施設は国から，陸上施設は商業会議所から，

それぞれ譲り受けて港湾を所有経営するようになった。

カナダでは1936年10月1日実施のナショナノレハーパーズ・ボード法

(The National Harbours Board Act）によって，国営港を統一的に

経営する中央港庁（NationalHarbours Board）が特殊法人（連邦政

府任命の 3人の理事で組織）として設立され，運輸大臣の監督のもと

に一般的港湾管理権を付与されているが， 税率の~IJIJ定などの権限は招

密院が保留している。すなわち， N・I-I・B.(The National Harbours 

Board）作成の原案が運輸大臣の承認を得て， さらに枢徳院の承認を

要する。

＠ 私営港から港庁営港への移行

ロンドン港は，船渠会社の私営港と して資本主義的発展過程を経て

きたが， i.:1由競争の弊害として港湾の公共性にもとづく総合計画を実
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現化することが困難に陥ったので，港庁制度に発展移行した。

③広域港湾経営のための移行

ニュー・ヨーク港は，既存港湾の所有経営が港庁に移行したのでは

なくして，行政区を異にする近接港湾の，いわば広域港湾の，統一経営

を目的としたものである。ここで注目されるのは，港庁所有経営の港

湾、のほかに，ニュー・ ヨーク港内には別に市の従来からの所有経営船

渠（現在は，市の Departmentof Marine and Aviation管轄〉があ

るから，ニュー・ ヨーク港は複数制による公共体管理経営港である。

もちろん私蛍も別にある。

3 ロンドン・ポート・オーソリティとニュー・ヨーク ・

ポート・オーソリティの比較

欧米のポート・オーソリティといっても，共通点も＇~、目黒点もある。 アメリ

カの61ポート・ オーソリティ を澗査した Fair氏によれば，ポー ト・オーソ

リティの事業種別は31項口ある。 (By Marvin L. Fair, Port Administra-

ti on in the United States, pp. 51 53. ) 

ロンドン港庁とニュー・ヨーク港庁とを刻比してみると次の通り。

ロ ン ン港「「 ニュー・ヨーク港庁

1.名称 ｜山口rt… nAut川一……川
(P. L. A; P.A.) 

2.根拠法 ｜…t…n… ｜「「「門ωω川Comp川叫m町町p…〉
(1909年4月111実地〕 New York and New Jersey 1921. 

3設立年月 11i 1 
4性 t科 休公共企業体（両ナ／・Iに跨がる治J或

(The Port District; The Port of 

New York District）において終

端・迎送・商業の3IJiii設の完vmを
｜玄｜る法人〉
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｜ ロンドン港庁 ｜ ニュー・ヨーク港庁
5.設立市！の管 ｜×①TheTrinity House 

理者と所管 Ix②ThePolice Authority 
事業 I （怒視庁管掌警察〉

港庁の設立により新しく所管事項

を決定するに当り下記4項目は所

管外とされた。

x③The Corporation of London ｜①マンハッタン烏のドック経iきは

（ロンドン市管掌船舶衛生〉 I ニュー ・ヨーク市に属する。
④The Thames Cons巴rvancy I （マンハックン向は16初年にダッ
③The Watermen’s Company I チ・ウェ λ ト・インディア会社が
以上の中×印は港庁に移管され｜ 26ドノレで買収したものである〉

ず④及び⑤が移管された。①④⑤｜②水先案内は，同州が選任する委

の詳細は，矢野剛若，港約経済の｜ 員会で監督する。

研究開.78・79・88.参照。 ｜ ③港内水面の保全 ・ 塵芥投棄の~：；.：

替は，大統領任命 ・かつ陸軍大

｜ ｜；？却下の附により行われ

④繋船場の指定・爆発物取扱l校倍・

船内十，，仕取締は，連邦lr吏たる
水上物察が当たる。

6設立の動機 ｜ 私企業による船渠会社の競争の ｜①1917年ニュー ・ヨーク港事件

結果赤字を来たしたため各社合同 ｜erりに対する州際交通委員会＇！011
して公共企業休を作り，これにnl 定内容が港庁の設立となった。
収されることになった。 i 判定内容 ：「ターミナノレ問題解
民収会社は次の通り。 ｜ 決の銭~は， 調盤のために貸率を

(1）戸ンドン・ エンド ・インデイア ｜ 変更することではなく，同地域

船渠会社 ！ の住民と運送業者とが相互の幸lj

(2）サーリ ・コマーシャノレ船架会村l主主情進のために協調努力して現
(3）ミノレウォーノレ船策会社 ｜ 状を訴することである。」

なお， 1921，， ，~ に港「「は King I (tl：〕木件~t西部地方から， この祝t

Geoge V Dockを新設したので ｜ 的地域内の各駅に至IJ万する鉄！u
現在はこれを加えたものである。 ｜ 貨物は，いずれも同一11率が誕

せられていたので，ニュー ・ヨ

ーク側に比べて短距離のニコー

｜ ・ジドジー側としては，自己
に有罪ljの質本に改訂方を＇If求し
｜ た。詳しくいえば，海運貨物は

I もつばらニコーヨーク州側で
}J；辺貨物はもっぱらニコ一 ・ジ

「ジー州-0u1-01x扱わどをち



欧米のポート・オーソリティとわが国の港湾管理問題 11 

ロ ン ド ソ泌（1~ ニュー・ヨーク港Jr
貨物については貨車航送・鮮船

運搬 ・渡船などが発達し，ニュ

一・ ジャージー什｜の水際は，鉄

道会社の独占舞台となり，ニュ

一・ ヨータ似IJは市設港湾がもっ

ばらニュー・ ジャージー州側の

鉄道で使用される結果となり，

挙句の果てが木件となったので

ある。

②上記判定が契機となって，港湾

問題解決のための港湾開発委員

会が1917年に両州で組織された

この委員会は，1920年に港湾問

発総合計画案を発表した。（注〉

（注〕その後設立されたニュー・ヨ

-!l港庁によって1922年には上

記総合計画案の大部分が係択さ

れた。この総合計画案は，鉄道

に｜浪らずトラック ・渡船 ・車両

用ト ンネノレ ・青果物施設・穀物

エレベーター ・燃料取扱施設・

その他が合れまたが，その後の

事業は， 空港 ・その他の経自に

拡大された。

（矢野岡lj若，港湾経済の研究

pp, 94-101.) 

③ニュー・ヨーク港庁は， 5]1］に市が

I m~1r:l·i吋的る山
らず，それと併存して二州共立

の港Jr(Bi-State Port Authori-
ty）が公共企業体（PublicCor-

poration）として発足したもの

である。従ってニュー・ヨーク宇佐

はl名ANew-York New Jersey 

Portともいわれる。

I 'Ji;悶Board;I を超えざるもの（うち 1名は 内訳．
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トロンドン港庁 ｜ ニューヨ ーク 港庁
米国 BoardI Chairman，他1名は被推せん者， ！ ニュー・ ヨークナH..…... 6名
of Com-I残り14名は運輸大臣任命のmem-I ニュー ・ジャージー州…6名
missioners I bers〕で組織される ｜理事の任命

国家港湾委員会（NationalPorts I 港区内居住の有権者中から両州
Council）・・・・ H ・......・ H ・… ……ll知事がそれぞれ6名を州議会の承

(Chairman〕 ｜任を得て任命する。任期6カ年各

被雄せん者（Co・optedMember) I州居住表決者各6名中 4名はニュ
・・…11－・ヨークの場合は，ニュー ・ヨ

(The Director-General) I -!l市の居住表決者であり，ニュ
船主及荷主協会（Chamberof Iー・ジャージー州の場合は，ニュ
Shipping of the U.K. and I －・ヨ－ !l港j或中のニュー ・ジャ
London General Shippers iージー州の地区内の府住表！:k:＂行と
Society) ・・・・ H ・・・3 memb巴rsiなっている。
商業会議所及荷主制令（LondonI理事長
Chamber of Commerce and I 理事長はJ!f.l乍の互選と し，任期］
the British Shippers' Coun-1 1カ年。

cil〕 …………・・3members I （備考〉理事者の肩；！？をみるに銀
沿岸船渠組合（LondonWharf-I 行 ・｛訂正会社 ・貿易金融会社 ・
ingers’Association Ltd.) I 不動産投資会社 ・金融協会 ・保

・・・・・ l member I 険会社・証券取引所 ・商事会社
ロンドン・ パージ所有者のマスl ・製造会社 ・電気会社・ガス会
ター・ライターメン組合 ！ 社等の現叉は前会長 ・社長 ・専
( Association of Master I 務取締役 ・取締役，または理事

Lightermen of Barge Ow司｜ 長も しくは理事，あるいは法律

ners in London）－・・lmemberI 事務所の弁護士であって，港湾

グレーター ・ロンドン都会 I 事情に精通したものは一人もい

(Greater London Council) I ない（海車交通研究， 1966年第

・・・・・ l member I 3偲P.56，高村忠也m，港湾'l'.l;
ロソドン市会（Corporationof I 現における英米両方式の~＇｝失に
the City of London) I ついて〕

ぃ 1member 

トリニティ ・ハウス（Corpo-

ration of Trinity House) 

・・・・・・田・・・・・ lmember 

労働組合代表（Personsreprι 

sentative of organised 

labour｝・・・・ H ・－… 2members 

国家港湾委員会（NationalPort 
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「 I r-i ··~· F ン泌庁 I ニュー・ヨーペ庁

I Cou叫

1 s.1i改 Marvin L. Fair: Port i左掲書 .[J. 200.参照。

Administration in the United 

States, p. 201.参照。

9.独立採算制 i ロンドン港庁の設立法である ｜ ニュー・ヨーク港庁については，
Self.ContaincdJ 1908年12月21日公布のロンドン港｜独立採算性と して特記すべきもの

Accounting ｜法（ThePort of London Act.1908) Iが見当らないので，一般的説明を
Organization; Iは，ロンドン港Itに対しロンドン｜付記する。すなわち収支の独立と
Business ｜港債（Portof London Stock）の｜適合（Self-Sustainance; Self-Sup-

Accounta- ｜発行権を付与し， 資本の自己調達Jporting〕とにより企業の自主性を

bilities; ｜を可能にし，企業方式による貸借｜確立し， 合理化要素を企業に導入

Business l対照表・損益計算訟により収支の ｜する独立採算性は，パブリック ・
Calculation I 迎合を確認し， かくて利Jぷ金の自｜ コーポレイションの財務管；理方式

｜己処分断われる0 ts.to, ロン｜として採用されるo しかも パブ
ドン港庁は， ドック買収 ~11 総額 ｜ リ ック ・ コーポレイ ジョンにたい

22,656,245ポンドを含む総額｜しては国家補助もまた支払われる

28,090,458ポンドの港位（Portof Jこともありうる （占部都美前掲書

Lonpon Stock）を1920年ロンドンIPP. 201. 204. 227. 228.参照）
港統一法により発行している。な

お，港げは泌位以外に借入金を行

い何る場合もある （矢野剛若，港

湾経済の研究，PP.79・80・81・91.

参照〉。

10. P.L.Aと ｜ ロントン泌n・と河y,lにある Pu
私自公共的 Iblic Wharfingersとは， PJili＇設立

I .aJ・［業者との ｜当叫粋から特殊｜搬にあり
特殊闘係 ｜貨物の倉庫保管については競争的

立場にある。もっともロンドン港 1

法では， 泌J j~がこれら私自公共協

頭業者を一定手続により合併し得

ることになってはいるものの，そ

の動きがないのが現状である。ロ

ンドン港法でt訂正々の義務 ・fiJIJ限

を港庁に課しているのに反し，私

日公共Jifi]jJ［業者には，それがない

のみでなく，港l「の成立により同
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ロ ン ン港庁 ニュー・ヨーク港庁

業者側から代表l名が港！？理事に

任命されることになったので従前

に比し却って有利となった。それ

というのは，彼等は法的独占j在こ

そないが，特殊R'ijii古，たとえばラム

n当・タλコ・此鳥羽毛・象牙等の
倉庫保管は，事実上背から彼等が

独占的の立場にあるからである。

4. わが国の港湾管理とその諸問題

(1） 港湾法上の港湾

港湾法が目的とするところの「港湾f首＇~ll者の設立による港湾の開発， 利用

及び管理の方法を定める」という第1条の港湾そのものについては定義がな

い。しかるに，漁港法第2条には漁港の意義が明記〈りされている。かくて港

湾法でいう港湾には広狭二誌がある。

ω 狭義の港湾
狭義の港湾は，＇，'!f；造物（わのことである。この場合は，単に港湾という

場合〈港湾法第49条の 2,1項〕と，港湾の管理 ・運営 ・矛lj用等一連の

語句をな して用い られている場合とがある。

(B) 広義の港湾

広義の港湾は， 「海｜控交通の連絡の機能が営まれる一定の水域及び｜法

域を意味する港湾」のことである。このような港湾は，港湾都市という

言葉に相通ずるものである。港湾法では，かかる場合の港湾を表わすに

は単に港湾とせず，港湾の開発 ・開発発展・管理・利用 ・保全等サフイ

ックスっきとなっている。 （港湾法第12条，1項2号・7号参照，住｜まl正二

著，港湾運送と港湾管理の基礎理論，P.146.参照〉

(2) 港湾法上の港湾管理

港湾法（昭和25年5月31日法律第218~］〕によれば， 港湾管Jill者とな る も
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のは港務局又は地方公共団体である（同法第l条・第2条劇的。すなわち従米

国または都道府県市等による多元的港湾管理は，一元的港湾管理に変わり，

国は港湾管理主体から除外されて，港湾の管理・開発 ・利用の方法が定めら

れた（港湾法~1 条 ・ 第 2 条割問。港湾法上の港湾管理は，企業経営上の管理

とは異なり，多分に港湾行政的であるようだ。つまり各港別港湾企業経営面

からみた場合の港湾管理面がにじみ出ていないようだ。

港湾、法以前に刊行された武井 ・田中両氏共著，土木行政（p.225.）によれ

ば， 「港湾行政の実際に於て官主llなる用語は狭義に解されること前述の如く

であるが，それでも港湾を維持保全してその利用を増進するために必要なる

一切の行政的行為を包含するので，港湾管理権の内容は相当広汎に渉る云々 」

とある。

(3) 港湾法上の港湾管理者の業務

港湾管理者としての地方公共Ill体の業務に関しては，第四条及び第13条の

規定を準用する（港湾法第34条〉とあり，港務局の業務は港湾法第12条1項

1りから1421J・に列挙されている。また港務局および港湾管理者と しての地方

公共｜羽体は，港湾運送業，倉庫業その他運送及び保管に関連する私企業の公

II~な活動を妨げ， その活動に干渉 し， 又はこれらの者と競争して事業を蛍ん

ではならない（港湾法第13条 1項〉。また何人に対しても施設の利用，その

他港湾の管理運営に｜却し不平守rなl反扱をしてはならない〔港湾法第12条，第

13条，第34条参照〉，とされている。

港湾法第13条私企業への不干渉等の規定で思い出されることは，ロンドン

港庁設置法案が約50年前に議会に提出された当時：の世相で、ある。当時は自由

主義信奉者が1隔を利かせ，私企業による経営が普通であったので，公企業に

よる経営は歓迎されなかった。そこでロンドン港庁は利益代表型による公共

トラストに務ちつき，これで民主主義の維持が出来ると思われたらしい。と

ころが1920'f・に至ると任命型公共トラストに改められた。 これに反して他方

リパプール港では趣きを具にし，ロンドン港庁出現前50壬｜三の1858年に非営不IJ
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!'.i':Jのマーゼー ・ドック・エンド・ ハーバー・ボードが設立されていたのであ

った。わが国の港務局は公共企業体であるから港湾法第13条とは反対に独占

的性格を持たせる方がよいのではあるまし、かとさえ私には思われてならなし、。

ω 港務局の諸問題
以下で述べる港務局の諸問題は，港湾法第2条，第12条，節目条，第33

条，第34条との関係が深いが，結局は港務局を規定する港湾、法第2掌は削除

物であろうとさえいわれている位である。

① 港湾企業の管理主体としての港務局

港湾法第54条は，直轄工事によって生じた港湾施設は，運輸大臣にお

いて港湾管理者に貸し千Jけ，又は管理委託しなければならないという意

味のことを規定している。これに関連して，所有権はなくとも管理委託

があるから利用価値に何等差支を生じないという説も山るω。もっとも，

以上の工事によって生じた土地又は工作物は，港湾管担者に譲渡される

こともあるが，かかる場合には港湾管理者が負担した此用の額に相当す

る価額の範囲内で、無償とされ（泌が3法第53条参照〉，共有とはならない。

また反刈に補助工事が後日に至り直，，答工事とされるときは， 同じく共

可jとせずに換算延長により分出lj所むとされる。

② 港湾企業の経営主体と しての港務局

経蛍は，経済学では主題とされ注いが， 経蛍経済学（BusinessEco-

nomicゅでは重要な対象とされる。この経営は，資本に矛IJ潤を生ぜし

める活動，すなわち， 価値の増殖が本質である①。かくて経営活動には

〔1〕計画， 〔2〕執行，〔3〕考査の三方法があり②，また作業・管理・

経営を含めた広義の経営もある。この経営活動による収益を経営体（個

別経済〉自体に配分することは，経営の安定・自己発展のため必要であ

る＠。 しかし，この収益を一歩前進せしめて対出資者配分を行うときは，

利益でなく利潤となり，営利VI:となる④。さらに公共企業休のff＊階1:1:¥

者は｛i＇（権者となっているが， 「このm権者資本は，一定の償還期限付き
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のものであり企業体の益金によってこれを償還して行くときは，所有は

経営に帰属し， そこには真の意味の経営自主体（aself. perpetuating 

body）が成立する⑤。

筆者は， 昭和 36 年 9 月「海運叢書 5 」 （港湾企業経営主体の ！~I 由化一一貸

借対照表と港湾経済一一一〉において，“貸借対照表による港湾総蛍”の立場を

切らかにしたことは今でも意を強くする。それにしても港湾法は，港湾管理

法であって，港湾経営法ないし港湾事業法ではなし、。そのため法文中には経

営の語は一語も使われていなし、。このことは，わが国の港湾計画が迎営計画

よりも建設計画が先行し，いわゆる倒錯計画となっていることと無関係では

あるまい。〔査JI：充稿，大阪港の緊急整viii計画について（共二〉，大阪港第11

巻第1Jr;f p. 56.参照〕

また港湾法では「港務局は船舶に刈する給水，出世話fa¥去の補助その他船舶に

刻する役務が，仙のものによって適当＿LLつ十分に提供されない場合において，

これらの業務を提供する」（港消、法第12粂80・）とか，あるいは「港務局は，

港湾、運送業，倉庫業その他1jf命送及びN／止に｜鶏辿する私企業の公正な活動を妨

げ，その活動に干渉し，又はこれらの，伝と競争して事業を蛍んではならな

い。」 （港湾法第13条 1項〉などが規定され，収益性が少い事業のみが港務

向に，収益性が多い事業のみが私企業に委ねられる傾向となっている。そし

て港湾管理者としての地方公共l.:1:1体には，港湾法第12条 ・銘13条が準用され

る （港湾法第34糸参照〉。

TV  Aにおいては，収益性が多いものと，収益性がないか，または収益性

が少ないものとの双方が組み合わせられて，収支のバランスがとれるように

調整されている。ロンドン港庁そのものが，世界最大の倉庫経営者であるこ

と，ならびに既設私企業から公企業へ切替えが行なわれたことくそれに伴う

資木 ・サービスの転用等〉は見習うべきωであろう。

要するに，引在のごとき港務局とは異なり，公共企業体としての性絡完備

の別途の港湾経営機関の設立が望まれる。
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③ 港務局の財政上の自主命lj

港務局は，営手IJを目的としない公法上の法人である（港湾法第5条劇的

だから港務局は公共企業体（PublicCorporatioめ である。公共企業体

の特質は，公共的所有 ・公共的支配 ・経営の自主命ljであり⑥，このうち

経営の自主性（Managerialautonomy〕は，財政上の自主性（Financial

autonomy〕によって袈打ちされる。財政上の自主性は，具体的には独

立採算制である。この独立採算制は，公共企業体の多くの自主性のう

ちでω最も重要のものである。ところで港務局の財政上の自主性は極め

て弱く，自分自身の財政は結晶，港務局を組織する地方公共性｜体の責任

に転嫁されている。 （港湾法第31条参Jl!D

港湾、財源については，既に港湾財源調査委員会発表のものがあり，また外

資導入も行なわれているが，見返り出券（RevenueBonds）の発行制度の導

入もあって欲しいと｝.￥，＇，われる。見返り山券は， T V A (Tennessee Valley 

Authority）の場合の如き政府の出資とは違う。 また公共事業と しての国庫

負担金でもない。さらにまたTheST. Lawrence Seaway Authority(Cana-

da）の場合の虫｜｜く通航料を引当てに政｝向からする借入金でもないω。

その実例は，TheST. Lawrenc巴S巴awayDevelopment Corporation (U. 

S.A.）発行の見返り杭券であろう。それは，収入予定の通航料を見返りと し

て発行される債券で‘あって，その売出しは政府ーにおいて買入れの義務あるこ

とが関係法で規定されている。政府発行の公債を民間で買入れるのとは反対

に，公共企業体発行の債券は政府が買入れる義務がある。これは，民主主義

が発達していなければみられないであろう。また見返り債券の発行に関連し

て公共企業体が， 港湾施設を経営するのみでなく ， それを所~c）することが望

まれていることは注意、されねばならない。

④ 港務局と独立採算制

公共企業の財務管理方式といわれる独立採算制の資本主義社会におけ

る三原則は，収支の適合 ・資本の自己調達（Self-financing）・利益の自
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己処分である。以上の うち収支の適合原則は，同時に公共企業の用役価

格 ・料金決定の原理をなすものである⑦。もっとも特別の；場合，たとえ

ば非採算的公共事業を同時に担当する場合には，それにかかわらず国家

の補助金が支出されることがある＠。

以上の点に関連して参照したいのは，アメリカにおいて Pierhead lineか

ら先き，すなわち防波提・航路の建設管理が，全額国貨で，連邦政府により

陸軍工兵隊⑨を通じて行われていることである。陸軍工兵隊は州政府が定め

るharborlineとは必ずしも一致しないところの bulkheadand pier head 

lineを港湾内に設けている。（｜｜木泌湾協会発行，各｜玉！泌湾行政の実態P.28.参照）

ここで付言したいことは，道路や，港湾が国貨で改修され，それだけー輸出

品がコスト ・ダウンされるならば，このことなくして輸出品に，それだけの

直接補助が与え られる場合と対比して前者の方法が後者の方法よりも良法で

あろうということである。それは後者の方法によれば，刻外関係上に悪影響

を米たす恐れなしとしなし、からである。（矢野州諸， ？益的経iii：の研究P.28. 参Jl!~ ）

ところで，わが国の港務同は，独立採算制を取り入れていないのに反し，

ロンドン港艇は世界的の倉庫業者であって， ドック・倉庫・港湾荷役など〔ロ

ンドン港艇職員は同時に検才量人でもある⑩〕を経営する と岡崎に，自治行

政体として舟艇 ・沖仲仕の登録 ・免許を行う権限も持っている⑪。しかるに，

ニュー ・ヨーク港艇の場合は，州政府から!f.),7.JJj支出金の財政援助を受けたの

は，港艇創設に関する調査貨のみであって，ニュー ・ヨーク港艇は課税権を

持たず，また税収入からの割当を受けることもない⑬。

(1）漁港法第2条，この法律で「漁港」とは，天然叉は人工の漁業板拠地となる水
域及び陸域並びに施設の総合体であって，第5条第1事i（決林大臣による漁港の
指定〉の規定により指定されたものをいう。
位）「伝造物とは， 凶又は公共団体によって一定の公の目的のために供される物的
施設及び人的施設の統一体である。」
(3）ニュー ・ヨータ港庁は，自己所有のみでなく，他人所有のものを賃借して海巡

・ 航空安ーミナノレ業の経出・も している。けれども，わが闘に今後真の港「I~が新設

されるような場合には，ここにいう管組委，iCを一歩1Ji1進せしめて，政府出資また
は無償議波のごとき方法が望ましいことを筆者として付言したし、。
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(4) (AJ ロンドン港ITの収入項目 (1963年度〕
(1) ドッグおよび上屋倉1'11・…・…ぃ……・20,099ボント
位） 河川関係・・・・・ー… ・・・・・・…....・ H ・－－－… 1, 073ポンド

(3) 商品需品徴の港費……・……....・H ・.....3, 535ポンド

........ z4, 708ポンド

（「i木泌総協会発行，港事告管迎の現状と問題点， p,244.よりf'i'J戎〕
Breadba山 Historyof the Port of London, 1921 (Vol. II. p. 388.〕
にロンドγの倉庫記事ーがある。

（日） ニュー ・ヨーク港l「純益桝成 (1952年度）は，大部分が橋 ・トンネノレの通行

料 ・λスターミナノレ ・土地の使用料ft貸料であって，港湾施設そのものの使用
料による純益は僅かである。（ill口・住岡共著，港湾行政pp,73, 74.参照〕

(5）パブリック ・コーポレーションの具体的形態は，次のような自主性の具体的内

容によってこれを明確にすることができる。

1. 法律上の自主性（Legalentity) 

2. 政治上の自主性（Politicalautonomy〕

3. 行政上の自主性（Administrativeautonomy) 

4. 財政上の自主性（Financialautonomy〕

5. 人事上の自主性（Autonomyin Personal) 

（占部都美若，公共企業体論P.49.)

(6）港湾収入見返り依券（Revenuebonds; Port income bonds）というのは，1

｛悶または数個の施設を指定し，その指定施設から生ずる収入または港湾全体の収

入を但保と して発行される似券でーある。この位券は，市・県・州等の課税対象とな

らないから，社債に優る点、があり，多くは橋梁・トンネノレ ・穀物エレベータ ー・

倉庫業の建設に当たり発行される。 (Marvin L, Fair; Port Administration in 

the United States, 1954, P. 142.〕，矢野剛若，港湾経済の研究PP.1'10-142. 

① 経伝学僻典， p,136. （木村喜一郎〉

②古川栄一編，経也管理組j織 P.23. 
小島昌太郎著，経；語学序説 p,303. 

③竹中竜J;ffi著，公企業談話 pp.131, 132. 

④ 111城 主主著，経必政策 P.383. 参w.~.
⑤ I~バflS都美著， 公共企業体論 p. 37. 
⑥ l当部都美著，公共企業体論 p.33.

⑦ .lE見H百二郎稿 「運賃決定機構」交j瓜学研究， 1959年研究年報 pp,212, 243, 
244. 

③ 占ms都美若：，公共企業体論 pp,225, 227. 
⑨矢野削杭，アメリカに於て陸軍工兵隊が港湾改修工事を施工する｜主l米（港湾，

昭和24年2月号 pp.14目15.）参照
⑩矢野剛者，浴湾経済の研究 pp,87, 88. 

⑪ II 木港湾協会発行，各国港湾行政の実態 p,61.参照．
⑫ Marvin L. Fair; Port Administration in the United States, 1954, p. 143. 
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むすび

以上 「欧米のポート・ オーソリティとわが国の港湾管理Jを概説したが，

結論と して，

は） 港務局の廃止。

(2) 阪神 ・京浜両地域のポート ・オーソリティの創設。

(3) 以上両ポート ・オーソリティ創設具体化のための方法論的調査研究。

（＠ そのための委員会の設立が望まれる。

（木和，J／土，城西大学経済学会「城西経済学会誌IVol. 5, No.2にt&¥・1主し
たものに加本訂正をしたものである。〉
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自 由 港 の復興

日次

1. 問題
2. 自1:13港の性特と国際経済上の効果
3. 日米両国の白Eli港設Ii&：五li1l!!J
4. アメリカの外岡貿易地税制度
5. 新興自 rf~港

1. 問題

柴 田 銀次 郎
（長崎県立問際経済大学〉

自由港は121並紀イタリーのレグホーンに設けられたのが始めという説もあ

るし近代的な自由港は16世紀にヨーロッパ諸国の国家統ーが成り，関税制

度が確立してから国法によって設立されたのが最初という説もあるつ し、ずれ

にせよ自由港は歴史の1~11, 、 ~ ！ill度で、ある。 これが現代まで持続されていること

は，各同が経済自立のーとから未だに自由貿易に踏み切れないでいる以上，己

むを得ない事態であろう。しかし， この7恥、；HIJ度が20世紀も末近くなった現

今，位界の各地に新たに設けられ，或は設けようとし、 う動向が見られるのは

一体何が然らしめているのであろうか。叉，現代の自由港は19世紀にイタ リ

ー， ドイツなどに設けられた自由港と，その性格や機能の上で如何なる相違ー

が生じているのか。更に又，オつが同は自由港に対して全く無関心であったの

か，又は史上未偶有の成長を遂げつつあるわが同経済にとっては自由港など

は最早全然顧慮する必要のない制度なのであらうか。

2. 自由港の性格と国際経済上の効果

凡そ，自由港というのは「一国が一定条件のもとに外岡貨物に対し解欣し

た地域Jと理解している 3 この一定条件がその自由港の自由性の範囲を規制

し， 各自由港のVI＝格を定めている。
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。） 最も自由性の狭い自由港は，その周囲に障壁を築き，その地域に外国

貨物を搬出入するときに通関手続を必要とせず，その地域にある聞は関

税を免除するというだけの自由性が与えられている自由港である。関税

免除は自由港の基本的性格であり，この特典がなければ自由港とはいえ

ない。関税免除の貨物は無期限蔵位ができるのが自由港一般の通則であ

る。しかし，貨物の清掃，改装，ラベノレW・i千jーなどの簡単な手入れを行う

ことは許されているけれども，外同貨物に対する加l工，製造，見本展示

などの作業は禁ぜられている。すなわち，十，，継貿易，配給貿易の振興だ

けを目的とした自由港である。主として地積の狭い自由港のもつ性格で

あり，保税倉庫制度との得失を比較されるのもこの柏の自由港である。

イタリー，フランス，スペインなどの南欧の自由港はこの性格だけしか

持たない自由性の最も狭い自由港である。

(2) 1930年の｜立界恐慌後各同は，関税政策だけでは一同の産業を保護し，

I~際収支の均衡を維持することができなくなったため，強力な愉入直接

統制を採用することとなり，輸入；lf!J当，清算協定，j色体統治!Jを始めた。

これは保護関税以上に強し、障害を貿易に与えたコこのため，貿易を促進

することを目的として設けられた自由港は，関税を免除するだけではそ

の目的を述し得ない。そこで，あらゆる輸入統治ljから解放するという性

格を自由港が持ち始めた 、 愉入可能のll~i'WJ まで待機する場所としての自

由港である〉自由港の大半は関税免除の上にこの性絡をも併せ持つこと

となったコ保税地域ではこの悦絡を持つことはできなし、。

(3) 以 ｜二の性絡の上に更に，外｜可貨物に刻する処理，加工のドIFl3を認めて

いる自由港が多い、ここに処:im(manipulation〕というのは，外国か

ら到将した貨物に刈し清抑，改装．分m，詰め換え，ラベノレ張り，仕分
けなど手を入れる作業であり，加工は製造に至らえEい程度の作業である。

世界の多くの自由港は，その地域内で外国貨物に対してこれらの作業を

許しているところが多L、この得度の作業ならば，保税j山l戒においても
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許されているのが普通であるから，自由港の特·~として挙げるほどでも

なし、かも知れなし、。しかし， 実際問題と して自由港は，保税工場は別と

して，港内にある保税地域はし、ずれも狭臨であるため加工作業は始と、行

われていない。

（引 上記の性格の上に更に，外国貨物を原料とする製造ができる自由港が

ある。 加工と製造との区別は，いずこの国においても明確な定義が見当

らないが，要するに加工の程度を超えて製造となる限界が示されていれ

ば一応の区別lの判断はできるaわが国では，関税法の指定保税地域の規

定の中で貨物の取扱を規定し，税関長の許可があれば「簡単な加工」を

施すことができるように示されているコ複雑な力II工であって製造に近い

作業は指定保税地域内ではできないことを芯！床しているのであるが，簡

単か俊雑かは税関：lえの＇l~l ）断に委されていることになる。又，同法保税工

場の規定の中では，保税作業としての製造には「混合」を含むと示され

ているが，これは数税の貨物の混ぜ合せは』II工ではなく製造になるとい

う意味である。す｝なわち，この混合作業が加工と製造との限界を示すよ

うにも解し得るけれども，混イ干のな！！未自体も不明確な場合も尖際には耳J

り得るし（例えばカナダ小変と沌洲小麦との混合は製造なりや〉 ，混合

が最も複縦な加工作業であるとも解しかねる。関税定率表中の品円名が

変われば製造と見なすというアメ リカの具体的な定誌もあるけれども，

これとても品同名が変わるかどうかの、1:111析に当って疑問が残っている。

結局は，税関の判断にまつということになる。地域内で無税のまま外向

原料をもって製造工業をなし得る l~l 由港は， ハンフツレグ． コペンハーゲ

ン，アメ リカの外国貿易地，rn'c但しj也市：管理者が述邦政府外岡貿易委民
会から， J也祈内製造の』r~.可を叉吋mた場合に限る〕などや香港などの 自由

貿易地域であって， L、ずれも広い地位をもっ自由港である。

（司商品見木の愉入はいずこの国でも概ね無税である 従って，自由港内

での見木展示をWYに許可ーするということはな味がないようにも一応は思
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われる。ところが，アメリカの外国貿易地帯で、は永らくこれが禁ぜられ

ており，1950年になって始めて地帯内製造許可と同時に見木展示が許可

されることとなった。地帯内製造が圏内製造業者に影響を及ぼすとして

永らく禁止されていたと同じように，地帯内に見本展示場を設けること

は圏内の輸入業者に打撃を与えるだろうというので永い間反対されてい

た。第2次大戦中，オーストラリア，アフリカ，アジア方面からヨーロ

ツパへ向けられた貨物は，戦争の危険を避けて殆どニューヨークの外国

貿易地帯に集った。これらの貨物はニューヨーク市内の商人の手によっ

て輸入手続がとられ，市民に直接販売されるとし、う事態が生じた。従来は

大資木の商人のみが携わった輸入業を中小資本の商人が手掛けることと

なり，ニューヨーク外国貿易地帯はさながら国際市場を形成した観を呈

するに至った。従来の輸入業者にとっては一つの脅’威ではあったが，ア

メリカ国内市場の繁栄もこれによってもたらされ，また完全雇用への途

にもつながるものとの国家的貢献も認められて，1950年外｜調貿易地帯法

を改正して，j也衛内に見木展示場を設けることが許されるに至った。ア

メリカ以外の同では，自由港内での見本展示を禁止しているところは見

当らないが，又アメリカのようにこれを特に重視している同もないよう

である。

（的 自由港はもともと外同貨物のために存在するのであって船舶のための

ものではなし、。したがって，関税港であろうと，自由港ニであろうと，船

舶の出入には公課の上で、も手続の上で、も全く差別がないのが原則である。

しかし，港と港とが接近しており，他港よりは優位に立って貿易船を誘

致しようという立図のもとに，船舶に刻しても関税浴よりも好条件を与

える場合がある。たとえば， l~I 由港への入港船Jq~Iにおl しては入港税を減

免したり，手続を簡略にしたり，公：~~を安くするなどの措置を講じてい

る自由港である。コペンハーゲン自由港，メキシコのサンタ ・ロサリア，

フ。エル ト・ メキシコなどの自由港は，保安，衛生，水先案内等公共的胆
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則の外は何等の手続も必要とせず， 努~にサンタ・ロサリア自由港では入

港税，灯台税などの租税に類する賦課は一切免除されている。しかし，

船舶に対するこの措置は，世界的に見れば寧ろ例外に属する。

(7）世界における自由港の大部分はその地域内の居住が禁ぜられている。

この例外としては，英国が航民地に設けた自由貿易港（港というよりは

地域といった方が適当である〉である香港，旧シンガ、ポーノレ，ジブラノレ

タノレ，アデンなど，西ドイツのへルゴーランド免税地域などでは，その

地域内に一般人の居住を許し，ここの住民は関税のかからない外国品を

消費することができることとなっているつ英国の自由貿易港はもともと

木国が自由貿易制を建て前と した政策をとっていたことと，これら制民

地を獲得したときの外国の思惑も考慮されて始めからこの措置に出たも

のと思われる。西 ドイ ツのへルゴーランドはエルベ河口から70キロの沖

合にある小島であるが，1890年ドイツが英国から譲渡された際の条件と

して関税免除の自由地帯とした。第l，第2次大戦に当って要望善となり

海軍基地となったが，この時期を除いては北ヨーロツパの観光地域と し

て賑っている。

関税免除を基木的性格としてその上に詰絡の性絡を重ねている各稀の自由

港は，それぞれの性格に従って次のような間際経済上の効果をねらっており，

かつ港によってはそれを実現している。

(1) 貿易障壁の撤去

貿易障壁を撤去することは同際経済における理想である。関税，愉入

統街lj，煩雑な通関手続が廃されることは，すなわち貿易障壁の撤去であ

る。 ｜止界で通関手続が最も難しい同はアメ リカ と 日木とであらう。 ，~， 由

港ではこの煩雑な通関手続をなさずに外国貨物の陸揚げができるの 但し

管理者に対する届出と許可は必要である。又，爆薬，兵務，麻薬その他有

害品，関税法上の輸入禁~~I］品はいかに自由港であっても特別の許可がな
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い限り陸揚げは禁止されており，又貨物の検疫，消蒜など公訴に関する

法規には服さなければならなし、。

(2) 仲継貿易，配給貿易，委託貿易の振興

これが自由港の原始的な効果である。外国商人の勘定において行われ

るこれらの貿易は，貿易で利益するところはないが3 それでも港湾使用

料などの収益がある。いわんや日本商人の勘定で結ぼれた仲継貿易，日

本商人が仕入れた商品を自ら各地に託送する配給貿易，外国から売買の

委託を受けて日本商人が行う第三国間貿易などは，自己の利誌が大きい

ことは勿論であるが，これが国際収入の；噌加に寄与するばかりでなく ，

この取引をめぐる港湾活動からも少なからざる利益をもたらすこととな

る。わが国では従来この種の｛1j1介貿易はあまり行われていなかったが，

戦後は朝鮮，台湾，樺太などとの取引が外国貿易となったので，完全平

和が確立し各地が自主独立の地位を得るに至れば，かかる貿易をわが同

商人も盛んに行わなければならないH与期が来ると思われる。

φ） 国際商品市場の形成

自由港に見木展示場又は見木市場が設けられると，海外の商品が大量

に集まり，無税，無期限蔵i置の使誌を利用して，あるものは再び海外へ

売渡され，またあるものはl愉入される市場が形成されて，ここに集約さ

れた間際商品市場がで、きあがる。

住） 中小輸入業者の勃興

元米，愉入業は相当の大資木を擁していないと海外のイ品川上成り立た

ないのが普通である。もし，自i主l港があったとすると，自国又は外国の

大貿易業者が海外の商品を大量に自由港に搬入してこれを蔵置する。市

街地に店舗をもっ中小商人は自由港内に赴いて必要なだけこれを買イ、1－け，

自ら輸入手続を履んで市街の消賀地にこれを送ることができる。小資本

の輸入業者の発生ということになる。

(5) 外岡貨物をもってする加工，製造品貿易の振興
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わが国で最も盛んに行われている貿易であるが，原料品でも関税のか

かるものは正規の輸入手続をなし納税を終えて工場に持って来ることは

甚だ面倒であり，資金の回転率もよろしくなし、。わが国商工業者は開国

以来輸入手続は煩墳なものと思い込んでおり，貿易障壁のあることに慣

らされている。自由貿易の利点は観念的にしか理解されていない。貿易

上の枠かせは始めから当然、のことと考えている。従って自由港の便益も

ほんとうには理解されないのも無理ではなし、。関税制度のjffJからだけい

えば戻税の制度があるが，この手続は煩純一で、あり，加工製造の期間だけ

資金が眠ることになる。保税手続をすれば税金額だけの不利は免れるが

狙保の提供と税関の不断の看視とは物心［1可而の苦労の種となる。もし，

自由港の地積が適当に広かったとすれば，加l工，製造のできる自由港で

はこれら一切の苦労なしにこの種の商工業が行われるo

同 国際経済上の中立地帯としての効果

自由港は国際経済上の安全地帯で、あって，同際不安の多い現代におい

てはこの効果が極めて重要であると考える。 戦前には日本の貿易はしば

しば日貨排斥の難に遭遇した。最も頻繁に起ったのは上海においてであ

ったが，このときは多くはーll~f香港の自 由港にもって行って仮｜姥揚げし，

待機するという手段がとられた。かかる極端な場合でなくても，何？か

の理由で、不意；に愉入に支障を；！げこしたとき，とりあえず自由港にこれを

収容するということも起り得る。叉，輸送途中において海上不安が生じ

た際も，貨物を－n奇待避させる場所と して自由港は最も適している。

3. 日米両国の自由港設置運動

アメリカ合衆国は古来伝統的に日関税の同であるC そのため民税制度は建

国以来存在し，保税倉庫制度は1846年以来設けられている。しかし，これら

の制度にあき足らす七 1874五Fニ ューヨークのロング ・ アイランドに l~I 由泌を

設置する議が向まり，これを法案として議会に促l:ljするまて、にヨ三ったが，保



白山港の復興 29 

護論者の「自由港は密輸入の機会を桝す」との見解が）協を占めて遂に不成立

に終っている。これが合衆国における自由港設置運動の先駆をなすものであ

るじ

合衆国において自由港設置運動が再燃したのは第一次大戦のTlii後において

である。これがわが国において自由港に着眼した時期と殆ど同じl時期である

ことは偶然ではあるまし、。すなわち，合衆国は第一次大戦前の園内不景気に

悩み，漸く (Hj外貿易に｜鋪心を持ち始めた海運および貿易業者は，ハンブ、ノレグ，

コベンハーゲンなどの自由港の活躍を見，ロンドン，香港，シンガポ ーノレ

などの港の国際委託子11；場や十，，継貿易の隆盛を夕、IIるにつけ，これを模してニュ

ーヨークその他の浴に自由港区を設けることを要望する司1・が湧いて米た。先

ず，1911年ニューヨーク商社協会（Themerchant Association of New 

York）の外国貿易委員の中から自由港運動が燃焼し始め， 1913~1三ニュ ー ヨ

ーク大学のケネディ 一教授（PhilipB. Kennedy）のヨーロッパ視察となっ

た。この報告古に基づき1915年同協会から国務省通商問に対して自由港の設

躍を婆望した3 これと前後して，前務省内外商業局が同年報において，合衆

国各港に自由港区設置の要望が高まりつつある事実を指摘して一般の注意を

喚起し，その実現を提唱している。 翌年には，エューヨーク選出議員ノリレバ

ート氏（H.Murrey Hulbert）が ド院において，陸軍長官，財政長官，商

務長官に刈してイ，，，継港の名目のもとに自由港区の設置を要望している。ここ

に政府も議会も漸く自由港区なるものに関心を向けるようになった。

このようにして再燃し始めた自由港問題は戦争末期から戦後に至って益々

織烈になった。すなわち，1917年秋，合衆国関税委員会はタウシッグ教授

(F. W. Taussig）とケン ト氏（William Kent）とを派遣して各地におい

て自由港問題に関する公聴会を催し位論を徴すると共に，内外商業局から港

湾関係と関税関係の委員を選んで各港の事情並び7乙自由港設置に関する立地

条件の実態調査に当らしめた。これら調査の結果はケン ト氏により自由港区

に｜捕する報告書と して発表された。これらはし、ずれも政府筋の活動であるが
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l~I 由港運動を最も熱列に行・ったのはむしろ民間の商業団体であった。すなわ

ち、1917年以来サンフランシスコ，ニューヨークなどの商業会議所その他港

を擁する都市の商業団体は，自由港法の一日も早く制定されることを要望し，

具体案を作成して議会に対し正式に要求するものも出て来たが，当時はヨー

ロッパ戦況が最高頂に達しており，政務が甚だ繁忙を極めていたこともあっ

て，政府の経済機関及び民間商業団体の熱望にもかかわらず，国会でこれを

取り上げて論議する機会は至らず，そのまま第一次大戦は終了した。

1919年6月講和が成立すると，数年間眠っていた自由港運動は三たび持ち

上がったコ今度は21都市の商業会議所が結束して自由地帯協会（TheFre巴

Zone Association）を組織し， 自由地帯設置法案を作成して下院に対し，

これの提出を要求し，当時の議員ノ ーラン氏 (J.I. Nolan）の手により正式

の議案として下院に送られた。下院はこの議案を先ず財源委員会（TheCo-

mmittee on Ways and Means）に附議したが， この委員会における委員

の殆ど全員が共和党員であり保護貿易論者であったため，審議は終始誤解と

曲解とをもって論議された。例えば， 「この法案にある自由地帝の自由とい

う語は自由貿易を意味する以外の何ものでもなく，自由地帯なるものが自由

貿易国では必要でなく保護貿易固においてのみ存在f1lli値があるなどと説いて

いることは全く首肯することができなし、。」 (Wilbur F. Bateman）又，

「自由地帯法案は憲法違反である。すなわち，憲法第 1款第9条によれば，

出来或は歳入に関する規定をもって11十｜の港に他州、｜の港以上の特典を与えて

はならないと規定されている。」 (I. W. Fordney〕下院に呼応して上院に

おいてもワシン トン州選出のジョ ーンズ氏（WesleyL. Jones）が同一法

案を提出したが，これも同じ理由により葬られた。

1921年第4次自由港運動が起った。すなわち，同年8月上記ジョ ーンズ氏

が再び案を練り直し，今度は前の失敗に鑑み，自由地帯の自由なる訟が無用

な論議の的となることを避けて「外国貿易地帯法」 (Foreign Trade Zones 

Act) と名称を改めて上院に提出し，上院はこれを商業委員会に附託して審
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議せしめ，委員会は無修正で、これを可決し，上院に報告するところまで漕ぎ

つけたのであるが，このときも遂に大統領の署名を得るまでに至らなかった。

1924年にジヨ 一ンズ氏は三たひ

告干主：を添えてこれが通過に努めた9 議会から附託を受けた商業委員会は前回

の場合と同じく極めて好意的にこれを取扱い，上院にも効果的な報告を行っ

たので－あるが，このときもまた他の多くの法案とともに通過不能に陥ってし

まっている。所在，共和党政権の下においてはこの種の国際的な施設は省み

られる運命にはなかったということである。しかし このときは前2回の議

案提出のときに比べると，自由港反対論はなお多くの誤解を含むとはいえ，

余程問題の核心に触れて来ていた。その主なる理由を拾って見ると，

。） 合衆国の港湾はヨーロッパ諸港に比し仲継貿易には適する地理的環境

にない。

(2) 外国貿易地帯は実は自由貿易の第一歩となるもので，地帯内にある外

国製造品はアメ リカ製造業者を脅すこととなる。

(3）保税倉庫，民税制度があれば地帯の必要を認めなし、。

ω地帯は貿易を奨励するだけの施設であって圏内製造業者に利するとこ
ろは少なし、。

(5) 憲法に違反しないように（前述〉外国貿易地帯の候補地を選ぶことは

困難である。

（的地帯陸揚貨物のみを積載する船舶しか入港を許さないとなると，他港

｜控揚貨物を混載している船舶にとっては却って不便な施設である。

この設置反対論に対する反駁も頗る盛んであった。 このことはわが国の自

由港設置運動に際しての反対論と賛成論とにも似通っているので，ここに紹

介すると，当時アメリカ国会を中心として起った設置反対論に対してなされ

た反駁論を前記反対論のII煩に従って纏めると次の如きものである。 CR. S. 

Mac-Elwee: Port Development, 1925. による〉

(1）合衆国商港の地理的条件がヨーロッパ諸港に比して外国の港に遠いこ
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とは否めないが，しかしアメ リカ大陸とヨーロ ッパその他アフリカ，

京洋方面との貿易をロンドン，ハンブノレグなどヨーロッパの港において

イ中継している事実は何を物語るか。アメ リカが仲継貿易に対する適当な

施策がなされていないことを意味する以外の物ものでもない。

(2) 外国貿易地帯が自由貿易の茄芽であるという論は曲解である。厳重な

保護貿易政策下にあってこそ外国貿易地帯の存在意義は強まるのである。

従って，地帯を設置することは国内産業の振興にこそなれ何等障害とな

るものではない。

。） 保税制度， 庚税制度が市川自にとり，:f,tj主にとり如何に煩雑であり，か

つ不使であるかは周知の事実である。結局，保護貿易なるが放に必然に

とらざるを得ない税関の諸規則に縛られているがためで、ある。また，こ

の規則を多少緩和しても税関史の君：出店主督下にある｜彼り依然として煩雑

不使から免れることはできなし、。しかるに，外国貿易地帯を設世して税

関の手から離れればこの一切の煩わしさから解放されることになる。

(4) 外｜さ｜貿易地帯から直接に利益を受けるものは正しく商業である。しか

し アメ リカ経済は独り製造業のみによって支持されているわけではな

く，市業もまたアメ リカ経済上重要な要素である事実を忘れてはならな

い。のみならず，貿易品製造業者の中には，地桁が設置されたl)Jもには地

刊1J1に倉庫をもち加｜工工場をもつものが山て米るに違いなし、。

(5) 外国貿易地帯制度が態法違反であるという説は曲解も甚だしいもので

ある。外国貿易地帯は合衆国の成入に何等影響を及ぼすものではない。

地；借は消費地域からは完全に隔離されており，地帯内の商品が消費地域

内に搬入されるとき輸入となって税関の監督下に入り関税を課されるこ

ととなる。又，一港に地帯が設けられて他港の繁栄が奪われる恐れがあ

るとすれば，後者もまた外国貿易地帯を設ければよいのであって，憲法

の平等原則に反するという事：態で

(6) 地硝｜控揚貨物と｛山港｜挫揚貨物とを混1肱しTこ船舶が地1帯に入港停泊がで、
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きないという脱定は提出法案のどこにも記されていない。かかる規制lは地付；－

の機能を阻害するものであるから，法案に入れてはならない。

ジョ ーンズ氏の外国貿易地；常法案はこのようにしてこのl時には日の目を見

ずに終ってしまったが，1929年秋アメリカに勃発した経済恐慌， これが波及

して起った1930年の世界恐慌，引きがG＼，、て世ー界各国を襲った不景気はアメ リ

カ政界にも大動揺を引き起し共和党の 12年に亘る長期政権は崩壊して，

1933年民主党のノレーズベノレ トが大統領となり，国会も民主党が圧倒的勝利を

収めて，景気回復と国際路線の修正とに乗り Illした。外国貿易地締法案もこ

の機会に起死回生を得て，遂に1934年国会を通過して「外国貿易地帯法」と

なり，設置申請していた主要港にこれが災現するに至ったのである。

1934年成立公布された外国貿易地；出・法は，ジョ ーンズ案を基礎としたもの

であるがp 原案と異る，＇~（は

(1) ジョ ーンズ案では地；1-1；設立者（管理者）は公法人に限定されていたの

を、私法人も設立者たり得ることとしたこと。

(2）地借内における製造及び展示を禁止したこと。

ゆ） ワシン トンに商務長官，財務長官，国防長官の三人をもって組織する

外出貿易地帯委員会を設け3 これが地市に｜期する般市J行政府として，設

立認可， 企画統治lj ， 紙也監3皆の'.k権を湿り ，強力な中央集権~j)ljにしたこ

とである。

最初に外国貿易地帯を設位したのはニューヨーク港 (1936年 1月）であり，

次いでアラバマ州、｜ モビーノレ港 (1937fj~ 9月〕であったが，モビーノレ港は財政

的に収支償わぬという理由で， 1939年4月に自ら地帯を廃止した。その間，

サンジュアン港 （プエノレトリコ〉，サンフランシスコ3 ヒューストン港ーから

設立申請があったがすべて留保され，今次大戦の終了まではいずこにも設立

を見なかった。終戦後1945年3月に先ずニュー・ オルリ ーンズ港に設立が認

可され，1948/,-1'二にサン・フランシスコ港に，1949年6））にロス ・アンゼルス

港に，同日シアトノレ港に，同年11月にサン・アントニオ空港 (1953年廃止〉
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にと，合せて 6外国貿易地佑：が設けられ，それぞれ設立認可のJI以に従って第1

外｜£貿易地借から第6外国貿易地；出までの公式名称が与えられたn

1950年地；吊・法を改正して，地構内においての製造と展示とが許されるこ と

となったコ製造と展示とを行い得るためには，先ず地’情・管理者が外国貿易地

帯委員会の認可を受けなければならず，かつ製造作業につく外国貨物は終始

税関の監督のも とにあることとなったっこのため，従来は税関の監督外地域

であった外国貿易地帯が，却ってその監督支配下に入ることとなり，外国貿

易地帯には，税関が手を触れない外国貨物（仲継を目的と した外国貨物〉 と，

税｜却の監督下にある外国貨物とが混在することとなった。いわば，外国貿易

地時は自由港の機能と保税地域の機能とを併せ持つような地域となった。こ

の新しい外国貿易地帯制度については後段にやや詳しく述べるが，地帯法改

正後も，1961年に オハイオ州のトレド（Toledo）港とプエノレトリコのマヤ

グエズ（Mayaguex）にも外貿地帯が設立されている。

合衆国政府の外国貿易地借に刻する熱意は自国のみに限定されず，近年は

進んで＇・？iii外における地常設置にまで及んでいる。 これは，自由港なるものが

自国経済にとって利することのあるのは勿論であるが，結局はここでは外国

貨物が自由の便益を受けているのであって従ってアメ リカ産貨物は海外の自

由港においてこそこの使益に預ることができるという事尖を知ったからであ

る。アメリカ自身が既に外国貨物に刻して解放地区を提供している以上， fuJ

等＇I.~するとこ ろなく ，外国に自 由港設置を勧奨することができる答である。

すなわち，1946年パナマ共和国がパナマに地帯設置を希望してその計画樹

立をアメ リカ国務省に依航して来たので，ワシントンの外国貿易地借委員会

は事務局長をパナマに派遣して資料を整え，ラテン ・アメ リカ諸国の了解ーも

得て，空港を包含する自由地帯を設けることに成功した。現在アメ リカ商社

が盛んに利用しつつある。

更に，1949年にはアフ リカのリベリアのモンロビア港にもアメリカ資木に

よって自由港区が設けられた。このときもアメリカ外回目易地州委員会の事
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務局が終始｜共l係していたコ松近には， 1958年に， r9l縄の胤紛争lliにも自由泌が

設けられ，台湾の高雄にも1966年に自由港区の変態と見るべき輸出力II工区が

設立された。わが国に刈してさえ1947年に自由港設置の指示が当時のGHQ  

から出され，わが国政府はその成案に狂奔したl時期もあった。これらの詳細

については後に詳しく述べることとする。

日本における自由港問題もアメ リカ合衆国と概ねII寺を同じうして起ってい

る。問題として提起されたのは1918年である。

すなわち，大正7年第一次大戦が終りに近づいた頃，日本郵船台湾支店長

安田繁三郎氏が台湾、の基隆及ひ高雄に l~I 由港を設けよ ， 更には進んで台湾全

島を自由貿易地域にせよと提唱したことが，恐らくわが国で自由港問題を世

間に投じた最初ではなし、かと思う。同年これより少し遅れて下関港外の彦a島

に築港してこれを自由港にせよという論も出ている。しかし，これらは未だ

運動にまでは発展することなく単なる提唱の段階に止まっていた。

自由港設店運動が最も峨吉！｛に起ったのは第一次大戦後の不況JU］においてで

あった。これは上￥1JJに l~I 由港が設けられるという噌が高まっていたというこ

とも動機になっている。大正11年まず神戸市，神戸商業会議所が中心となっ

て自由港の研究と宣伝を始めた。横浜でも横浜市社会問題研究所長で、あった

左右｜王i喜一郎博士が中心となって自由港1gJ題と取り組んでいる。 このときの

所論は神戸は積極論に終始したが，横浜はかなり批判的であった。すなわち，

横浜の結論は，自由港は｛1j1継貿易促進のための施設であると解釈し，少くと

も般浜港は｛中継貿易には関係が務く，従って自由港は不必要である，ただし，

船舶の出入に特典を与えて誘致できるような制度であるならば自由港も意義

があるという論であったっ（同研究所刊行「，横浜港より見たる自由港問題」〉

横浜に反して神戸は極めて活発な動きを見せたヲ大正11年当時日本郵政i取

締役であった石井徹氏が「第1に人口問題のffJlOkには海運と貿易を感んにし

て外貨を濫作するにある、[I木経済界はロン トF ンの委託販売111JJ.jの隆雌にli



3() 自性I1仏の復興

目しなければならなし、。第2に保護貿易政策をとりながら英国のような自由

貿易国と同等の利益を得るためには自由港区を設けるより外に途がなし、。第

3に自由港区は地理的環境から考慮して神戸港に設置するのが最も適当であ

る」と述べた。 （東京朝日新聞大正11年5月20日号〉

神戸市会は同年「神戸自由港区設置期成同盟」を結成し，神戸商業会議所

も「神戸港自由貿易地帯調査委員会」を設け，貿易， ￥ta.運，倉庫，金融，工

業，地域各界から15名の委員を選んで具体的調査研究に乗り出し，財界各方

fuiにアンケートを出して怠見を徴したJ これらの調査研究が漸く発芽しよう

と い う ｜探に突如l として爆蝉的な反刈論が飛ひ出した。 すなわち， 当 I I~＇三菱倉

庫利l戸支店長であった三橋信三氏が大正12年5月「自由港論批判」という小

冊子を公刊しその中で， （1）自由港は外国においては既に過去の制度に属し，

今日は保税戻税制度に改まりつつある。（2）わが国は地理的経済的観点、から仲

継貿易を振興し得る見込みがない。（3）保税，民税制度では不十分であるとい

うならばこれを改善すれば自由港区と｜司 じ機能となる。 任）自由港区内の』｜｜工

製造工業は外国の例を見ても発達する見込みがなし、。（司船の入I±＼手続が煩純

ならば簡略に改善すればよし、。（6）上海の自由港はわが国が設けても中止しな

いであろう。文上海に設けられれば日本の自由港広はこれに対｝}Lできなし、。

(7）神戸港はイ中継貿易額が僅か9-165'6に過ぎなし、から，自由港として不適当

である。と論じ 「経済的繁栄をもたらすには自由貿易でなければならない。

自由港制は儲か7' 8万坪の小地域であり， しかも内地と 全然区画されて地

代高く労力資金に不自由な場所では産業勃興は望めなし、。」と結論を干して

いる。自由貿易論からする自由港反対論は世界でも珍らしく，しかもその論

旨は体系的であり， 設置論のみが華やかな脚光を浴びている真只中でのlift-

の反対論であったことは極めて印象的であった。

この反対論にもかかわらず，布11戸を始め，多少消極的ではあったとしても

横浜も， また大阪，門11・i,釜山などでも自由港設置運動は主主んとなり，努Kに

神戸市は大正12年に 「1~1戸港自 由港区設置の提唱」と題する附子を公刊して
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世論の喚起に努めた。その中で，保税，民税制度を批判して， 位）保税倉庫は

庫入蔵置貨物の種類が限定され，出し入れ運搬には煩雑な手続を必要とする。

蔵置期間も 2カ年，製造加工は勿論改装仕分けも許されず，庫出は庫入のと

きの状態でなければならなし、。（2）保税工場も貨物の種類に制限があり蔵置期

間も 6カ月である。手続も煩演であり，担保も提供しなければならず，しか

も倉庫証券の発行も許されずー令融の途がない。（3）戻税1fJIJ度も特定貨物に｜浪ら

れ，手続が［而倒であるばかりでなく愉入日から1年以内に再愉出しなければ

ならない，などの欠陥があるO en：.現在はこれらのf伊l町4が多少緩荊1されている〉

,'i 

あつTこ。その外， 各港湾都市ではそれぞれ独j.'.:jの立場からする設置趣意書を

公，こして貫徹を期し，政府筋でも次第にこの渦の中に入らざるを得なくなり，

例えば内務省、土木前は海外の自由港に関する文献を紹介し具店は概訳して，民

間の運動にnf応している。 しかし＇1'• '

；専なかつた。

1年余に亘った自由港区設ifui運動も大正12{r:-9月1口に関東を襲った大震

災により終止符が打たれたっ震災の復興のための建設資材，消費財の輸入激

併により港湾、は未尚有の繁忙となり，いわゆる復興景気によって経済界は全

問的に賑いを見せた。自主主，景気回復をめざした自由港問題は姿を消し，ア

メリカにおいて外国貿易地滑法案が論議の的となっていたH与期も，これが成

立してニューヨーク港に外国貿易地帯第 lりが設立されたときも，自由港問

題は全く忘れられたまま戦肉体制に入ってしまったっ

自由港問題が再燃したのは終戦後である。この再燃は大II三！三聞に起った自

rl3港設置運動と異り，景気回復策としてではなく ，又国民の要望に基づく もの

でもなく，当日有駐留していた辿合軍総 6寸令部 （GHQ）の巨｜木政府に対する

411示によるものであった。当時，重要港の管:iw＿に当っていたのは運輸省、で、あ

るが，従ってこの問題に最も熱心であったのも運輸省である。すなわち，運

愉省海運総局計画課は向性｜港に関する構想を練り， ll百平1123｛ド4月具体案を作
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成して 「自由港設置について」というパンフレットを内示するまでに至った。

これによると，日木に設くべき自由港区は単なる仲継貿易を目的とするもの

ではなく ，ハンプルグ3 コペンハーゲンの自由港に倣って自由港区内に加工

工場を陪いて工業港たる性絡をも併有すべきであるという極めて進歩的な案

であった。しかしこの実現の時期は臼木政府の自主的政治が認められ，か

つ国際迎合への加入も許され国際貿易に参加できたときであるという条件で

あった〉この案が内示された1Jn後にあって3 各港湾都HTからもそれぞれ独自

の案が提示され，一H

政府で、も百庁運総局案の外に吏に月句済安定木；＇i官カ：昭蔚124年7月25口｛、lをもつて

独自のId：、見を内示している3 すなわち， 「自由貿易地市設置に関する：店、見」

というパンフレッ トであって，これによると大体1950年改正前のアメリカ外

国貿易地帯法に則っているらしく ，地帯を関税の適用外地峡とするばかりで

なく貿易統治lj法規の適用外地j或ともなし，地市内では外国貨物の放置，解

体， 改装，仕分け，選！Jil，清抑その他の手入れ作業は許されるけれども，加工

製造作業は船舶の修理を除き一切禁止するという性格の自由港区であるσ 政

府案もこのようにいくつかに別れていたが，最終的には運輸省港湾局計画課

から発表された「自由貿易地帯設置計画案」によって結論が出されたコこれに

よると， 関係省間で協議の結果，差し当り中継貿易のみを行う自由貿易地帯

を設置する方針をきめ，その設置基準を定め，設置候補地と して神戸，1/IUJi'、，

佐世保の三港を挙げた。かくてわが国のiJI主治問題も曲りなりにもここで一

応の解決を見るやに忠われたので、あるが，これと重復して起った別の港湾、問

題のため，自由貿易地桁設ii71＇.問題は軌道を外れてしまう仕末になってしまっ

た。

すなわち，同 じく総 υj令 ；＇；／）から港湾首：J' ll に／：）~／する港湾法制定の勧告があり ，

政府も港湾を擁する都道府県及び干/Jも港湾、法の成案と管理者の決定に精力を

傾けるようになり，自由貿易地’出ーはどこかに消し飛んでしまった〉今一歩で

泣立とまで＇i~lj ぎつけた「 Irl=1地設ii'I'：’もこれで一切が棚 上げとなりそのままノト11
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に及んでいる。

しかし，わが国の自由港問題はこれで、終ったわけで・はなし、。アメ リカ政府

も極東地域に自由港区を設けたい志向を決して捨ててはいなし、。その証拠に

は，1960年2月に那樹港に自由貿易地帯を設けしめ，1966年12月に高Ml＇港に
自由港区の変形である輸出加工区が設置され，更には釜山港と馬山港にもl二｜

由港区を設けるこ とを勧奨し，大幹民国も積極的にこの計画実現に乗り出し

ているとも伝え られている。わが国でも最近長111崎港その他で ＇~＇ 由港問題に強

い関心を示しているところが出て来ていることは注円すべきである。

4. アメリカの外国貿易地帯制度

先には中米，アフリカに，近年は極東に自由港区の設立を顕りに促がして

いるアメリカ合衆国は自国においてはどんな性格の自由港区すなわち外国貿

易地帯を設けているのであろうか。これを極めて簡略に’f!lうこだけを紹介して

見ょう。

外岡貿易地帯法によると，地帯は公共企業体（publicutility）として経営

し， 使用は公聞かつ公平でなければならない。叉，関税法で愉出入を禁止さ

れている貨物，地帯管理者が不適当と認めた貨物の搬入，蔵置は禁止され，

出入者はすべて一定の記章をつけ識別票を所持していなければならない，こ

とになっている。地叩’内に貨物搬入し蔵前ーする手続と規制とは，搬出入の際

の円的に従って5種別に分っている。

(1）非特権外国貨物（Non-privilegedforeign merchandise) 

これは外国からj也；： g:~.こ直接~揚げされた貨物で， 直ちに又は将来再び外岡

へ直接愉送する阿的で搬入蔵置されている外国貨物である。この純の貨物は

搬入手続が最も簡単であって，関税法規に関係がなく ，i垣間手続も担保も納

税も必要がなく ，税関の監督もなし、。地時’が自由港と しての機能を完全に果

たしているのはこの非特権外国貨物だけでるり，これを関税地域に搬出する

ときは正規愉入手続を要し搬II-¥附の状態で愉入税がかかるの
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(2) 特権外国貨物（Privilegedforeign merchandise) 

地帯へ搬入される外国貨物であって将来闘税地域へ輸入される見込みのも

のにつき，地帯へ搬入した当時の貨物の｛illH名と関税率とによって課税して貰

いたいときは，地帯搬入後48時間以内に申請すると特権外国貨物となる。 こ

れには 1~ 11 1時納税 (Immediate liquidation of duties）か免税証明の手続を

とる必要がある。特権外岡貨物は終始税関の監督下におかれ，保税倉庫，保

税工場の規定が適用される。

¥3) 特権内国貨物（Privilegeddomestic merchandise) 

内国貨物を地帯に澱入するとき，製造力｜｜工の後再びl刻税地域へ庚しTこし、場

合， 税関に刻 して無税H~民 しの特権を r l'l;ti＇；するとこれが特権 内国貨物 とな

る。特権内国貨物がj也；治にある問は税｜長lの監督下にある。これを愉1+1すると

きは税関地J或を経由するか，正H2の愉I＋＼手続をしなければならなし、

ω 非特権内問貨物（Non-privilegeddomestic merじhandise)
特権を申請しないで内問貨物をj也叩；へ搬入する場合は先ず愉IH手枕を履ま

なければならなし、。又，この貨物を再び関税j也l或へl売したし、場合はif規の愉

入手続を必要とする。

(5) 地帯限定貨物（Zon巴 limitteclmerchandise〕

保税倉庫から地帯へ保税陥送された貨物および民税のため関税地域から地

；出ーへ搬入された貨物をj也制侭定貨物とl＇：）。これは 1950年改JE1]fjには倣入す

ることのできなかった貨物である。これらの貨物はJ也；N；；から直接に外岡へ杭

l:l：＼すことが条件となっており，j也；，＇g：へ搬入の際に愉1:1:¥手続を済ませておく必

要がある。輸出手紘後は直ちに政iι 処浬，力｜｜工，製造の手続を行いp J也什；

内にある間は終始税関の監督下におかれるのそ して ， 再び 1~~1税地域に持込む

ときには正規の！愉入子会主を安しそのときの状態で課税される。要するに，

地帯限定貨物は愉出しなければならないのが建てriiiであって， やむを得ず1[i(i,j

入するときには外岡貨物と見なされるη
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結局，通関手続を必要とせず，税関の監督も受けずに搬出入，蔵置ので‘き

るのは非特権外国貨物だけである。この程の貨物は地帯管理者に対する届出

手続だけで済む。しかし，これにも但し書があり，税闘が歳入擁護のため必

要があると認めたときには，非特権外国貨物でも監督し規制することができ

ることとなっている。すなわち，密輸入を防止する措置で、ある。

これを要するに，アメリカ外国貿易地帯は実は自由港区と保税地域との混

合的性絡をもっていると解釈すべきである。すなわち，アメリカが木来もっ

ている保護貿易主義を自由であるべき地帯の中にまで惨透させているのが実

状であるO 乙れに加えて，各地帯の地積がニューヨーク以外は極めて狭く，

これらの事情のため各地帯の繁栄が始めに期待したほどには得られていない

ものと思われる。

5. 新興自 由港

およそ往時における自由港設置運動は， 欧米で、もわが国で‘も~；；~に経済不況

のときにその打開策として起り白熱化している。しかも，過去において自由

港が設置されたため，景気が挽回したとし、う実証はなL、。わが国はこの20年

間未偶有の経済発展をとげ，港湾もその活動において，また建設において同

じく未鈎有の活気を呈している。今までの経験に照せば，不況打開策として

の自由港問題など生じるわけがなし、。しかるに，戦後自由港問題が再燃し，

更には最近も自由港設置を要求している港が出ている。殊に，沖縄では那覇

港にこれが設けられ，又狗外でも日雌港，釜山港などにも既に設けられ又は

設けようとするところがあるo

自由港の基木的ill:fちは昔三も今も変りはない。依然と して関税免除地域であ

る。又，国際経済関係も基木的には自由港口lj生当時と余り変ってはいない。

勿論，往H寺に比べれば国際経済関係は極めて密となり，殊に近年は欧州経済

共同体，欧州、陥由貿易連合，ラテ γアメリカ自由貿易連合，アラブ共岡市場，
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西アフリカ関税同盟など，その他幾多の経済地域協同体制が生まれて，その

体制内国家間では貿易障壁が或る程度緩和されるようになっているけれども，

その代りにこれら異る体制間の障壁がむしろ強固になった而が窺われる。の

みならず，体制内国家聞においてさえ，各国が独立行政，独立財政である以

上はその国の都合というものがあり，必ずしも完全自由貿易体制ではなく，

何等かの障壁を設けて自国産業の保護と外国品消貨の規制lを行わざるを得伝

いし，又実際にもこれを行っている。さればこそ独立国家なのである。すな

わち，世界を通じての自由貿易体制は経済国境がある聞は到底望むべくもな

い。 GAT  Tの基本精神である貿易の l~I 由が全市的に実現するのは，各国の

あらゆる経済体制が平等になり解放的になったときであろう。 世界はまだま

だ貿易障害の悩みから離脱することはできなし、。自由港制度が今なお問題と

なるのも，かかる事態がその根底に杭たわっているからであって，これが先

ずもって根本の理由である。

第1次大戦前後，更には1930年世界恐慌後，アメリカ及び日木において起

った自由港設置運動は，たしかに不景気打開を｜三li'1ZJとしたものであった。ア

メリカは業界と政界の熱意、によって1934年にこれを実現したけれども，日木

は1923年の関東大震災によって立ち消えてしまった。今次大戦後に至り問題

が再燃したのは，当時日木の政権を握っていた迎合寧総司令部すなわちアメ

リカ政府の行政折導によるものであった。このときも港湾法制度と競合して

眠ってしまったということは前に述べた通りである。アメリカはこれにこり

ずに，琉球政府に那覇港に自由泌を設置するよう勧告し 1960年2月遂に設

置に成功した。次いで、，台湾にも自由港設置を勧めたが，民間人の住l恵に基

づき，高雄港に「愉出力JI工区」（KaohsingExport Processing Zone）とし、

う特殊な自由港区を設置した。更に，幹国の会E山港に設目され，文馬山地に

も設置計画があると聞いている。すべてアメリカの勧奨によるものであっ

て，アメリカの息のかかった地域に於てである。

先に，自由港は「外国貨物に刻し解放した地域」であると定芯したが，ア
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メリ カはその外国貿易地帯の経験によってこの意義を体得し，アメリカ貨物

のための在外基地をこれに求めたものと見るべきであろう。勿論，これら自

由港はアメリカ貨物には限らず，すべての外国貨物に対して公正に解放され

ているのであるが，アメリカと特別な関係にある固とすれば自ずからアメリ

カ貨物が大きな部分を占めることは己むを得まい。叉，これら白由港によつ

て利益を受けるものは必、ずしもアメリカ人だけで

定において外国貨物を取払えば利するところが少なくなく，実際にも主と し

て現地国民が多く これを利用しており，アメリカ，日本その他の国々と共に

加工工場などで進出し，現地の低賃銀労働を利用して利誌を挙げている。す

なわち，アメ リカの外国領土での自由港設置勧奨が近年における自由港復興

の第二の理由というべきである。

那稲自由貿易地域の制度，性格は概ねアメリカ外国貿易地：m：・ と同じである
が，面積が 8,150M2で極めて狭く ，そのためか始めに期待したほどの成果を

挙げ得ず，力II工製造工場は現在野球グロープ，ミシン，パラソノレ，化粧品，

酒煩，木工などの種類に止まっている。初期には トランジスターラジオ，カ

メラの組立工場もあって 8祉を算えたが，今は5社に減じ，ここに働く労働

者約400人，これによる総収入$414, 000といわれている。この停滞の原因

は，地域が余りに狭いことと労働賃銀が次第に日まり内地と余り変らなくな

ったことであると見られている。

これに反して，高MH翁i上l 』II工区はアメリカ外国貿易地’；;i；とは全く ~Iii)度が異

り，関税免除，輸入統治IJ外地域となっている点は正に自由港ではあるが，力11

工区へ入った貨物は台湾内｜崎へ輸入することが禁ぜられ，又加l工を施さずに

搬入時の姿のまま海外へ搬出すること，すなわち仲継貿易も許されていない。

あくまで外｜盃｜貨物について』｜｜工製造の上輸出することが要請されている。但

し，貨物の欣障，契約の間違いなどのための積民し，加工区から一旦搬出し

て関税港ーから輸入することなどは合法として認められている。高雄輸出方II工

区は而航が約700,OOOM2で比ii佼的に広くm・：ニューヨーク外同貿易地引は約
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372, OOOm"，サン・フランシスコ同は約61,00011｛，コベンハーゲン自由港区は約1,190, 

00011l），従って加工製造工業のために相当の面積があり，工場数120社（内

日木進出26-f_t），労働者数凡そ15,000人， 業種は電子工業，プラスチック工

業，その他洋傘，野球グローブ，つり針，日ii］務m，織物などの手工業である。

創設後2年間に加工区への投資事18,000,000，内日本事3,650,000といわれ，

現地においては将来の発展に大きな期待をかけている。

那副も高雄も東洋における地理的位置には大差がない。日維の方がJ-kr旬ア

ジアに少しく近いというだけであるが，しかし}]IS婦には日本木土，1:Ui¥I芸！など

により近いという利点がある。しかるに，一方が栄え，他方が停滞している

のは，要するに一方は台湾島という広大なる内陸を擁しその統済基盤も確

立しており，国際経済上も独立国家としての地位を占めている地域に屈して

いるということが根本にあるけれども，（1）地{inj，労nが低くて投資の対象に
なり易いこと，（2）輸出力II工の地積が広くて工場建設と港湾施設とに十分余俗

のあることが繁栄の原因であると思われる。それかあらぬか，琉球において

は那務自由貿易地域の拡張，更に進んて、は本土復帰を期として沖縄全島の自

由地域化を計画し提唱する階層もII：＼て米ている。

わが国においても戦後GH Qの指令により神戸， Wi浜， fJ,=j止｛尽などにおい

て自由港を設ける動きがあったことは前に述べた。その後，神戸港は港域の

東西に膨大なる計画のもとに伽而J;lnfz:ての工事を起し，これが大略完成に近

づいた頃更に港の正面防波堤の外J或に 4, 060,000口1~の人工島（ポートアイラ

ンド〉の埋立計画を樹て，現夜その一郎完成を見ているが，この引｜商を樹て

るに当って築造理由のーっとして，ここに自由港を設けるということを挙げ

その計画案も練った。しかしこの未尚布のj』！立案が成立し築造に清子する

と，自由港はわが国行ー政の現状の下においては成功の見込みなしと見たか，

又はポートアイランドの着工に成功した以上はもはや自由港をとりあげる必

要がなくなったと見たか，自由港のことはいつの間にか姿を、消してしまったの

これと前後して名古屋港においても大阪港においても用1工事業に関連して市
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民の中に自由港設置を考えるものがあり，経済団体では研究を重ねていたけ

れども立案までには至っていなし、。その中にあって，最も熱心であり今なお

自由港設置に政治力を傾けているのは長崎港である。長崎港ーはその港口に総

たわる香焼島（｜白川南造船所跡〉と深助！地区との聞の海面を埋立てたが，こ

の地域に自由港区を設置しようというのである。那窃，高雄，釜山の自由港

に京1］！践を受けたことにもよるが，自由港区内の加工・製造 ・展示を許すばか

りでなく域内居住の自由も認めるという極めて自由性の広い自由港区であっ

て，これを「国際貿易地帯」と名づけ要綱案を作成して設置運動に乗り出し

ている。自由港問題は政界でも経済界でもまだその気運は熱していないけれ

ども，沖縄返還の時期も迫り，沖縄住民の希望である自由港存続の件もから

んで，或は長崎港の国際貿易地’借も何等かの形で実現するかも知れない。要

するに，最近わが国に起った自由港問題はいずれも海而埋立てに関係がある。

自由港の復興としてはわが国3;lt何の動機によるものであって，これが復興第

三の店主由となる。

I~ 由港設置反対論の論拠は， rliiにわが｜丞｜ とアメ リカ の場合につき紹介した。

今1:1でも反対論者はこれらの論拠のうちし、ずれかを固執している。最近はこ

れに』｜｜うるに，自由港は徒らに外出に奉仕するに過ぎないという理由の反対

論がti:¥ている。しかしこれは間違いであって，自由港は「外国貨物」のた

めに奉仕する施設ではあっても， 「外国」や「外国人」に奉仕する施設では

ない。自由港は外国貨物を取扱う人にはその国籍を問わず，すべて平等に利

（更を与える施設である。 世界には既に10数カ国にわたり 100港に上る自由港

が設置されている。国際経済上優位にのし上った日本が， ~1土ばは外国のため

になる自由港区を設けることは，我利主誠日木の汚名を幾分でもそそぐこと

になるのではあるまいか。

( fiNi考〉自由港の歴史，理論，実態についての詳細は:IUI者「自由港の研究」 (I財布130

'f・同文f1f｛発行〕を参照されたい。
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日本港湾におけるターミナノレ・オペ

レーターの論理

目次
1. はじめに一一本論の範凶

東 寿
CH本泌総経済学会7品。任理事〉

2. 地方自治による港全体経営の公企業体化について港湾法20年の反省
3. i事頭経営方式と してのターミナノレ・オベレーター制度について
(1) 企業の種類ーーターミナノレ・オペレータ一方式へ
(2) 企業の形態一一ー公私企業の接近化
11. 公私共同企業について
(1) 公私共同企業の概念
(2) ナチス以前のドイツにおける公私共同企業の歴史的経総
(3）公益企業統till］の手段としての公私共同企業の仙他
5. 戦後の日木港湾における公私企業J妥近化の実例について
6. むすび一一現行港湾法改正論への反論
附表ー港湾管理者が公私共同企業として設立したターミナノレ ・オベレークー

（埼Hii'l会社）一覧表

1. はじめに一一本論の範囲

最近コ ンテナー・ターミナルにおいて，ターミナノレ ・オペレークーと言う

言葉が使われているが，ターミナノレ ・ オベレー シ ョンを行なう者の芯、~えで，

港湾運送事業者を指しているようである。木論で言 う「ターミナノレ・ オペレ

ークー」はこのようなものでなく ， l~I からタ ー ミナル ・ ファシリティーズ

(..:fl頭施設〉を所有し， それによって貨物を集め，船舶を誘致し，ターミナ

ノレ作業など船車連絡についての一切のサービスを行なうことを栄とするいわ

ば陣頭業とも言うべきものを指している。

「論理」と題したのは，日本の港湾において運輸通信省の設盤ない し港湾

法の制定により，港全体の公企業的経蛍’の一環としてターミナノレ ・オベレー

ター制度を導入することの必然、性を主張し，具体的に各港に公私共同企業の

坤頭会社を実現せしめた論理を述べようと したもので，本論が学問的研究な
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いし学J盟ではなく政策論であることを別らかにしている。

2. 地方自治による港全体経営の公企業体化について港湾法20年の反省

昭和18年の運輸通信省の設iidおよび11（：！不fl25年の港湾法の制定によって，港

湾行政の考え方が根本から変らなければならなかった答であるが，これを港

湾法制定後20年の今，当時をふりかえって反省してみることから，木論の問

題点を引き山して行きたい。

昭和18~F-運輸通信省が設置され港湾行政が内務省、から移管；された。その閣

議で，鈴木企画院総裁は港湾の概念を線画で表わして，陸海の境を示す湾入

した線の上に陸部にかけて円を回き，港湾行政は｜箆域にも及び一切の港湾機

能を含むものであることを明らかにした。この時点から行政上の港湾と云う

概念は， 「国の営造物」概念による保育行政から地域経済社会行政ないしは

公企業行政へ一変しなければならなかった筈である。私が港湾を一極の地域

経済社会ないし社会， 経済的有機体と して科学的に追及しようと思い立った

のはこのためである。商港立地問題（港湾23の2'24の1），港格問題（港

湾24の2），港庁問題（港湾25の1），戦前及び戦後の港湾行政系統図（港

湾25の3），港湾における公私共同企業問題（港湾27の12），港湾計画論，

訓査規則など。政策論としての乎｜学的追及に私のふまえてきたものを切らか

にしている。

さて昭和25年に港湾、法が制定され，自if述のような思考過程による主張のほ

とんどがその立法精神の中に生かされた。ただ残念なことは，法制定当Ii~＇こ

の法案を成立させるために涙を呑んで数個の条文修正に妥協せざるを得なか

ったことである。最近現行港湾法を改正しよう とする動きがあって，その主

な主張は，現行港湾法では日木経済の規模拡大に伴う流通革新に追いつき得ー

ないこと，あるいは外貿を地方都市にまかせておけないと云うことにあるが，

その根底にあるものは中央集権的行僚主花｜’I~思潮ないしはそれを利用して特

権を望む－，~ll体制ではないかと疑L、たくなる。なるほど，現行法にはこの20
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年間露出した幾つかの欠陥があるが，その欠陥を云う者は現行法の立法精神

を敢えて忘れて妥協的に修正した末梢的条文にこだわっているからである。

それではまず現行法の立法精神と法案成立のための妥協的修正が現実の行

政に及ぼした影響とを述べることとする。

元来，ヨーロッパ大陸と英米との聞には「ものの考え方」に今日なお鋭い

対立があるが，行政法の歴史においても中央集権的官僚主義型対地方自治的

民主々義型の相違があった。

港湾法制定以前の港湾は，明治政府がドイツを範として大陸式の行政法を

発達させてきたので，匡｜の蛍造物として国の行う保育行政のーっと して扱わ

れてきた。すなわち，道路，河川，港湾などの公共施設は，国が国土条件と

してこれをつくりその上に企業が3 国民生活が，自由に，安らかに行われる

仕組みとなっていて，いわば政府によって「与えられるもの」であった。当

然にその行政'itlJ！支は，大陸型の中央集権的官僚主義であった。

しかるに，終戦後に制定された港湾法は港湾を｜云！の蛍造物とすることなし

その発展に最も身近かな利害をもっ地方住民ものであるとし，法第2章：及び

第3主主に一切の港についての業務は地方住民の代表である地方公共団体が行

なうものとして管理者の業務の内；容を規程し，法第4章に管理者の行なう地

ブJfol 1，~；による公共性のための特権を切らかにし法第 5 主主に国のうける利益

に刈し怯｜の共月｝］の意思を示す工事政について｜主l庫負担の額を定め，法第6f,'i: 

に出｜の共助の反射と して公共性について国の最小限の監督権限を規定してい

る。

またその工事費についても，現行憲法のもとに財政法，会計法，地方自治

法など多くの財政関係法規が改正され，実質はともかく形式的には絶刈主義

的色彩を一払底する努力が行われた結果，公共事業貨は政府によって「与えら

れるもの」でなく国民みずからの金であることが明らかにされている。従っ

て港湾を開発，管JMl，経営するものは政府でもなく，特権をもっ土木技術者

でもなく，管理者なる言業によって代表される地方住民の意志であることが
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切 らかとなった。しかも港湾法はその－~の条文において，港湾f首脱者がそ

の港全体の経営を公企業経営的観点に立って行なうように主張している。す

なわち，その発展に最も身近かな利害をもっ地方公共団体をその経営責任者

としたこと。経営に関する国の監督権｜授を棄ててできるだけ野放しとしたこ

と。経営組織の代表的なものとして 「港務局」を提示し，民主的支配による

企業性を明らかにしたこと。経営上の種々の特権を与えるとともに国もまた

財源について共助の意志を示したことなどが注目すべき点で、ある。

現行港湾法の立法精神は，一口に言えば地方自治による港湾行政の統一，公

共性の担保及び港全体の公企業的効率化にある。たしかに，昭和25年立法当

H与ーのGH Qは港湾に対する考え方として，切らかに英米式の地方自治的民主

々義型すなわち港全体経営を地方公共団体による公企業として国家権力の一

切を排除することを要求している し 実際に現行法の立法精神もそこにあっ

たことは間違いなし、。これは大陸式の行政の「考え方」に慣れてきたわれわ

れにとっては大変な変化である。余りにも大きな変化であっただけに，総フじ

締である運輸省港湾局も，新たに管理者に指定された地方公共l.11体も，この

本質的な相違をまともにうけることなく，今までの「港務所経営」の法的根

拠ができた位にしか認識しなかったのではないか。と言うのは，法制定後の

運輸省の地方自治への行政指導も徹底したものでなく，管Foll者もまた港全体

経・，：留を公企業と してうけとめることに徹していたものはほとんどいない。私

はいつも例にとるが，内務省で港湾資源調査規則を制定したl時に，内務省各

}'1）の事務官，技｜却を2年にわたって総動員しこの規則の施行に徹底したと出l

いているが，港湾法制定後の運輸省の行政指導はこのような熱意をもって行

なわれたと思われず，施行規則も差当りの管理者設立の規程に｜浪られていた

ことからも想像し得るこ とである。

それはさておき，次に法制定当llJj，法案成立のためにどのような妥協的条文

の修正が行なわれたか，それが20千1－：後の現花どのような欠陥となって表われ

ているかを切らかにして， 次の推論に進むこととしよう。
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第1に，第l条の目的から「運営」と言う言葉が削除された。 Id的に逝蛍

を含むものであることは国会議事録に明記されているが，これが除かれた理

由は地方海運局官能iJからi殺事統制時の「港湾の運営に闘する事項」を｜議き得

なかったことにある。港湾の基木法としては経営主体をーにすることを建て

前えとしながら，この妥協によって各地の経蛍の現実は真二つに告I］れること

となった。また地方海運Jめの「運蛍」の事項を行政上裏付けるために港湾運

送事業法の制定を見，それにつらなる行政指導がそれぞれ生成発展の歴史的

基盤を異にする各港について全国，！［ljーに行なわれたために種々の問題を提起

し，これが管忠之；の公企業経営の熱意をそぎ， Tlii述の港湾法改正の主似の遠

因となっていることを知るべきである。

第2に，第2主主港務局は精神m程であって：ぷ胞のための条項を示していな
い。これはj県rli"の反対に刈・する妥協の産物である。せっかく企業意識をもり

こんだ立派な港湾法をつくりなが ら，｜面l竜，＇~（晴を欠いた！逃がある。

これも古ii述の港湾法改正の主d長へつながる。

第3は，第13条「私企業への不干与等」の条文の挿入である。法的には公

物法に管翌li者を疑うよ うな条文の入ることが不思議であるが，業界への妥協

とし強行されたと闘いている。むしろ管理に強力な発言権を与えた方がよい

と思ったが，これが現在になって港全体の近代化， 出頭ごとのターミナノレ ・

オベレーターによる効率化に非常な陣内になっていると思う。現行法でも公

共規制さえ儲保されれば，且；」頭を適当なターミナノレ ・オベレーターに経’当・委

托，優先使用， リースすることも不可能ではないが，第13条がこれらの話合

いの機会を失わしめてしまったように思われる。

そのほか，第3章に定められた港湾管理者は現実に府県を主としその発

展に最も身近かな利害をもっ地方住民の代表である市IUJ村に限定しなかった

ために，管理者として依然、として「港務所経営」を脱しきれなかったものが

多いこと。また第4J'i'tの臨港地区について郁111局との間に最小限の臨港地峨

によって妥協をとりつけざるを得なかったために，現在の米京湾、，大阪湾な
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ど過密都市港湾のj女うべからざる問題を引き起していること。あるいは，第

5主主国庫負担の割合についてせっかく「絡」にたる港の分類を定めながら，

過去の負担区分をそのまま継承するように大蔵省との問に妥協したこと。さ

らに国直結施行によるものは，国コ長け1~·産法の改正によりすべて固有財産とな

り，一応「管理委托」の特例をつくったが，無条件に管理権を移転すること

に無耳目があるとして現在の外貨公｜到など国の企業が港の重要な部分に介入し

てくる迎由となっていることは， 「都市の論理（羽仁〉」を引用するまでも

なく，地方自治として由々しい問題である。また建設山の発行についても，

自治省との間に解決されないまま品在に企って）f!j；り，港全体経世；の財源獲何

を凶i/ilffにしている。

以上思いつくままに立法当11'1＇の妥協点を列泊して， 港湾11~~~1)定後zoi,i:：聞に

露山した欠陥から現行法改正志；見の生じてきている木質的な原｜必をさらけ山

して見たが，それは結論として，現行法の立法精神である地方自治による港

全体の公企業経営に， 運輸省も ， 官J~llぷ－も徹しきれなかったことにあること

を主娠しようとしたものである。

3. ナ皐頭経営方式としてのターミナル ・オベレーター制度について

1 lii主主において， 各港の~I，失はいろいろな~l↑1'iによって異なっているものの

m行港湾法の立法精神は地方自治による港全体経営の公企業体化にあること
を述べたが，港全体の公企業経営を前提とすると，上!Tl頭経営が港全体経蛍の

根幹でもあり，また企業経営的には港湾HIJ陣頭であるから，埠頭経営もまた

原則としてないしは第一義的に管理者の行なう公企業であることが考えられ

てくる。

それではJi1'l頭経営ないし港全体絞首を公企業と してみる場合，どのような

企業の極類がるるか，その企業形態としてどのようなものが考えられるか，

そのほか必吹．な木質的な訪問組にふれてみることとしようの
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ω 企業の極類
第lに，港全体の経営について述べる。

港湾法以前のいわゆる「港務所経営」の内容は，次のようなものである。

り まず一般会計のなかから予算をとって防波堤をつくり，俊せっし，岸

壁，物揚場をつくり，上屋をたて，荷役機械， ｜臨港鉄道，｜臨港道路を整

備する。

2) できあがると施設を一般に利用させるが，無償使用を原則としている。

上屋， Zw'f役機械などの使用料，けい岸使用料などがあるが，これは無制

限専用をふせぐ意味のもので，その収入は建設費償却］の一部あるいは管

理者に充当される程度にすぎなし、。埋立の多くは，建設費の財源に充当

するためあるいは県財政の他の必要から民聞に払い下げられる。

3〕 後は，公有水直｜の考え方による水面専用，工作物設i丘などの取締行政，

港湾統計についての窓口4=j;T務の程度であった。

この今までの港務所経営は，R.Liefmannの分類（匡｜，公共1.:tl｛.本の営む執

業を分けて公営造物，公経済，公企業とする〉に言う「公営造物」の範囲で

あって「もっぱら行政原理によって支払いされる消費経済的運也’の程度」に

あったと言えよう。

これに対して港湾法はp 第2章および第3主主において明らかなように地方

自治による港湾経話’の効率化つまり港全体の経営を企業的に考えるようにそ

の一連の条文によって主張していることは前に述べたとおりである。その管；

1盟主体は地方公共団体であるから，その性格はリーフマンの分類の少なくと

も「公経済」すなわち「公益をめざしつつ実費主義的最小費用原則によるも

の」であるか，あるいは「公企業」すなわち「営利経済であって独立の機構

をもつもの」の範囲であって，一般的に広義の公企業と言われているもので

あると思う。

このような考え方による港全体経営は，私企業のように営利追及を絶対の

目的とする狭義の企業とは違うが，かりに公行政を権力行政と非権力行政と
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に分けた場合の非権力行政のーっとしての「公企業」であるとしても，や

はり流通経済におけるー単位としての経済的事業の一つであって，その事業

の内容は法第12条に示すとおりである。その企業目的は，港のなかにあって

は既存施設との競い，港湾間にあっては自由な港湾競争によって刷「←－貨

物および旅客をその港に吸引し， 「収品貨物量の増大」および「港湾；；j¥f掛り

の｛L~際化」をはかるためのいわゆる「港湾販売」にあると孟えよう。ただ現

実と しては，l]ij述の事情によってこのような段階にまで至っていないが，少

なくとも港湾経営にぶつかる態度としてはここに基礎をおくことが必要であ

ると思う。

次に第2に，個々の施設について考えて見ょう。港全体経営が公企業と し

て行なわれると，個々の施設経営のひとつひとつが経済的事業と して扱われ

ることは言うまでもない。これを法に定める施設の分煩に従って令業として

の内容を述べると次のとおりである。

1) 水域施設および外かく施設一一これらの施設は，その性質上企業の刻

象とはならない。入港料，こう門通過料などは受話者負担の規定による

ものであるが，建設資金の償還財源と して考えられるにすぎず，一応木

論の範囲外におくのが妥当であろう。

2) けい留施設一一従来の使用料が受読者負担と言うよりもむしろ無制限

使用をふせくっ昔、~ミの罰則で・あったのに刻し， はっきりと受訴者負抱に徹

するか，けいflK＼詰業つまり綱取り，タグ作業：などのサービス役務と併せ

て，その対仰として料金をとるか，あるいは沿岸荷役業を兼ねることに

よって，けい留施設の経営を合ー業として考えることができる。

3) ｜臨港交通施設一一道路は貨取り道路の考え方による以外になし、。運河

は運河法の定めるところにより企業的に考えることができる。 臨港鉄道

は，従来専用官!IJ線あるいは営業線として国鉄に経営を委任し従って貨物

扱いは日本通運（株）によるのが普通の例であるが，これも；場所によって

は特定免許を得て貨物扱いの役務の刻filliを収入とする企業が考ーえられよ
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う。

4) 荷さばき施設一一荷役機械，」二屋もまた従来の考え方をすててはっき

り受話者負担に徹する使用料をとるか，治岸和i役業その他の諸業を兼ね

るか，あるいは保管施設とあわぜて企業化をはかれば，充分経営のなり

たつものとすることができょう。

5〕 保管施設一一これが倉庫業として企業経営に適した施設で、あることは

言うまでもないが従米その業務は公行政の範囲外のものとて放置されて

いた。しかし事業を行なう態度として，公有または私有，公営または民

営と言うように所有と経営を分離して現実に適切な経営形態を選定すれ

ば，例えば後述す公有民営，公私共同企業などの方式を導入すれば， 一

般貨物，石炭，石油，木材などの倉庫業を営むものと考えることが可能

であると思う。

6) 船舶補給施設一一給水は今でも公共卜JI体の水道事業の一環として扱わ

れてきているから，さらに経営を令理化し，設備を強備し，サービス役

務を企業的に徹すればよいと思う。給炭，給irl1脳波もまた保’行悩設とあ

わせ考えることによって企業として~l·@jすることができょう。

7〕 港湾別地一一ーこれは従米も公共卜Jj休の財政局fi'i：とあわせて計画されて

きたが，これを前述のけい留悩；＇tf,tjさばき施刀，保管施設などと｜長｜辿

づければ，適切な余栄；i・ifl:iiとなると｝.！｝.うの

さて，第3に，結論としてターミナノレ ・オペレータ一方λのみーえ方が生ず

るo すなわち以 ！··. ·fl·＇~ 々の J;f!i；没についてその合x経常l't''iVH各のイf1!\f：を述べたが，

できるだけ2つ以上．の来を兼ねるようにする方が{i'::]:cとしてイj不ljであること

は日－うまでもなし、。例えば｜恥港倉！司i：粧を例にとってみても，その主体弓（JR：に

よる倉庫保行料よりも川市事業による船内向役~；・！－. I汀1 1\~i料，沿岸的役料その

他の方に収後が多かった例が多く，また港湾で、は多くの業：を兼Jユていること

により効率的運常が可能となり，消担｜、りを成くし，貨物をli'{fi（~~する可能itーが
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強くなるものである。つまり， 1つのI阜頭， lつの桟橋，一般的に言う と，

「輸送上の発着点に貨客の移動を容易ならしめるための一切の技術的設備」

すなわちターミナル ・ファシリティーズと「これらの設備によって提供され

る用務」すなわちターミナノレ・サービスとをあわせて一つの企業つまりター

ミナノレ ・オベレーターの業を行なうことができる。ターミナノレ ・オベレータ

ーの営業とする範囲は実に広範にわたり，岸壁一，物揚場，」二尾，倉庫，荷役

機械，臨港道路，｜臨港鉄道，港湾用地を含むー突堤を例にとると，船内荷役

業，沿岸荷役業，けい船諸業，貨物陸揚荷さばき業，荷受船積業，乙種j命運

貨物1•1 •立業， 普通倉庫業， 保税倉庫業， 昨運送業， 機帆船運送業， 陸上小運

送業，上屋荷さばき業，鉄道貨物取扱業，梱包荷造業，運送保険代理店業，

j副長l代弁業などの多きに達する。

このタ ーミナル ・オベレータ一方式の考え方が，港湾法立案の際に今後の

施設経営の方向として法第12条との関連において考え得るものであったと云

うことは，港湾に対する「ものの考え方1として忘れてはならない 1重要な問

題であると思う。

(2）企業の形態

llli項において，従来リーフマンの分煩に云う「公営造物」と してしか考

えられなかった港湾施設の管理も，港全体絞首の企業的発展のプランであ

ると考えると，いろいろな稲煩の企業と結びついた事業となることを述べ

たが，次に多少とも:rfo.業形態論的に問題をとりあげて行くこととする。

さてここでは，事業を計画する者が｛iJ.；別者の立場に立って港全体経常の

公企業としてその企業的発展のためのプランと して個々のτ品業を行なうの

であるから，それぞれの施設の経営はまず公企業で－あることを建て1Hiえと

するが，羽在の？｜会！J｝抑I.fl:会経済組織の構造のもとでは瓜実にどのよう

な企業形態がとられるかを論ずるのが妥当であろう。しかしこれを，一般

的に経営学または企業形態論の分野において追及することは，専門家でな

い私の良くするところではないので，ここでは政策論と して港湾法の立法
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精神から企業の形態を推論することとする。

港湾法は，道路法，河川法に見る国の営造物概念をーてきして，港湾、は

地方公共同体のものであるとした。もっとも公有水而埋立法，国有財産1去

を排除することができなかったので，公有水而，固有財産については閏の

委任事務となっているが，そのほかは地方自治により港湾行政の統一，公

共性の担保，港湾、経営の効率化を行なうことを立法の「！的としていること

は前述の通りである。しかし法律体系は依然として公物概念に立つ公物法

であってp私企業の！易にたつ公訴事業法で‘はない。港湾管理者がノξブリック

そのものであり，公共の用に供する港湾施設が公物そのものであればこそ，

その開発に国が共助しその施設到’を国が分担する。また港湾管理者は，港

の開発，経営のために積極的には公共施設を｜きlら整備し，自 ら管理し，自ら

運営する（法第12条〉，消極的には公訴の立場に立って私の行為を規制す

る（法第37～41条〉責務をもっている。従って重要港湾におけるけい留脳

設のごとき，公共の用に供するために港湾管理者がこれを建設し， i玉lもま

た共助の意味で、その工事費を負担しているものは，少なくとも管理者自ら

積極的にこれを公企業として経営するのが建て前えであると思う。重要港

湾の臨港交通施設，地方港湾の各施設など助成の意味で国がその工事費に

補助を与えるもの，あるいは何らかの事情によって管理者の単独事業とし

て建設した施設においても，濃淡の差はあれこの立法精神はやはり通じて

いる。これはまた，これらの公共施設が一般税を財源として建設されるた

めに，その施設経営による利拾が特定の一私人のみにかえることは妥当で

ないことからも推論されよう。しかし，港湾法は，第13条において港務局

（港湾管理者）の私企業への不干与を規定している。 1lii述の個々の港湾施

設経営の事業の多くは，この）fl程をう吋ると思われるが，港湾法は同時に

法第46条によってそれらの施設が公共以外の用に供せられることを阻止し

ようとしていることからみて，その企業内容が公共性をもっていることを

烹張していると考えざるを得なし、。これは「私令業を公主主統制する lいわ
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ば公益事業法的な考え方において解決できるようにも思われるが，公物法

である港湾法ではそのような解決を許さなし、。従ーって問題は必然、的に「公

企業の私企業体化」の方向に進む。つまり公共と云う立法精神のもとに許

されるだけの法文の拡張解釈をすることが必要となるだろう。このことは

個々の施設経営の企業形態が， その施設のもつ公共·！~！：の度合， あるいはそ

の企業内容の法第13条による制約の強度によって，公行政から変化して行

く方向を示すものであるが，その企業形態はこの2つの強度の濃淡によっ

つまりそのfl寺の社会思潮，社会経済組織の機構に根源するものによって，

ていろいろな形態をとるものと思う。またこれは，それぞれの現実の客観

条件によって決めるべきものと思われるので， ここでは「111城章一一公企

業」に示された具体的な企業分類を次に掲記しておくにとどめる。

~ ＇＂従属公企業

1~~ :"1：公ii'c業

公企業

,., .:i：公企業

r--lll'.イ子五、ぷ－

;fl.、企業化 ｜ 
公企；f I 

」－）＇＼＇J"l！統（｜川金丘、

図－1

特殊形態企業

11従属公企業により近占もの

自 rli公'ii'J：に より j~ きもの 公共企業休

会計形態公企業

政府企業下引Ii( ・;:;・ {i': ;i: 
公;fLil ~ {; :ii＇、立ζ

l（イ了公件全；r

十川崎N ~l-b人 .t.A- 11 : .. f官s'n:i'i、業（
Mdllリ五、y、（五Y業がc:I川）

企業分類（ill城 'lfi：一公企業〕

このうち木論において，後述の具体的笑例について述べるように，公私混

合企業および公布民営介
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態であるとして採用してきたので，次にその概念，生成発展の論理などを

述べてより認識を深めることとしたい。

4. 公私共同企業について

(1) 公私共同企業の概念

まず公私共同企業の概念については，

竹中一一官公企業経営論

「公私共同企業は，私人と公法人とが資本の拠出 （資本危険の負担を伴う

ものとすっと事業経営とを協同にせる私法的拘束的営利事業であって，公

私の協同にその特質が存している」

噌地一一経営要論

「公共団体と私人，私的｜司休とが合同出資し， JLつ経営活動の指揮を共同

担当する経官経済の所有機構をいう」

同弘一一ー公企業概説

「公私協同事業は， 国家または公共l •JI体が私人とともに， 一部出資 し， 当

該の官公吏が私人とともに役員となって，事業の経営に当るもの，あるい

は国家または公共同体が出資するほか経営者を任命するほど事業の経常を

支配または支配に関与するものであるの

大槻一一交通統制！論

「特殊の株式会副の形式を具え，同又は地方公共同体とイ同人とが，一定の

比率を以て出資，共に株主となることによって共有の実を取り，浬事機問

の構成においても両者一定の芹lげ？をuて代表者を送る。
かくして同又は地方公共同体は企業の資木的校に経営的構成に参加する

ことによって，公共的機能を発揮せしめ得ベく 3 之と同IHi＇~·こ木米の建 1lliが

社会組織なることによって商事的経営能率をあげ得る形態であるの」

などの諸説があるが，それぞれの設立を必要と した立場によって，次の3利

類に分たれてその何値を判断されるものであ人うっ
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（竹中一一公共業講話，官公企業経営論〉 （小島一公企業〉その 1は，公

企業，私企業とならんで独立のー企業形態と して理解されるものであって，

公共団体の投資は単に財政収入獲得の手段にすぎなし、。

その2は，公企業の経営合理化の一手段と して理解されるもので公企業の

一変態とみなされる。

その3は，公益企業統治ljの一手段として理解されるもので，公私企業の接

近化傾向の立場から私経済的利益と公共的利益を結合せるものである。

本論の範囲においては，今後の推論に切らかにされて行くように第3の立

場に立つものとして概念したい。従ってこの場合の公私共同企業は，その資

木出資すなわち株式を公式的には公共団体が過半数所有して，株主総会を支

配しつつ株式会社的事業経営を行なうものである。

(2) ナチス以111iのドイツにおける公私共同ゴ'P.業の歴史的経緯

それではどのような場合に，公誰企業統治lの一手段としての公私共同企業

が発達しその仙値をもつものであろうか 4今少しこれを認識するために「竹

中’！守公：企業経営論」より，西欧諮問において最も公私共同企業の発注したナ

チス以前のドイツについてその歴史的経緋を引用してみよう。

1) 経験時代 (1908年～1914年〉

このfl!i＇代のドイツ都 ii！会議』｜｜間75都市の干係した公私共同企業は最も肯

い R.W.E.を始めとして91に注した内

「当時地方公共Fll休は過去のf'c'f~、経験と収読を自ら獲得せんとする梢極的

の門的と相まって公訴＇J；.業の彩、併に強硬に反主、jし」公？与によるうと したが，

「ある者！Id！は公ii'.業の経常における財政的危険を免れることを主たる］虫rl1

として_I' 「又ある都mは公企業につきものたる政治と併業との混こうを
免れることを基木円的として」 ， 「更に·~i:;:気およひマ打倒鉄道事業における

技術の発注の結果企業経営上最も経済的なる営業区域が都市の行政区域を

超えるに千占ったことをl11¥Fl=Jとして」， 「なお公企業においては予定された
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剰余が事実上収得されず若しくは賃銀の引上げ料金の引下げその他によっ

て剰余が縮減される傾向が強いので」公営よりも公私共同企業を選んだ。

すなわちこの時代のドイツの公私共同企業は，それぞれの都市の財政政策

的根拠とともに「公益企業を私営に放置することによって生ずる弊害を矯

正し， 公益企業自体の社会的職能を充分に発揮せしむる」ために，既存在、

企業の株式を収得することによって私企業より転化したものである。ただ

前述の事情により完全な公企業の形態に至ること妨げたものであった。

2) 一時的発展時代 (1914年‘～1918年〉欧洲大戦中のこの｜時代は，食桁供給

の分野に新しい形の公私共同：IE.業が起ったほか，この企業形態によって経

済組織の破壊を防止しようとすることが試みられた。

すなわち戦時統制に対して，私企業の抵抗が公私共同：企業の形態をとっ

可，．，，。

3) 社会主義時代 (1918年～1921年〉

このH寺代の「公私共同企業はいわゆる社会化の日奉者によって1!¥Hifii値な

る妥協も しくは公営に至る使宜なる踏石にすぎないと評価され」 「公訴企

業の市営化が中心問題となった」。すなわちこの時代の社会思潮が経験ll・!j'

代におけるような現実を打ち破ろうとしたのであろう。 しかし1920年の ド

イツ都市会議加盟159都市の関係した公私共同企業数は377に及んて・いる。

4) インフレーション時代（1922/f.～1923年〉

この時代の 「公営企業は貨弊価値の急激なる下／存に際会して」料金表の

頻繁な改訂もそれに追いつくことができず，さらに資木澗達および信用獲

得の困難によって「著しい経営悶縦に陥りJ 「遂に市営解消運動を生ずる

に至った」 「かくてこの附代においては公？常よりも公私共同合業が選ばれ

公私共同企業は著しく進展したのであるj。

5) 「貨弊価値の安定と共に公私共同企業は再び沈即時代に入ったのけーだし

都市はもはや資本の調達，信用の獲得のために公私共同企業に避難場所を

見出すことを必要としなくなったのみならず，公'if'.業の新経；弓形態の導入
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によって公企業の地位はより強固にせられたからである」

(3) 公益企業統制の手段としての公私共同企業の官f1i値

前節の歴史的経総によって切らかにされることは，

1) 「自由主義経済ならびに資本主義経済が成立した後その独占段階に入る

に及んで」私経済的利益の追及によって起る弊害，すなわち「公益企業を

私営に放置することによって生ずる弊害を矯正し，公議企業自体の社会的

機能を充分に発揮せしむる」ために，私企業に対し何らかの形において公

益企業統制の必要が生ずること。

現代の官公企業はその一つの場合として私企業より発生し， その資木的

企業たる本質の放に行政的事業から極々の企業形態に発展して行ったもの

である。

2) 公主t企業統tj;ljの一手l主tとしての公.fL

実において主張されること。

①公共l:JI体が全額出資の；怠｝；）；｝，がなく，－r.11の投資によって収益を獲得し

ょうとする積極的意思を持つ場合

② 公共臼｜体が，これによって公企業経営による財政的危険を免れよう と

する消極的意思を持つ場合

③ 公共同体がこれによって公企業につきものである政治と嘗業との混こ

うを免れよう とする場合

④ その企業経営上最も経済的な範囲が公共l:ii体の行政；；11門の範囲を越え

るに至った場合

⑤全体主義的なあるいは社会主説的な企業統制に対して私企業の抵抗の

激しいj必合

⑥ インフレーション時代のように，貨弊価値の急激な下務に対し弾力性

のある経営形態を必要とする場合

⑦ 公企業とするには資本の調達，信用の獲得が困難沿場合
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0) 4ム企業おの技術的ならびに商人的経験の利用，私企業者のイJーする権利

の併JI＇！ など公営化の－n~，的便法として有利なる；場合

＠ その他企業とすることが不可能なる場合

ただこの場合「竹中一一官公企業論」は， 「公私共同企業が公益企業統制

の一方法として重要なな義を右ーするものは地方公共団体が公益企業統制の一

主体として相当広い権限を有している場合であるJことを指摘している。

以上ナチス以前のドイツの例によって公益事業統制の一手段と して公私共

同企業の起り得る段階とその11lli値を述べたのであるが，一般的に公益統f~lj の

刀法としてどの程度の強さの企来形態が発展し11111値を有するかは，その川代

の社会経済組織の構造ならびに主｜会思潮の如何によって選択されるもので，

その極々の公企業化の具体的形態として「小島一一公企業Jによるものはj]lj

掲の）illりである。

さてこれらの形態のうち，公私共同企業を｜二｜木港湾のm；はにおいて適切な
ものとしてとりあけさたが，このほか公仏共同企業と比較検討される場合の多

いものは公布民自企業形態であろう。公イj民世企業は，公1f公’＇，;;f；・を必安とす

るようなl交問？において， 公共卜J I休が仏企業を全!fl ~買収 しあるいは公企業を創

設しようとしたがその経世は公営とすることを不得策とした場合である。

例えIJ：，その経営方式として一般行政の方式によることが困難であること

などによって。また「設似lに多額の資本を要したとえ長期についてみれば収

文1-Li(flうとしても」私企業としての成立が困難なような公益事業を，公共IJ:I

体が設備を建設し，私企業をしてその経営をなさ しめる場合である。

いずれの場合も，公共団体が設備に刻する全額投資をなす意思を有するな

ど，前述の公私共同企業の場合と自ら相違するところがある。

5. 戦後の日本港湾における公私企業接近化の実例について

以上の思考過程を経て，結論として私は「港湾計画論Jのなかで次のよう

に述べている。 「港湾法の立法制ネlflが要求する港湾ぬ設計画のlbiも耐難なる
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本質的問題は，その施設経営に対し，港湾法の主張する「公共性」と「経済

性」との妥協点をどこに求めるかにあるかに気づれると思う。これは概念的

に割り切れても現実はその時代の社会思潮，その港の特殊事情によって具体

的に非常な困難な問題となってくる。この企業経営的考察による港湾施設計

画に多少ともfitti値ありとすれば，この問題を「公企業の私企業体」化の方向

に導いてきたところにあると忠う」と述べて，その効果を明らかにしている。

その後機会あるごとに直接，間接に陣頭設備計画とともにその企業経営的

考察による方法論を具体化することに努めてきた。間表に示すように，ター

ミナノレ・オベレーターたることを則待して設立された出頭会社が，既に28に及

んでいる。次にその実例について，設立の経緯と必然、性とを述べて，今後そ

れぞれの設立目的に沿って完全なる発展をするよう熱望することとしたい。

その第1の実例は大阪港振興（株〉である。空襲によって港湾地帯を焼野

原と化した大阪港が，その復興計｜血iにおいて従来の問題である地盤沈下，西

JJ：~に対する i盛蔽，都心からの距離の解決のために内港拡張をとったことは当

然であるが，その結果新大阪港HI自の及ぼす範囲は，単に｜臨港地域に止まら

ず，背後の膨大な地域を含むこととなった。その事業の種類L 従来は民間

の事業である労務住宅，医療，ホテル，jl'fi館，出楽などの諸施設を包含しな

ければ，急激な大阪港の復興を全きものとすることはできなくなった。しか

し当時の民間諸企業の状態は，戦時統治ljの枠から突き放され漸く虚脱状態か

ら立ち直ったものの自らの企業を最小限の規模に収取することに勢一ばいの

状態であった。手持ち資材の食いつぶし純設の遊休化など，企業として積

極的に設備の改善をはかる意志は全くマヒされていた。この時に国家の要求

として生産の復興，輸送力のj望i強，大阪港の復興が計画された。この状態は，

もし当時の社会思潮が民主々義体制へ，自由な資本主義へ風潮がなかったら

ば，当然に一挙に社会主義的な考え方による公共的施策がとられるような状

勢にあったと考える。すなわち私企業の公共化の目的のために創立された大

阪港振興（株〉が，公私共同企業の形態をとったことは，当時の社会思潮と
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それに｜午l臨むして起る極々の要件に左右されたものであろう。 しかもその後の

企業経営状態はこの方式が最も適切なものであったことを立証している。

第2の実例は，室蘭港振興（株〉の設立である。 室I覇市は始めに日鉄の営

業中止による室開港の建て直しを商港発展に求めてまず上屋倉庫の建設およ

び経営を計画し，市財政の制約のために資本的協調を民間資本，一般市民に

求め，室開港振興（株〉を設立したが，その建設と国庫補助を得るこ とが切

らかとなったので，市企業として建設し，その経営を室蘭港振興（株）によ

ってなさ しめることとした。この形態は見かけとしては公有民蛍企業である

が失態は公私共同企業である。この形態の採用された理由は， 1）財閥資木

の活動が禁止されていたために，従来の民間事業の分野に公企業が進出する

必要があったこと。 2）市営事業とするには，T行財政上の困難があったため

に民間資本および一般に資本的協同を求めたこと。 3）倉庫業を兼ねた事業

内が公共団体の行なう行政事業の範囲を越えていたこと。 4〕企業経営上私

企業者の技術的，耐人的経験を利則する必要があったことなどにあると山、わ

れ，当時の：比タ！？から最も適切な形態であったと忠、われる。

第 3 の災例は，東京港における~洲H；＼頭の経営である。この石炭Jlf＼副は，

i側抗戦後数度にわたって都世企業と して計画されてきたが，資金獲得上都営

民主f，都営と三転して遂に見返り資金によって施設の第lj切計画を先成し，

その経；営は東洋陣頭をしてあたらせること となり，））むに述べた公有民営の典

型的尖例である企業形態をとるに至った。 この形態は大阪港振興（株）と呉

ってその企業が性質上公企業の分野であり， また公共団体が設備に刻し全傾

出資の積極的意思をもっているものであるが，この場合公私共同企業と比較

して公有民営企業形態が適当であったかどうかは，ーにその利潤がどのよう

な者lj合により公共に返えっているか，特にその附々の経済情勢に応じて利潤

配分の割合も適切にVil応して変えられるようになっているかにかかっている

と思う。

このために東京都および東洋坤頭の聞に一定期間を区切って経営委刊の契
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約内谷を更新することを定め，新たな続争入札の方法がとられることのほか，

経理を公開し利潤の過半を東京都に納入する方法をとっていたが，地方自治

法において都より経営委托することに疑問があるとともに経営も安定してき

たので，現在は三年ごとに更改するリースの形式をとっている。

第4の実例は，神戸港第7突堤における神戸崎頭（株）である。第7突提

は実質は横橋でも上屋でもなく，倉庫業法による倉庫を諸掛りを廉くするた

め本船のつくように海上に突き出し，倉庫の基礎として技橋を建設し倉庫業

の一部である荷さばき業務を行なうために， また輸出入を同一けい船岸壁で

行い得るよう倉庫の一部を上屋とした。これによって従来特定の小数業者に

独占されていた外貿に多くの倉庫業者が直接 ＇~＇ らの臨水線をもって進出する

ことを可能ならしめたことになる。

また当然にそのll~＼頭企業の範聞は倉庫業3 よ屋業， 沿岸ィ；江役楽など一切の

浅橋全体の運世に必要な業を含むこととなり，当然にターミナル ・オペレー

ターとして一企業者がJi＇，＼頭全体を経営することが最善であると した。

神戸IIiはこのためにネJjr戸山頭（株〉を設立した。すなわち， 1)第7炎擬

の横備は国の直l路工事により建設されたものであるから，法第54条によって

神戸市に管理委托される。 2）神戸市は峰僑全体の経営を委任するためにrl了

の文配する公私共同企業（株〉を設立する。 3）神戸J1；＼頭（株〕は峰橋全体

の経営を委n：されるとともにその経；営に必要な上崖，倉庫，荷役機械の設側l

を整備して，管埋者に代りタ ーミナノレ ・オベレーターと しての業務を行なう。

c 2' 3 I精の倉庫数は分i臨し民間倉庫業者にその経営を貨貸借すること とし
た〉 4）神戸出頭（株）は束似IJにニューマー，サイロを建設し，食糧，飼料

など専用のターミナノレ・オベレーター業務も行なっている。ここで神戸陣頭

（株〉の企業形式によって考えられる利点をあげておくと，

1) 公企業のー形態であること。従って港湾管理者による公共的支配を行な

うことができること。 ；f。・よびその利ill¥Jが適切に公共に返還されることによ

り公共の性絡をはっきりとすることができるとともに法的には港湾管；理白
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とは別個の会社であるので港湾法上の制約をまぬがれること。

2) 建設投資の点において市政上有利である とともに起債による全額出資の

1劫合よりも早期完成の可能性による投資効率の有利性があること。

3) 今後の施設改良の財源として市が施設の所有権を支配し，必要があれば

融資の担保とすることができること。

4) 公営より効率的に経営ができること。

5) 必要があれば港湾運営の公益統；!JIJの手段となし得ること

などであろう。

別婦の大阪港母i頭（株）も新らしい港湾運営の方向をつくり/Jけ』ために全

く利l戸組頭（株）と同じ趣旨のもとに設立された。これもまた食粒i，飼料の

専用タ ーミナノレ ・オベレーターを兼ねているが，企業経営の考え方が進めば

当然、；の方向として大きく認識されるであろう。

第5の実例は，北海道各港の陣頭会社について説明しよう。 北似通開拓の

方針ーとして石炭移U:¥＇漁港基地，鉄 道船車述絡施設は別として一般雑貨は小

締港の倉戚に入りそこで先賀されることとなっていて，例えば道京の生産物

お よび｝Jll工1l~11 もすへて狩）j)J 1 l1者をl越えて小縛を経由しなければならない尚権が

維立していた。おそらく 1つの例外が主主的港の本輸西坤販で疋々王子製品LC

（株〉の専用Ji~l頭として建設されたが，大阪港との貿易が増すにつれて道南

の一般雑貨を取扱っていたにすぎなし、。 ところが戦II寺中にこの小待1-11継の尚

権が嬢滅し，戦後の復旧にあたって各港がそれぞれの背後地を基盤にして新

たな尚ー権の確立をはかり，各港とも雑貨均頭の修築をはかり，これに刻応し

て集貨機構をも兼ねるターミナル ・オペレーターたらしめるために設立され

たのが，留l!li，小樽，釧路，室I拍，苫小牧各港の陣頭会社である。し、ずれも

公私共同企業として企画されたが，一般的にl]ij述の論理により共体的に＊m
したものと言ってよいと思う。

第6の実例は，石炭特別会計に対応して積出地および揚地における専門11;:

i1J1として機械化， 効率的絞首をはかり炭（1lliのft＼；廉化を企画したものに，苫小
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牧港開発（株〉，室蘭開発（株）， 豊洲崎頭（前述〕，清水陣頭（株） ，名

古屋埠頭（株〉，大阪石炭t阜頭（株），姫路持i頭（株〕などがある。これら

のうちその後の石炭事情の変動によって石炭以外の貨物を取扱っているもの

もあるが， 11主頭経営の効率化を目的としての実績は充分に達している。同様

に鉄鋼特別会計に対応するものとして，東京鉄鋼陣頭（株〉 ，名古屋港鉄鋼

陣頭（株），大阪港鉄鋼共栄陣頭（株〉などをそれぞれ公私共同企業として

設立し，大都市消費地における流通基地の役古ljを充分にはたしていことは注

口すべきである。

第7の実例として，本来は民間資木において設立すべきであるが，港全体

の公企業経世の観点から新たな商権を獲得し港の発展をはかるために公私共

同企業の出頭会社を設立したものに，大阪木材倉庫（株〉，岸和Ill木材（株〉

（以上木材〉 ，西宮j阜頭（株〉 （食用71l1)' i：初、11出頭（株〉 （セメン ト， 鉱

石，石炭） , U:I野洞i陣頭（株） （セメント，鉱石），博多港開発（株〉 （中

小川｜工業fl~土地，製品および原料〉，大11+1 11j.t頭（株） （石材〕などがあり，

それぞれの LI 的を充分に発悔していることは， 1liJ~の論J~liの正しいことを）-i

J正しているものと言えよう。

第8の失例は，新港を建設するにあたって，その港全体の経；留を公企業に

徹し，新たなil'.fi権を雌立する努力をなすとともにその運営について公共の指

導により速かに軌道にのせて港の適切な発展をはかることをはがJとして設立

されるものに，田子治i陣頭（株），岡山港11告頭開発（株），倉敷運輸（株）

鹿島出頭（株）などがある。し、ずれも港全体の経営に対する管理者の確固た

る信念、を表示しているものとして，深い｜刻心をもってその将来をながめてい

るものである。

6. むすび

以上数意にわたって，終戦後20数年の問一貫して持ちつづたけf:I木港湾の

粍世のあり方についての私の考え方を， r・ J也ブ＇Jl~I 治に よ る港全体の公企業経
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営」から「ターミナル ・オベレーターとしての私公共同企業のJI担頭会社によ

るi出頭経営」に至る論理と，その論理によって20数年にわたり直接，間接に

自ら関係して全国各港に設立した昂頭会社28の実例について述べたが，むす

びとして最後に本論を縦めた目的を別らかにしておきたい。

それは，現在方々に動き出している現行港湾法の改正立見に対する反論と

したいからである。

すなわち， その第 1 は，現行·r1~の範囲では 日本経済の規模拡大に伴う流通

革新に追いつき得ないと云うにあるが，その流通革新とはl時i頭経営の近代的

合理化にある。

具体的に云えば出頭の専門化，タ ーミナノレオ ・ベレータ－i!JIJI主の採用にあ

る。さらにこれを災地するための政策をずばり言えば公企業ないし公企業体

化公企業とせざるを得まし、。法改正の問題点として出されているものは，Hii

述のように法制定当時法案成立のための妥協的修文修正にあるこ とをここに

思い出してmきたい。
さらに錦 2 の法改正迎I~：！ としてあげられているもの，すなわち外貨を地）J

都市責任に任せておけないと去うが，l五｜が貰Jfをもっ，言いかえると｜到の公

企業とすることは，独，仏， Ji:.，米，ソJlUと違って現在の日本では中央集権

的官僚主義の進出以外に考えられなし、。その弊害は，なぜ仏国港湾が50年の

経営を経て地方自治化にふみきったか，また米｜記ポート・オー ソリティの刷

則にその職員が一生をその港に務めることを明示していることなどとともに，

日木人の独特の性格， 「ものの考え方」からみても，絶対に地方自治による

港全体の公企業経営と言うJ誌を失ってはいけないど思う。

要するに，全国港湾特に東京湾，大阪湾に港湾革命の危機がひしひしとせ

まってし、る。 （港湾革命談議一一港湾45の7' 9' 10, 11および46の1)

その根底にあるものは，以上2つの迎由に表わされた現在の港湾管J型ぷへの

不信である。木論はこの不信をはねかえし，地方自治による港全体の公企業

杭営の方策（ポー ト・オーソリティおよびターミナノレ ・オペレーター制度の

導入〉の一端を示したものと了解して国けば宣伝である。
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名古屋港鉄鋼上手頭株式会社 11昭和39年6月1日
名古屋埠頭株式会社 i昭和25年4月2611

昭和22年
昭和26年
昭和38年5月
昭和38年
昭和32年

大阪港振興株式会社
大阪態頭倉庫株式会社
大阪石炭士宮頭株式会社
大阪港鉄鋼共栄埠頭（株〉
大阪木材倉庫株式会社

名古屋

阪j、

°' にDその他409百

その他42.07%

大阪府60%

200,000千円神戸市57.939百

30,000千円昭和41年11月

昭和27年5月

岸 和田 1岸和田港木材倉庫株式会社

戸 神戸埠頭株式会社制1
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県121株 民間179株 73,750屯（42年度〉
〔高知市桟橋通6丁目48)
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2,500千円昭和32年2月高知埠頭株式会社生日！笥

その他49%北九州市519杉2,500千円昭荊132年2月田野浦俸頭株式会社司1"3 

その他459五福岡市55%100,000千円博多港開発株式会社多博

民48%町村2%県50%300,000千円昭和43年7月1「l鹿島埠頭株式会社島鹿
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1. 広域泌す号、と流通機能
2. 広域港湾における輸送椛浩
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5. ターミナノレ・オペレークーの機能

1. 広域港湾と流通機能

喜多村昌次 郎
（運輸j径約産業研究宅〉

港湾、が物理fl的にも，また，機能的にも広域化するのは，港湾背後地の生産

｜習や経済闘が拡大してくるからであって，このばあいの背後地経済閣は，い

わゆるヒンタ ーラン ドといわれる比ii安的限定的な，港湾をもっその地域の経

済閤というせまい概念ωではない。

わが国の大都市港湾あるいは広域港湾と してあげうる見京湾港湾，-(JI＇初湾

港湾，大阪湾港湾、および洞海湾港湾が占める地理的而積と立地空間は，｜司土

j(1j般に比il0.('.して必ずしも広大なスペースとはいえないが，これらの地域にお

ける工業出荷額や生産力構造，ならびに経済的集杭は，!RI民経済それ口休を

*ff'1寺］診｝／）（；しているともいえるのである。

さらに，東京，名古屋，大阪とその周辺50キロメ ートル閤内における人口

の分布〈わを考えると，広成港湾の性格なりその役割は，地域経済はも とより，

より広く同民経済社会的視野から既定しなければならないものと｝J!,われる。

広域港湾機能と都市機能のかかわりや相互補完の関連は，まず，都rlT活動

をささえる物資流動の大量化に対応するための流通JTJ地および交通用地の確

保にはじまる。

すなわち，特定地域への生産，経済および人口の集中がもたらす集積効果

より，逆に過街化のマイナス効果がj科大してくるにおよんで， ~r.旅立地の変
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更や都市圏の拡大となって，生産および流通ならびに経済の構造的変異がお

きあがってくるのである。

具体には，当面港湾区域の水而埋立による用地の造成を媒介として，必要

用地の確保と都市再開発，都市機能の純化が港湾との関連ですすめられてい

るのも，そのあらわれである。つまり，広域港湾の機能を，生産，流通，経

済的機能とともに，都rl1と不可分に関連する社会的機能として理解すべきで

あって，その変化の過程にこそ広域港湾構想の木質があろうと思われる。

工業生産力の集中が予測されている茨城県鹿院J港あるいは工業出荷額にお

いて，東京港湾および伊勢湾港湾、を＆f~するであろうといわれている附奥湾

港湾が．大規模工業港湾であっても広域港湾とみなしがたいゆえんは，都市

化にもとづく経済，社会の集績がなく，短期的な雇月lおよび所得のj将加が卜l

』｜｜されるにすぎないからでもある。

広域港湾のターミナル機能を媒介として，輸送の；＇j'i：；（＇.；［が開発され ，愉送の

技術改革とその組織改汗によって，此7(1=.I時運 ， げIf運 ， ~g運の合JHl化が約段と

進展してはいるが，これらは経常的にも産業としてもあるいは法制，行政の

川においてもそれぞれ｝）I）休系となっており，均衡と訓取lを欠いているのが現

状である。

海運産業の経常的介盟化と愉送技術 B字新のテンポに刻して，港湾の施設休

系とその体fill）および港湾産業の合:f!fl化なり近代化の速度は肱行しており，港

湾における術研＼，パース待ちII~）＇間が逐イ｜三増加l していることは，海運の介J1Tl化

努力が港湾、において減殺されているわけで‘ある。

また． トラックと鉄道，鉄道と内航伽運の協訊！？な主競争がもたらす多くの

矛盾は，全交通の体系化からみて問題となるとこJうである。かりに，そのよ

うな非体系のもとにおける自由な競争が，個々の企業なり産業ーの収採向上．に

なるとしても，少なくとも社会の富の公平な配分とはならないであろう。

広域港湾、を流動する貨物の大量化傾向もさることながら，生産，建設，消

費物資の多燥化も｜司ll~j'Vこ進11・しつつあるのが，ここにおける一つの特徴でも
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ある。

したがって，輸送における機能の効率化に役だち，それぞれの異種l愉送機

関に共通する利用度の高いターミナノレとして，大都市交通網を含めた新しい

交通体系に対応する総合交通ターミナノレが，いわゆる広域港湾の交通的機能

である。

港湾における運送も 3 これと；（~J－応する大規模な経営組織と して，現行の港

湾運送事業とは別体系となり，ターミナノレ運送の構造変化がはじまるであろ

う。

また，輸送労働力の不足は今後ますます深刻になるいっぽうであって，こ

の而からも，流通産業の大規模化一一労働装備率増大にもとづく資本制生産

の基木的パターンへ一一体制移行が不可避となろうといわれている。

港湾、のターミナルが，流通における巨大な基礎施設であるのみならず，生

産と経済および社会活動の共通の場として機能するかぎり ，それらの情勢，

体制の変化は，同H寺にターミナノレにおける輸送態勢の変質をもたらすことと

なる（3)0 広j或港湾の流通機能が果たす役割は，特定愉送機関のためのターミ

ナノレで、なく ， より総合的，体系的でなければならなし、。

注 （1）「）l＼）或港約」のwmtが政策なり計阿のうえで問題視されるようになったの
は，1m可135年6月に関丙続行守同友会から発表された「布11戸 ・大阪況fr,-J＇ート ・オ
ーソリティの設立について」がある。ここでは行政区画の広域化とともに，経－

j庁閤拡大に照応する港約管理のあり方がjj~起きれている。
港前整備開発に際して，投資効率を問題芯；識とする広域港t"JWi恕には，「Re-
port of th巴 Committeeof Inquiry into the Major Port of Great Britainj 

The viscount Rochdale, 111. P. 44～45_ をあげることができる。
また，政策的実践の場で， jムj或港前椛悲lが｜｜叙にのぼってきたのは｜昭和39'cf
3月311，「港許可労働等対策誹議会JからH1されたいわゆる 3_3終qiであって，
その：与え方は具体的に階的管おの財政と胞設の効率利用をめぐってj氾起されて

いる。 JI［｛不1140年10月 11 1 1 ，港許可審議会符 1-j1 「港持管；向者のll~ － j攻法燃の強化及び継
者hJ施設の効率的使用の確保のため緊急に突胞すべき方策にl~Iする符 11 1」参JI.(~。
ついで， H召荊J41年3月，運輸省港湾局計画部会 L第26回計画部会〉で審議決
定されたところによれば，東京湾各港の4寺住｜ニを尊重しながら向山道路，鉄道守ー
を4護保i しつつ， 東京湾全体を一つの広域港湾として総令｜杓に開発する必~がの
べられてし町る。

このように，広域港許可椛想の系譜をたどってみると，まず，港潟、開発に際し

て－＿ if（投資をさける必伎とともに， r｛~r.：』l!i設の効不1'1<J 幸ljffl1tiiからのアヅローチ
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がこころみられ，ついで－，行政区分の拡大なり，交通用地，都市再開発との関
連で‘港湾の役者IJが問われている。つまり，港約機能の波及効果とその範闘が経
済成長の過程で顕在化してくるところに，広域港湾桝組、の本質がひめられてい
るようである。
位）わが国の土地利用は，大部分が森林およびJ!!l:J也であり，市街地は全悶土の
1. 2%に過ぎなし、。この狭い地域に人口の48%が集中しているが，このうち58
%が東京，大阪，名古屋とその周辺50キロメートノレ閣内に集中している。 「新
全国総合開発計画」昭和44年5月30日， 経済企画庁編， 5ベージ。
(3）拙稿， 「結合一貫輸送調査報告書」第3章「ターミナノレ機能よりみた広j或港
湾」昭和45年3月。

2. 広域港湾における輸送構造

第3次港湾、整備5カ年計画（昭和43年～｜昭和47年〉における目標年度（昭

和47年〉の港湾貨物量推計は， 15億5,000万トンと見込まれていたが，すで

に昭和44年度においてこの数量は達成され，あらためて節4次港湾終的5カ

年計画がとりあげられているほどである。

また，昭和60年度における全国港湾貨物量の推計（運輸省〉は，42億トン

にも達するといわれているが，今後の港湾貨物畳の増加l傾向は，よりいちぢ

るしく，この新値を大I［」に上廻わるであろうと一般に観IJ!ijされている。

このような貨物量の荷動きは， 経済成長と経済規模の大型化，日度化に比

例して以t大する交通モビリテイの拡大により，国際的規模で，さらに同内各

地を流動することとなるが，日本列島に占める道路，鉄道て平の空間比率は，

同土而積に対してその0.07%にすぎなし、。

ここに陸上交通の限界があり，海運，水運および、港湾の交通における依存

度なり役需｜｜が，相対的にいよいよ桝大することとなるのである。

輸送需要の増加傾向を背景として，各輸送機関それぞれの分野では，もと

より技術革新を取！！とする資本集約態勢によって，輸送の合理化がすすめられ

ているO そして，その目的とする方向は，いずれも生産から消費まで，いわ

ゆる戸口から戸口までの全l愉送区間を一貫して，その責任を負う愉送主体才；
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といわれる協同一貫・輸送業への脱皮で、ある。

従来からとられてきた輸送の合理化は，おのおの輸送機関ごとの技術革新

であり，また，合理化であったが， 「愉送革新」はそれのみにとどまらず，

全体の輸送区闘を担当する各輸送機関それぞれが協同して，一貫輸送を組織

化することが要請されるわけである。

したがって，この一貫通し輸送の主体者，つまり需要者に刻して全愉送区

間にわたり輸送責任を負うものは誰か，が現在の課題となっているが，わが

同のばあい，一貫輸送の体制整備が成熟しておらず，現状ではあくまでも

「課題」の域にとどまっている。

ただいえることは，輸送需要の飛躍的橋大一一ー流通革新の要請は，当然の

こととして輸送構造の変化と変質をもたらすであろうしその方向はまず，

輸送機能の分化統合となって現象しよう。

この輸送機能の分化は，港湾運送においては運送取般人として，l!Ti運貨物

取扱来： c~ 、わゆる乙十i ＇ ） ， 通運業（：I函連取扱業務〉 ， 船舶代別J；可業，航空代

型r..店業，およびfffit I: C米国においてはインターナショナノレ ・フレイ ト・ フォ

ワーダー； InternationalFreight Forwarder. ドメスチック ・フレイ ト・

フォワー〆－ : Domestic Freight Forwarder, N. V. 0.: Non Vessel opeι 

ating Common Carriers by water町一ー し、わゆる~l0N!i拘11運航業者一ーペ’Fが

考えられている。

いっぽう，運送人（オペレーター〉といわれるものは，町市｜’｜運行業者，鉄

道．航空業，トラック業，j函連業（オペレーション業務〉 ，港湾、運送業，そ

の他タ ー ミナル ・ オベレータ－ ＇：~·：々をあ［ずることができる。

これらはいずれ運送取級人および運送人（オペレークー〉と，機能別にわ

かれる必然性をもつものであって，このような機能分化の方向は，それそ！JL

の輸送部門の内部においても，輸送需要の大量化の過程で当然おきあがって

くる一定の法測であるともいわれている。

この志、I対とからすると，港湾運送構造の内；＇；／＼矛同一一一元訂け，下両日ずと同じ
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港湾運送事業者が結合して一つの港湾運送が完成している現状一一 事業の零

細性と労働集約的体質および輸送革新に対処し，組織化しがたい経営的体制

は，結局は港湾運送機能の未分化に帰するもののようである。

たとえば，港湾運送の元請けで、ある一般港湾運送事業者（主として無限定

一般港湾運送事業者〕および海運貨物取盛業者（伺品限定一般港湾運送事業

者，いわゆる乙仲）の運送実態は，すくなくとも六大港における港湾運送秩

序として，元請け的運送取扱人の機能をおもに担当し . ＇.）~作業は下請け専業者

（船内荷役，沿岸荷役，はしけ運送業者〕に請負契約によってまかされている。

しかしながら，そのいずれもが港湾運送事業者であるかぎり，7し請業者の

全部下請けが港湾運送事業法によって禁止され，船内荷役事業，沿岸荷役事

業およびはしけ運送：；：：_j:j：業のいずれか一つを基盤業粍として，みずからその実

作業の70J0を実施すべきことが義務づけられているω。

このことが，結果としては港湾運送の災施17-1iで，それが，こ とさらぬ何「VI:

と多様Vi：をもたらす主要な原因ともなっているわけである。

つまり ，港湾運送取般人と港湾運送人とを一体的に，かつ混合的に規定さ

れた法立の結果であり， p,'fj法第559条 J'J:lに定める脱定の適用がないという

ことである。

これは港湾運送の「l的なり実態が，げIf.開，空運送のばあい，それらは一

様に「距離的空間の克服」が主たる日1'1りであるのにl又し，港湾運送は「場所

のii去換」 「位慌の効用のf:IJH:I」をめざす極地愉送一一連道でなくして運搬で

ある一一ーという性格に由来するゆえんである。

i場所の転換は頻繁間断なく貨物の受波しをともなうわけで，実際の港湾運

送はむしろ貨物の受け渡しに伴なう運送行為としてのjllミ桝が強く， 「交付＇iJ立

しJに包摂されるオベレーションともみることができるのである∞。

このような，港湾運送の法体系とその秩序づけは，かつての沖取りはしけ

回溜を小心とした港湾運送の実的ι港湾施設の公共利用形態および小規僕
零細な愉1:eメーカー，商社の依託をうけでなり立つ111小乙1111業育を背景とし
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て，iM定実施されてきた港湾運送事業：法の「定め」にもとめることができる

ωょうである。

しかし港湾貨物量のいちぢるしい明』II傾向をむかえている引在あるいは

貨物輸送需要の増大が，海運依存！立をいっそう大きくするであろうといわれ

て〈りし、る将来の交通条件を考慮すれば，港湾運送取扱業と港湾、運送業（オペ

レーター〉の機能分化はとくに必要である。前者は情報の組織化による一貫

輸送主体者として国際的運送取扱人をめざし後者はターミナノレ ・オベレー

ターとして，独立性と主体性をもち，港湾運送手段（用役生産手段〉である

エプロン等岸壁，荷役機械．港湾機能施設一ー上崖，｜臨港倉庫， llif:t~場，

一ーを l~I らの経営内部において組織化しうる ， 大規模経営へ脱皮すべきもの

注 tl）港普iljjlli送車楽辺、（llf{;fll26年5J=l291 I t.HI＇第16Uヲ， ~n 次改訂Uf{和41fJ~6月〉

第16条第p民および第2項。Ji'lj施行規!ill第11条および第11条の2参照。
li~総業種である港湾運送は，宇佐約五li送を引受けたものがその70%を自ら行な
わなければならないが，その他の業利は，引きうけたものと省政な関係にある

他の港湾運送事業者に，その 100%を下対けさせたとしても， 白からこれを－

J'tして遂行したものとみなされる。ill！稿 「港湾におけるターミナノレ五li送の規制」
「港的産業の発展のために」泌許可虚楽研究会編，昭和42年4月， 19ページ
(2) JIU親人著「港湾運送LJ；.業法解説」 H討手l.126年8月，五島占！古，132へ｛ジ，

{I'・｜壬l正二者「港湾運送とやlli湾管理の基礎耳目論」 lli!i;fl.142年HJ，成山堂， 4ペー
ジ以ド
(3) h'li浜税闘と横浜市港湾局がH討利13{1ミ3月，，，の償浜港杭み愉出貨物全ii！：ーについ
て共同調査をおこなった結楽についてみれば，輸出貨物は取引 ln当り重量が
小さいものほど多いことを示している。すなわち， 1口当り 1トン以下のもの
が総数46,757件中 18,710件で110%を占め，1トンを超え 2トン以下のものが

5, 678(4：で 12.1%を占めており， ,,1,1者で過半数を占めている。この傾向は神戸

港についても同様の結栄がえられるはずであるとし、う。海ゴi産業研究所編「物

的流通コストの分析による港湾近代化へのアプローチ」昭和43年11月， 42ベー
シ

(4）ここでは， H師1.155年度における輸i話機閥別輸送需品~予測がおこなわれており
11(!,;fi.140年対55年ではつぎのようになっている。
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ただし輸送 lンキロ（単位億トンキロ〕トラックビジョン会議i:jJ間報告，運
輸調査局編「鉄道と港湾貨物との結合輸送方策」 H百和44年2月， 7ベージ
(5) }/ll稿「港湾機絡の「合理化」と港湾運送」 I輸送革新と港湾産業」港湾産業
研'.it会編，d廿文hl:.llY:l,;fiJ』5年7月， 30ページ

3 ターミナル ・オペレーターの形成

港湾運送機能の分化の過程では，運送取扱人的機能が情報の組織化を媒体

として，一貫レートを制定し輸送主体者への脱皮がすすめられるいっぽうで

は，運送人であるタ ーミナノレ・オペレーターが，従来の港湾運送事業とは別

体系のものとして形成されてくるであろう。そこでは，一般的な生産手段と

しての土地要因のほか，直接生産手段である上屋， エプロン，野積場，荷役

機械， l臨港倉庫および流通加工諸施設を含む港湾背後地プレート・ステーシ

ョンを所有しこれに港湾労働力を「l河 させて，連送rn役生産を効率的に出

）」Ji;するタ ーミ ナノレ ・オベレーターが期待される。

もとより，ターミナノレ ・オペレーターの経営規模は，その意味で資本装v111

z与なり労働装viii率の ；·.：~1主化が~i\11］ され， きわめて寡占休；IJljが想像しうるので

あるω。
港湾運送J:Lj1：交の生産儀式がg 仙のヰJJI~財生産と異なるゆえんは，あらため

てのべるまでもなく，労働刈象が耐d/1で、ある原材料ではなくて「港湾貨物」

であり，運送人からみて投資対象とはならないものである。

したがって，生産性向上と単位当りコスト低減の努力は，大量的ニ，辿統ti:.. 

普及性をもった労働対象を，どう確保するかにかかっているO そのうえ，JM

役生産物は輸移入はもとより移送， 保管，貯蔵等の見込み生産のできない

一一生産と岡崎ーに消費されるべき即日寺財であるかぎり，大量かつ連続運送こ

そが，港湾運送用役生産性向上なり合J:J..!.化の基本的パタ ーンになる。

(1) 輸送構造変化の方向

いわゆる港湾ターミナノレ運送の生産性を向上させ，あわせて運送用役の質

の向上を目指す指標は，輸送コス トの引下げと迅速性，安全性， :in制金：t.；よ
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び普及性の確立にあるといわれている。そして，このような輸送の質的向上

を達成するための必須要件は，輸送需要の大量性，連続性，定型性，均質性

がその前提条件となるわけである。

港湾におけるタてミナル運送は，こ うした輸送需要の合理化条件が充足さ

れた部門から，逐次運送用役の生産性向上を達成しつつ立地を変更ししだ

いに公共陣頭から離脱していく傾向にある。

物資万lj適合輸送と物資別専用I店頭との結合はすでにはじまっており，たと

えば工業専用出頭，輸出専用埠頭のほか，石油，鉱石，鉄鋼，木材などのパ

ノレキー貨物の例にみられるように，し、ずれも輸送需要の大量，連続，定型，

均質な条件にもとづいて，輸送経済の自己完成がすすめられている。

このようにみてくると，輸送合Jill化の方向は，技術面iについて輸送需要の

並および質双方にわたる前提条件に大きく依存するものと思われるが，これ

と対応する運送供給側には二つの態勢がある。その第ーは， 経済発展にとも

なう i陥送需裂の増大であって，大i止貨物を物資別，荷姿別にターミナノレを専

川化して合理化する受動的態勢である。

第二の方向は，大量，不均質貨物をユニッ ト化することによって，人為的

にこれを定型，均質化し， 輸送効率向」」となる条件を積極的に創造するいわ

ば能動的態勢であって，コンテナリゼーションあるいは一貫パレッチゼーシ

ヨンといわれる輸送様式がこれである。

iJIJぷt工大量化がさらに進行することによって，多様な物資が，その「専別

化」をもとめていっそう分散していく傾向をしめすが， 後者は創造性にもと

づく輸送の組織化により，ますます集中する傾向をたどることとなろう∞。

こうした輸送における情勢の変化は，ターミナルにおける輸送の対応のあ

りブjを変化させるもので，その具体的なあらわれがバルク ・ヵーゴ一一物資

万lj専用路頭一一物資別ターミナノレ・オベレーターの形成。

雑貨，不定型貨物一一コンテナ専用坤頭一一コンテナ・ ターミナル ・オペ

レーターの生成となろう。
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(2) 専用出頭における物資別オペレーターの様式

専用陣頭におけるタ ーミナ／レ ・オベレータ ーの経営は，これまでの港湾運

送，船｛)!ljにおける「受渡し」を中心とした水際線のオベレーションから拡大し

て，船積み陸揚げと後続輸送を含む一貫体制が必要になる。

ターミナノレ運送はとくにつぎの態勢整備が要求されることとなろう。

(a) 木船と直背後の上屋との一体的管理を必要とし，木船入出港に先立ち

ハッチ ・プラン，マニフェストにもとづいて，事前事後の貨物管理とそ

のレシーブ，デリバリーを完成させるO

ターミナル中央の情報コントロール ・センタ ーと各本船，上屋におけ

るサブコンピューターとをオン ・ラインで結ぶ貨物流動ネッ ト・ ワーク

の形成。

(b) アロングサイド ・デリバリーからD巴liveryExwarehous巴，ExDock,, 

の転換による船積貨物の集＇I－＇と受取り B/L制度の導入およびその普及。

( c) フリー・タイム制度の導入にもとづくターミナノレ施設回転率の向上

一一－'tl'iW不足によって港湾貨物がタ ーミナルにp,g：留することは， J党ド資

木の！日｜払を遅らせ経済効果を減殺させる也、l氷で，むしろターミナルポIJJ打

者にそれだけ不利となろう。

(d) '1'1'd'f!，書類の）；見格化と統一。船悩み，i控揚げ貨物を輸送lei的にしたが

ってコン トロールするターミナル ・オベレーターの機能は，いわば各輸

送機関に共通するターミナノレとして，業務の一元的包’」型が袋三RされるO

(3) コンテナ ・ターミナル・オペレーターの経世

コンテナ ・ターミナノレの整備とその経営には，巨額な投資を必要とするう

えに，陸上輸送，フエリーおよびフイダー ・サービスとそのまま直結するこ

とによってのみ，はじめてコンテナリゼーションの効果を期待 しうるもので

あるから，不特定多数の利用者に坤頭を｜端放することは，コンテナ輸送本米

の効用を減殺することとなるO

それゆえに，海f＠輸送を一元的にコントローノレする愉送主｛イ刈土，投下資本
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の効率的利用のため， d;}.,I控，空一貫輸送体制を完成するコンテナ ・システ

ムの効率的経営にあたらなければならないわけで・あり，しかもこのような愉

送主体者は，単一の経営主体をもってJIJ!.想とするといわれている。

したがって，わが国のばあい，船舶運航業者が港湾においてもこの輸送主

体者とみなされており，埠頭の専用貸しをうけるものは船舶運航業者あるい

は船舶運航業者の推薦する港湾運送事業者となっている。

このため，さきにフル ・コンテナ船運航を開始したマ トソン ・ネビゲーシ

ョンと，日本郵船グループのターミナノレ ・オペレーターは， 日本コンテナタ

ーミナノレ（株），N. C. T （三菱倉庫〉日本コンテナ輸送（株）と従米の港湾

運送事業者とは別体系と して設立され，いっぽう，邦itl!H祉グノレープも，お

のおの系列，非系列の港湾運送事業者と共同で，東京コンテナ ・ターミナノレ

Ct!~ ）， T. C. T.神戸コンテナ ・ターミナル（株）， K. c. T.等それぞれ新た

にターミナノレ ・オペレーターとして発足させた事情は周知のとおりである。

新設港湾運送事業者との合弁会社は，いずれも株主構成において，船舶運

航業者の支配するところとなっている。

これは，¥f1j／佳一貫輸送体制を目的としたコンテナリゼーションの光成には，

すくなくともその機能面において船舶代迎店業務，ターミナノレ・ オベレーシ

ョン，フレートステーション ・サービスと通｜掲業務，および陸上輸送サービ

スを総合して，一つの経嘗主体のもとに統合コン トロールするこ とによって，

はじめて達成されるといういわば理想のあらわれであるω。

こうしたj似運産業の港湾、に対する関心は，政策的実践ω一一港湾における

具体的なそれは外貿埠頭公団設立に代表されるわけで、あるがーーの路線にし

たがって，港湾の機能を自らの船舶運航管理下に包摂する方向をめざしてい

る。

しかしながら，コンテナ・ターミブソレの経営が，それが戸口から戸口まで

を結ぶ一貫輸送の体系化であるかぎり，全愉送過程を組織化，システム化す

る必要ItはJlj ！＿併 されると して も， そのばあいの一貫愉送主体 i~·が切lli'(ii で、ない
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現在，船舶運航業者の経営的範囲にも限界がある。まして，港運業との協調

にさえ多くの課題をかかえている司1:fili(5)を考慮すれば，問題はいっそう複雑

であろう。

注（1)1~1 くはイギリス鉄道会社の企業結合， 主主占体制，｜玉｜有化にいたる過程に， 交

通市場独占化の必要理由，オベレーターの生産様式をみることができる。
H. J. Dyos and D. H. Aldcroft「BritishTrans port」LeicesterUniversity 
Press. 1969. P. 131～Amalgamation and State intervention.参照，米国にお
ける例としては米国交通事情研究会編 「アメリカ鉄道の業務と技術」交通研究

所｜札｜昭和27年8月，1～2ページ参照。それとともに，外航海巡，空運，パ
イプライソ事業等も，オヘレーターの機能が大量生産による規模の利能を追求

しやすい産業として，いずれも以占化をめざしている。これに反して， トラッ

ク，内航海運の伊I］にみられるように，小規模，多様な輸送需要を対象として成

り立つ企業のばあいでは，輸送記裂の仙1別的，分散的な要求を充足しうる態勢
がとられやすいからでもある。

(2) Jill稿「輸送革新と港湾産業」港湾産業研究会編， J毎文堂， H師1.145年7月， 15
へーシ。

(3) Jlli稿 「コンテナ ・ターミナノレの迩？と；をめく‘って」 「海運JNo.498, 25へージ。
仙 「外資埠頭公団法」 ｜！白痢J ,12~1三 8 月 1011 ， 法律第125号，第33条参照。

(5) iflj述と港連のコンテナ.11ilYJi経むをめぐる抗争は：till稿前1±1参照。

4. ターミナル・オペレーターと港湾労働

港湾運送事業からターミナ／レ・ オベレーターへと転換する過程は，物資別

専用出頭とコンテナ専用出頭の開発によって，公共上i与野iベースからこれらの

専用崎頭ベースへ，組織的に移行することである。

ここでは労働集約的手作業から土地要因，機械体系の確立されたターミ

ナノレにおける新しい労働過程への体制転換がすすめられることとなる。労働

集約態勢から資本集約的態勢へ，労働力の節減一一労働生産性の飛躍的指E大

をもたらしつつ港湾労働力不足を解消する抜本的対策として，専用I皐頭やコ

ンテナJ1弘頭をめぐってのターミナノレ ・オベレーターによせる期待は大きし、。

しかしながら港湾労働者と労働組織の実態は，公共均頭における港湾運

送のもとで，永γ．維持形成されてきた歴史的背景なり経緯があって，それが港

湾運送の合理化，効率化をかかげたタ ーミナノレ ・オペレーターへの移行であ
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っても，むしろ警戒的対抗的であるのが現状でもある。

ひるがえって，わが国における産業合理化導入の過程は，先進資本主義諸

国の影響により，第一次大戦後しだいに普及してきたので、あるが，企業別組

合組織を核とする労働組合組織の抵抗力の弱さから，結果的には労働強化と

雇用の減退をもたらすことで‘終った事情は周知のとおりである。

この経験は今日にいたっても，労働組合運動の基本路線としてうけつがれ

てきており，このような合理化一般の系譜は，いますすめられている港湾運

送の合理化過程においても，やはり木質的にはそのまま作用する必然性をも

っている。

合理化の効果は企業別の個別資本で達成しうるものではなく，産業ベース

での体制的な「合理化Jによって，はじめてその効果が期待されるものであ

る。

港湾における向上コンテナ船就航が契機となり，在米の公共出頭から物資

別専月JJlil頭へあるいは外貨坤頭公U:Iのコンテナ専用陣頭をめぐって，出頭の

利則形態が変化するとともに，港湾運送のj(Jjにおいても，機械化を中心とし

た省力化が絡段と進行しようとしているほか，さらに，内陸輸送と合理的に

結合することによって，港湾を媒体とする輸送の体系化が計画されつつある。

この過程はいうまでもなく企業の集約一一ー資木の集仁，＿，にほかならないので

ある。

港湾労働組織が労働集約的構造をもち，経済成長にともなう港湾運送儒裂

の急激な増加傾向の中で，港湾労働力がますます不足している現状は，換言

すれば全輸送体系の面で港湾が陸路となりつつあるωともいえるようである。

したがって，港湾運送の体制的合理化は，そのような阻害要因を改善し，結

果的には流通費用を節減することによって商品価格の低廉化をもたらし，物

11Uiの安定にも寄与するとともに，わが国輸出の国際力競争強化にも役立つと

いう「II宣伝」が一応の説得力をもつにいたるのである。

だが，労働組介組織の「合理化」に刻する刈策は，必ずしも協力的でなく，
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むしろ対抗的∞であるところに，港湾をめぐる労働と資木の「特殊事情」を

うカミカ：； ~、女i:i ることヵ：で、きる。

その事↑j!fの第ーは，港湾の合四！化メリットが，最終iめには国民経済的にみ

て物仙の安定なり，あるいは国民の福祉を1普大させるとしても，その過程で

もっとも利益をうけるものは誰か，が不明であり，第こには「合理化」によ

って労働生産性向上に見合うある程度の賃金引上げがなされたとしても，新

技術の導入にともなう合理的，科学的労務管理技術の採用により，労働強化

や精神的緊張の連続がもたらす労働密度の濃化一一凝縮がし、っそう要求され

ることとなるので，結果的には，労働の再生産費用をつぐないうるものとは

なりえない。

その第三は，機械化，装置化にもとづく労働力節約のいっそうの進行は，

港湾労働者の就労機会の減少と，配置転換あるいは半失業をもたらすという

ことである。

港湾における合理化の必必はDl；はからいって，あらためてのべるまでもな

いが，かつての「産業合理化」が果たした歴史的役割なり，経済社会的背景

や現状をふまえながら，港湾によせられている合理化の木質を迎解すべきで

あろう。

合J型化は経済的概念であるが，民主化，近代化は社会的体制であり，これ

が経済の窮極の目的とするところである。港湾でもっとも遅れているのが後

者であってみれば，問題の木質は「港湾における民主的，近代的体制整備が

むしろ先決∞」でなければならなし、。

注 （1）単純拡張投資に比較して労働節約投資の大幅な増大が，ヲ0・1効の省力化とその
安定を目的として，格段と進行しつつあるのは全産業に共通する一般的傾向で
ある。これに反して，港湾労働の分野では特別立法にもとつく「港湾労働法」
をもってしても，労働力のli'{fj保と労働安定策につき，すでに限界にきている事
情は捌稿「港湾の合理化と港湾労働」 「港湾」 1969.vol. 46. 34ベージ以下参照。
(2）ここでは全日本港湾労働組合を中核とするコンテナ輸送反対斗争が展開され，
とくに， 専用埠頭化が労働創l合組織を分裂させるのみならず労働強化が懸念さ
,}1.ると している。
また，「｜ノKi法的労働iHfl.cl! （，－会； t，「u、：＆栄氏本， ~)ui~＇（ ,j，；の i!ti:'~ .；並 ／ I ＇， を符J氏
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して， 港運免許の新たな取得に反対している事情は周知のとおりである。
(3) :Iヒ見俊郎「泌君臨む第3f,i:「泌湾愉i遺体flillの合国化と近代化をめぐる問問今点」
14ページ

5. ターミナル・オペレーターの機能

港湾の広j或化なりポート・ ターミ ナノレ・オベレーターの形成が必然とされ

る理由には，物理的にもまた，現象としても増加急増する港湾貨物の合理的

対応策として，あるいは港湾の効率利用の而からの問題意識が中心におかれ

ている。

港湾貨物の増大をもたらすものは， もとより生産力の拡大ー→経済成長

一→輸送需要の急増の結果であり，このばあい，港湾が各輸送機関と合理的

に結合する共通の愉送基礎施設であるタ ーミナルとして，位百：づ‘けられてい

るのである。

協同一貫輸送，複合輸送あるいは結合一貫愉送など，さまざまな表現によ

ってi愉送の組織化，システム化が日程にのぼっているが，いずれも港湾が，

その過程において共通の複合ターミナノレとして役立つことをJUJf!i'されている

わけで、ある。

そうであれば，いずれの輸送機関または愉送庄ー業あるいは輸送需要者に対

しでも，公平にして，かつ，共通のメリッ トに役立たねばならぬものであろ

うと思われる。

輸送革新の過程でおきあがってきた複合ターミナルと しての港湾は，輸送

需要の大量性にしたがって，輸送機能の「分化」もますます進行することと

考えられるので，それらを「統令」するための本礎施設と しての役；刊を問わ

れることとなっている。

異種輸送機関に共通する利益を確保，保障するという理由からいえば，港

湾タ ーミナノレは海運に従属して陸運の利益を阻害しではならず，同時に陀運

に偏して海運をおろそかにしてはならないものであるη
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愉送の組織化，システム化の範囲は，これまでのように海運と港湾で完成

するものではなく，より広い空間的，距離的範囲を体系化することによって，

はじめて達成されるものといわれている。

従来の港湾運送事業ベースからタ ーミナノレ ・オペレーターへの態勢的転換

は，たんに，資本的集約と機械化を中心とした高能率，高生産性を達成する

経世的規模への脱皮を意味するものではない。

港湾運送事業や港湾産業が，巨大交通資本および産業資本に従属してきた

態勢からの転換をめざし 生産力と生産関係を確立して， 産業の自立化を達

成する方向への努力が，その目標であろ うと思われる。

このばあい，従来からある港湾産業の体質－ーとくに経済外的行政との関

係においてーーなり，経営椛造には復刻「な事情があろうと考えられるが，共

同の目的と共通する利害を明らかにしつつ，事業の協同組合化あるいは協業

組合化をすすめること も，当而の刈策のーっとなろう。

いずれにしても， 「輸送革新」一一「それが社会的要請で、あるという発想の

もとに，資木力あるいは社会的に力ある特定のものが，港湾ター ミナノレを独

占支配する体制lは，すくなくとも港湾の民主化に逆行するものといわねばな

らなし、。欧州における都市と港湾のかかわりとその一体性や，鉄道の支配下

から公共性を回復して繁栄してきた米国主要港の例をあげるまでもなく，都

111型産業としての港湾産業のあり方が， 「港湾の公共性」京lfJ、？に果たす役；！；11

は大きし、。

わが同の産業構造全体のなかで，港湾産業はもっとも遅れた；＇； j）門の一つで、

あるといわれているだけに，こ こにおける近代化の基礎となる民主的諸関係

の確立こそ，と くに重視すべき1::j組であると思われるO
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目次
t主しカ1き
1. ターミナノレとしての港湾の性約

千 須和富士夫
（港湾経済研究所〉

2. 港湾における管却の経済構造
3. 港湾管理者財政の自立化と港r.'Jの「公共性Jの確保

はしがき

港湾の「公共性」は，いろいろの形で論じられてきた。 ωωωω 代表的

な見解からすれば，（1）公共投資に基づく施設であることにより守られなけれ

ば危らない基準とみなされているばあい，（2）港湾が有する機能が公訴Vi：をも

っという ことによる効用的な見方のばあいに大きく分かれている。もっとも

双方の見解は，公共1=1的をもちうるから公共投資をするのであり，まずこ公共

投資を行なうことにより，開発効果なり乗数効果なりを国民経済的にj羽刊し

うるか投資がなされる とも論述される相関VI：をもった見解で、ある。

在、は，この2つの考え方について，安定法上の「公共規制Jのあり方は，

一応現行法体系の秩序の理念として除外し 「公共性」の概念を経済学の範

曙で取扱って，港湾管理もしくはターミナル・オペレーションの考え方の基

礎としておきたいと思うのである。

港湾はターミナノレの一つで－あり，機能的にも生産過程の場て、ある。そこに

おいて展開される「公共性」はし、かなるド｜＝質をもちうるのであろうかの 夜、は

港湾社会を以下において論じようとは思わなし、。港湾とは抽象的なものとも

考えなし、。法的概念で構成する規定の仕方もあるが，私は，港湾法の概念を

下敷にしつつも，土地と資木としての港湾に関心をもっ。それこそが経済学

の範曙に属するものだからである。

注（1）北見俊郎「、港湾論」 （Jl¥1不1'143{1モ海文立） P. 189以下 第l2'of.：港湾管:Dll経日間
題と港湾の近代化
「y)lf,ちが建設而でも管理連打而でも，公益ド｜二を もつため件々の規~Mが与えられて
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いる0 ・・・しかしながらこのような形での公共性の原則を守ることが， 経済発展

の々かでは，利用面て‘は財政功M・と効率的利用から極桔を生んできており，・…
泌設而においても， 事実上は港湾が「産業基盤の強化」もしくは 「社会的性約」

の名のもとに，特定産業資木に有利な財政投資としての傾向を示している。…・・・

すなわちここにおいて，一方では港湾における 「公共性」の概念が概めてあいま

いであると共に，その慨念規定を適確に行いうる理論形成が未だ行なわれておら

ず， 他方では従来の概念性そのもののために， 港湾管理而の基礎を明確化しえな

い状態を生んでトL、るものといって過言ではない。

(2) rj・1内陸 「港湾流通経済の分析」 （1967年成文堂）p.69以下「3治約の公共性」

現在の11木の経済社会構造が資本主義を基調とした計岡経済構造をもち，行政
指埠が強化されて， 公共投資，社会資木の投資増大が今後ますます行なわれるこ

とは間違いなL、。それゆえ現段階においては， 「公共性」を公共均頭の「公共

性jという点に限定して考えるとき， 「公共性」 は「公共性」の及ぶ範聞を港湾、

それ自体の持つ流通機椛上の性約，または港湾関連企業の性格に限定しではなら

ない。国民経済的視野に立って，国民社会全体（これは他｜人を主体とする〉と当

該地方社会の福祉に反しないものであり，公正で適切なサービスと諸料金を舵供

しているという観点にたって決定されるべきである。他の百－業で言うと，公共t号1

IiJ［の 「公共性Jは 「もっともよいサーヴィスをもっとも安く」 jj,':{)I;する場介 「公
共性」があると考えてよし、。 （向 P.83)

(3）「｜木7{』・r.号協会「j社、汚管EllのJJW；と11日j必，t
P.257 

港湾法ーでは，公共陣頭の利用については，その公共性という見地から，一定の

~！ Jill設を加えており，また私企業への不干与，不平等取扱いの禁止という見地から
治的管理者の業務に~l~JI浪を加えている。 ••• j港湾法の運用上いわゆる 「公共規
11:11Jとは，……港湾施設の工市の1！（用を国が負担し または補助したものについ
ては，何人も同ーの条件の下において当該施設を利用しf！｝るようにi亜日しなけれ
ばならないこととなっている。

（引東京都港許可同事務引業研究会「変•＇1'·:J切における東京地の課題と分析」 οlij羽143
'cF) P.72 

歴史的にみても， 公物が先にあって，権力者がここに港ーがあった方がし、L、とい

うこ とで港ができたのではないのてーす。港が先にあって，それの｛交われ方が公共

の利誌に大きな影響をもつので， 運必に公的機関がタッチする。これが歴史の教

えてくれたわれわれの文明原J!llで‘す。
それでは公共の利益とはなにか，どうやってそういう抽象的な概念にf1mf1自体系

（判断基準としての〕を導入するか，具体的に計量はどうするのか，なかなか難

しい問題ですn そしてこの燥しさのために公共性が公平性だとか， 公IJIWI：ーだとか
の手続き的問題にすりかえられてしまうことがよくあるのです。

1. ターミナルとしての港湾の性格

愉送機構を考える際に，Linkに対比してNodeがあるがω，システムネッ

トワ ークの概念から，物的自（~;;・Q:, ~jc}j~ =f：段の11木としてみなおしてみるなら
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ば，Nodeであるタ ーミナノレは， ある Linkする交通輸送手段の端末である

と同ll~i＇に ， 他の交通愉送手段の端末であり ， そこには物財の単なる「通過」

や「流通」ということではなくて．輸送手段聞に物財の移転が行なわれるこ

とが条件になっている。この移転はもちろん直接的にではないこともある。

したがってタ ーミナノレにおいて行なわれる労働過程は， （1）物財そのものに対

して行なう愉送手段への稿みつけもしくは取りおろし区間輸送，fi:jさばき，

仕訳検才検量， 保管，包装， i肯：~｛~伝達， 政策的な管制守：があり，（2）ターミ

ナルを利用する交通手段に対して行なわれる誘導，安全紺J時，補給作業等が

あり，（3）ターミナルを施設として運営していくものとして，官引！ならびにタ

ーミナルで作業する労働者およびターミナノレを利用する人びとに対するサー

ビス咋を含むものと耳l解される（建設•J；·働削除外〉。私は，これらのうち生

i＆的にj器能する労働過芯iをターミナノレ労働と称したいと考えている。

交通労働が生産労働と不生産労働とに区分されるように，R’月日に迫力11価値

を与える労働過程を生産過程として捉える。ターミナノレの労働生産性は，こ

のターミナル労働と労働手段としてのターミナル施設とのむすびつきのあり

方によって決まってくるものとみちえられる。交通手段は輸送機｜某L!fUJ力，通路

より構成されるが，ターミナルは，J枝裕にいえば通路要因である。しかしター

ミナノレの特質は，ターミナノレにおいて機能する個別資本を成立させているこ

とである。鉄道や道路が通路として佼われる場合には，通脈そのものを独占す

るか，有料道路（公I'll公社道路， l’！動車道事業道路〉のごとく ，通路そのも

のの所有に基づく資木が機能しているにすぎない。

この耳I.f13は次のとおりである。タ ーミナルにおいては，i詳に物則を通過させ

るだけでなく ，方向性（どこへ｜句けるか） , 11!nrnn c~ 、つ II ＼入させるか〉，

煤休刊（なにによるか〉の選択，いわゆるオベレーションが必ず随イ＇ I＝する。

これは，n:tt品としての物財が木質的に要求する流通過程（市場性〉， 生産：

過程（原材料の補給〕における衝動である。このオベレーションの般に個別

資木が1~ ＼ \7. して機能しうる ことにたるわけで司あるの
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港湾はこうしたターミナノレの一つである。しかも港湾は，商品の大量輸送

のターミナルとして，他の航空，鉄道， 自動車等のタ ーミ ナノレに比べ，きわ

だった特質がある。また港湾はマリン ・ターミナノレとも呼ばれるように，商

品が必ず船舶により 出入されるばあいの端末であるO 端末がし、かなる形態で

あるべきかは，そこを通過する物財の内容による。その物財の内容は，理念

的には，同民的な経済計画に基づく産業立地と地域開発計画によるものであ

るが，今日のわが国では，国土計画や経済計画は，産ー業誘導型であって，立

地なり，生産規模なりは，ある程度個別資本にとって任意である。したがっ

て，港湾は，臨海ならびに背後地における産業資本の立地の仕方によって，

形態が規制されるようになっている。

歴史的に物財の集散の機能（外国貿易を含め〉を果してきた港湾において

は，都市型加｜工ならびに都市消引を前提とする商品の出入がある。特定工業

を背景にした港湾には，特化した原材料もしくは製l引の出入がある0 Jl!J:林水

産業を背景にした港湾には，それなりの商品の出入があるのは当然である。

港湾なるが放に派生的な機能をもち，地域経済に影響を与えるとするなら

ば，木質的には， 1iiJ運を胤‘介とするR白1i1「！

の大f量愉送に適合した｛同別産業資木の立地，Rι可品流通取引機能の）』l(；立，人n

の1底引力の拡大等に波及していっているからであろうと思われる。

航2長， 鉄道， l~I 動車などと枚ぶ， 船舶を必ず一方の端末とする港湾、には，

他のターミナノレとは比べられないほどの土地（水域を含む〉の広がり ，大量

輸送に対応する機能施設，労働力が必要て、あり，関係企業が成立しうる条件

がある。逆に土地要因からの機能分化の傾向も現われている。 例えば，港湾

を骨格だけに洗い落すならば，港湾区域および｜臨港地区を定め，港湾施設を

設けても，商品の通過を促進するに必要な機能は，空間的に分離できる条件

をもっている。背後地への連絡ルートならびに情報伝達ネッ トワークを設け，

もしくは商品の性質に適合した陀上輸送施設（例えば，石抗｜｜パイプライン，

カプセノレライソ，モノレール宇〉を設ければ，いわゆるタ ー ミナルの派~t｛ま
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能と して存在している商取引， 金目1！保険，加工，保管などは，物理的には臨

海部から分離できるのである。インランド ・デポや内陸港湾などといわれる

ものが，そのような機能を代替していこうという構想でとりあげられている

ことはいうまでもなし、。

しかしたとえ空間的物理的に分離できる派生機能があっても，タ ーミナノレ

としての港湾が，必要としている基木機能を支える土地ならびに諸施設とし

て固定化された資本の問題は，生産手段の存在形態として残っている。そし

てタ ーミナル労働の労働生産性の向上はいつにかかって，生産手段としての

土地ならびに資本の存在をターミナノレにおいて拡大し， 投資を行なって施設

を革新し桝強することにあるのである。

注 （1）巾四位「システム分析からみた海運－yJJir."Jの将来」 「yJJir.'JJ 45の12〕
(2）高統治「道路の経済学」（｜！日和42年東洋経済新報社〕P.39
つまり交通業では，生産的労働と不生産的労働というこつの区別がともに適用さ
れるのである。この了．つの境界線は，かならずしも明li'{irではない。しかしこの区
別それじたいは重放ーである。ここで，資木にとってのiJ(＼一義的な関心＇I＋は，交通業
における生熊的労働によって間品のl111i(1Hーに）Qj)llされる部分をできるだけ小さくする
ことである。． 
2. 港湾における管理の経済構造

港湾のタ ーミナノレ機能の特質を考え，かつ機能の中にも空間的に分離でき

る要素があることを指摘し港湾の性絡を考えなおしたのであるが，さらに進

んで，ターミナノレの個別資木機能を断れて，ター ミナノレの機能を充実させ，

規制したりする行政的な官lljf(1j，つまり港湾管即者の管)lj!権の経済的な意味を

考えていくことにしたし、。

港湾の管J~Q.の基礎は， ｛i~＇ JMl主体の確立と管理対象の限定である。まず港湾

区域， ｜臨港地区守rとして土地（水而をも含む）を定めている。大部分は，

「同ノ所有ニ関スノレJ公布水而（公布水而Jfil立法第1条〉をもってあてるが，

必ずしも国有地ばかりではない。それはもともと国民全体のものであり 3ある

いは私人のものであり公布・のものである土地を，特定日的に利用しようとい
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うことから出発する。ここに港湾が国民から疎外されていく契機が生まれて

くる。木来，港湾の利用目的は確かに多目的である。 ω多11F’fJであっても，

それは制約がある。

例えば今まで住民が自由に漁をし，リクリェーションをし，3ill行してきた

J易が港湾として囲い込まれてしまうのである。港湾区域内では工事等を行な

うについては港湾管理者の許可が必要であり（港湾法第37条〕 ，一方｜住域に

おける臨港地区においても，構築物の制限が行なわれる（同法第40条〉。 こ

うして土地が公有であろうと，私有であろうと公権力の介入によって，生活

に待IJ限が力11えられてくるのである。

その土地の上に，公共投資が行なわれて行く。わが国の港湾で、は，国およ

び港湾管理者の資金を基礎に公有水而（国有〉を埋立てて整備を図ってきて

いる。国庫負担事業による港湾施設は国有となり，国庫補助事業，起f.i'l4'JT業，

単独事業による港湾施設は管理手；有（公布〉であり，港湾管理者はこれらの

固定資木と定められた土地を港湾として管理している。

しかしすでにみてきたように，近代港湾は，タ ーミナ〈ψ倣基礎に，タ
ーミナル施設を生産手段とする用役生産の場，生産過程の湯である。つまり

港湾は土地と固定資本からなる生産手段であるO 一方港湾を経過する物n~・は ，

ほとんどが商品であり，もしくは産業資本の生産過程に入りつつある原材料

である。いずれにしても港湾、貨物の大宗は私的資本の流通形態にすぎない。

港湾を構成する土地は， 固有であろうと私有であろう と，所有権の帰属は

重要ではないが， 管理権の下に土地と固定資本とが吸収される。 （法的に厳

衝にいえば，国公有の営造物を管理しているというのが，港湾管理者の行政

的権限とされる。〉こうして港湾は社会的所有となる。

しかし木米生産手段として機能している港湾が，社会的所不1化されること

は，大いなる矛盾であるといえる。なぜなら，資本制生産において生産手段

は私的所有でなければ，生産性と結びつかないからである。港湾はその意味

では生産手段でありながら，社会的所有となっているのである。 「公共規制LI



ター ミナル・オ，、 レーシ」ン と 「~ Jt；性」の経治的~＇.I見、 93 

が行なわれるのも，社会的所有に基｜討している。つまり，利用におけ序列を

あらわして，社会的所有を私的所有（利用としての占有〉と調不IIさせている

にすぎない。

港湾は土地（水面を含む）と港湾施設として設けられた固定資本から形成

されている。土地については．固有であろうと，自治体有であろうと，地代

が成立する。 地代には所有に基づく絶対地代と土地の位置，豊能度の二つの

系による差額地代が生まれる。固定資本については，建設利子が発生する。建

設利子は追加l的地代となる。現在使用料として徴収されているものは，こう

した固定資本の一部に刻する支払いであって，厳密には地代とはなんら係わ

りがないのである。それでは，これらの地代および建設利子については，ど

う取扱われているのか。実質的には，国費および地方自治体貨に繰入れられ

ることなく，国および地方自治体が負担しているというのが正しいようであ

るf幻。その地代および建設利子は消え去ってしまうわけではなし、。港湾を通

過した尚品にその相当分だけ価値が転移していってしまったのである。つま

り夫質的にはJ!I.~tl'tで，新たにイ、l)Jilf11Ji値を伴って，n・H1'1川工油過していくのであ

る。そして－~国民と して， また当該地方自治体構成只として商品の仙l値を

出めていることに協力しているといえるであろう。

社会的所不Jの結果から起こる不合］型を，一一独占的に｛此j日させてはならな

いし，公共投資が個別資木に吸収されていっていることを知られても困まる

ー一行政的に正当に処理する必要がある。ゆくりなくも「最大限の地方自治

権〈ω」として，港湾管理！権を地方自治体に移すことになったので‘あったが，

管理権とはなにかということになると ， 港湾、の改善＇~＇~発発展を期するため，

公共の営造物の保管あるいは管理をするにすぎない権利とされるのであるω。

これは生産手段の社会的所有化における所有権の擬制である。

公共の営造物が存在する土地の所有権に係わりなく，港湾管理権は港湾区

域，臨港区域以外の官’理者が管理上必要と認める施設まで及ぶ（港湾、法第8

条6項〉。強大のようにみえるこの港湾管理権は，なかなか地方自治体に有

利に lf!Jかな L 、。 港湾に地向、辛口；；~会が~~·付られ，住此の代表が参』｜｜できるよう
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になっているが，しかしこうした民主的な組織があっても，港湾の利用を

過して，住民のOllJに機能しないで，結局個別産業資木に役立ってしまう（表

l劇的。住民のための管理ばかりでもなく，社会的に国民全体のものと

しても働かないのである。このことが，地方自治体をして附吟させ，あるい

は｛主民から港湾を遠ざけ，あるいは港湾法上「公共の利使の増進」 「一般

公衆の利用を目的」と強調される根源である（5)

すなわち，港湾に対する公共投資が国家的（公的〉所有として蓄積され，

他方では個別私的資木が地方自治体の管理に対応する費用を償なわないほど

低率の負担でこれを利用する。地方自治体は， ＇~＇ 治権の一環とされた港湾管

五li権に伴う負担を負うが，その管理権は経済的にも法的にも不自由の状態に

おかれているというこ とであるω。

生産手段と して機能する港湾は，｜玉i民経済的に低脈なサービスを捉｛）け』るこ

表 1 港湾取J及貨物の,i,t,U別I官l加寄与率
一一一一←

＼＼＼  
取扱貨物lo:(l~I )j T[L) j鴬／Jll寄与中（%〕

35 °'I~ 42 °'I二
42 

~I J1山 JHi;iJ戎比三E l外貿l内貿
% %｜ 

米 .l己 ・紋主fi g 2 21 2 2'12 1. 8 1. 2 0.6 

本 .ii& 材 20 5 45 4 222 3.6 3.5 0.2 

イ＿i炭鉄鉱石 99 23 165 15 167 9. 7 8.5 1. 2 

砂利砂石 ;j~ 37 8 76 7 209 5.9 ム 0.1 6.0 

Jj;( 首li 31 7 119 11 380 12.9 12目2 0. 7 

ィ；i 1氏 正i 15 3 33 3 223 2.7 。 2. 7 
鉄 外4 31 7 9? 8 303 9. 1 1. 7 7.4 

4気 J戒 9 2 159 14 l, 679 21. 9 1. 0 21. 0 

セ メ ：／ ト 17 4 34 3 199 2.5 。 2.5 
重油 ・石油製品 57 13 186 17 324 18.9 1. 7 17.2 

イじ 学 楽 ,p,, 6 2 15 1 233 1. 3 0. 1 1. 1 
fj)( 食 物 11 36 3 314 3.2 1.? 2.4 

その他雑貨 98 139 12 142 6. 1 1. 5 3.5 

if 叫 ~o［ 所 2~51
iJょ 開銀「調査月以J1970年1月
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とによって，国民生活に有効に働いているのではないかというのが大方のも

つ疑問であるO

この点に｜到しては，「使益」概念が問題とされてきているが，定量的な測定が

行なえそうでいて未だ実現していない（7）。その根底には「使益」概念そのもの

に：怠意性が含まれていて，「使益」を因果関係的に列挙することによれば，拡散

的になるからといえるであろう。しかし方法の前進的な耐を認めておきたい。

一層測定有法について私も研究したいと考えている。港湾管理権は，それ

が経済構造としてもつ近代港湾そのものの矛盾によって，法的にililJI製されて

いるの医｜家的に全港湾を統括 し，港湾相互の調整を図 らなければならないと

いう坦由によるが2 生産手段の社会的所有化により，管理体制は一都市， lllJ

村の椛済閣の問題ではなくなっているためで・ある。 これが経済構造的にみた

管理権の失態である。

注 （1)）凶命省港湾局「変貌する経済社会と港湾」 （｜！併1142年〕 II＊の港持参照

港事号の役；！ill として交通施設， 産業の場，都市および地域の発展要因の 3~＃を
あけごている。 これは経済学的にはJJl象，：~述型であることは， もちろんである。

(2）尚僑 I古川l財il1P. 55 
自動中十命i差のばあい，うどi凶手段のうちの辿路（jfiJ陥〉から，輸送される商品生
J長物へなされる（1Ui他の追加ftlli値が移される部分は，一般的にゼロにしてしまうこ
とができるということになる。これは，｜醤家が地代相当分を自己負担しているか

らであって，地代が消滅してしまうわけではなし、。

(3）「港湾の管J翌連日に関しj成人；阪の地方自治権を与え，｜到家的及び地方的利益に
Jl!iもj自令する形態の港湾管’理者を選定する機能を地方公共団体；に与えるというこ
とを中心般住｜とし…－」

(Iii::荊125年4月2611 衆院巡翰委員会大屋普三逆輸大臣同議事録〉

｛ω「港湾の管理者は，・，；；；；造物行・政をやり，それから海運局では運輸行政をやる。
こういうふうに考えるのが適当かと存じます。」 (II諸手U26年3月301=1 衆院選輪

1委員会黒田静夫政府委員同議事録〉
(5）北見俊郎前掲書 P.188

港湾法の実施が外形的には，いかにも港湾管理が各地方公共団体を母体とする

各港湾管理者によって主体的に行なわれることを意味するようであるが，現実に

はたしかに「港湾法に基づきヰiJ売を行なう ことJであり， 管理権の内主主は，いわ
ば.i!U司的なものが多いとい う ことは~Li込しなければならなし、。
（自）柴田悦子「市民生活（台所〉と港湾」 （「港湾」 48の11)

とくに最近食生活の変化や貿易の自 1±1化にともなって，海外からの食料品の~ifiii
入r，：：：はWI加の傾向をたどり，市民の台所は，港湾を通じて［削妥海外と結びつく傾
向も より明白になってきたのでーある。…一これらは輸入消安財という直接的に市

凶生活と連結できる部分であるが，たとえ工業用原材料，あるいは資木財といえ
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どもそれがわが国の生産活動を点l鰍し，国民所得の分配を通じて， 生活と結合

するかぎりにおいては，輸入原材料と市民生活の結合も皆無というわけで、はない。

しかし今IIわが国の産業桝造からみて重化学工業に必21:：な原材料・燃料の輸入
品は1%,¥c消費Mの輸入に比して桁、らがいに？偉大な数量；を記録しており…・・（後目的」
(7）次節で管理者の財政をとりあげる。

(8）長尾義三「港湾投資と費用便益分析」 （「港湾」 47の5〕
方法適用上の問題として次の 3）去をあげている。

①引用便経1理論のもつi、Hilliシステムの性絡から，港湾計画への適用はおのず
から限界がある。

②費用便益分析の過程にはlilli値主主i¥Uを設定するステップを－wめ，多くの仮説
が設けられる。

③ ~J_j用便益理論の実用を推進するのに，港湾投資を行な う 側の深い理w~が必
要である。

3. 港湾管理者財政の自立化と港湾の 「公共性」確保

わが国の代表的な，かつ規模でも最大の8大港，すなわち東京港， 川［Ill奇港，

横浜港，名古屋港，大阪港， やjJ戸港，下関港，北九州港を港湾管迎者財政の

観点から，一つの計算の単位として，その財政収支の状況をllB和41；，＋・：11月に

まとめたことがあるω。その後年j立を繰り下げ38;,Hiから42 '.Ci:[支に直 した~ I ・

~~｛も行／£わ，／ Li乙。

8大地ーは全旧の外国貿易雑貨:CT4均の585杉山（;JJ, ，，倫山雑貨では尖に75%を取

扱い，国｜人jの内貿~~jt貨でもその355杉を取扱っているのである。 8 大港の｜問題

がp わが｜五｜港湾の典型となりうるのも，この貨物量分担率からいえるのであ

るが，特定重要港湾として港絡の絡付をされたことによる特殊な条件をば一

応孔むしつつ，8大港の港湾管理財政の笑態を考え，港湾の「公共性」をこ

の角度から検討していってみたい。この節の論点は，個別産業資本の港湾利

用が，経済的にいかなる影響を与えているかを知るためて、ある。

8大港は港湾取敏い貨物量，入港船舶数，入港船舶 トン数で高い増加l率を

みせてきている。ちなみに35年から42年までの7年間に5大港では港湾取扱

い:hl；は2.33伯，入港船舶数1.6倍，入港船舶 トン数1.9倍になっているのであ

る。このため各港とも港湾施設の整備拡充に大きな支出をしてきた。

｜！日干1138 ~ 1 ＇・～42 ~ 1 : 1.立の 8 ノ勺｛台湾行JJ[ ，~·の Ht訳者）＇［は， この5：ド！日］で，1381(立15



タ－ ~ナノレ・ オペ レーシ ョンと「公共性」 の経済的，意味 97 

百万円であり，このうち一般財源繰入れ371億7百万円，公債466億7百万円

合計837億14百万円を住民が負担し使用料等の純港湾収入313億36百万円，

県市負担金 ・受益者負担金17億75百万円，国庫支出金212億9千万円で、あっ

た。住民の直接間接の負担割合は結局60.2%を占め，国は15.4%を受けもっ

た。（表－2参Hり また住民負担は額面の単純比較では 117億 4百万円から

182億53百万円と1.56倍になった。

こうした港湾省’理者である地方自治体の財政負担率は， 5年前と比べると

38年65.6%から順次39年66.6%,40年62.0%,41年58.1%.42年54.7%へと

低減の傾向をみせてはいるが，管理者自身は，負担過重を危倶して， 「この

こと （公債発行収入が一般財源を上まわり ，あるいは一般財源繰入れと同一

水準となっていること一一一引用者注〕は，地方財政の悪化を示していると同

時に，将対ぐにおける公債償還貨の増大を意味しているのであり，悪化した財

政を補うために発行した公債が，かえって将米の財政を圧迫するとし、ぅ悪循

環を招いているω」と訴えざるをえなくなっているのである。負債と して残

った金額は，先にもあげたがこの5年間で466憶7百万円，すでに償還に入

ったものもある。

｜量感の負担，補助については，特定重姿港湾 重要港湾，地元j港湾の｝I闘に

負担率，補助率が順次小さ くなるが，これらは法定限度傾を示したものにす

ぎないのであって，京京都の例によれば，この負担率の実態は，法定限度額

を大巾に下まわり，水域施設 ・外かく施設100泌が50%～60%，他の施設で

は50だとなっており，補助事業費の内容からいっても，住民負担はさらに大

きくなる事態に追込まれる。その結果，｜浪られた財源で補助対象事業を優先

させていくということになれば，住民負担が絶対的に多くなっている災状か

ら，管理者独自で施工しよ うとする予定の事業が圧迫制約されることにな

る〈九 補助事業と単独事業との相関性は逆比例の関係に立たされ，経済的に

も事業計画は自主性を失なってくる。

それでは， ＇~＇ 主財源はどのように求めるべきなのか。



98 ターミナノレ・オペレーションと「公共性」の経済的，色味

表－2 港湾管理者 財政状況 （主要8港）

’1:1") i＂会計方式による財政収支 （単位 ー億円〉

負 担 金｜一般財源 ｜
出｜収入 ｜一一一一 ｜ l公

国庫負担金'ii市富常｜繰入れ i
I 209 I 36 I 33 I 3 I 55 I 82 
(100〕 I(17. 4) I (15 5〕 I Cl. 5〕 I(26. 3〕 I(39. 3〕

39 I 243 ! 47 I 32 I 2 I 83 I 79 
I (100) I (19目3〕 I(13. 2〕 I Co. 9) I (34. 2) I C32. 4) 
I ／，然 I 58 I 40 I 3 I 12 I 92 

(21. 9〕I(15.0) I (1.2) I (27.3) I （~4.7) 
1 I 山 I M ~~ I 57 I 4 I 6~ / 128 

/ • AA、（236〕 Cl7. 1〕 I CL 2) I (19. 2〕（3119〕
94 I 52 I 5 I I 

42 I (Iお I(28. 2) I (15. 6) I (1. 5) I (29. 2) I〔25.5)
ti'. : 1. 主主主8港とは，東京，川崎，横浜，名古屋，大阪，神戸，下関および
北九州をいう。
2. 海岸保全，i控立造成｜剥係は合まなし、0
3. IJM銀「調査月刊l」1970年l)'J 

起｛＼（－（が自主的な事業財源とみなされてきた。港湾で起債対象事業となるの

は，港湾機能施設，つまり利Jさばき施設，保管施設，修動式施設，港湾役務

提供用船所得の整備事業であるO 8大港で起債額は38壬F・j支と42年度とを比べ

ると，絶対額では仲ばしていないが，収入分担率ではやや下げている。39,3

Zから25,5%へ変わったのであるが， しかるに年度ごとに一般財源繰入れ額

と相関性をもち，一般財源の繰入れが少ない年度は，起債額は増大していと／.＿o

地方自治体の負担は，起債によって各年度水平化するといって差支えない。

42年度は，38年度に比べ一般財源・公的合算で1.33倍，国庫支出金は1.691-i’； 

となっているが，港湾収入の増加が地方自治体負担をややカバーするように

なってきている点が特徴的である。また収入基礎も施設使用料，役務利用料

が主流となり，これらが89.3元を占めている。

しかし，住民負担となる地方債の起位は，やはり 自由ではなし、。起仙のふl

象事業は，地方財政法により，特別会計で経理されるいわゆる収益事業であ

って，現作の地方自治法｜：，先行にあたっては， 「当分の間J自治大聞の，／r

可が必要条件となり，事・rlli11il可命ljである。
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大都市周辺港湾、では，採算性の高い埋立地造成事業が積極的に実施される。

もっとも公有水面埋立事業として国の規制を受けるが，埋立地造成事業は，

港湾機能を整備拡充し，都市交通難の緩和，都市再開発に寄与したり，ある

いは工業立地基盤を提供するというように，港湾管理者の母体である地方自

治体の志向する意図に従い，かなりの差はあるが，多目的に機能を発揮する。

この事業費は，直接工事費，漁業補償費，公債利払等に支出されるが，造成

目的にもよるが，東京都の例では「投下金回収方式」の価格体系が採用され，

埋立地のうち，ふ頭用地，道路，緑地等にあてる部分を除き，民間へ売却し，

この売却代金をもって支出を賄う。剰余金が出れば一般財源へ納められる。

適性な利j聞を含め，港湾整備の財源とすべきであるようだが，｜歪11車の負J旦補

助の問題がからんで，特定目的にあてていないと聞いている。もし剰余金な

りを直接港湾整備財源に充当するならば，港湾に関する国庫支出金の負担，

補助率のヲ｜き下げ，もしくは削減が予想されるからであろう。結局地方自治

体は格安に民間企業へ土地を提供し，港湾、地先水面を開発しながらも，港湾

整備の財源を拡充しえないで，企業会計的には大1jJfJ:功、字をかかえて，港湾

管理財政をやっていかなければならないω。

現行法体制lでは，管理者は財源対策として，常時港湾料金の引上げを要求

していくことは，必然、化してくる。

「このような赤字を生ずるにいたった最大の原因は，防波堤，航路，道路

など非収益施設が多いことにあるので，これら施設の管理貨，公債利子，

減価償却費に見合う費用を港湾利用者にも負担して頂きたし、と考えており

ます。この場合，施設の種類とその利用のあり方を勘して次のような区分

で船舶と貨物から料金を徴収したし、というのが，われわれ8大港の港湾管

理者の願望であります。

船舶一一外かく施設，水域施設，港内清掃，船員厚生施設等

貨物一一道路，鉄道，物揚場，照明j焔設．港湾厚生施設吋

このような料金は諸外国にも例の多いことであり（後略）J(7）地方自治体の
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港湾管理権なるものが，生産手段としての港湾の社会的所有を擬制したもの

であり，私的資本の「所有への要求Jを緩衝する機能を果してきているこ と

を思い起こしていただきたし、と思う。この港湾管理者の訴えは，擬制された

管理権が，資本待lj生産の内在的な矛盾に耐えられなくなってP 経済法則に合

致させてくれという問えの声である。管理者のこうした要求の中に，港湾利

用料金の萌芽をみることができる。

管理者の苦しみ，すでに述べたように港湾を利用する貨物が，本米負担す

べき地代および建設利子を負担せず，港湾が国家的な規模で生産手段として

機能している段階で，これを地方自治体にその負担のみを押しつけている体

制に由来するのである。港湾管理が仮りに自主的な管理権を行使しうるよう

になるならば，財源、がほぼ純港湾収入で賄われ，事業計画が国および他の港

湾管理者の聞で協議され，決定されるようになるであろう。 少なくとも港湾

管理を私的所有の形で経営させ，資金と収入とを保証させるならば，アメリ

カ型のポーリオーソリ ティ化の道は歩みうる。

ところで港湾料金は，運愉大臣の認可事項であり，外かく地設，水域施設

（泊地を除く〉は料金徴収の禁止対象となっている（港湾法第44条2項〉。

しかも現状の経済機構のままで港湾料金を引上げるならば，公共料金と して

物価にはね返ってくる見通しが強い。

港湾法にいう「受益者負担」 （同法第43条の 3）は極めて狭義の港湾工事

負担金である（8）。

入港料金は，港湾利用という条件で船舶から徴収できるようになっている

が，徴収には類似の課税方式があって，実際に徴収しているのは，大型公共

バースや機能施設の少ない和歌山下津港のごとき港湾に｜浪られている。使片l

料金との重複が少ない， J店頭が私設専用出頭に占められるというような工業

港的性絡の港湾での徴収に適合している料金制度といえよう。

JilZ主主施設使用・役務提供により得られる使用料金（9）は， 港湾収入の大宗を

占めていると先に指摘したが，38年度分調査に基づき 8大港の使用料等収入
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23億49百万円に対し，これを取扱公共貨物のトン当り収入に直すと33円とな

った。当時の港湾資産（国庫負担額等を含む総額〉は，8大港で1899億35百

万円と見積られており， これを資木とみなして，回転率を計算すると，1.7 

%にすぎないことになり， 50年で1問転できるかできないかというありさま

である。尚’業利義率はマイナス44%とU:¥ているのは当然である。さらに収支

比率は179.8と極めて尚率で，費用がかかりすぎ，矛IJ話1'i'に乏しいことを重

ねて証明している。もし貨物に全部負仰させるとするならば，当時でいくら

になっておればよかったのかを計計ーしてみると，38年の 8大港では，

5,845百万円（総費用〉
港湾利用貨物トン当り分拘額＝一一 一一

251百万トン（港湾取扱貨物量〉

=23. 2門

となり，港湾、を粁由するすべての貨物が，施設使用料金ではなくして，港湾

;fiJ)有料令として，平均して23.2円を負担すれば，港湾rtrn.ri一つまり地方向、治
体財政を圧迫しないで済んで・いたのである。

むろん貨物の用途別もしくは政策的な考曜によって貨物別に差級を設け，

港湾利用料金を徴収することは一向に差支えなし、。またそれが物価対策や港

湾の真の「公共性」のためには必要な配慮である。

港湾において，なに放にこの利用料金の佃i物体系が生まれなかったのであ

ろうか。

財政的には，港湾においても政府ならびに地方自治体が特定の税収を行な

ってきたという経緯がある。

国税としては，関税，とん税があり，地方税としては，船舶固定資Pl<：税，

特別とん譲与税，地方交付税などがある。

関税は愉入貨物のみを京、j象とし，とん税は外国貿易商代の入港ごとにそのお~

トン数に刻して，船舶固定資産税は内航船舶所有者に対し（なお港湾区域内に

おける私布の土地， 家屋及び償却財産にも固定資産税はその所有者に対して

賦課される「），特別とん譲与税はI- f=l.外｜宝｜貿易船の入港ごとに純トン数に応
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じて徴収された特別とん税が指定市町村に還付されるものであり，地方交付

税は地方自治体の財政調整のため国から支給される交付金と して， 後者の 3

税が地方自治体の収入となる。 し、ずれも間接的に国庫負担金，補助金，地方

自治体の一般財源として港湾整備に流入してくるという推定である。

これをさらに進めて，特定目的のための目的税，すなわち港湾整備のため

の税の設定が議論されたことがあったが，展開をみていなし、。

次に経済政策的には，港湾は貿易促進と結びつけて考えられ，港湾におけ

る費用負担は，むしろ最小限に留むべきだとの考え方が一貫しである（ω。

物的流通のコスト低減問題の底流にあるものは，個別産業資本の国際市場に

おける競争性の確立，国内市場における優位性の確保の思想に一貫してつら

ぬかれており，政府がまたこの資本の意図を代表してきている（ll)

夜、は地方港湾においても，この財政問題は苦痛であり， 「公共性」を守り

ぬくのに苦労しておられることと思う。1970年頭において，港湾管哩A者が決

まっていない港湾が重要港湾で1港，地方港湾、では実に 126港もあるのであ

る。これは港湾投資の地域的な配分のあり方に問題が残されていることを想

起させる。 投資（整備計画）のV~.怖について， 次の議論は興味がある。

「大企業，大資木がつくるところの独占物資といわれるものは，卸売り物

自fliそのものをとっても，一つも下がっておらない現実なんです。港湾労働者ー

を安く使い，そしてその土台の上に成業が一人だけ独走して発展していく

という姿はとるべきでない。（1J－＇目的更にもう一つは，港湾はいわゆる海 ｜伐の

結接点であるっその結接点は，そこでコン トロールするという役HがJI・1t1iな

くちゃならぬ。ところが先ほどト11し｜－：げたように，大産業の独走のままに，

あるいは梯運会社の独走のままにしわ寄せをくっておるという姿は，｜析じ

てこの5カ年計画のlやでもとるべきではない。また今後5カ年計画がオーソラ

イズされるであろうけれども，少なくとも単なる経済成長なり取扱い貨物

の成長の指数だけで私はそろばんをはじくべきではないと思う。（後略）J<12) 

港湾における「公共VLI とは， わが同の経済社会においては， 常にふ
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みにじられ，国民から港湾を遠ざけてしまう結果，国民的な利益を代表する

内容を与えられず，法手続きに象徴される港湾利用者の序列，すなわち港湾

における私的資本の秩序とされてきた。 「公物性」とは生産手段の社会的所

有をし、いあてているにすぎない。今日の課題は，いかにして「公共性」を確

保するかにかかってきている。

私は，港湾のオベレーションにおいて，私的資本がいかに活動を活発化し

てきているかをとりあげて併せて論じたかったのであるが，次の機会に言葉り ，

港湾の「公共性」がし、かに守られるべきかの議論の扉を叩くだけにと どめて

：おく ことにしずこL、。

；主（1）「｜本港湾協会 「港湾管理の現状と問題点」P.99以下
(2）鈴木正明 「港湾法等の一部改正について」 （「港湾」 48の6〕

!3) Fl木開発銀行調査部「わが国港湾、の現状と課題」 （同行 「調査月報」1970年1

月号〕

(4）六大港湾都市協議会 「港湾管理者は訴える＿JP. 10 

(5）；東京都港湾局事務事業研究会 「変革期における東京港の課題と分析l(llP,布144
什JP.32 
昭和45句二度より外かく施設 ・水域J位設については東京，名古屋，大阪，川崎の
各港は75%に，もも1兵，布p戸，関門の件iもは100%が90%に及、わった。
(6）「l木港湾協会前備書 P.237

埋立事業の収支事情について要約すると，1支F資金回収方式によっても，近隣
のj地仙Iiより安い土地の埋立はほとんど終わっていて，造成訟が周辺地filliと均衡化
してきている。そのほかに，事業者が資金繰りのため売急ぐので．売却地価は低

くなりやすし、。収読を新たに考えることは閃難であると している。

(7）六大港湾都市協議会 ｜有路脅 P.21 

(8) II日平1127年の港湾法の一部改IEC港湾工』j；：の受待者負但〉に際し，J足宗青とff附
-・'ff'i委員との質疑のやりとりから
｜詰l田委員 「港湾改修工事は，それぞれの継によりまして態機は具にしておるので
あります。しかもまたこの受後の限度がどの科度であるかということも，ますこ：！＂t

./13_の限度がどの稗）支であるかということ も，その工事をやってしまった結果で、な

ければきまらなし、。これは想定すべきものでなし、。 かよ うに考えるのであります。

しかも この負担の限度は，管:EJI者一と受読者との聞におきま して，十分協議をいた
しま して，過重な負担にならない程度において，また最少にならない純度におい

て負担させ，また徴収させることが，具体的に妥当性を得ておるのではないか，

かような怠味をもちまして，受格者負担によっての徴収額というものは現在予定

いたしておりません。 J
ff崎〔ー〕委員 「港湾の運送業者が，この著しい利誌を受けた者と して指定され
て，そのために港湾の修復とかいろいろな港湾の後世主事業なんかに不当な分担金

合課せられるよ うなことはないかどうかということについて心配しております。



104 ターミナノレ・オペレーションと「公共性」の経済的意味

（後略〉」

岡田委員「今荷揚場というか，船着場というか，いろいろなところを改築した結

果，それによって利益を受ける荷主，運送業者というような者は，受主主者負担と

いうことで徴収されはしなし、かというような御質問もあったようでありますが，

そうしづ場合は，大休荷揚場その他の使用料ということで‘大体徴収いたしており

ますので，港湾工事によって著しく幸lj，後を受けたという受主走者負担というのによ

らないで，荷揚場その他の使用料というところで費用を負担させているようなわ

けであります」。 （｜昭和27年5月15円 第13議会衆院運輸委）

(9）持l頭を単位とする特別料金が貨物にかけられてきている。 欧米ではこれをWh-

arfage として定立している料金制度である。私がここで取り扱っている｜港的

利用料金」は， 港湾、という機能を利用 したこ とに基づく料金であって ， Jfl. なる 1\1~
分施設使用の料金て、はないことを重ねて強調しておきたし、。

00) 「われわれは港湾の施設の耐においても，とソuどん改善しまして，これによっ

て愉送費の削減をばかり，生産コス トの低下をはかるということで、治約の準備を

する必要があると思います。 （後目的」

（｜昭和25年7月31円 衆院運輸委員会三上恒政府委員同議事録〉

間 Jiii稿「物的流通近代化と保管機能」 （「港湾と貿易JI昭和4~年1 2 .J'J ：な〉
02) I昭和39'<f2 Jj 25「l 衆院運輸委員会久｛米三郎委員同議事録
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「流通革新」と「港湾経営」の基本問題

日次

はしがき
1. 「流通革新Jとその背景
2. 「物的流通」の問題！＆＇＇：識と学問的一与祭

3 「物的流通」と港約の「近代化Iflf1N：主
4. 「流通手＇ i~r」と「浴料終日J
5. あとがき

はしがき

北 見 俊郎
(l!j' 111 q：院大午〉

わが同の港湾は，経済成長JU）といわれるここ10年間の経済発展の段附にお

いて社会的注nをあび，もろもろの対策の刻象となってきた。社会科学の分野

においても港湾を研究の対象にしてきた。 しかしながら港湾が社会的注目を

あぴたり，諸対策の対象となったり，また学問的な研究がされるようになっ

たといっても，多くの場合，それらは港湾そのものが，港湾そのもののため

の伺右な発展のために刈象となっているとはかぎらなし、。もちろん， 現実的

な社会 ・経済のイ）機的諮関係の「｜！にある港湾を，それだけ抽出して刻策や研

究の対象にするということは不可能で－もある し， 立ち｜そのないことでもある。

さらに，対策や研究が，港湾、という刻象それ自身のためのみのものであって

もならなし、。それは，港湾機能を全社会的な経済関係の中で，港湾、用役の需

給バランスをみると共に，港湾機能用役を供給する人間 ・ti.；会 ・生産関係の

立場と，それを需要する立場の人間 ・社会 ・生産関係を両者の関連の中で考

えてゆかねばならなL、。少なくもそれは港湾機能用役の需給両者の立場を客

観的，かつ平等にとりあげ，もろもろの対象としてゆかねばならなし、。
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それにしても，ここ10年間に港湾が問題とされ，もろもろの対象となってい

るなり方は，必ずしも上記のような次第によってではない。これは港湾政策

の上でも，港湾研究の簡でも基本的に検討を要することである。こうした｜問

題をもっとも端的に示しているのが「流通革新」なり「物的流通革新Jなど

といわれる一連の問題意．識に代表される対策や研究のあり方である。したが

って，ここでは，それらの問題をとくに「学問研究」における方法論上のこ

とをふくめ，ごく基本的な諸問題のみをとりあげながら， 「港湾経営」の問

題に及んでみようとする。

とりあえず前提的な事項として少しくおことわりしておかねばならぬ点と

しては，一つに，この小誌の紙r!Jがきわめてかぎられている中で，以上のよ

うな基本的な問題を論ずることはきわめて悶難でもあるので，できうるだけ

論旨に必要と思われる骨子にとどめた。この点は関係する他の拙稿によって

補足をしていただかなければならなし、。 二つには，ここでは政策とか研究と

いった港湾問題の現状説明と異なる要素が問題意識にもなるために，抽象的

表現にとどまらざるを得なし、。 三つには現実の政策実践に関する問題や例究

」二の諸問題については， frlti値判断と関連する批判性を基本的に一切］ふくめな

いつもりである。

1. 「流通革新」とその背景

「流通革新」とし、う表現が一般的になってきたのは，ここ10年間の「経済

成長期」においてである。この「流通革新」がさけばれる背景には3 わが同

の経済発展における必然的な論理があったo つまり，経済発展をもたらす安

｜討と しての生産力の拡充は，一方では当然それに以ll応される聞かれた市場が

なければならなし、。この市場は国内，｜主！外を間わずに生産力の駒大によって

ゆきづまりをみるようになると， 「資本」は当然「生産」における「合理化」

を促進させ，生産コス トの節減を計ることになる。このように生産はたえず

一定の規模をもっ市場の影響をうけ，その形態を労働力と生産手段との｜長l係
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でかえてゆく。つまり流動資本（労働力〉と固定資本（生産手段〉を合理的

に操作することが個別資本の展開に欠くことのできないものとなる。このこ

とは社会的な総資本としての国民経済にとっても同様であって，外国市場が

せまくなるにしたがって国際競争の激化をまねき，国際競争力にうちかった

めの政策が国民経済的な規模においてとられるようになる。さらにこうした

うどきは，生産過程の「合理化」のみならず，流通過程の「合理化」をも必

要とする。すなわち「合理化」の過程は，生産と流通の両過程を一貫させる

ことによって成しとげられるものである。ただ生産力の発展が未発展な場

令，もしくは外国市場の影響を直接的にうけないような国民経済にあっての

「合理化」は生産過程にアクセントがおかれる。 したがって，充分な生産力

をもちかっ外国市場の影響を直接的にうけるような先進国的な経済にあって

は生産過程の「合盟化」はそのアクセン トを流通過程に移行するく1）。

さて，流通過程の「合理化」は，あらたまるまでもなく，個別資木にあっ

ては，生産された商品が再び貨幣の形をとるあらゆる1f1iに，（国民経済の立場

からすれば，そのあらゆる耐に関係する産業〉におよぼされる。具体的にい

えば，生産物の市場（消費〉までの過程， （およびこれにともなう金融関係

等〉交通，通信，愉送等を意味する。 JI予の上で吐「流通活動とは，一切の経

済財の供給主体と需要主体とをつなぐ経済活動て、あるく2）」ともいえようが，

これはいわば経済活動の形態的定義を走、味するものであって，ここでは，す

でにのべたように， 「流通革新」 という J:i~J遁を経済発展との関係でとらえよ

うとするときには， 杭済のト~：~ト．活~＇）曲線全：イ本 の＊！It,の 1j 1 で，流通過科のもつ若；義

と役訓をふくめなければならない。

ともあれ「流通草J~r」の問題忘識は，生局：と消貨の 1 j1 1/iii~民にある rnc；回」

の「革新」がどのような背景や必然N=ーによっておきあがってくるのかという

ことである。それは， くりかえすならば，個別資木においても社会的総資木

においても，それら経済の発展（A.Smith的表現にもとづけば，公訴との

~1.\J fl l を必~介と L，かつ利己心にもとづく 利潤の獲得〉の方法（合J:lf!化〉であ
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り，ことさらにその合理化が流通過程にむけられてくることにある。 L、いか

えれば， 「流通革新」がわが国「経済成長」の申し子として誕生してきたか

のように思えるのは，すで、にのべたように一わが国経済の生産力の充実，海

外市場への発展を前提にし，外国市場のゆきづまりを克服するための手段と

してであり ，個別資本にあっては，流通コストの節減による利潤率の拡大に

ある。したがって， 「流通革新」をもっとも必要とするのは，生産資木（と

りわけ経済成長の主役となった重化学工業〉であり，それは流通過程をうけ

もつ交通‘輸送等の資本に向けられた合理化で、あるとも考えられる。国民終

済的な視角からすれば， （とくに国家が主体的立場をとる「経済政策」の仁Jr

心的課題からすれば＇ ）一国経済にもっとも大きな影響を与える重化学工業

の立場にたってものを考えるとされていれば，交通政策，海運政策，港湾政

策等の一連の政策基調は，重化学工業の再生肢を順当な方向にもってゆくべ

きためのものとなるのも当然とされる（3• 0 このような背景や論却をもって

「流通」 (distribution）とか，物的流通（physicaldistribution）が大きな

課題としてとりあげられるようになった。

したがって，当然このことは経済学とか経営学（商業学〉のカテゴリーの

研究対象ともなりうるわけで3 そうした社会科学上の問題として，とくに交

通論， 海運論，港湾論， 流通経済論， 等の ~1=1 でも真剣にとりあげられるよう

になった。 しかし，そのような学問体系は，厳密な意味からすれば，必ずし

も社会科学と しての方法論が確立されているとはし、し、きれない而もあるので

以上の「流通革新」の問題と科学との関係を， 比較的関係が強し、と思われる

「交通論」に代表させて考えてゆくこととする。また，この小誌の「流通1~·~.

新」にかんする問題意識は，港湾、との関係をとりあげようとしているので，

港湾にかかわる「流通革新」をとりあえず問題にするの

注 （1)1920年代のドイツを母国として｜佐界的に展開された「産業合理化」（Rationah-
sielung〕運動は，第一次世界大戦後の世界経済のゆきづまりを克服すべきも
のとして周知の通りである。経済の発展はどのような怠！！未においても「合理．化」
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の方法に依存する。これは資本主義経済の木質を方、すもので，現在における
r合埋化」も，性質上同ーものものである。
(2）林周二，中西陸編「現代の物的流通」（日本経済新聞社） P. 4 o 
(3）詳細については， 州箸「湾湾論J）海文堂〉第14章「港湾政策の展開と課題」
(P.228以降） 参照。

2. 「物的流通」の問題意識と学問的考察

以上の ~ii提にしたがって，一つの問題提起をしてみよう。 「流通革新」が

l時代的用語として登場しつつあり，とくに「物的流通」が，対象としている

のは港湾機能との関係においてである。このこ とを次の一例をもって示して

みよう。

附干1142,"F・12対5日付をもって運輸経済懇談会が発表した「経済発展と物的

流通革新」 （物的流通ワーキング ・グループ仁ド間報告〉がある（I）。これによ

ると，経済成長と物的流通の闘係は，物的流通の量的拡大と輸送の質的向上

の二回があるとする。この輸送の質的向上は，輸送の「迅速性，安全性，碓

)Jt c納期〕 ，便利性においてさらに優れた輸送サービスを低廉に提供する

ことが要求される。運輸産業の似ljにおいては，経済成長に伴う このよ うな愉

送需要の増大およひ、愉送の質的向上の要請tこ対処するため，輸送手段の量的

増強および特殊専門化， スピードアップ等によるその質的向上が進められ，

吏に，企業形態の変革をも含めた輸送態様の多燥化によって輸送手段の選択

可能性を増大させうることになるのである。また，このような変革の過程に

おいては，個々の投資の大型化の趨勢を反映して資本生産性の向上が問題と

なり，資本の回転率を高めるための外部条件（道路，港湾、等の輸送施設）整

Wiが不可欠となるとともに，生産要素中，特に労働に問題を生ずる段階にお

いては労働節約（労働生雄性向上〉が必須となり，とりわけ，愉送手段のi]i1

後の労働包装荷役節約のための投資が進められる。」と。

さらに経済発展の中においては， 「企業経営が急速に高度化し， ビジネス

における時間的要素の重説傾向が高まるにつれて，輸送の需要側からは迅速
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確実，安全，便利な輸送への要請が一層培大し一方輸送界においても技術革

新により多燥化した輸送機関の合理的な協同輸送体制をとることによって，

こうした要請に対処しようとする勘きが著しくなってくるのである。即ち，

この附聞においては，利用者側からは高速，正確な或は大量定型的な輸送が

，；，らの経営合理化のための必須の要件と して要請され，いろいろの愉送経路

の選択が今まで以上に高度な形で行なわれることとなり，輸送事業者の側に

おいては，包装 ・荷役の画期的合理化や，E起算機の導入による情報機能の革

命的向上等の新しい技術をとり入れた各機関の協同体制の下に，各種の組合

せ輸送の提供が広く準備されることとなる。その端的な例としてはコンテナ

等による一貫愉送の形態が考えられるが，これらの組合わせt愉送を総柄、して

intermodal transportation （協同一貫愉送〉とH予ぶことが出米ょう。 1!11ち，

物的流通部門における技術革新にあっては，個々の輸送手段の多様化，効率

化もさることながら，包装 ・ 荷役の革新等ーにより主として輸送の~＇·i端の機能

を機械化した ’質愉送体系にその 主流を認めねばならない（2）。」としてい

る。以上は， 「紙済発展と物的7Jfi:j也革新Jにおける主主要部分であるが，今後

の経済発展にJill応した愉送のありブjとして， intermodalな，異形式の輸送

手段を一貫させたシステム愉送が主眼となるとする。この全体的な論旨は国

L心経済の立場からとくに資本の生産性の向上，資本の回転率を高めるための

ぷ条件の一環として，輸送上のネックとなっているターミナノレ（港湾〉を問

応出している。こうした論理の背景や必然性はすでに前節に示した通りであ

り，ここではくりかえす必要もない。経済成長期における「流通革新」の焦点

がし、わば「協同一貫輸送と港湾」との関係に集約されているとも考えられる。

さて，ここで問題とすべきは，以上の論旨の価値判断ではなし、。とくに，

以上の論旨は学問や科学の立場からの発言ではないので，ここでそれをその

まま学問上の論旨としてとりあげるわけにはいかない。ただ以上に示した論

胃が，現在の交通 ・愉送 ・港湾にかんする一般的理解のされ方を示している

という代表例として示したまでのことである。しかし ｜問題とすべきは以上



「流通革新」と「港湾経話」の基本問題 111 

のような論旨や，理解のされ方，あるいは問題意識が「交通論Jとか「港湾

論」とかし、われる学問の畑の中でも，そのままとりあげられているのではな

いかということである。

ここであらたまるまでもなく，科学や学問が生命とすべき基盤は「純粋客

観性」にある。とくに人間・社会 ・経済の問題を研究対象とする社会科学に

あっては，それなりに自然科学と方法論上の差異があっても，中立的・非政

治的な論理を機取hにせねばならなし、。これ故に，特定の立場の利誌を代弁し

たり，特定のイデオロギー（ideology）に左右されるものではなし、。この問

題は，とくに科学的理論と政策実践との関係2 もしくは政策理論の客観性等

の問題をめぐり，社会科学における重要な基礎謀題ともなっている（3）。

紙l隔の者II合で，以上の問題をほりさげているゆとりももたないが，きわめ

て簡単にふれるならば，学問の客観性は， （社会科学や自然科学を問わず同

ーのものである〕研究対象そのものの理論の中に価値判断を含めるべきもの

ではない。側値判断にかんすることは，理論の外の人間の決断と政策実践の

li-ij題であり，政策実践にかんする主体側の問題でもあると考えられる。しYこ

がって，学問的な発言は存在そのものの性格規定を第一の任務とし，存在その

ものの相互の関連性を公平にとりあげることが条件になる。 （こうした科学

方法論の謀題をわずかな行数で表現することはきわめてむず、かしく，またそ

れだけに誤解される恐れが多分にある（4）。〉

さて，以上のことから，すでにとりあげた「協同一貫輸送」の論理構成に

例を求めたような問題意識や理論のたて方が「交通論」という学問の中でも

同様なとりあげ方がされているのではなし、かということで問題とした。それ

は， 「協同一貫輸送」の問題意識が，前節でとりあげたような流通過程の合

理化，したがって生産資本の立場から交通・輸送資本への合理化という一貫

された問題意識にたっており，この論理がさらに政策実践にそのままむすび

つけられ易いがためて、もあるO さらにいえば，個別資本や社会的総資本の両

1i'1ilこおいても端的にいえば重化学工業資本の立場からのみの考察であって，
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その中に，一方の「合理化」される刈・象の交通 ・港湾の資本の立場が考えら

れていないという点である。交通や物的流通の問題は，交通用役を生産する

（供給する〉立場と，それを利用する （需要する〉立場とがあり ，現実に交

通用役の需給という 函数関係と，具体的には両者の資本と労働関係をふくむ

産業（企業としての〉としての立場とがある。この「立場」というものを社

会科学でどう考えるか，とい うことが残されるが，ここでいえることは，両者

の立場を可能なかぎり客観的にとりあげねばならなしゅ弘前記の「経済成長

と物的流通」においても， 輸送の量的拡大と質的向上が，迅速性，安全性，

確実性，便利性を要求するというのはくりかえすまでもなく，港湾機能を利

用する資本の要求を意味する。一般的に， 「交通論」の分野で，「迅速性」

「経済性」 「安全性」が基本的原則であるかのようにとりるげられているが，

これは以上にのへたように， 「交通論」という「学r:－~J」の中に特定資本の要

求をそのままもちこんで（客観性をぬきにして〕いるところに方法論の問題

点があるとし寸つねばならない（G）。

注 (1) さらに，その後， 「巡輸政策懇談会物｛！旬流通；：111会」のわーった1111甘rn岬1「物流
シ久テム化へのみち，一－II“和60~年のわが国物的流通の獲を ｜ミ｜指して一一」
（附不1115年6月911）も， これと｜司じ方法において問題を展開してし、る。
(2) 迎輸経済懇談会「経済発展と物的流通革新J （物的流通ワーキング ・グノレー
プ111間被告〉 （昭和42年12月5f I) 

(:3) ここで整理をしておかばならぬ問題は科学における「兵｜然科学と社会科学J
の刀法論上の問題点、と，社会科学における「理論と政策実践」ヒの問題である。
1iiJ~ は旧くは新カント派の H. Rickertの“Kulturwissenschaftund Natur-

wissenschaft”1910 （佐竹哲雄訳『文化科学の自然科学』，1912〕，後者にっ
し、て』主 M.weber “Die> Objektivitatくsozialwissenschaftlicherund sozial-
politischer Erkenntnis”1904.をはじめとする一連の労作が示す「没剛健性」
の問題がある。科学方法論の問題を展開することはここでの命題ではないので

以上の二点をあげて問題提起にとどめるが，港湾研究の場合においてもこうし

た問題を前段にしないかぎり学問的なものとはなりえないであろう。

(4）詳細については拙若：「港湾論」 （海文堂〉第17:?;i:「経済発展における 『港約

研究』の方法論的反省」 P.269以降参照。

(5) 「立場」といわれるものは， M Weberのいう「Seinと Solien」とも凶係

し， また近代資本主義社会における階級上の問題等も考えられる。しかしここ

では詳細にわたることもできないので研究対象としてこれらのものをも客観的

与察と してとりあげねばならないということだけにとどめておく。持制につい

ては，拙稿「交通論」 （『経済学 ・経以学を学ぶために』新評論）参照。
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(6) これは I交通論」のみならず「港湾論」等の科学的な体系化の未熟さを物詰
るものであると共に，歴史的にもこれらの分野が「実学」とよばれる科学方法
論をもたない学的カテコーリ ーにとどまって来たがためでもある。経済成長期に
おける交通や港湾の問題も，その多くはこうした科学以前の段階で、論じられ，
それがそのまま政策実践にむすびつけられているところに大きな問題があると
しなければならなし、。

3. 「物的流通」と港湾の 「近代化」問題

以上の各節において， 「流通革新」の経済的背景と「革新」への必然性を

のベ，とりわけ「物的流通」と港湾との関係が，港湾機能を利用する立場か

らの論理に焦点がある点を指摘した。さらにそれらを，学問としてとらえた

場合，方法論の上からも問題があるとした。そこでは学聞が純粋客観性の場

にあるかぎり，港湾機能の需給両面から公平なとりあげ方をすべきであると

して，従来の交通論や港湾論の問題意識のあまさや理論体系上の不備を問題

tこしTこ。

さて，このように，学問の立場から発言する根拠は，少なくも特定資本の

平1)11討の橋大や政策主体の場をも客観税しうるもので、なければなbない。さ ら

にその糠拠は学問の本質ともいうべき「文化の継承と発展」に根ざすもので

ある。この「文化（1）」の立場というものは， 「、必湾経済」の場合にも，港湾

の合理的な法則性からの「合理化」 のみに終るのではなく 3 港湾そのものの

あり方なり，港湾政策のあり方が，人聞社会の合目的性との関係で間われな

ければならなし、。とくに経済もしくは経済文化との関係においては， 「経済

性」というものが目的に対して合理的な手段の選択を行うことである以上，

手段的性絡がつよいが，問題はその手段的行為が同時に主体の 「人間的目的

に照して合目的性でなければならない（2）」。つまり，「物的流通」革新と港湾

の問題は，経済性にみちびかれた合理的な手段にのみ埋没し， （そのかぎり

においては経済科学の方法としてのー而性を示す〉それによってひきおこさ

れる「合円的VI：」の問題を忘れているのこれは学問としても政策としても問

屈にされあへ主であり， 1iil仰にm摘した 「交j山論」 や 「池湾論」の方法論的
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不備ともつらなる。

つまり，ここにおいてp 港湾機能にかかわる需給両者の立場を客観的にと

りあげるということは，方法論の上で、の客観性と，学問の基礎にある「文化

論」の立場から（『人聞社会の経験の意味』から〕 「合目的性」の追求をふ

くむべきが当然、とされるであろう。概念の上で，経済成長期におきあがって

きている「流通革新」とか 「物的流通J，あるいは「協同一貫輸送」といっ

た論理が理論の上でも，政策の上でも批判される根拠は 「合目的性」の一凶i

性にある。とくに「交通論」 や「港湾論」とし、った，本来的に 「文化」に根

ざす理念をもっ学問の世界までも以上と問機な考え方にたつ点に方法論的反

省、をしなければならなし、。

さて，以上にのべたことは，換言すれば，港湾機能の「合理化」と 「近代

化」との闘係におきかえることができる。この港湾をめぐる「合理化と近代

化」 の関係については，すでに各誌において論じてきたので，内容的には他

の拙稿に依存せざるを得ない旬。つまり，1節でものべたように「合理化」

(rationalization）は生産性の増大，利潤率増大の「方法」であって，生産手

段と労働力（固定資木と流動資木〉の合現的操作が基礎になる。これに刻し

て， 「近代化」 (mod巴rnization）は歴史的概念にもとづく経済 ・社会のあ

り方や合目的性を考える 「態度」の問題でもある。いわば経済 ・社会におけ

る港湾のあり方が問われるのは，港湾における人間 ・経済 ・社会のあり方

（人格的普の追求〉の歴史的経験の意味を求めることである。すなわち，こ

の問題はすでにのべたように（注1・2劇的「文化」概念と共通する。いわ

ば「近代化」 「文化」の共通概念をもとにしで港湾の「合理的」な法則性を

とらえてゆくという両者の結合が方法論的にも整理されねばならぬ。ともあ

れ，原則的には，以上にのべたよ うに 「合浬化」と「近代化」の理念に一応

の差異のあることを当然、みとめねばならなし、。

つまり，各節でのべてきた「物的流通ー！なるものが，学｜！円的視角（社会示1

~f: (1リ刀法論〉をふまえてとりあけr られていない とい う j行摘は｜浮： i::-J」 「文
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化」 「近代化J理念が欠如していることにもなる。ともあれ， 「物的流通」

と港湾の諸問題を考える；場合には， したがって，当然港湾機能を形成（供

給〉する立場をも客観的にとりあげ，港湾経済・社会・人間等の経験的意義を

も充分研究対象にしなければならなし、。従来の港湾政策にもこう した面がぬ

けていると共に，また研究においても残されたために現実の 「港湾問題」の

うごきや諸対策はその意味で合理化対策にとどまり，木質的な近代化理論も

近代化対策もなかったと考えられよう。 いわば「物的流通」の概念はその意

味では，合理化対象としての港湾を問題にしていればこそ，近代化対象では

ありえなかった。

注 （1) 「文化j (Civilization, Kultur）の一般的意味は「人間の社会的行為によっ

てつくられた理念と自然、とのあいだの中間領域である。」自然の｜世界は自然、法
則が支配し，この合理的な法則性に対する人聞の人格的（道徳の世界における
善の追求〉な合目的性が結合して人間の歴史的経験の意味が成立する。したが
って「文化」は人聞の人格的理念と自然の領域の中間領域で，かつ合理的法則
性と合目的性との結びつきである。 （詳細については拙著『横浜港市文化の基

礎構造一一港湾経済文化論序説一一』横浜市文化財調査研究会， 1968.参照。〉
(2）馬場啓之助「経済文化の概念」 （『経済文化』 経済学大辞典，］］［， 東洋経済
新報社，p.573〕 （文化は客観的精神として， いわば第二の自然、を形成する。
Georg Wilhelm Friedrich Hegel）また 『ImmanuelKantは人間の経験の＇.fa：、
引去を求めて文化とし、う概念的領域の開拓につとめた。』（H.Rickert“Kant a§l 
Philosophie der modernen Kultur，” 1924) 

(3）例えば，Jiii若「港湾論」（海文堂〉第2掌「港湾における『合理I.！化』と岡地
性J，第3掌「港湾輸送体制の形成と近代化」および拙稿「輸送の近代化と港
湾輸送体制」（『港湾経済研究』 No.5）「流通過程における港湾の立場」（『港
湾』 vol.46, No. 5 ) 「港湾の合理化と近代化の基礎条件」 （『輸送展望』No.
96）その他参照。

4. 「流通革新」と 『港湾経営」

前節では， 「物的流通」と港湾との関係を学問的にとりあげるということ

が， 「文化」の立場から「合目的性」の追求という意味と同じであり，それ

は等しく「近代化」を意味するものであるとした。そこでは学問までが特定

の資本の交場をとる技術的な「方法Jとしての「合J'!fl.化Jに終るものでな

く，その基盤には歴史的概念［｜りにうらづけられた「近代化」をm山するもの
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があるべきであるとした。

この「近代化」の指向性とは，とりもなおさず「身分から契約へ」 「権力

から経済へ」といった封建社会から近代市民社会への歴史的移行を支えた一

連の諸要因が具体化されることを意味する。換言すれば近代市民社会の論理

が港湾の中にもつらぬかれるべきであるということである。わが国の港湾経

済なり，港湾、社会は，欧米にく らべて明治以降周知のようなきわめて強い中

央集権的な機構の中で形成されてきた。 ここで問題にするのは港湾造成その

ものでなく，それとのかかわり合いで形成されてきた港湾の管理・運営のあ

り方である。~~~幅の都合でわが国港湾の管理 ・ 運営の問題点や構造性をここ

にとりあげることはできない〔1）。 ここでことわっておかねばならないのはわ

が閣の港湾管理や港湾運営の形態的 なことを問題にしよ うとは思っていな

い。それが中央集権的なもの3 もしくは将来においてはっきりした国営的な

ものになったとしても，そのことが直接ここでの課題にはならなし、。ここで

問題にしようとすることは，以上の各i1i'iで‘とりあげてきた流れの中で，要約

すると次の諸項に示される基木的なき｝［杯jについてである。

(1） 港湾研究の方法との｜美！係において

① 広い意味での「流通革新」が港湾運蛍から港湾経蛍への質的転換を余

儀なくさせる客観状勢にあり，港湾経営の主体的な場から 「流通革新」

を担援する必要がある。

⑧ これは，前提と して， 「運営から経営へ」のJ!J!.論形成を急ぐことを記；

味し，この背景は「合理化」理念よりも「近代化1理念によって論理形

成がなされるべきでもあろう。

＠ くりかえすならば， 「近代化」理念が「合目的性」とし、う学問的，文

化的理念として，より客観的説得力をもち，かつ，歴史的必然性にう ら

づけられている。

④ したがって， そこでは， 「交通論」もしくは「港湾論」の問題意識が

i品湾 ｜舟能の不lj汀］ （需要） 行主体にアクセン トをおく 「迅速jll：」 「れiA
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性」 「確実性」 「使利性」等の考え方を反省し，客観的に，港湾機能需

給の；場を平等にとりあげることがより学問的であるとする。

⑤ さらに， 「物的流通革新」とか「協同一貫輸送」といわれる通念的論

理を，学問の場から， 「合目的性」にふさわしい形に再編成することが

より学問的にもふさわしいことを意味する。

⑥ また，このように再編成し，学問的な理論とされたものを，どのよう

に政策理論と関連づけるかが残された問題となる。さらに具体的な諸刻

策への提言としては，直接的な価値判断なり，実践への決定的発言をむ

しろさけることにより学問的性格を縦持すべきであろう。 このことは一

郎の，近代経済学的手法においても，マルクス経済学的手法においても

学問的理論の限界｜生と実践との性格を逸脱したうごきがあるように感じ

られるものへの方法論的批判で－ある。

⑦ その他（省略）

さて，以上のような「方法論」な諮問題との関辿にて，現ゴミの港湾一一ーと

くにここでとりあげようとする港湾経営一一ーについては次のように要約され

るであろう。

(2) 港湾の近代化と「港湾経営」への指向性

① まず，jつが聞における港湾行理，運営の性格が，近代資本主義経済 ・

ti；会の論理以前の段｜滑にとどまっている点が指摘される。 「近代化Jを

ここで「資本主義化」と一応おきかえるとすれば，港湾のみが （港湾に

とっての外川経済もしくは同民経済が明治以降資本主義化してきたのに

刈して）資本主義化してこなかったといえる。これは，明治以降の港湾

形成に占める政策（国民経済に対する富国強兵策の一環と しての港湾の

位置付け）の結果と重要な関連がある。現在における港湾管理 ・運営の

基盤として以上の問題をみのがしてはならない（2）。

② 上記の背景の;Iii(に，わが同の港ー湾は中央集権限Jな？？哩と運自に依存し
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てきた。これは，昭和25年における「港湾法」制定後といえども木質的

にその性絡は変化していない。

③ 中央集権的管理と運営が戦後の経済成長期にいたるまで存在している

というのは，形態的にではなく， 「文化」もしくは「近代化」理念の上

で「人間の歴史的経験の意味」からして前近代的なものといえる。

④ しかも，それがそのままの性格をもって，経済成長期における「流通

革新」なり「物的流通革新」の機軸になっている点においては，前近代

的な意味での港湾の「合理化」に貢献することあれ，真の「港湾の近代

化」には貢献しがたいし、くつもの断層をもっている。

⑤ 「流通革新」なり， 「物的流通革新」なりは，いわば経済成長の国民

経済や外部経済のより一層の資本主義化（近代化）の結果おきあがって

きた合理性の追求であるだけに，港湾、における愉送体制（経済 ・社会〉

からすれば， ますます両者の間のギャップが大きくなることを立！床す

る。したがって，問題は，そのギャップを是正するために港湾機能の形

成（供給〉内部の体制を近代化すべきであり，その焦点として，港湾の

経営化が急務とされよう。

(3) 港湾の 「近代化」と「港湾経営」の諮問題

① 可及的に， 現在のわが国港湾の管理 ・運営を基礎づけている「港湾

法」が，以上各節でのべてきた「流通革新」とし、う現実の状況の中でい

かに刻応しうるか，またその限界性がどこにあるかを検討する必要があ

る。根木的な課題としては，国民経済と港湾機能の関係，および港湾、粍

済 ・社会が，経済成長という高度な経済的機能をもつにいたっている段

階で，法制j化というものがどのような役割をもつかについてである。換

言すれば＜法と経済〉の関係のそぐわぬ断層Iがどこにあるかという点の

検討が必要とされる。

② したがって，法制化にともなう行政力の君、義と限界がどこにあるか。

その変質の過程と，残さるべき点は何かといった点の検討が必要とな
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る。この場合，当然次のことが問題になる。

一つは，「港湾法Jの支柱となっている「公共性の理念」を明確化するこ

とである。この公共性問題はわが国にあってはきわめてあいまいな解釈

のもとに， しばしば港湾の自主性を発揮しがたい而を形成してきたかの

ように言われているが，市民社会における公共性の意義と役割lを近代的

な形で具体化しうるような目的意識をもとにして検討する必要がある（3）。

二つには，わが国における明治以降の中央集権的行政の意義と役割を

充分尊重しつつも，地方自治体と港湾，もしくは港湾都市のもつ諸問題，

財政，市民と港湾，等々の諸問題を広く体系的にとりあげながら，行一政上

の芯、義と役割を「近代化」意識にたって検討する必要がある。この場合

「近代化」理念という前提にあっては，自治体のもつ機能と役割，地域

経済，都市，市民，港湾機能の街接な関係，とくに港湾のもつ経済，社

会的な地域別，特殊性をも充分尊重しなければならなし、。

＠ 欧米におけるポート ・オーソリティ（portauthority）は， それなり

の欧米各国経済，都市，地域性等の歴史的背景の上で各々現在のような

構成と役割をもっているので，それらを土壌の異なるわが国へ直輸入す

ることは充分注意をしなければならなし、。 しかしながら欧米各国のもつ

ポート ・オーソリティ形式が示す「近代的要因」については，これを積

極的に導入する必要があろう。しかしそれらが，わが国における「中央

と地方」との闘係，また地方自治体の性格，市民とのつながりなどの日

木的諸条件との関係で今後どのように調和させながら「近代化」しうる

点がどこにあるか考える必要がある（4）。

④ したがって，現在のわが国における港湾運営を「経営化」してゆく

場合に次の三点をとくに注意する必要がある。つまり，港湾の近代化の

ために何故にポート・オーソリティ形式の経営が必要なのか，その基木

的理念の理解と， それを活用しうる人的要素の形成である。 二つには，

現花の港湾管理者の組織の改革がそのような理念を生かす場合にどう行
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なわれるか。この場合は，各港を仁｜二1心する管’理者の主体性を生かしうる

各権限を大巾に強化しうるような傾向をもつことになる。

三つには，財政基盤と経営化しうるような利潤の導入方法の具体化で

ある。

⑤港湾管理の問題も，現状においては木来の「管理」とし、う理念があり

得なL、。木来の管理！は「経営」があって成立するものであり，かつ管理

の核は人を管理することである以上，現在の管理は人事の問題が行政に

吸収されており，むしろそれが行政上の中心課題であるかのようなもの

となっている。したがって，木来の行政の姿も，一方において港湾の経

営による管理が行なわれることによって，つまり「行政」から「経営」

と「管；理」が離脱することによって， 双方がより「近代化」されてくる

ものと考えられる。

⑥ 港湾経営は，港湾、がきわめて地滅的特性をもっているかぎり，地域性

を認めた経営主体の設立が回全体の政治的，経済的，社会的な立場から

の民主化や，地域的民主々義の立場からものぞましし、。この；場合，国は

港湾に刈してさらに民主国家にふさわしい新しくより大きな意義と役；1;11

をもつようになるであろ う。

⑦ その他（省略〉

以上は， 「流通革新」と「港湾経営」の諮問題を，抽象的な側而について

整理したにすぎなし、。それ らの具体的な問題については， J]~j~而の交錯した

諮問係を充分に考慮しなければな らず，また現実的な実践J－.の訪問題につい

ての論及は，ここではできるだけさけたつもりである。

注 (1) 詐創｜｜についてはJ/I＼者 「港湾j命」 （海文立） ttnz1立「沢主的管理・1配布問題と宇佐
湾の近代化」 (p 175以降〉第l3竿「港湾経引の基礎問題」（p.219以降〉および
「Fl木の経済発展と港湾の基本問題」 （「l木交通学会年報， 1970）参照。
(2) 「近代化」をただちに「資木主義化」と換言しうるためには，なおかなりの
説明が必要であり， 「近代化論争」 を媒介とする必~もあるが，とりあえずこ
こではそのような問題設定にとどめる。詳細については， Jill若「同 ｜二」第::i:¥: 
「港湾輸送休；1111の形成と近代化｜(p35以降， およびp.49,fl・参照〉



「流通’小

(3) 「公共性Jの概念も欧米における市民社会の形成の1わから生れてきているた
めに，わが国にあってはその言葉を充分適合しうる土擦もないといえよう。わ

が閣における「公共性Jの 「公」がしばしば「私」と対立する形でとりあげら
れるとりあげ方にむしろ問題がある。欧米における PublicCorporationが個

人の格厳を基としての社会的公益性であるに対してわが国では，残存する国家
主義的，権威的な公主主性が個人に先行しがちである。 詳細については， JUI若
「同前J12章および祁i若 「港湾と産業貿易センター問題J敏浜商工会議所調
査報告書， 1970年〕等参照。
(4）詳細については，割II稿「広域港湾経営のあり方J （神戸市企業局調査部編
『広域港湾の開発と発展一ーポート ・オーソリテ ィの可能性を求めて一一』
(p. 55以降参照）

あとがき

とどのつまり，以上は一つの試論としての問題提起にとどまった。また

「流通革新」との関係で稿をおこしたものの「流通革新Jそのものの諸事情

を充分考慮して，それを 「港湾経営」に論理的に橋渡しをするだけのゆとり

がなく，かなりの飛躍もふくまれたような気がする。とくに 「港湾経活’」そ

のものの必然性についても紙ilJの都合もあって省略し，具体的な「港湾終？む

の内容と「流通革新」の諸問題を展開するまでにいたらなかった。

そのようなわけで，試論としてもかなり不備な責をさけるわけにもゆかな

い点のあることを自覚させられる。こうした点は，いずれも他日稿を改める

か，補足しながら，初期の問題意識を充分論理化しうるように努めたく念ず

る。こうした貧しい論稿を牛歩の一埋塚と御理解して頂き，大方の御高批御

海符を乞う次第であろの
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港湾における 「情報の研究J

一一 情報者養成の概念とその方向性一一

ノ冗 木 智 干亘

（関東学院大学〉

目次

tましヵ：き

1. 港湾とプレス ・コミュニケーションの問題提起
2. ターミナノレの現代的，情報の諮問題
3. 養成の概念 （定義っけ〉とその方向性
まとめ

はしがき

木題でとりあげる「情報」とは，一般的に称せられる知識産業のことであ

る。すなわち情報化を問題にする際に区分される 「知識産業」の分野を主に

（本稿では港湾とプレス ・コミュニケーション〉対象 ・意味しているもので

ある。しかしながら，後述の 「養成の概念とその方向性」では主体をプレス

コミュニケーションにおいてはいるが，情報処理関連産業〈特に処理技術教

育〕にも深い関連性があり，かつ主要なものと考えられる直接的には将来の

わが国のポー ト・ オーソリティの構想，ないしは一貫協同輸送又は一貫複介

愉送体系をみた場合，こうし、った情俄に従事する者の義成が木質的にほどこ

されねば，真の近代化は生みだせないであろう。

そのため，木稿では， 「養成Jの概念（定義づけ〉とその方向性について

を中心に考察するとともに，その前提としてわが国の“港湾とプレス ・コ ミ

ュニケージョンの関連性”について梗概を加え，」二記の点と基木的に関係し

てくる課題としてのミターミナノレの現代的情報の諸問題ミをとりあげ，共通
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する問題意識について若干触れてみたものである。この研究は各界の専門的

な立場からも研究されるべきものであり，ましてこれからの情報化に向って

港湾産業が果すべき新しい道の基盤を築くべき主要な核となるものと考える。

1. 港湾とプレス・コミュニケーションの問題提起

わが国における港湾産業とプレス ・コ ミュニケーションの歴史的関連性を

みると，いまだジャーナリジムが果してきた港湾社会（PortCommunity) 

て・の本格的な位置づけ，機能といったものは浅くいわば便宜的かつ部分的な

形としてとどめく一般誌紙を含め〉今日にいたったものと云えよう。

例えば，わが国の港湾誌紙の誕生をみてもわかるように1932年4月に雑誌

「港湾」 (1）が創刊され，次に1942年12月に「日本海事新聞」（2）が誕生してい

る。2れ：の史的事実と，一般誌紙においてはとざされた港湾の世界ともいえる

がごとき港湾社会にたいする実践的 ・具体的な関心さはアーティクル（Ar-

tic！巴s）の而では全く無に近いほどのものであった。

チーフ ・コ ミュ ニケーションといわれるプレス ・メディアが港湾社会の中

においてもな見の代弁者（OpinionLeader）としてその基盤が確立，機能

化され得ないとすれば，今後の↑！？俗化社会（PostIndustrial Society）のも

とにおける港湾産業はますます主要な欠陥をその根底にまねく恐れがあるも

のと考えられる。現在，各諸機｜芸l，企業などの専門家によって再検討がはか

られている港湾産業を考えるに，内外ともに余りにも数多くの諮問題をかか

えている事は既に衆知のとおりであろう。しかしながら，近代化 ・合主ll化を

円標とした海運，港湾運送，倉Jil1,I皆上輸送，鉄道，空愉といったl!Jの広い

かつ機能化された一貫協同愉送（IntermodalTransportation）のシステム

化による合理化政策，それにともなう中枢管理機能，ポート ・オーソリティ

による情報センターの位置づけと運営計画などをみてもわかるように~i持R話

機関は，総合的な新しいソシアノレ ・イ ンスティテューション（SocialTnsti-

tu ti on）としての耽視，政策決定，教育（めといった情報機能をふまえ各分野
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各系列による基本的性絡の立場を考慮し公器としての社会的 ・公共的責任に

ついて木質的に究明きれねばならないであろう。

このことは，ー業界誌紙といった狭い分野のみではなく，広く一般諸誌紙

また広報紙，社内報といった範囲内を対象とした各分野での情報担当者直接

的にはプレス ・コミュニケーショ ンの｜調係者を対象，意味している。つまり

今後の情報化社会のうちに一貫協同輸送又は複合輸送下における情報担当者

の為の養成を目標とした，前段階のあり方についてすなわちどく基本的な1課

題から先づ出発しなければならない。

わが国のマス ・コミュ ニケーツョン史の発達過程をみるに，欧米先進諸国

が端的にはイギリスで発達した16・7世紀のプレスの権威主義理論期を経て

築きあげてきたプレス ・コミュ ニケージョン（精神〉の歴史的段階仰，転換、

展開を探用にコピー（Copy）しながらその都度ごとに形の変化と政策を交

えてきた日木，今やコソピュータ一利用による合理化政策を積極的にはかり

努力を続けているが，しかしながら，わが国は， うちには欧米先進諮問とは

異なって宿命的とでもい うべき出発点の相違が存在していることを再認識せ

ねばならない。つまり，わが国のコミュニケーション CJournalism）は港を

居として欧米人の手によって近代的コミュニケーションが導入され（5＼治外

法権をパックボーンとして変則的ではあったが言論 ・出版の自由の権利を府

留地貿易時代をとおして見出そうとするが，明治進行政府の樹立によってコミ

ュニケーション革命は，封建的コミ ュニケーションといった」二からの革命に

よって押し進められていくのである。つまりヨ ーロッパにみられる市民｜桝級

による下からのコミュニケーションとは異なり，「徳川社会の旧支配層である

（封建支配層〉士族等の手によって上からのコミュニケーション革命のリー

ダーシップが握られた」（6）すなわち，欧米とは異なり出発点が上からのコミ

ュニケーションとなって行政の力とを加えてコミュニケージョン（情報）が

変則的な形として下へ下へと広がっていった史的背景をみるに，今や港湾産

業のVすからの近代化なり又行政問での近代化とそのあり方などが現実の課題
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となって妥ill~ されている現在， ↑~；－報が今主主果し続けてきた反省とこれからの

役者IJは大であることはいうまでもなし勺そこには当然基本的にコミュ ニケー

ション（情報）担当者（人間jのあり方すなわち養成の概念（定義づけ〉と

その方向性 （実行，開発すべき組織的関連性〉の研究について積極的にとり

くまれねばならないであろう。

（；主〉
(1）東方：『終戦直後の 「港湾」総集の思い出』 「港湾、J第46巻第7号，59良一61頁
1969 

(2) ｜｜本海事新開社 h財団法人，｜｜本海副振興会から発刊， （昭和17年12)1創刊〕
当初，B3：ドJJ, 4頁，El木海運新11tl（神戸〉，海運貿易新聞 （東京），東亜工業（東
京） ，交通El1-1 C東京〉 等の業界紙をl充刊，これらの人員を糾合して創刊されたミ
(3) 北見，荒木 『ハンフソレグ港における港湾休系事情』「輸送革新と港湾産業J288頁
百If.文掌，1970.8 

住） 内川芳美訳 ー「マス ・コミの自由に扶｜する四迎論」20～21頁，官lj元社， 1960
(5) till稿．『港湾における 「ジャーナリスム」の研究』 「変革期の港湾産業」 201；氏
港湾産業研究会編，1969
(6) 内川芳美 ・「新聞学評論」 (No.14) , 71兵，日木新聞学会， 1964

2. ターミナルの現代的，情報の諸問題

港湾1.!t楽におけるターミナノレの瓜代的・情械の諸i:u題について触れてみる

と，具．体的には次の3点が相互に具仙・辿紫されるであろう。 1）コンピュ

ーター （技術革新〉による情報の処迎問題とその使用方法。 2）タ ーミナノレ

オベレーターの組織化に基く情報センタ ーの位置づけ。 3）広域港湾 （Port

Authority）の開発等があげられる。

運輸 （Verk巴hr），商品（Gilter),人出J(Kommunikation）の 3$；が存

在しているタ ーミナルには当然，情報が発生 ・集散する事は歴史的にも実証

されている。今や，コンテナリゼーションを基としたタ ーミナル機能が一貫

協同愉送といった近代化， 合迎化を進めてゆく際，流通コス トの削減，輸送

の革新といった合理j生をし、かにスムーズに処理していくかが検討採択されて

きたが，そのうちには 1）管理運営問題，2）運送事業問題， 3）行政問題

イ〉労働力｜片Hld, 5）法政化の11-lJ題， 6 ）公共性のi: ~J題等が尉ちたの課題と
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なって前面iに浮かびあがってきている。すなわちわが国の資木主義経済の発

展と科学，技術開発による形の変化は港湾産業においても，その時代の経済

的発展の要誌に答えた形で物理的な改革が成されうるであろうが，果して質

的な変化については，いかにしたら変革されうるであろうか。

実際の問題として，ポート・オー ソリティ（PortAuthority〕一一一つを

取りあげてみても，ポート・オー ソリティを発展させる主体となるものは中

枢管理機能であり，これを情報センターといった形でとらえると，その中に

は経営，行政，各組織（コンピューターを含んだ機構とネット ・ワーク〉の

一元化が質的に改革されねばならないであろう。つまりこの一元化による質

的な変化が，わが国の港湾を近代化させる最も主要な鍵となるが，この場合

一例としては，コンビューターによる情報処理技術，教育をとりあげてみる

と，時代の要前にJVJしたハードウェアは形のうえでは極めて合理的なものと

して利用され，ソフト・ウェアの処llli技術と相倹って， 合理的かつスムーズ

に稼動処翌日されてゆくように見受けるが，実際問題としては質的な人的要素

こそがツール （tool）を依動させるための核であり，かつ近代化＝一貫協同

愉法体制lを先展させるー主ll~h で‘ある。つまり H 情報処理技術の教育だけに重

／ょを凶くより も，従米よりも，もっと深く物事の木質に迫り新らしい境地を

IJI)＼，、てゆく創造力と，人間らしい品性や情操を養うことに努力を傾けねばな

らないコII(1）またこの，ポート・コンピュータ一部門で優れている米国シア

トル地のセンターでは， C・ムラ一氏が指摘しているごと くミポート・コン

ビューター・ システムの運蛍稼動に当つての重要な鍵は，人間的な（個々 的〉

質的要素と機構組織の一元化（CooporationとParticipation）である旨を

強調している II 2〕ことでも判断できるであろう。わが国の港湾産業をみるに

「内外両面の基本的条件」（3）の再検討と併せ今後の港湾産業の転換と展開を

みた場合，そこには自ら社会的責任を前提とした質的な情報の機能が不可欠

なものとなるし，その情報の出発点であるべき情報者の養成（理念〉につい

ては，ノi-1変梢極的にlilrザヒさ，ilねばならない。まして，一貫協同愉送といった
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広域闘を考えるに従来のごときコミュニケーション（情報〉の提供と存在で

はなく，そこには，質的な転換が要請され新らしい 綜合体と しての情報－

Social Institutionが誕生されねば真の発展はあり えないと考える。そのた

めには，質的転換をはかるへき情報担当者の養成がなされねばならないであ

ろう。

（注〕

（］）森口繁一 ー『作i縦化社会にさす光と影』 「科学朝日」 29巻第10号、26京， 1969.9 
(2）横浜市港湾局 ．シアトル港湾情報処理マネーヂャ Mr. Clifford C. Muller の
「シアトノレ港のコンピューター・システムの運蛍」 3頁， 1970.6. 
(3）北見俊郎 『港湾産業の展望とその理念』 「輸送革新と港湾産業」 9J'l, #li.3主主
1970年

3. 養成の概念 （定義づけ〉とその方向性

わが国の近代化， ならびに一貫協同輸送又は一貫複合輸送の合理化政策を

推進させるための重要な、ンュノレセ／レ（鍵〉は，知識産業の中でた従来－よりも

幅の広いかつ深い（部分的，表面i的ではなく）連繋のとれたコミュ ニケーシ

ョン（↑i11¥1Dの場を設けることに努力を傾けねばならないミ。（1)

そのためには，まず情報担当者にたいする養成が必要であると共に木質的

には 「議成の概念と養成のために実行 ・｜規発すべき組織的｜剥連性」について

各専門家の立場から今後研究されねばならないであろう。

ヌド主主で問題とするテーマを学問的に究明するためには，まず別確な理解が

基本的に必要となるので，それを第一に定義してみると，情報人（精神〉の

長成にたいする理解は主に2つの異なった考え方で研究されるであろう。 1

つは 「思想の欠如」といったlf~ で－分析かつシス テム化 しながらとらえるもの

と，いま 1つは人間の原現象という考え方から導きだされなくてはならない

という基本的な考え方である。本論は，後者である 「原現象」といったもの

から長成の概念 （定義づけ〉とその方向性を導きだすものである。つまり

人間とその行為は常に思考の出発点となるという考え方から生まれるもので

あ？：；っその為，原.I}.＼象「欲求」は行為へと駆り立てるものとして考える故，
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原現象は人聞が生まれながらにもっている 「肉体的，心的，精神的な人間の

素質の総体Jとして，養成の可能性を生みだすし，また行為へとかりたてるも

のと してーそこには自ら可能性と しての一形をかえていうならば原現象は，

「教育」 「陶冶J「養成」の3者を理解するための定義の出発点となるし，

同級に「情報人の養成Jを理解する定義のための出発点ともなるであろう。

人聞が生まれながらにもっている前述した素質の総体というものは，形を

変えて名づ、ければF・へアバル トのいう「陶冶性」c2>,F・シュナイダーの

いう 「教育適合性」（3）又はF・シュ リッパーのいう 「教育の形成要素」やりと

しておきかえ考えられるであろ う。つまり，素質の総体の一部は一生の聞に

質的に変えうるものである。 しかしながら，こういった考え方とは別に教育

学には2つの論がある。 1つは教育学の楽天主義 （空想〉，今1つは先天説

支持者である 3 しかし木稿では両者の中聞に位置した考え方で論をすすめる

ものである。そのため前述したように，その質的に変革した部分はより向上

すべき可能性があるゆえ，その人聞のもつ質的変革をなした肉体的，心的，

精神的生活は， Clら他者に対し影響を与えると問機に社会生前を変容できる

ものであるO

この改革過程を，ここではF・シュリッパー （教育学概念の多繰性を切jら

かにしようと試みた〉のいう 「教育過程」と名づけることにする。この過程

を認識するには，同じくF・シュリッパーのいう 「自己行為をとおして自我

の啓発と しての自然的な発展のような」同教育が行われるということが重要

であろう。つまり，外的な事実とか作用というものが，この教育過程に影響

を与えたと しても，本来その教育過程というものは人間個々によって実施さ

れうるものであるから， 「教育というものは自然、的な現象であり，計・画的行

動であると言い得ょう。 μ｜］ち教育は人間の自己形成であり，外的作用による

自己形成の影響である」仰とF・シュリッパーは述べている。

従って，上説を前提においた教育の要素というものは次の3点に大）｝ljされ

るであろう。
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1）「自己教育」2）「機能的教育」 3）「意図的教育」があげられる。

即ち， 「自己教育」ー－：：：：人聞が抱いている素質及びどの人聞にも生来基

礎づけられている精神的，道徳的な形成原理（生体に仮定された合目的生命

力＝完成作用〉に基づいた人間の自己形成主としての自己教育である。次の

「機能的教育」ーー ミ自然，超自然，及び文化を通じての自己教育過程のポ

ジティプな影響、としての機能教育である。おしまいにF・シュリッパーの

いう「意図的教育」（7）ー一ーミ教育補助の計画的・組織的運営による機能的自

己教育及び自己形成過程の影響ミと しての意図的教育である。

従って，教育の木質を含む要素というものには，元来人間の形成能力のあ

る素質（総体として〉の自己形成なのである。そのため， 「教育」という概

念から「陶冶」という概念を導き出すことができるので，ここではF・シュ

リッパーを引用すれば，陶冶というものを教育の外見とし，更に付加すれば

この外見とした陶冶の内に， 「人間の個性啓発への精神的な影響による教育

のなl床を生じさせる」（めという点を外見とみなしている。しかしながらそ

れは精神的なものによりけりであると F・シュ リッパーは述べている。 これ

は以前1935年にW ・ロブナーはランゲンザルタで「経済と教育」の著吉（10

頁〉の中で「陶冶」の概念のな義でh精神的仙l値によって満たされている芯

識構造、と述べているように， F・シュリッパーも精神的なものを強制して

いる。又F・シュリッパーは他の論文で次のごとく述べているのが目立って

いる。 「陶冶とは， 元来人聞が精神的なものと個人的に対決，葛藤すること

によってはじめて，故意的で‘はなく，純粋に自然のままに生じる自然的な現

象である」聞これが前述のごと く教育と密接に結ひ‘つく行為から発した教育

の自然的現象でもあると言い得ょう。従って，「陶冶」とは，精神的な自己形成

であり，人間，生まれながらにして仙えている形成能力のある素質の精神的

な改革過程である。従って，この「陶冶」を一層深くとらえねばならなし、。こ

の陶冶の特徴には，次の 3つの木質的な特徴の要素が含まれる。(10〕 1）自己

陶冶 2）機能的に受ける他人からの陶冶 3）意図的に受ける他人からの
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陶冶の3点である。この陶冶から導かれる精神的自己形成を通して，人聞は

「ある大きな総体関係の包括的な関係認識Jを体得するのである。したがっ

て，ここで問題にする陶冶による精神的自己形成から得る知識は，即ち，

総体秩序関係に関する包括的知識を意味している。 (11) ので，その陶冶は，

知識の他に「ある人間の中に潜んで、いる素質を，出来るだけ同じように覚醒

し， 発展させ，促進させることを目指している」〈山のである故，陶冶は精

神的な自己啓発により，認識と知識がコミュニケーションされ，素質が啓発

されるのである。

この陶冶とし、う概念から「養成」の概念が切らかとなる。即ち，養成は知

識が伝達され，素質が改革されると同様に部分的に陶冶と精神的自己形成と

が関係している。よって， ここで求められている知識とは，総体関係の認

識をめざしているのではなく ，部分関係の認識にたるようなものである。(13)

従って，養成は，只素質の古II分にのみ向けられているし養成は 「ある人間の

特に強い素質を最上のものとし，この人聞に可能な啓発のみをもたらそうと

する」（14）のである。 F・シュリ ッパーのいう養成とは上述した範囲のみに言

及してはいなし、。上記の諸論と関係して養成に関する具体的な視点，主要素

として 3つをあげている。1）自己養成 2）機能的に他人から受ける養成

3）意図的に他人から受ける養成を含んでいる。

教育，陶冶， 養成の違いは，人閉そのものにあるのではなく，その人を教

育し，陶冶し， 養成しようとする他人の目的にあるものと考えられる。従っ

て「教育しようとするものは，道徳的個性への全体的人間の発展に影響を及

ぼそうとし人を陶冶しようとするものは，できるだけ全ての素質を（平均

的に促進し，どのような出発点からでも同じように人聞の知識を〉総体秩序

関係へ導びこうとする。人を養成しようとするものは，ある人聞に与えられ

ている最も強い素質をでき得る限り啓発しようとする。即ち，養成を行なう

とするものは，自然的な学習過程の聞に，養成目的の意味において，計画的

に又方法的に整理されながら参加，関与する」(15）ということであるO
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情報を後継する者の陶冶と養成に関する研究は，以上の論で定義した概念に

対して3つの具体的な区分が数多くのマス ・コミ 研究者によってなされてい

る。ω「予備教育」（2）「養成」そしてゆ）「継続教育Jがあげられるが，しか
しながらそれらをいかにほどこ したらよし、かという組織的関連性と，うち

に各々のもつ要素〈木質〉を追求しようとする積極的な研究態度は必要であ

るが，たとえ上記の3区分の概念定義を行なったとして，実｜際的には統ー

はとれるものではない。 （ここでは，この問題については触れない〉 そのた

め，情報者のための「立図的養成Jの概念をF・シュリッパーから引用し，

本論のまとめとしてみると次のようである。

養成するということは養成目的の意味において，自然的学習過程の中で計画

的に，又体系的に整理し，関与を行うということである。そのため，養成の

目的は将米の情報担当者に機会を与え，情報担当者としての行為を最上に実

施，行動できるように，その素質を改良し，多くの知識を獲得させることで

ある。つまり，結論としては，情報者に刻する養成は怠図的に他人から受け

る教育と，意図的に他人から受ける陶冶とみなされるものと同じようなもの

と考えていく方向性が最も好ましいものと思われるO

（注〉

(1) 拙稿 『必湾と情報』 「港湾」第46巻第12号，28頁， 1969.12 
(2) Joh. Fr. Herbart: Umriss Padagogischer Vorlesungen, Leipzig, ohne Jahr. 

ミ教育学に於ては無制限の陶冶性を前提と してはならないが（第4章〉 ，概念それ
自体は「素材の要素に及ぶほど広く把握しようとしている（第1章）。ミ
(3) Friedrich Schneider : Si日ifiihrungin die Erziehungs. wissenschaft, Graz, Wien, 

K凸In,Seite 56ff, 1953 

(4) Friedrich Schlieper : Padagogische Grundbegベfjeder Berufserziehung『Wirt-
schaft und Berufserziehung Seite 217, 1951にミ素質とは内因的な形成要因のみ
を作り，外図的形成要因は外界の影響をとおして与えられる0::::
Schneiderは Einfiihrungin die Erziehungs Wissenschaft, 63頁で外図的要
因のみを言っている。
(5) F. Schlieper：「PadagogischeGru河dbegrz万Eder Berujserziehung, Seite 218 
(6）同書

(7）向者

(8) F. Schlieper：「AllgemeineUnterrichtslehre fiir Wirtschaftsschulen, Seite 
16, Freiburg, 1957 
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(9) F. Schlieper: Al信erneineUnterrichtslehre, Seite 17 

側 、陶冶の概念は，教育の概念のように動的な概念である。その概念は常に流れの
中に存在する過程を特色つeけるものであり，もちろん，それは静的な概念としても
迎解されるが，しかしそのH寺は，それは陶冶状態である。陶冶状態は，陶冶過程の
一！隣の状況を示すものであり，次の瞬間には，それは別のものとなる。ミ
仰 F.Schlieper: Padagogische Grundbegriffe, Seite 221 

自2＼問 書

側同 番
目4）同 書

帥同 古

まとめ

以上の根本省察から，もし行為というものが欲求から解明されるものであ

ばれ木テーマである「情報者のための養成」は理解されるであろうが，そのた

めには，更に掘り下げた（新しい総合体としての社会的公共機関（SocialInsti-

tution）である〉研究が必要である。その研究には，情報を職業とする者の

「適合性と条件」なり「情報者の責任」等の本質的な研究が更になされねば

ならない。が，ここでは紙iIJの都合上，次の機会を待つ事にする。 しかしな

がら，この研究の上で最も重視すべきことは，わが国における歴史的背景を

充分ふまえてのものでなくてはならないことである。従って，本稿でいう本

質的な行為をどこまで、それらを基にして可能ならしめるかといった方向性な

り評価については，この研究が終る段階まで待たねばならなし、。

今や変革j切にある港湾産業をみるに，近代化，合理化を目指しての諸政策

をテコとして港湾産業の主体性が生れる事を念ずると共に， 今迄以上にプレ

ス・コミュニケーショ ン（情報〉の役割が果されることを望んでやまなし、。
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港湾労働者の供給側面について

一一1968年港湾労働実態調査を分析資料と して一一

篠原陽

（（財）海上労働fl学研究所〉

目次

はしがき
1. 港的労働者の雇用失業の時期灰分
2. 最近の港湾労働者の供給実態
3. 港湾労働者の供給-Ollll育i
若干の結論と展望

はしがき

港湾荷役資木のもとでの賃労働に関する研究は，海運 ・倉庫資木に包摂さ

れた荷役資木の中小企業と しての存立条件， 荷役用役生産の「波動1~1：」に起

定された雇用 ・就業構造，あるいは港湾労働の近代化条件などの問題におい

て，かなりの成果をあげている。しかし，独占資本主義の蓄積機構にとらえ

られている港湾荷役資本と港湾労働の地位づけ，資本蓄積過程における相対

的過剰人口と港湾労働力の関連性，国民的労働市場における港湾労働力の配

分と供給・需要価格の形成，それらをめぐる港湾労資関係や港湾労働運動の

発展などの問題については，かならずしも調査研究がすすんでいるとはおも

われない。それらについて，いまただちに答えうるものではないが，1968年

7～9月に海上労働科学研究所が実施した港湾労働実態調査(I）の一部を紹介

しつつ，題記の研究課題について若干の見解をのベ，批判をあおごうとする

ものである。

1. 港湾労働者の雇用・失業の時期区分

港湾労働者の雇用・失業問題は，港湾労働問題の主要な1Hll同をになうもの
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であり，その時期区分はその研究にとって欠くことのできないもの であろ

う。そこで， 戦後日木の資木主義の発達とそこでの港湾荷役資本の蓄積の過

程にそくして，その時期区分をみると，次のような見方もあるとおもわれる。

第 I期（1945～49)

この時期は，アメリカ占領軍が，外国船が主要な港湾施設と荷役用役を安

価に利用できるように，一港一社の統制会社を解散させ，元請会祉を複数制

に再編し，それが労働者を雇用することを指導した時期で、ある。しかし，そ

のことは戦前にみられた下請司二l小企業の放慢化や， 「組」組織による労務供

給の復活を制限するもので、はなかった。敗戦直後の国民的労働市場は，経済

機構の崩壊にともない，ぼう大な失業人口（l, 300万人〉をかかえ，国民生

活は極度の貧困状態におかれていた。そして，主要港湾には失業者がみちあ

ふれており，それらは日雇労働者となって主としてアメ リカ軍占拠施設で，

アメリカ軍貨物や＊命入食料の荷役に使用されていた（2）。

しかし それらをふくむ港湾荷役需要は，港湾労働者 ・日雇労働者を十分

に吸収しえるものでなく，常用労働者でさえつねに首切りにおびやかされて

いたっそれにたいし， 1946年7月全日本港湾労働組合同盟（全港湾同盟〉が

結成され，日木港湾中央会に最低賃金，統一協約，完全雇用を要求し，’47年

3月にそれを協定化する成果をあげてきた。しかし港湾労働運動の高揚を

もってしでも，アメリカの占領政策とぼう大な失業人口の死錘のなかでは，

港湾労働の民主化を満足に達成しうるものとはならなかった。

したがって，この時期の特徴は，アメリカ占領軍の港湾安価利用にもとづ

き，元請と下請とによる荷役用役生産機構が復活され，戦後日本資本主義の

出発のためにっくりだされた失業人口を港湾労働おにしたて，占領軍 ・海運

資本に利用させることにあったといえよう。そのなかで，全港湾同盟は常用

労働者の首切りをふせぎ，日雇労働者の権利を守るたたかいをくんだことに

よって，港湾労働者の雇用と生活はかろうじて維持されていたといえよう。
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第E期（1950～54)

この時期は， 1950年6月朝鮮戦争がはじまったことにより，港湾荷役量は

急速に増大し，荷役企業はその経営基盤を強化しその結果港湾荷役をめぐ

る資本蓄積機構が確立していき，港湾労働力の需給関係の性格が定着した時

期である。朝鮮戦争は，港湾荷役企業にいわば「特需」をあたえたばかりで

なく，荷役企業を群生させるにいたった。それを契機に，海運，商社，倉庫

などは独占的復活をとげて，それを頂点とする港湾荷役の階層支配秩序を形

成させるにいたった。それに使用された港湾労働者は，第I期に形成された

失業者，都市停滞的過剰人口や農村潜在的過剰人口から最低供給価格でもっ

て，大量に自由に調達され，日雇労働者と して労働ボス支配＝無権利状態の

もとで使用された。そして，荷役企業に対応して港湾労働者においても，元

請常用，下請常用，指名半常用，一般日雇（手配師調達 ・職安調達〉の差別

管理秩序がうまれ，低賃金機構が確立していった。

こうした港湾荷役をめぐる資本蓄積機構は，1951年5月の港湾運送事業法

の公布による公示料金の設定と下請利用の法認.1952年2月の職業安定法施

行規則改正による門前雇用の追認などをみて，いちだんと補強されるにいた

った。そして，アメリカ占領軍の日木労働組合運動への分裂攻撃にもとづき

1950年2月に，全港湾岡県は産別会議を脱退するにおよび，また日本港運協

会に要求してきた産業別統一協約のためのス トライ キさえ， 1950年6月朝鮮

戦争の勃発によりただちにG.H.Qより禁止され，さらに荷役資本のレッ ド

ノξーヂや組合干渉にあい，その組織はきわめて弱体化されるにいたったu 港

湾労働者は，各地で軍事輸送反刻斗争をおこなったが，全体としてそれに協

力させられ，港湾労働の民主化はいっさいほりくずされて しまった。

朝鮮戦争のあいだ，港湾労働者は過剰人口のなかから最低供給自1Ii1名で、容易

に調達され，しかも無差別即時間労働することで雇用と生活を維持し， 半封

建的専制支配のもとでいつで・も過重労働にたえないものは，いつでも排除さ

れていった。朝鮮戦争の休戦とともに，日雇労働者の排除はつよま り，常用
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労働者の労働条件はおしさげられ，雇用と生活の不安はあたらしくつよまら

ざるをえなかった。いずれにせよ，この時刻］は港湾利用資本と荷役資本にと

っては「原始的蓄積」過程となり，港湾労働者にとっては吸収・反発のもっ

ともはげしかった時期であった向。

第E期（1955～59)

1950年後半から，日本資本主義は「高度成長」段階にはいり，港湾荷役量

も逐次増加をとげるようになり，港湾労働も「近代化」がみられ，港湾労働

運動も後退から復活へ転化してし、く時期である。そのあらわれは，1956年7

月からの全港湾の神戸港民主化斗争， 1957年の日港労連の年末年始有給休

日の獲得，同年4月の浜港労連と全港振の地域統一賃金協約が締結され，そ

して同年7月には，港湾労働対策協議会が「7・19答申」を行い，港湾労働

者の雇用安定と労働条件の改善に，ひとつの展望があたえられるようになっ

た。しかし，それは全港湾が長年にわたり要求しつづけてきた，港湾労働法

をとりいれたものではなかった。

港湾利用資木にとって，第IU切で根強く形成された港湾荷役の階層的下話

機構は，たしかに資木投下を節約して中小資本に寄生し，労働者を差別して

低賃金で使用していくうえでは，もっとものぞましい形態であった。しかし

それは港湾荷役量がj：語大していくなかでは，けっして安上りで能率的な荷役

生産を提供するものではなくなってきた。そこで， さきにみた港湾労働の

「近代化Jを荷役資本にもとめるだけでなく， 1959年には港湾運送事業法を

改正して， 再下請の禁止， 免許f!)IJの採用，認可料金の設定などをうちだし，

利用資本に有利になるように上から荷役資木の選別 ・淘汰するようになっ

~· μ】。

そのあらわれは， 1959年10月にはやくも全港湾神戸支部への組合破壊攻撃

のかたちとなってあらわれ，それらは港湾労働者の犠牲においておこなわれ

ていった（～ 1960年5月， 6大港に港湾日雇のための職業安定所が設置され
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日雇労働者司の低賃金雇用がよりすすみ，けっして港湾労働者の階層的差別支

配が改善されたわけて、はなかった。この時期は，日木資木主義の「高度成

長」 ・重化学工業化にともない大企業は，農村地域から若年労働力を大量に

殴収して，労働力の入替え政策をはかり，下請機構を通じて流動的 ・停滞的

過剰人口の上積み部分を積極的に利用していった。港湾労働においては，常

用労働者の雇用量は継続的に停滞し，その労働強化はすすんでいった。日雇

労働力は，荷役量の増減によってその雇用量を仲縮され，日雇依存率を高水

準に維持していた。これら日雇労働者をはじめ港湾労働者は， 「高度成長」

にともなうt企業 ・都市自営業などの逐次的な解体や，大企業の労働力の入替

え政策によりはきだされた労働力から補給されていった。

第W期 (1961～64〕

1961年の主要港湾において，異常な船混み現象が生じ，第IP羽において完

成をみた過少資木投下と日雇依存による荷役生産力の限界と矛盾が露呈し

た。そして，港湾利用資本は「高度成長」にともない独占企業が中心となり，

荷役需要の橋大に対応して荷役資木に，労働力を可及的に調達 ・確保し， そ

の労働供給を場加し労働生産性を向上しうるような部分的機械化をせまった

時期である。荷役資本は，船混みにあたって日雇労働者を最大限に調達し，

常用労働者と ともに過度労働でもって解決をはかった。

しかし，日雇労働者の高依存は，国民的労働市場の需要似ljj7「iの変化のなか

で頭打ちとならざるをえなかった。大企業は，若年労働力のひとりじめが完

了するとともに，社外工方式を採用 して労働需要の増大を解決していくよう

になり， 「高度成長」にともない建設 ・土木 ・運輸など，主と して不熟練労

働力を必要とする部門でも，その労働需要が拡大した。ここに，港湾労働力

の相対的不足はさけられないものとなり，荷役資本は部分的機械化にふみき

らざるをえなくなったし 大型荷役機械， 移動式ク レー ン，フォークリフト，

ショベルローダーの導入となり，それにともなう運転労働持を調達しそれ
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らの稼動に適応した作業形態の実施にせまられた（5）。

その結果， 1~61年以後，日雇労働者の相対的減少と ， 常用労働者の逐次的

増加となってあらわれ，労働強化 をともなって労働生産性は向上していっ

た。第I期以来の荷役資本と利用資本とによる港湾労働者の低賃金利用は，

国民的労働市場の変化と港湾荷役の雇用構造の転換によりあきらかな限界に

ぶちあたり，港湾労働者の需要価格はたかめさφるをえなかった。一方，港湾労

働運動も，たとえば1962年の全港湾が中心に太平洋アジア港湾労働者統一行

動を組織したり，1964年 9月に， 日本港湾労働組合連合会（日港労連〉が，

日曜，祝日の特定休日化と割増賃金を統一的に獲得したように，港湾労働者

の権利擁護と労働条件の改善をはかっていった。しかし，港湾労働戦線の分

裂，荷役資本の温情的労務管理の先取りや，労働組合の懐柔 ・御用化などが

あり，港湾荷役の階層支配秩序をくつがえすまでにはいたらなかった。

第V期 (1965～現在）

1965年3月港湾労働法が公布され，それによって荷役資本は利用資本の荷

役需要に常態と して即応できるように，港湾労働者を一定数確保しておくこ

とを要求され， したがって雇用形態のうえで日雇よりも常用労働者に重点が

移っていく時期である。港労法の施行により半常用の「常用化」がはかられ，

常用労働者も増加して，日雇依存は急激に低下していった。しかし荷役需

要はいぜん増大をつづけていったが，部分的機械化もいままで以上にすすま

ず， 「労働力不足」 「港湾の近代化」がさけばれるようになってきた。

国民的労働市場においては，農村から都市への流出労働力も頭打ちとなり

新規労働力も絶対的に減少するなかで，独占資本は若年労働力を独占したう

えで，労働力早期消耗排除政策をとり，若年労働者のたえまない労働移動を

利用し， かつ中高年労働者を恒常的に排除していったっそして，不安定就労

働者，パートタイマーや内職などの労働者に依存する中小零細企業を広範囲

に利用し， 農業のよりいっそうの解体を促進して相対的過剰人口をつくりだ
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し，低賃金制度を再編成することにつとめている。このようななかにあって

港湾労働者はどのように港湾荷役にかかわる労働市場に登場して雇用され，

退職しているかを分析することが，ここでの研究課題になっている問。

2. 最近の港湾労働者の供給実態

題記について，海上労研が1968年7～9月に横浜港および神戸港で実施し

た「港湾労働実態調査報告書J （運輸省港湾局， 1969.1 ）を分析資料とす

る。この調査における港湾労働者とは，従業員300人以上をもっ港湾荷役

「大手企業」，横浜港5社，神戸港4社に常用されている組長（班長） 87 

人，船内作業員208人，沿岸作業員236人，専従の運転員69人，合計650人を

いい， 主と して質問紙法によってえられた結果によってしめされる。以下，

きわめて簡潔に資料を紹介するので，詳細については上記の報告書を参照さ

れたい。

A 港湾労働者の性格

港湾労働者は，剰！役などに女子が雇用されるばあいをのぞき，ほとんどが

男子労働者である。その職種（位〉別平均年令は，全体35才．組長（班長〉

42才，船内作業員35才，沿岸作業員38才，運転員29才である。それは，若年

労働者がひじように少なく，中高年労働者が肥大化した建設 ・土木 ・鉱業・

林業など匡外労働者に特徴的にみられる，紡錘型の年令構成となっている

（表－1参照〕。その勤続年数は，全体5.3年，組長（班長）14年，船内作業

員5年，沿岸作業員7年，運転員4年である。それは，短かし、勤続年数が肥

大化したバノレブ型の勤続年数構成となっている。

そのほか，港湾労働者の学歴は製造業のそれにほぼ一致し既婚比率76%

免許取得率37おとなっている。その出身地は，級yp、港では神奈川 （46%)' 

東京，北海道，福島，秋田，神戸港では兵庫（67%）， 鹿児島，徳島，長崎，

福岡の順に多し、。なお，それそーれの荷役企業で，特定の採用地域がみられ
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表－1 横浜 ・神戸港の「大手企業」の常用労働者の年令構成（1968)
く%）

20 

横浜向・村働l戸者港の 日本の常用港湾 ｜ 規製狭造業100～499山人
組j 労 〔1〕 労働者L〕 の男子労務者

1. 0 3.2 21. 8 

25.4 22.5 33.2 

37.9 36.5 22.4 

29.2 26. 1 12.8 

6.5 11. 7 9.8 

才

nu

nu
n
u
n
u
 

q

L

q

u

s

q

に
d

100.0 

注 ・（1）運輸省港湾局『港湾労働実態調査報告』 1969.1による。以下『実態調査』と

f,- 計 100.0 100.。
l呼ぶ。

(2）労働省『屋外労働者職組別賃金報告』 1968による。
(3）労働省『賃金構造基本統計調査』 1965による。
(4) 518人の集計資料。

る。

Hli浜市港湾局『級浜港における港湾労働者の実態と住宅事情』 (1965）の

資料と比較してみると，年令構成では若年層の減少と高年者の増加の傾向が

うかがわれ，勤続年数では短かい者の増加と長い者の減少がみられ，また出

身地は近隣県から遠隔県への移行があるO

B 港湾労働者の給源

港湾労働者のなかで，学業終了後ただちに港湾荷役に就業した者はわす．か

であって，しかも特定少数の企業において，幹部社員とするために採用され

ているもの，荷役機械の運転員を基幹職種とするために採用されたもの，あ

るいは縁故採用したものにかぎられる。港湾労働者の90%は，港湾荷役いが

いの産業 ・職業分野からの転職流入者でしめられている。この転職流入者の

比重は，中小企業一般にくらべてかなり高いが，運輸従事者とくらべるとそ

れほどで、はない。
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表－2 横浜 ・利l戸港の 「大手企業」 の
常用労働者の産業別前職梢成（1968)
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表－ 3 横浜 ・ :fi\1戸地ーの「大手企業」の’，~~rn労働者のT]ijlfi~H/i成（1 ）’ 2 J (1968) 

（人，%〉

fド 業 員
運転員｜合 計

TliT 

実数｜比 実数｜比率｜実数 1;t -it~I 笑数｜比率
l，比"' 業 26 14.8 33 12.9 10.8 63 13.4 

話h 業 8 4.5 7 2.8 。 。 15 3.2 
エ； 業 74 12.0 129 50. ,1 8 21. 6 211 45.0 

商 業 14 8.0 16 6.2 6 16.3 36 7. 7 

司五 1労 17 9. 7 21 8,2 。 。 38 8. 1 
運輸業 15 8.5 29 11, 3 14 37.8 58 12.4 

その他 l 22 12.5 31 8.2 5 13.5 48 10.2 

ノl二、I 100. 0 

66 

N • A 48 55 115 

ii: (1) 『実態調査』 による。
(2）港湾労働者の範囲 。船内208人，沿岸236人，巡転員69人， 合計650人。



港湾労働者の供給側面について142 

横浜 ・事jl戸港の「大手企業」の7;r；・用労働者の前職工業分野の構成（1968)
（人，%）

表－4 

率比計A 
に1事11戸港横浜港

8.9 18 9 9 老業，、＂＇・'・' aコ自

49.3 100 63 31 者HμJ ヲjt込金

8.9 18 18 者j~ i涜鉱』足

11. 8 24 14 10 者｛動
、、，
'Jj 

ご「IL;1x 建

4.9 10 5 5 者｛劫労~~· 

雇

用

労

働

者

製

5.4 11 8 3 者経YJ労役幸f~

10.8 22 12 向
山
I
l
l
－－1
川
引
l

t
i

勾

t

食品 ・その他の労働者

.A 
1ー：

前注に｜司じ。71. (1) 

転職流入者の前臓の産業別構成は，第li火産業16.6%，第2次産業45.05弘

運輸通信業よりも，この梢ー成は，第3次産業38.4.J~である（表－ 2 ， 参Jtli\）。

工業従その職業別構成は，製造業ないしは産業全体のそれにちかし、。また，

事者45.OJ~， JJ;J;業従事者13.4%，運輸業従事者12.4%なとeの職業がめだって

それほどではな職業別構成のひろがりは，しカミし，いる Ck---3参照〉。

し、J ＼，、ずれにしても，港湾労働者は運転 ・倉庫労働者以外は，港湾荷役とほ

とんど｜苅係のない産業 ・職業分野から，前臓の経験や知識 ・技能を放棄し

て，港湾、荷役に流入してきている。

自営業者22%，雇用労働者78%となっている。自前職の従業上の地位は，

営業者は， ！！！：民が過半をなしており ，ついで小売店主，大工左官，家具職な

そして沿岸漁民がめだっている。この自営業者の比重は，どの都市勤労者，

工業労働者がもっとも多く他産業にくらべてかなり高い。雇用労働者では，

ついで運輸労働者，事務労働者などである。工業労働者の前職構成をみると

金属労働者が過半数をなし， ついで建設労働者，炭鉱労働者などとなってい

出漁民が，運輸労働者，金属労働者，したがって，（表－4，参照〉。る
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表－ 5 横浜港の港湾労働者の前職構成（1〕（2）〔1950)

（人，%）

'ii¥ ）司 El 雇 1コ'.>. 
市白 !fill: 

実 率 実 率 実 率

軍 人 25 2.9 5 1. 2 30 2.4 

工 員 125 14.5 73 17.6 197 15.5 

商 人 64 7.5 37 8.9 101 8 0 

鉄 1、L以辻－ 員 15 l. 8 11 2. 7 26 2.0 

官 吏 13 1. 5 9 2.2 22 1. 7 

業 99 11. 6 31 7.5 130 10.2 ． 
→＇rラリーマン 98 11. 5 30 7.2 128 10.1 

:itえ初からの
264 30.9 20 <1. 8 284 22.4 職業

始 貝 21 2.5 14 3.4 35 2.8 

進駐軍労務者 5 0.6 8 1. 9 13 1. 1 

逆 可忌 手 。 。 12 2.9 12 0.9 

百h 夫 15 1. 8 12 2.9 27 2. 1 

人 夫 2<1 2.8 24 4.8 48 3.8 

If~ 人 30 3.5 56 13.5 86 6.8 

そ の 他 57 6. 6 17.5 130 10.2 

合 計 I 8541 ioo. o［ 吋 100.o［同91 100. 0 
注 ：ll) 国会図書館『本邦港湾労働事情』 1953.5による。

(2）港湾労働者の範囲は，船内，沿岸作業員のほかに，陸仲仕，タリーマン，船

夫雑役を含む。

港湾労働者の主要な前職分野となっている。前職の勤務年数は，平均6年，

5年未満45沼 5年以上31%, 10年以上24%となっていて，他産業とくらべ

るとかなり長いし，自営業者のそれはとくに長い。また，前職の企業規模は

きわめて少数者をのぞきp 中小・零細企業であるO したがって，港湾労働者

は．自営業者の雇用労働者への階級移動，わずかの企業規模の下向移動があ

るほか，ほとんどが上向移動または平行移動しているものとみられる。
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表－ 6 横浜港の港湾労働者の前戦構成（1)(1965) 

IJIJ H洗
1￥；’ 用c2) I 日
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凶
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7
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9
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d

1

i

q
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1
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t入＇%）

雇

比 率

39.8 

7.9 

11. 1 

0.5 

13.1 

7.4 

2.3 

3.2 

0.5 

1. 9 

1. 4 

5. 1 

5.6 

0.5 

」 五一一一一~1· 1 ーは404〕←｜ー（10口） 「一 心一｜一一 100.0
｛’ I 4, 166 I I I 

注：（1) 横浜市港湾局『横浜港における労働者の実態と住宅事情』 1965.12 

(2）常用港湾労働者の範囲 ，船内23.5%. 沿岸25.1%, はしけ25.8%, その他

17.2%，不詳84%。

横浜港の港湾労働者について，国会図書館『木邦港湾労働事情』 (1953) 

の資料と比較 してみると，新規学卒者の減少，工業労働者の増大，都市勤労

者層の減少などの傾向がみられる（表－5，参照〉。また同様に， Tlti出のWt浜市

調査と比較してみると ， ）~1；：漁民層の減少などの傾向がみられる（表－ 9 ， 参J~日〉
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すなわち，戦後から現在にかけて横浜港の港湾労働者の給源は，潜在的過剰

人口への依存を継続しながら，じよじょに停滞的過剰人口から流動的過剰人

口へと移行しているかにみえる。

c 港湾労働者の形成

港湾労働者の流入年次は，戦前1%, 1945～49年9%,50～54年15%,55 

～59年13%,60～64年26%,65～68年33%となっている。それを前職構成か

らみると，農業は1955～59年を頂点にした山型，工業はその逆の谷型，運輸

業は台型をなしている。その流入年令は，20才未満14%,20才以上51%,30 

才以上275弘 40%以上8%,50才以上3%となっていて，いわば壮年労働者

の流入がいちじるしい。すでにのべたように，流入者の高令化がじょじょに

進行していることに， 注目 したい。

港湾労働者の前職退職理由は， 多l技選択問において， 「賃金が安い」 39%,

「家庭の事情」 34%のほか， 「作業｜時間が長L、J，「作業設備が悪し、」，「上

役とうまくし、かない」， 「倒産 ・解散」がつづいている。それを流入年次別

にみると，どの時期も前2者が多いが，1945～49年「その他の理由J （敗戦

による復員 ・失業） ' 50～54年「解雇」，55～64'9三「倒産 ・解散J' 65年以

降「賃金が安い」が，特徴的な指標となっている。退職理由は，経済的理由

が支配的であって，敗戦直後の社会的理由にくらべ，最近では経済的理由が

つよまっている。

港湾労働者の流入動機は，作業員では「ほかに仕事がなかったから」 28%,

「給料がよかったから」 275弘 「友人がし、たから」 23%, 「仕事が自分にむ

いていたから」 21%, 「自由で気軽な仕事だから」15%のII隠となっている。

運転員では， 「仕事が自分にむいているから」が第1位に進出する。前職退

職時に，港湾荷役以外に希望した職業をもっていたものは，275杉にしかすぎ

ない。港湾労働者は，その職業選択はきわめて消極的であり，しかも港湾荷

役は技術的適応よりも経済的適応を中心にして，職業を選択している。
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流入動機と流入年次の関係をみると，1945～54年は「給料がよかった」と

「ほかに仕事がなかった」とが結合し， 1955～64年は「ほかに仕事がなかっ

た」と 「友人がいた」とが結合し，1965年以降は「給料がよかった」と「仕

事が自分にむいている」とが結合している。また，退職理由と流入動機との

関係をみると， 「賃金が安い」で退職したものは「給料がよかった」と流入

しているように，かなり共通性がみられる。

D 港湾労働者の移動

港湾労働者の流入経路は， 「友人」 35%, 「縁故」 29%, 「職安」 13%,

「従業員」 l1%, 「学校」 7%となっている。荷役企業でも，採用経路とし

て「縁故J「広告J「職安」の順でおこなっており，ノξーソナノレな関係によ

る採用方法が支配的である。この「縁故」を中心とした採用形態は，中小企

業労働者，あるいは運愉 ・販売従事者，ないしは単純労働者にみられる傾向

と一致している。

港湾労働者の採用量は， 1966年の港湾労働法施行後いちじるしく増加して

いるが，それにともない退職量も増加lしている。たとえば， 1967年の入退率

をみると船内作業員では横浜港94%，神戸港101%，沿岸作業員ではおなじく

70%, 100%となっている。すなわち，入職者に相当する退職者がでている。

したがって，すでにのべたように勤続年数はきわめて短かく，退職者の勤続

年数は船内作業員においてとくに短かく， 1年未満が90%におよんでいる。

この状態は，他産業他職業にくらべではなはだ短かい。

港湾労働者の流入後の移動をみると，同一企業に定着しているもの75%,

複数の企業を移動したことのあるもの25%である。港湾労働者はすくなくと

も4人に1人は，企業間移動をしている。それを作業員にかぎってみると，企

業間移動者は横浜港包括，神戸港包括とかなりひらきがあり，その移動回数

はそれぞれ約2回である。さらに，港湾再流入者は，港湾労働者の10彪とな

っている。なお，運転員は作業員にくらべると，企業間移動や再流入はすく
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ない。

E 港湾労働者の定着意識

港湾労働者の港湾定着意志は，流入時において定着希望型39.4%，定着未

定型52.9%，流出予定型7.7%であったものが， 現在時において定着希望型

62.3%，定着未定型31.5%，流出予定型 6.2%に変化している。定着意志の

表－－ 7 横浜・神戸港の ［大手企業」の常用労働者の定着港、志
および前l磁退職H寺の希望職有無別定着意志（1〕（1968)

（人， %）

T)iT峨退職｜時の希望職業（2) 港湾労働者
定着意志型

有 111r, Zに'l'

定着希望 W. 20.0 45.5 39.4 
流
定着未定型 71. 0 46.4 52.9 

入
流出 予定 型 9.0 8.1 7. 7 

II寺
合 100.0 100.。 100.。
定着希望型 38.7 70. 5 62.3 

現
定着未定型 51. 6 25.6 31. 5 

在
流 出 予定型 9.7 3.9 6.2 

l~i' 
合 100.0 100.。 100.。
定着希望平行型 15.5 '10. 6 35.2 

移 定着 上向 型 27. 1 3,1. 4 30.8 

定着未定平行型 ,13. 9 16.6 24.0 
n 

定着下 向 型 12.3 8.1 9.5 

型3）流 出予定平行型 1. 2 0.3 0.5 

i口』 100.0 100. 0 100.0 

総 数 p
h
u
 

戸
、

ν噌’A 竺」 650 

n: : (1J 『実態調査』による。
(2）転職流入者463人の資料。
(3）移行型とは流入時と現在時の定着意志の位相の組合せ。
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移行型は，定着希望平行型35.2.?b，定着上向型31.5%，定着未定平行型24.0

M，定着下向型9.5%，流出予定平行型0.5%となっている（表ー7，参照〉。

定着意志に関与する職業要因との関連をみると，前職が隣接職種ほど定着

意志はたかまり ，高学歴・ 自営業者は定着意志はひくまる，また，退職理由

が「倒産 ・解雇」などの社会的理由であるとき定着意志はたかまり， 「賃金

が安すぎる」などの経済的理由であるとき，定着意志は分裂的となる。さら

に， 流入経路がパーソナノレな経路のときは定着意志はたかまり，組織的な経

路のときは定着意志、はひくまるO そして，職場適応がたかし、ほど定着意志は

たかまり，ひく いほど定着意志はひくまる。そのほか，港湾定着，会社定着

集固定着とのあいだには，相互に有意な関連があることなどもあきらかにな

った。

しかし，定着未定着に闘与する決定的な職業要因は，前職退職時に希望職業

があったかどうかであり，希望職業があったものは流入時から現在時にかけ

て，定着希望型は20.0%から38.7%，定着未定型71.0%から51.6%，流出予

定型9.0活から9.7%へと変化したのにくらべて，希望職業のなかったものは

同様に，定着希望型は45.55'-bから75.5%，定着未定型46.4%から25.6%，流

出予定型8.1%から3.9%へと変化している（この傾向は，定着意志移行型に

おいてもよくわかる〉。さらに3 現在時において転職可能な職業があるかど

うかも，同様な傾向がしめされている。 したがって，港湾労働者はみずから

の知識と技能の範囲と限界を認知して， その定着意志、を決定しているかのよ

うである。

港湾労働者は流出条件と して，低賃金への不満と高賃金への指向， 預金達

成と自営業の設立希望，適臓の選択性向，身体的不適応化といったものを，

順次あげている。そして， 転i磁可能な職業として，自動車運転手，大工，左

官，小売店主，工員，守衛など，かなり特定少数の職業をあげている。港湾

労働者は，港湾荷役にとくにイ中間関係の良さ，職長の親切さ，仕事：の適性，

会祉のおもいやりなどの側面を肯定的に評価することにより，より定着して
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いる。それに反して，集団のまとまり， 仕事の適性，仕事と賃金の刻応など

のfJllj而を否定的に評価することにより，流出しようとしている。しかし，よ

り現実的には港湾労働者トは労働条件に根強い不満をもっており，それにくわ

えて職務満足がひじように侭くいところから，つねに定着意識は動揺的であ

り，港湾、荷役の内部条件をいちおう肯定的に評価していても，外部条件にそ

れなりの誘因があれば容易に流出しているようである。

（付記 ここにあげた統計資料は，ほんの概要をのせたにすぎず，詳細な

資料と分析はさきにあけγこ報告書によられるこ とを，かねて希望する〉。

3. 港湾労働者の供給側蔚

A 港湾労働者の供給性絡

1968年横浜 ・神戸港の常用労働者の供給過程は，ほぼつぎのようにまとめ

られよう。港湾労働者はそのほとんどが転職者でしめられている。地方農業

県において零細な農漁業をいとなんできた農漁民とその家族従事者が，経営

不振，事業衰退におちいり，出稼ぎや流出のかたちで流入している。港湾隣

接県において，建築 ・商業・運送 ・手工業などの名目的な自営業をいとなん

でし、た都市勤労者，その家族従事務ーおよび雇用労働者が，経営不振・企業倒

産 ・生活困難のなかで排除され，港湾荷役に流入してきている。そして，中

小零細企業で不安定な雇用をくりかえしてきた労働者が，経済的不満や企業

倒産・縮少のなかで排除されて，港湾荷役に流入している。港湾荷役への流

入にあたっては，それを積極的に職業選択したわけで、はなく，知識や技能の

うえで負担を感ぜずに，みかけの「高賃金jやてっとりばやく稼げるという

魅力でもって流入しているといえる。

こうした港湾労働者の前職解体と港湾流入は，どのような語、l床をもつので

あろうか3 ひとことでいえば，日本資本主義の強蓄積段階における中小企業

労働者の不安定な雇用あるいは半失業状態にもとづく労働力流動，農漁民 ・

都市自営業者の階級分化と賃労働者化ということであり， それが，港湾労
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働者の供給性格であるといえる3 そして，港湾荷役資木は利用資木の階層支

配秩序のなかで，その資本蓄積をはかっていくにあたっては，独占資本が創

出する相対的過剰人口に，その労働力を依存していかざるえないことをあわ

せしめしている。こうしたことは，港湾荷役資本 ・賃労働関係にとり，戦前 ・

戦後を通じて一貫した基底的要因で、あり，なんらの変化がみとめられるもの

でないことは，すでにおおくの研究において指摘されているところである

がの，よりいっそう資本蓄積過程と過剰人口の具体的形態にかかわらせて分

析しておきたい。

1955年以後の日本資本主義の 「高度成長」段階において，農業は独占資本

とその政府の系統的な搾取・収奪により，零細農耕の存立基盤を急速にう し

ない，そこにおける潜在的過剰人口は都市工業部門に供給されていった。す

なわち，農業部門にあった若年労働力は大企業に吸収されるところとなった

が，中高年労働力は離村流出して賃金労働者となるか，通勤兼業労働者や都

市出稼ぎ労働者となって，建設・土木・運送 ・軽工業などの中小 ・零細企業

に雇用されるようになっていった。しかし1965年以降，これら非自立的な土

地もち労働者は農村に根強くのこり，潜在的過剰人口はほぼくみつくされる

かたちとなった。

都市自営業は，資木制工業の外業部と してその遅れた経営の新設と廃業を

たえまなくくりかえし停滞的過剰人口を保有して広範囲に残存してきた。

そして，そこには雇用資木から排除された労働力，雇用資本をもとめている

労働力や雇用資本に吸収されえない労働力が滞留しており，それら労働力は

中小 ・零細企業とのあいだを環流している。この名目的な自営業者と中小 ・

零細企業の不安定就業労働者は，パートタイマーや内l織とともに，停滞的過

剰人口を形成して，現代の相刻的過剰人口の主要な形態となっている。

いっぽう，中小 ・零細l企業は独占資本の蓄積基盤を直接に補完する役割を

はたして，生産規模も拡大して成長をとげる企業もあるとともに，選別淘汰

されて倒産 ・縮少する企業も増大しているが，全体として独占資本に系列支



港湾労働者の供給側面について 151 

配，収奪差別されながら成長をつづけている。中小・零細企業においては，

いままでその存立条件となっていた若年労働力を大企業にうばわれ，大企業

から排除されてきた中年労働力や中小 ・零細企業を環流している労働力を吸

収しさらにさきにのベた潜在的 ・停滞的過剰人口から労働力を補充してい

る。そして，みずからの存立基盤を維持していくために，中小資本は低賃

金 ・過度労働を強制するとともに，相対的な「労働力不足」をたえまない労

働力の環流でもって解消している。

こうした独占資本の資本蓄積機構の変化にともなう労働力の需給関係の変

化のなかで， 重化学工業化， 「技術革新 ・合理化」はその労働需要の性格を

大きく変化させるところとなった。すなわち，大企業では旧来の熟練労働力

と不熟練労働力の組合せは必要でなくなり，少数の高級な知識労働力と多数

の半熟練労働力が必要となってきた。そして，中小企業をその外環に配置し

それに熟練 ・半熟練 ・不熟練・複雑 ・単純労働力を雑多にかかえこませ，そ

れを有機的に利用するようになってきた。

こうした国民的労働市場にあって3 港湾労働市場はいろいろな矛盾をかか

えこんできたっ荷役資木にとって，独占資木による相対的過剰人口のたえざ

る創出，そのための労働力流動化政策や労働市場の情報化，さらには不安定

就業労働者のたえまない環流状況は，労働力調達にとって有利に展開してき

たかにみえる。しかしそこでは荷役資本の労働需要の性格が，不熟練労働

力を単純肉体労働力として長時間，肉体消牌的に使用してかぎり，最近にお

ける国民的労働市場の構造変化のなかにあっては，それに適応する労働力の

相対的不足はまぬがれず， しかもそれをめぐる建設・土木 ・運送などの雇用

資木とのあいだで，調達競争をはげしくおこなわざるをえなくなっているC

そうした「労働力不足」のいっぽうで，荷役資本は利用資本から荷役生産

性の向上をもとめられ，かつ港湾労働法によりそのための国家管理がつよめ

られ，過少資本蓄積のもとで部分的機械化の範囲をひろげざるをえなくな

っている。そして，それにともない作業形態を運転技能中心にかえざるを
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えないとき，その半熟練労働力の調達はますます困難とならざるをえない。

現在のところはまがりなりにも，荷役資本は独占資本の大規模な労働力のl虫

収・反発と相対的過剰人口の創出， なかでも流動的 ・停滞的過剰人口に依存

しそこで労働力を大量に吸収し大量に排出していくことで，利用資本の要

請にこたえ，かつ末｜！？間追及をおこなっているといえよう。

B 港湾労働者の供給価格

港湾労働者は，このような供給性格をもっているが，荷役資本にどのよう

な労働力として購買されているのであろうか。横浜 ・神戸港の常用労働者は

その前職構成からみて熟練度の低い職業分野から供給され，前職勤続年数が

かなり長いにかかわらず，異種職業に移動してきており，しかも転職時に同

一職業をさ して希望せず，さらに適職 ・縁故ということで流入していること

からいって，その労働力の性格は不熟練労働力であったことはあきらかであ

る。そこで注目すべきことは，その流入年令が20才代が中心であり，流入動

機が主として高賃金におかれ，しかも定着意志は腰かけ的であり，しかしな

がら転職可能性の少なさから定着している（ただし就労限界は40才前半と

もいわれている〉などである。

荷役資本は，いろいろな就業形態をとっているが，基本的には恒常的時間

外労働を予定した労働時間待｜！と交代制をとり，非連続的であるが「重作業」

をふくむ肉体労働をおこなわせ， 労働災害と職業病をともなわさ守るをえない

危険作業につかせている（労働過程の分析は， 『実態報告』にゆずりた

し、〉。このことは，荷役資本の労働需要性格が，たしかに不熟練労働力を調

達しながら，労働力再生産費用が低く，価値形成力も低い単純労働としてで

はなく，価値形成力が高く ，再生産費用も高くなる複雑労働においているこ

とをしめしている。そして3しかもひんはんではないが，過度労働をともなっ

ている。したがって，港湾労働市場は資本 ・労働の市場規制力や国家の雇用

政策などにもとづく階層別側而においては，当然ながら中小企業労働市場に
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属し，またl~E/Jlj ・年令・職種・熟練・強度などにもとづく複合的側面におい

てはさしあたって不熟練労働市場に属しながら，より現実的には複雑労働が

表商にあらわれた特殊な労働市場であるといえるのではなかろうか（め。

こうした港湾労働者の労働供給と労働需要の性格の結合は，その市場価格

をそれが一次的に帰属している労働市場でのそれよりもかなり高いものとな

らざるをえない。しかし港労法以前すなわち荷役資本が日雇労働者を自由

に大量に調達していた段階においては，日雇労働者が国民的労働市場の最低

供給価格に近い供給価格をもって港湾労働j市場に登場し，それが常用労働

者の賃金圧下をうながしてきたc しかし，港労法以降は国民的労働市場の構

造変化により．不熟練 ・複雑労働力の供給力は低下し，それをめぐる雇用資

木の調達競争はつよまってきた。そして，日雇労働の規制や過度労働の忌避

傾向のなかで，労働者のあいだの就労競争もよわまってきた。その結果，港

湾労働者は，港湾労働市場とも接合する前職の市場価格をはるかに上廻り，複

雑労働市場でもかなり高い供給何格を提示するようになってきたといえるO

荷役資本は，利用資本の階層支配秩序にとらえられ，その一環ーと して認可

料金によって資木蓄積が制限され．そのうえ部分的機械化のための資本投下

を要請されている。したがって，荷役資本はいっぽうでは雇用構造の転換か

ら比較的高い需要価格を提示して，港湾労働市場から適応労働力を調達しな

ければならないが，他方ではそれをむしろおさえなければならない規定関係

におかれている。この矛盾をなしくずしていくために，荷役資本はより低い

供給価格の適応労働力をめざして， 遠隔地の地方労働市場に縁故などをたど

って参入し，採用賃金の見かけの高さでもって最小限に調達しさらに~1吋、

企業労働者の流動性の高さに依存した早期入替え政策で対処してきている。

しかしこの荷役資木の雇用方法も，相対的過剰人口が豊富であり，そこに

不熟練労働力でかつ複雑労働を行いうる適応労働力が用意されているかぎり

であって，すでにのべたように適応労働力は減少にむかつており，しかもそ

れが雇用構造の転換のなかでゆきづまらざるをえなくなっている。
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港湾労働者の労働条件を，と くに建設 ・土木・運送 ・林業などの屋外労働

者と比較してみると，時間賃金および日労働時聞は最上位にあり，ただ労働

日数は下位にあるが，その月収賃金はやはり最上位におかれている。このよ

うな港湾労働者の労働条件は，屋外労働者が位置する不熟練労働市場の最上

位に属していることをよくしめしているとともに，現状における港湾荷役の

労働需要の性格からくる，労働者需要と労働供給の実態をよく しめしている

といえる。 したがって， 港湾労働者の市場価格は，中小企業・不熟練労働市

場に登場してくる相対的過剰人口からの圧下傾向にさらされた最低供給価格

に基礎をおきながらも，その労働需要の性格すなわち複雑労働を反映したも

のとなっているのではかろうか。

c 港湾労働者の流出条件

港湾労働者の供給は，国民的労働市場の動向からいっていちおう豊富に用

意されているようにみえるが，労働需要をみたしうるような状態がじょじょ

になくなりつつあり，それによって賃金上昇はさけられなくなっていること

が，いささかあきらかになった。ところが，港湾労働者は相対的な高賃金に

ひかれて， 港湾荷役に流入しそれに従事するわけであるが，ひじように短か

い勤続期間でもって，その過半数が退職している事情があり，またそのいっ

ぽうではかなりの退職労働者がふたたび港湾荷役に再流入している。港湾荷

役からの退職理由は，主観的には賃金不満と適職指向におかれている。こう

したことは，さしあたって‘港湾労働者にあたえられている賃金はじめ労働条

件が，過度労働をも ともなう複雑労働を再生産しうるにたるものでないのか，

あるいはその個別労働力が複雑労働という需要性格にそもそも適応していな

かったか，適応しえなくなってきたか，どうかにあるといえよう。

港湾労働は，賃金支払が時間賃金や日額賃金を基礎におき，労働時間待ljが

早朝 ・深夜 ・連勤をふくむ長時間労働制を予定し， また企業内の配置転換が
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ほとんどなしえないといった雇用構造をもっている。そのとき，港湾労働者

はその労働需要にみあった労働（力〉を提供しているかぎり，荷役資木から

排除されることはなく，それをつぐなう再生産費用すなわち賃金を要求しう

るしそれによっていちおうの労働力再生産を行っているとするかぎり，港

湾荷役に定着していよう。しかし，現実にある退職率のはげしさは，あきら

かに労働提供にみあう再生産費用を，荷役資本が支給していないことにもと

づくものであり，それへの不満が労働組合運動などで解決しえないところか

ら，自然退職あるいは自然流出というかたちで荷役資木に排除されていると

いえる。それて、もなお，港湾労働者が港湾荷役に定着しているのは，労働需

要にみあった労働供給をしているばあいは，再生産条件を引き下げることで

定着してるにちがし、ないし，労働需要を満足することのできない労働供給し

かなしえないばあいは，港湾、荷役にそもそも再生産条件の基礎をおかない，

すなわちあらかじめ供給価絡を引き下げるか，補完的生業をもったうえで定

着しているものとみなされる。

いっぽう，荷役資本はみずからの労働需要と需要価格にそくした適応労働

力として，労働者を雇用したとしても，それは労働者にとって労働力の再生

産がなしうるかどうかと同様に，事後的にしか確認できなし、。しかし，荷役

資木はその労務管理のうえで，それが「近代的」になったとしても専制支配

の機能を通じて複雑労働に適応しない労働供給を選別し，その労働供給にお

うじて需要価格を Fげて提示せざるをえないし，そうした労務管理を通じて

不適応な労働者を排除せざるをえなし、。現実にも，荷役資本は不適応労働力

を大量に排除してきたし，また排除することで港湾荷役をめぐる経済関係に

規定された需要価格を維持してきたのであるゆ〕。しかし，すて、にのベたよう

に，適応労働力の不足と流出のなかにあっては，大幅な機械化をおこない資

木の有機的構成をたかめえないばあいは，荷役資木は，労働需要によりみあ

った労働力の再生産をつぐないうる需要師絡，すなわち賃金をよ り高く提示

せざるをえなし、。そして，その需要仰l格をどのように設定するかは，荷役資
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木にとってその経営基盤を左右する主要な側聞であるが，それは独占資木が

国民的労働市場をどのように操作しようと しているか，荷役資木が利用資本

にどのように対応しうるかにかかわっているといえよう。

こうした労働力と労働の供給と需要の矛盾のなかで，その規定的で主要な

側面はいうまでもなく，その賃金が労資の力関係によって規定されるのと同

様である。すなわち，資本蓄積がつよまるほど，相対的過剰人口は多様な形

態をとって創出されてくるので，それによる賃金圧下をふせぐためには，労

働組合運動が決定的な斗争を組織していくほかないが，民間基幹産業の労働

組合はよく組織されているが労使協調・大企業主義におかされており，中小

企業労働者 ・不安定雇用労働者の組織とたたかいはひじよ うに立遅れてい

る。この立遅れの分野に属する港湾労働組合運動は，そのたたかいの伝統性

や組織率においてよりすすんだ分野をしめてはいるが，運動の基礎に組合員

の多数をしめる短勤続労働者をおいておらず，そのほとんどが企業内組合と

なって荷役資本との融和協調を方針としているため，労働条件の飛躍的で決

定的な改善をかちとるにいたっていない（この点では，戦後一貫してつづけ

られている荷役資本と利用資本による全港湾の弱体化は成功しているかにみ

える〉。したがって，港湾労働者は労働供給にみあわない賃金，すなわち労

働力の再生産条件を引き下げるなかで，港湾荷役に定着せざるをえなし、。

しかし，荷役資本はその労働需要にみあう需要価絡をおおむね提示しない

のであるから，港湾労働者は過度労働をもともなう複雑労働，萎縮的な再生

産にたえられなくなって，荷役資本が積極的に排除しなくても，港湾労働市

場から反発されざるをえない。

港湾労働者は，そもそも港湾荷役を長期的な職業と考えて流入しているわ

けでもなく， なんらかの誘因でもって流出する可能性をもって就業してい

る。そうした主観的状況のなかにあって，荷役資本が提供している労働条件

が，港湾労働者にとって満足のいくものでないとき，ますます容易にあるば

あいには供給価格を引き下げてでも転出していく。しかし，港湾労働市場か
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ら流出ないしは排除された労働者は，その労働力の性格からいって登場しう

る労働市場の範囲も限定されざるをえない。流出労働力が，若年労働力であ

ればまだしも，港湾荷役において労働力が陳腐化していればいるほど，その

経済的地位は低くまらざるをえないし，より不安定な雇用のなかに閉じこめ

られざるをえないであろう。そのことは，港湾労働者の再流入によってもし

めされていよう。したがって，港湾労働者にとって，港湾流入じたし、もまた

港湾流出も，独占資本が中小 ・零細資本を系列支配する経済機構と，それが

うみだした相対的過剰人口とに直接的に圧迫をうけ，きびしく搾取される中

小 ・零細企業労働者として低賃金制度に釘づけられ，つねに生活不安にさら

される繰返し以外のなにものでもなし、。

若干の結論と展望

港湾荷役資本にとって，港湾労働者の不足傾向は，港湾荷役生産力とその

請負性格とに矛盾せず，またそれにともなう賃金上昇が利潤追及と資本蓄積

をそこなわなし、かぎり，企業資本としての存立をとわれることはなかった。

しかし， 1961年の船混みに封iiiを発して，利用資本が港労法を強制し，それと

同時点で不熟練・復雑労働力の供給が傾向的に停制し，若年労働力の吸収が

ますます困難になってきた。にもかかわらず，費用価格を主として構成して

いる賃金の上昇にくらべて，荷役料金が低位に据置かれているため，労働力

不足と賃金上昇は荷役資本にとって企業の存立をあやうくし，利用資木から

はむしろスクラップアンドビル トさえもとめられるようになってきた。そこ

で，荷役資木は労働力を供給価格の低い地方給源地から調達し，部分的機械

化をすすめ，港労法の制約からも日雇労働者の放慢調達・無権利労働の依存

から，常用労働者の最小調達と「合理化」 の推進へと転換せざるをえなくな

り，さらには適応労働力の安価な定着対策や技能労働力としての養成などに

よって，いささかとも経営課題の解決をはかつてきたかにみえる。

しかし，いわば港労法以前は日雇労働者を停滞的 ・潜在的過剰人口に依存
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していたが，国民的労働市場の構造変化から，港労法以後は常用労働者の調

達を流動的過剰人口におかざるをえなくなったとしても，低賃金の若年労働

力の吸収はやはり困難であり，中高年労働力だけで、は機械化による雇用構造

の転換ははかりがたいという状況におかれているといえよう。したがって，

荷役資木が港湾産業のなかで，その用役生産力の主要な担い手としての地位

を堅持しよ うとするためには，利用資木にたいしてどのような経済的 ・社会

的な刻抗力を，どのように発揮しうるかにかかわっていよう。それは，認可

料金をめぐる運動，コンテナターミナノレをめぐる運動，地方自治体との関係を

めぐる運動，技能労働力の育成をめぐる運動において，荷役資本がどのよう

な結束をもって利用資本や国家権力に刈J/Lするかにあるが，荷役資本；の自己

運動からその力がうまれるかどうかは，いまのところうたがわしい。

港湾労働者にとって，港湾荷役はたしかに生活を維持しいささかでも改

善していく にあたって，その労働力の熟練性格からいって比較的に高い稼得

賃金をうることができるとともに，転職過程の格好な中継点にあるにちがい

ない。しかし，荷役資本は労働供給にみあった需要価格を提供しえず，港湾

労働者は港湾から流出せざるをえない。たしかに， El木資本主義の「高度成

長」と生産技術の進歩は，不熟練労働力が雇用されうる産業 ・職業分野を広

範囲にし，独占資本の労働力流動化の促進とあいまって，雇用資本をとりか

えることによって，あたかも生活向上をはかりうるのではないかという幻想

を持たせるにいたっている。だからといって労働者が，中ノj、企業資木をたえ

まなく移動することは，雇用資本にとってはさしあたってその存立を擁護す

るものであっても，労働者にとっては低賃金制度にますます閉じこめられる

にすぎないだろう。このことは， 労働者の民主的権利の一つである最低賃金

制の欠如によって，さらにつよめられている。

港湾労働者にとりその転職は，生活向上にかならずしもつながらないこと

があきらかならば，港湾労働者のとりうる道はその労働条件を着実に向上さ

せていくほかはなし、。ここでの問題にかぎってみれば，港湾労働組合が独占
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日次

まえがき

1. 港湾荷役企業の構造・性格
(1) 港湾荷役企業の怠諸島
(2）企業の特徴，類型と形態

(3）会社の機構と部課tlill
2. 人事管理と現場政営者

(1) 昇進昇給の評価と制度

(2）現場＇iV.i.督者の責任と権限
3. 賃金管理と労働時間

(1）賃金体系と支払形態

(2）賃金管理の立識

4. 原用品先造と雇用管理

(1）常用労働者の供給と経路

玉井克輔
（海上労働科学研究所）

(2）慣用労働者の定着と流移動

(3) 不安定雇用~jl)J.支一一 日雇労働者と季節ヲ；働者一一
付記港湾労働組合と労使関係

まとめ

はしがき

港湾運送事業のなかでも港湾荷役企業の近代化は著しくおくれている。そ

の原因を港湾荷役企業のみに荷すことはできない。むしろ資本主義的生産機

構のなかで港湾荷役企業が矛盾そのものとして，その非近代性を背負うこと

によって精子を与えられたところに未近代化の原悶がある。それゆえ港湾荷

役企業の近代化は，企業の側から発展的要求として打出されたものではなく，

その非近代性にもはや利用価値を見出さなくなった港湾利用資木によって政

策的に要請されることになったものである。しかもそれは近代化ではなく

「近代化Jであったo＇子供に大人の装いをさせるように，困難と滑稽はまさ
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に未近代化のままの「近代化」にあったっしたがって労務管理もまた未近代

性をとどめたままに「近代化」がすすめられざるをえないことになる。それ

は浮勤労働力である日雇労働者に依存する不安定就労制度が，いまだ政策と

して打wされ，港湾に不可欠（であるかのごとく〕なものとされている一時

金みてもわかる。

この小論は，；横浜，神戸，京京の各港で・行った港湾運送業の労務管理に関

する調査にもとづいて，港湾荷役企業における労務管理の近代化をさぐり，

その問題点についていささかの論及を試みたものである。

なお使用した表の出所は以下のとおりである。

表1,2 …… 「港湾運送事業実態調査械告書」運輸省港湾局（2t1）より作製

表3,11, 1'!, 15 －… 「東京港における港湾運送業現況」東京港運協会

表4～10,12・－… 「港湾労働実態調査Ni告書」運輸省港湾局（44.1) 

表13 …・ 「路運統計資料」逆輸省

ト 港湾荷役企業の構造・性格

(1) 港湾荷役企業の意義

港湾運送事業法の第lf:韮から第5;fillまでに規定された港湾運送業は，その

港湾運送に果す機能によって，元請行為を主体とする一般港湾運送事業と下

請行為を主体とする他の4業種に区別することができる。本論では以下述べ

るような制点から．後者を港湾荷役企業とよぶことにする。現実にはこの両

機能を有する港湾運送業は少くないが，労務管理がすくなくとも労働者を管

理対象とする｜浪り，両業種がおしなべて中小企業の偽情にとらえられうると

しても，明確に分けて考察される必要がある。

まず一般に ， 一対立地湾運送司，：；誌は j•，：：）資木金N佼企業であり，港湾荷役企業

は低資本金規模企業である。表1では払込資本金規模の増大とともに一般港

湾運送事業の数は噌大するが，港湾、ポJ役企業（筏を除く〉の数は減少してお

り，ほぼ1,000万円をさかいにしてその割合は逆転している。特に 100万円



数 （業態別・港湾別〉業人』二別金木資込払表－1

言十

。 1 13 81 
A その他 。 14 36 48 120 

計ー 。 15 49 78 42 201 

六大港 5 26 5 6 81 
B その他 3 6 2 1 15 

吉十 8 32 7 7 96 

六大港他 1 124 
c その 。 。

言十 1 17 58 33 124 

六大港他 1 4 11 2 。 20 
D その 1 1 2 。 。 4 

言十 2 5 13 2 2 I 。 24 

六大港 35 45 45 6 。 132 
E その他 。 2 4 1 1 8 

計 35 47 49 7 1 140 

六大港 58 86 74 43 15 14 290 
F その他 22 19 21 18 3 5 88 

計 80 105 95 61 18 19 378 

六大港他 9 22 
、

32 2 8 112 
G その 32 44 49 30 2 8 165 

41 66 88 62 4 16 277 

六大港他 105 180 840 
その 55 83 118 100 16 28 100 
総計 160 263 384 284 57 92 ], 240 ' 
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表 2 兼営事業の業種別企業数（業態別〕

（〕は%

兼 営 事 業 障害想
業態亡さl説委｜倉庫業 ｜通運業 ｜重点 ｜題filitll霊智翼｜その他 話企業の

1/ （ヰ（39.8)1 (60. 1ll ~ ¥5掛川
イc23.~5 / (19. El (53. !j/ (37. ~5 1 (53. !jl c寸

斗 凶 271 71 501 251 判 651I (22. O)I ( 5. 7)1 (40. 7)1 (20. 3)1 (97. 6)1 (52. 8)1 

71 (14.35/ (28.651 （バI(14. 3sl c。！｜臼7.151 
61 （。~1 ( 2. 25/ ( 8. 15/ (56. 5)1 ( 6. 5)1 (75. gl 

F I 3011 (22. ~； 1 （ヰ（5／~51 (14. 3)1 ( 8. ~5 1 必｜
,,  ~ (23 zil cso1:ll (29 :ll C 7.功例！？！｜

計 l 脱臼6.1)1(22. 3)1 (53. 2)1臼8.7)1 (36. 7)1 (58. 4〕
I 2521 2221 5291 2851 3651 580 

〔表ーL 2の業態A～Gの内容〕

A・H ・－－一般港湾運送事業（無限定〉の免許を受けている者（他の港湾運送事業の免
言ti:を併有している者をも含む。〕

B…・・Aに掲げる者以外の者であって一般港湾運送事業（乙仲限定を除く限定）の
免許を受けている者（船内荷役事業等すなわち，船内荷役事業，はしけ運送
事業，沿岸荷役事業叉はいかだ運送事業の免許を併有している者を含む。〉

C…・・Aに掲げる者以外の者であって一般港湾運送事業（乙仲限定〉の免許を受け
ている者（船内荷役事業等の免許を併有している者をも含む。〉

D……船内荷役事業の免許のみを得ている者
E…・・・はしけ運送事業の免許のみを得ている者
F…・・・沿岸荷役事業の免許のみを得ている者
G・・…・船内荷役事業等のうちのいずれか2以上の事業の免許を待ている者ーであって

一般港湾運送事業の免許を得ていない者

以 ｜ごでは前者は1.3%，後者は98.7%,100万円を越え300万円まででは前者

は15.2彪， 後者は84.85杉と著 しい対応、がみられる。

こう した資本金規模の違いは表 2でみるように港湾運送業以外の兼営事業

によるところが大きし、。一般港湾運送事業で兼営事業のない企業はわずかに
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2.1%でしかない。港湾荷役企業でも71.1%が兼営事業を有している。しか

し兼営事業を有する企業では，一般港湾運送事業は41.5%と圧倒的に大きな

比率を占めている。このように全体では80泌が兼営事業を有しているがp 一

般港湾運送事業と港湾荷役企業とでは 1企業あたりの平均兼営事業数で，前

者は2.8%，後者は1.6%とほぼ1業種の差がある。 したがって一般港湾運送

事業の高資本金規模は兼営事業の資木を含めたものであり，港湾運送業は多

事業経嘗の一環としてなされていると理解できる。したがって本来の港湾運

送資本はもっと低規模のものであるはずである。これに対して港湾荷役企業

の専業性が強いことはいうまでもない。

次に雇用労働者の数であるが，兼営事業規模の大小多寡によってその数に

大小が生ずるわけで‘あり，港湾荷役が基本的には手労働を主体とする労働集

約性の強い生産行為であり，多くの作業員を要することを考えれば，港湾運

送業におけるいわゆる従業員規模は，常用労働者の数で示されるべきである。

表－3 港湾運送業の企業規模（東京〉
（社）

ぷ尽｜～300 lト！日1～ 11,001～15, 001～ 万円 500 1, 000 5, 000 ’ 合

0～9人 3 

10～19 10 

20～29 〔2〕 〔4〕 14 

30～99 5 

100～299 〔l〕 7 

300～999 2 

ii 〉、 I (Z) I (l) I ？〕
計〔2〕 5 〔l〕 2 5〕 ｜｜ω 11 〔l〕 12 〔12J 41 

注．（ 〉は兼；当事業なし， 〔 〕は兼業1種類，他は兼営事業2称以上を有す。
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さらに一般産業と異なり，元詰行為を行う一般港湾運送事業が，下請行為を

主体とする港湾荷役企業よりも，保有常用労働者数が必ずしも多いわけでは

ない。したがって港湾運送業の企業規模は，たとえば表3のように資木金と

常用労働者の双方の規模によって示されることが実態に則したものといえ

る。

こうしたことから，一般に港湾荷役企業は下請を主体として専業性が強く ，

資木金規模は低くても多数〈少数の場合は勿論のこと〉の常用労働者を保有

していると考えることができる。

(2）企業の特徴，類型と形態

港湾荷役企業は，そのほとんどが中小企業であり，海運産業，大手商社（荷

主〉など独占企業の 1）系列的下請， 2）専属的下請， 3）流動的下詰に類

型別できる。 1), 2）ともそれぞれに倉庫業，運送業，荷主筋とのつながり

があり，多くは創業の当初から上位大企業との従属的関係をもっているが，

表－4 港湾荷役企業の創業時期 （類型別〉 一神戸・横浜一
（社，%〉
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特定の系列 ・下請関係にないと考えられる浮動的下請がきわめて多く，表4

のように全体的に・港湾荷役企業の約半数が戦後の発生であるなかでも，その

占める比率はかなり特徴的である。表5，表6でこれらを企業形態別にみる

表－5 港湾荷役企業の創業形態（時期別）

i～ I ~t.§;2日開｜昭和20年～ ｜～ ｜合
明治30年大正14年昭和20年 ｜現 在

（干上， %) 

計7率
組 4 12 2 2 20 29.0 

合資・有限 1 9 11 15.9 

株 式 2 3 19 24 34.8 

そ の 他 5 4 1 4 14 20.3 

合 9 19 34 69 100.。

表－6 港湾荷役企業の創業形態（類型別〉
（社）

組 l合資叩式｜その他 ｜合青｜
1 2 3 6 

系列的 運送業系列
下請 T ？ 7 10 

荷主筋系列 1 4 6 

2 2 1 5 

専属的理 運送業下請
下目白 2 6 9 

荷主筋下請 5 2 1 3 11 

浮動 的下 請 8 2 6 1 17 

そ の 他 2 2 5 

メl二』1 20 11 24 14 69 

と，専属的下請浮動的下請は組組織として発足したものが多く ，そのほとん

どが明治大正期である。これにくらべて株式会社として発足したものは，類

型上は平均しているものの戦後創業が圧倒的に多い。
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戦後の法人化や法人としての創業は，港湾荷役統制会社の解散，職業安定

法による労務供給請負禁止 （22.10），港湾運送事業法施行（26.5），全港

振設立（28.1），その後の港湾合理化の諸政策を契機としており，現在港湾

荷役企業は40企業を除いて法人となっている。（注）しかしこのことは必ずしも

企業の近代化を意味するものではなく，企業が拡大発展し企業形態が変化し

たとしても，下請企業として機能する限り， 「会社」によってむしろ非近代

性の実態が隠蔽されて（いる〉きたともいえるのである。会社の機構にもそ

の一端をうかがうことができる。

法：「港湾運送事業実態調査報告書」運輸省港湾局（42）。 40年10月現在。

刷会社の機構と部課制

会社の機構は，資本金規模が5,000万円を越えると兼営事業が多くなるに

したがって大型化多様化し，部課制が単純なものから複雑なものへと変化す

る傾向がある。 5,000万円以下の場合は，総務部・営業部 ・業務部，総務部

業務部 ・作業部，あるいは総務部・経理部 ・営業部などの3部制が典型であ

り，業務部一事務課・現業課，といった単純な 1部制は 1,000万円以下の単

独専業者に多くみられる（低資本金規模の下層ではこう した部制も形式だけ

となる〉。

企業規模の拡大，すなわち単一業種の拡大や業種の複合化，（兼営事業の多

岐化も影響する〉につれて，現場担当の労務（現業〉部門と生産部門は水平

分化（一般に総務部から労務部が独立する〉し，職能の独自性が明確になっ

てくる。出張所，営業所，支店業が本社（本店〉の各部と並列に配置される

労務部門の管理機構は，部課編成のない企業では，生産管理機能そのものに

そく した労務管理が，職能的にも組織的にも未分化のまま実施されており，

戦前はほとんどがこの形態であったと考えられる。

部課編成をとっている企業（多くは昭和30年代〉では，そのほとんどが上

述したように生産部門と労務部門の水平的職能組織になっている。いずれの

企業も作業員の指揮監督については生産部門が掌握しており， 労務部門は直
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接的な労務官：理の合理的遂行をスタッフ ,l;'j ）門 として確保している。生産rn~門

より 労務部門に移転した労務職能は， 主として作業員の雇用，作業能力の五fl~

持労働条件の決定などであって，これらの機能配分は託金の支払，作業員の

配置， 安全衛生虫、j策などの点で企業問lに相違があるη

最近に宅つては， z,:j役機械化にともなう技能汚f~IJ 汗（た と えば運転員〉の

竹理，労働災害の防止運動などを統什ll':J組織的に’k：践するため，新らしい刊

現部門が要求され，安全管理E室，J長械作業部，あるいは企画調査室や屯算室

などがI者設されている傾向もみうけられる。ただこうした設備投資は一定規

模以上の資本力を前提とするものであり，港湾荷役令業における規模の拡大

がない限り全般的趨勢となると考えることはできない。

2. 人事管理と現場監督者

ω 昇進昇給の評価と制度
港湾荷役企業において， 昇進昇給制度が実施されるようになったのは，部

課制の採用と同じ戦後のことであり，それも30年の後半から40年代にかけて

で・ある。制度の内容として勤務評定の実施と昇進昇給基準設定の有無につい
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表－8 地約ラ；fJilJ背の!j／.給i¥1'-(1而要素の得点

郎作者 INW,Jf＇！＇業員 I?i1Jr= f'r；業員 運転只

1日l 統 数 1. 3 1. 3 

~·u, ;f)5 11X; 2.6 2.4 

q；~ 務 ブJ 2.0 2. 1 2.3 

ri: : 1'J ，，；~合’ fij- 6 

てみたのが安7である。前古はほぼ半々であり，後手；・はむしろ設定せぬ企業

の方が」ーまわっている。96社のなかで、は，両方併せて矢泊しているのは20村，

m務評定のみは14社，昇進昇給基準設定のみは9ネLいずれも実施していな
い企業は実に26{!:(27%）もある。

昇給評価の要素を勤続年数，勤務成績，職務能力とした得点は表10のごと く

監督者や運転員はその職務能力が重視され，作業員では勤務成績の方がより

重視されているようであり，いずれも勤続年数については余り比重がおかれ

ていない。不熟練労働j，日雇労働者に依存できる手荷役労働の性格が勤続年

数に左右されることが少し港湾荷役労働力の流動性が勤続年数による評価

を風化させてきたものと考えられる。

(2) 現場臆督者の責任と権限

現場!Nii:督者の責任と権限のあり方は，各港によって大きく異なっており，こ

れがその港の歴史的伝統的な特性を表わしており，近代化の一つの指標なっ

ているともいえる。一般に船内荷役における基木的な管理体系として，作業課

職員の職掌は受注作業量によって必要労働盆をきめて，その生産計画を監督

に命令する。監督はこれにより作業集問（ギヤングやグループ〉の手配，割付け

を行い，その「F業計画を班長に指示しその作業遂行をfjfii:脅する。職員と5i¥i:

'/;.ifの職掌P士号｜匝i的管:f!E的配督的なものである。 これに対して班長は聡督から

指示された作業計画に従し、作業集団を指揮し，組長は班長の指揮をうけて作

業員を直接指揮し作業を遂行するというより直接的な現場第一線院督者と し

てのl隊学をすjすると考えられるコこれは沿岸の場合も基木的にはほぼ同様で



表－9 船内荷役企業の現場監督者の責任と権限

持i ｛及 や11 戸 耳E 庁、

職員 1乾杯班長組長｜職員政管責任班長 ｜職員 監督班長田班長

a.新入従業員の配置を決める。 ⑮ 38 13 8 ＠ 8 ⑪ 25 29 33 

b. 日雇労働者の配置を決める。 25 ⑮ 38 ＠ 17 8 33 ⑧ 29 33 

c.作業現場の期l付を決める。 25 ⑮ 13 ＠ 17 17 44 ⑬ 14 33 

d. を途中で変更する。 13 ⑬ 25 ＠ 33 8 39 ⑬ 14 33 

e. 新入作業員の作業を教育的に指導する。 50 13 ⑬ 50 42 ⑬ 22 38 86 ⑩ 

f.時間外通し労働をするギャングを指名する。 ⑬ 50 ＠ 17 28 ⑬ 14 

g. II 作業員を指名する。 38 ＠ 25 25 ＠ 17 8 17 ⑮ 43 33 

h.作業貝に個人的注意を与える。 13 ⑬ 13 ⑬ 33 50 ⑬ 28 38 ⑧ 33 

i.作業員から苦情をうけつける。 ⑬ ⑬ 13 ⑬ ＠ 50 33 44 50 ＠ 33 

j.会社の方針を作業貝に説明する。 ⑩ 38 13 25 17 ＠ 50 ＠ 63 29 33 

k.危険な作業用具の使用を禁止する。 50 ＠ 38 25 8 ⑬ 50 25 44 ⑩ 29 33 

I.会社に貨物の事故を報告す多。 25 ＠ 38 13 8 ＠ ⑫ 8 44 ③ 29 33 

m.作業の良否を判断し、作業方法を変更する。 13 ⑮ 38 13 17 50 ⑬ 8 39 63 57 ＠ 
n.特殊な作業手当の支給の可否を決める。 38 ＠ 38 8 ⑬ 25 ＠ 25 ー
o.不良積イ寸の手直しを命ずる。 13 ⑬ 38 13 33 ＠ 25 33 63 29 ⑬ 
p. フォーククレーンの使用計画を決める。 ③ 63 25 ＠ 25 39 ＠ 
q.荷役用具の使用計画をきめる。 ⑮ 63 13 13 17 ＠ 17 25 39 ＠ 
r.荷役機械用具の段取がえを変更する。 25 ③ 50 13 17 ＠ 50 17 39 ⑮ 14 

メd、 計（平均値） 43 57 22 20 6 67 36 17 40 57 33 31 
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注.oは項目別にみた上位3位までのもの。
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ある。

表9の設問では，全体的に監督に権限が集中しているが，神戸港ではそれ

が圧倒的に大きし、。作業員の配置，作業現場の割付，荷役機械機器の使用計

本社本船間i主給

I flI 長［

I ~ 

（横浜）

（東京）

（神戸）

本社はりつけ

図－1 労務管理の基本的体系

日

画，作業方法の決定，あるいはそれらの変更などの基木的管理の権限はほぼ

監督（一部は職員〉に委譲されている。これにくらべて，班長（責任〉組長

（班長，副班長〉の権限は，新入作業員の作業の教育的指導，作業員への個

人的注意あるいは作業員からの苦情の受付など，作業員と密着した人間関係

の調整に重点がおかれていると考えられる。

このことは港湾荷役企業が組親方を中心とした組組織から近代的な会社組

織に拡大発展していくにつれて，おのずから近代的労務管理体制が必要とな

り封建的人間関係に立脚した組長あるいは班長による直接的強力な労務管理

の権限はすでに陳腐化される限界に至り，その権限が（職員から監督へと下向

的に委譲されたものではなく〉上位職制である監督に吸収され，そのままそ

こにとどめられた（とどめざるをえなかったかとどめることが有効であっ

た〉ことを意味する。もっともこの監督の多くは組長や班長の昇格した職制

であることは，機構的にはともかく，実態的に封建的人間関係の残置がある

ことは想像できる。これは船内作業の特殊性もその一因となるものであり，
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表－10 港湾荷役企業の賃金体系（事例〉
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したがって沿岸の場合は上のような権限は，むしろ一般に職員のものとなっ

ている。

3. 賃金管理と労働時間

(1) 貨金体系と支払形態

船内と沿岸の作業員および運転員について賃金体系の諸例を示すと表10の

ようになる。運転員を対象と した運転手当・特務手当・技術手当などを除け

ば職種間で賃金項目に著しい違いはないが，出勤奨励のための出勤手当，皆

勤手当が基準内賃金 としてあることは， 「出勤日数をあげるための労務管

理」の具体策であり，港湾荷役企業の賃金体系の一つの特徴であろう。また

家族手当や住宅手当の採用はきわめて低く，時間外手当もすべてが労働基準

法の算定方法にもとづいているわけで、はない。

賃金の算定基礎は，運転員の一部を除いては時間給（船内が多い〉や日給

（沿岸が多しつになっており，支払形態も日払，旬払，月 2回払，月払と区

々である。これは日払から月払へと変化する傾向にあるが，常用化以前の生

活形態と慾求構造にそくした賃金日払への慣習的要求は，月 2回払制と して

まだ残されている。

表10での時間外手当と ともに深夜割増手当，休日出勤手当などにみられる

ように，所定就業時間外労働が恒常的に多くなっており，神戸，横浜にくらべ

てそれらが少いといわれる東京の場合でも表11のような値を示している。ま

た就業時間制は，多くは（とくに船内〉職場往復時間1時間を見込んで，就

業時間9～10時間， 実働8～9時聞が多く，沿岸はこれより30分～1時間少

くなっているところが少数あるが，全般的にはこれらのことは，港湾荷役労

働がまだ過剰労働であることを否定するものでないといわねばなるまい。

(2）賃金管理の意識

賃金管理については，企業ごとの賃金体系を打出していこうとする意識は

非常に強い。基本的に年功給的要素よりも能力給的要素を重視する傾向にあ
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表－11 1時間外作業時間 （東京〉

（各月 1人平均〉

最ゆ
鮮等j治岸 ［筏｜間違

42年10月28.0 81. 0 48.G 13.0 5.0 101. 0 36.0 39.0 55.0 36.5 36.4 

II 11 8.0 57.5 H.3 12. 0 113. 53. 7 12.0 78.5 55.2 8.0 64.0 41. 5 33. 142. 0 37.6 

II 12 23.Q 62.0 45.9 12.0 108.0 60.8 8.0 87.7 35.9 18.0 55.0 39.8 32. 1 46.0 39. 1 

43年1月31. 0 48. 0 39.6 13,0 100.0 53.7 ~.o 75.6 26.6 16.0 55.0 38.8 22.0 38.0 28.3 

II 2 12.0 51. 0 38.1 8.0 107.0 53.5 5.0 57.1 26.8 9.0 55.0 42.0 23.0 27.0 24.4 

II 3 26.0 52.0 44. 1 8.0 139.0 61. 4 5.0 63.0 31. 7 6.0 56.0 38.3 23.5 36. 0 29.2 

／／ 4 18.0 76.0 48.3 10.0 163.0 64.6 4.0 89.6 34.0 6.0 63.0 43.3 27.0 37.5 31. 8 

II 5 23 0 58.0 44.2 12.0 103.0 54. 7 3.0 80.0 34. 7 7.0 64.0 45.0 20.0 37.0 28.5 

II 6 19.0 60.0 ,17. 8 4.0 119. 0 56.5 3.0 90.7 36.9 079. 8 44.8 20.0 45.0 31. 4 

II 7 31. 0 56.0 45. 0 6.0 133. 0 60.3 2.0 80.0 33.4 12.0 55.0 41. 3 21. 0 34.0 27.7 

II 8 26.0 87.0 48.4 7.0 ll8. 057. 4 5.0 109.0 34.4 6.0 55.0 38.8 16.0 34.0 22.7 

II 9 19.0 76.0 45.3 11. 0 138.0 63.2 4.0 95.0 35.4 16.0 55.0 42.3 16.0 34.0 26.3 

月平均 45.0 58.2 33.4 41. 0 29.6 

記入社数｜ 8 10 26 4 3 

るが，作業手当，出勤手当，役付手当などの新設や増額を希みながらも，出

来高給部分より固定給部分を増大することには余り積極的な姿勢はみられな

い。こうした傾向には，港湾荷役企業が労働市場における他産業との競合を

有利に展開せんとしながらも，他方で荷役需要の波動性に対応する賃金操作

を避けえない賃金管理の限界と困難があらわれているといえよう。

4. 雇用構造と雇用管理

位） 常用労働者トの供給と経路

港湾荷役企業における常別労働者の出身地は，その多くが企業所在の県

その近接県であり， やや広範囲にみればそれらの諸県を中心とした地方に偏
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っている。その反面特定の遠隔地からの出身者があるが，これは主に港労法

施行による常用化および荷役機械化のための新規の若年労働力の需要急増に

反して，都市大企業の労働力市場独占による中若年層を中心とした常用労働

者の他産業への流出と，都市停滞労働者の減少のためにすでtこ，港湾都市や

その近在における港湾労働者の供給が不可能になってきたことを物語ってい

る。

たとえば東京港では，東京．千葉が圧倒的に多く，神奈川，茨城がこれに

続き，京浜葉地帯が主な供給源となっており，次いで北海道，新潟などが多

い。横浜港では神奈川出身がその半数を占め，次いで東京，北海道，福島，

秋田の順であり，東北， 北海道地方の労働力依存が強く，供給分布は関東地

方から北にのびる。神戸港では兵庫が%を占め極端な片寄りがある。次いで

長崎，鹿児島を中心とした九州地方が多勢をしめ，四国，中園地方と続き，

供給源分布は横浜，東京とは対照的に関西から西日本に広がっている。

このように港湾荷役企業は遠隔地へ労働力市場を開発し，地方農漁村部の

失業・半失業農漁民・労働者の吸収をはからざるをえない（しかしそれとて

も大企業の積極的な地方進出による地方労働力の集約的収奪のためにおびや

かされつつある〉。

こうした常用労働者の供給経路は，個人の縁故によるものが多い。 これは

経営者，職員，作業員の縁戚知己の紹介に依存する雇用方法であり，既用作

業員の勤務成績や人柄などが，その作業員の出身地と同じ地域に人的なつな

がりを求める契機となることも少くなし、。こうしたいわば「かき集め」によ

る直接的雇用方法は，新聞広告，炭鉱離職者の現地募集，特定地域との長期

的な雇用慣習によるものなどがあげられるが，後二者は一般的傾向としては

とらえがたし、。これらにくらべて政府職業紹介機関を媒介とした間接的雇用

方法である職業安定所紹介の供給は，縁故の次に多い。会社の経営内容やネ

イムパリューよりも，こ うした縁故関係や労働政策に依存して労働力市場に

参加しなければ（してもなお〉需史労働力を満たしえないところに，港湾荷
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役企業の中小企業性が現われているといえる。

（め常用労働者の定着と流移動

しかしながら上記のよ うにして 「かき集め」た常用労働者の企業定着Jm聞

は短かく，流移動はきわめて激しい（ここで砂勤は企業の，流動は他産業｜切

との移り変りをいう〉。たとえば表12で横浜神戸港の昭和40年から43年まで

の退職者数とその比率をみると，どく一部を除き，各年とも勤続6ヶ月未満

の退職者が圧倒的に多く， 4年間平均41%～69%になる。 これは1年未満を

とると，港，船内，沿岸をとわず半数を下らず， 4年間平均は実に61%～82%

におよぶ。 しかもその比率の船内における増加傾向と沿岸における減少傾向

表－12 '/¥f；’用港湾労働者の退職者数と比率

｜ 1年以上 I sヶ月以上 i I 
3年以上 ｜ 3年未満 I1年未満 Isヶ月未満 ｜計

%｜｜ 矧｜ %｜｜ %｜
121 11. 71 291 28.刻 26125. 21 361 34. 91 103 
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とは刈照的であり，その作業条件の違いと荷役機械化によるその改善の遅速

に対する反応があらわれているJ この総労働者数に対する比率は30%～40%

になる。しかしながらこう した早期患職の傾向は必ずしも常用労働者充足率

の慢性的な低下を示すものではなし長期的にみると常用労働者の30%～40

活はたえず流移動を行ーい恒常的に不足充足をくり返しているものと考えられ

る。その流移動の原因については，多くは ｜一身上の都合による」退職のた

め数量的に詳細を山爆することはできないが，労働力の不足，定着，移動，

流出などに｜刻する管理者の7品、識にその主要なものを探ることができる。

まず労働力の不足に対しては，企業定着を高めるための労務管理を基本ゴj

針とし，岡崎に機械化による合理化を志向している。また出動日数を高めた

り，基幹作業員の再訓練による作業能率の向上をはかることにより，相刈的

な企業内労働力不足を是正しよう としている。では企業定着を高めるために

志向し失施されているものは何か。第一に賃金水準の引上げで、あり，第二に

社宅や寮の建設と退職金制度の整備すなわち福利厚生の拡充で、ある。そして

第三に組長などリーダーの再教育による人間関係の円滑化が積極的に打出さ

れている。これに反して，就業時間の短縮，有給休暇，休日の増大，レクレ

ーションの活発化などへの志向性は弱し、。 ここでは交通労働と しての長時間

労働，JillMc労働がかなり固定観念として是認されており一一実はそれこそが

交通産業における典型的な労働力搾取のメカニズムと考えられるのだが－ー

そのため労働密度が強化されていくなかでは相対的なものと してしか意味を

なさない賃金水準の引上げが，かなり可分離的にとらえられていることに

なる。がそれはまた作業効率の向上と労働環境の改善を図るために，長lら整

f1iil，改if-，開発できる主要生産手段を有しないーーかつてはそのことをむし

ら企業にとって臼利とすることもできた一一港湾州投企業の管忠志向の限界

ともいえそうである。

労働者の移動流出の理由に対する考えは，定着に対する志向を反面からみ

ることになる。労働者の移動はおおよそ，他企業の尚武金や他企業の友人の
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勧誘，港湾荷役を定職と考えないところに在ると考えられている。このことは

港湾荷役企業が不安定就労体制から固定就労体制への転換を余儀なくされな

がら，なお前者依存のきずなを断ち切ることができず，そのため港湾荷役は過

剰人口の滞溜装置，失業・半失業労働者の正規就業までのーl時的流動的「仕

事」としての本質は失われず，一般にまだ一つの職業分野と して認識される

に至っていないことを物語っている。すなわち，港湾荷役を終身的固定的職

業とする諸条件は，企業の側にも労働者の側にも完全には備わっていないと

いうべきであろう。

流出理由でも，他の職業の高賃金にひかれるとみている。他産業（特に港

湾労働に似た建設労働，地下労働〉との，あるいは企業聞の賃金格差をどの

ように埋めるかが最大の課題となっている。また港湾労働を非定職として従

事したとみるのも移動理由と同じである。港湾労働につきうる体力の限界を

感じたからとみながらも，深夜労働や休日労働を嫌ったからとはあまり考え

ていない J これは定着対策で労働時間の短縮や有給休暇・休日の増大に重点

がおかれていないのと符号するものである。港湾労働者によって過剰労働が

「金になる労働」として日常視されていると考える限り，かれの労働力再生

産のための代償として休日休暇の増加や出勤日数の低下が不可分離に要求さ

れることが忘れられてはならず，出勤日数を高めるための労務管理は，たん

に出勤奨励金などの対策では応急処置の域をでないといわさ．るをえまし、。

(3) 不安定雇用制度一一日雇労働者と季節労働者一一

昭和41年7月港労法施行により ，6大港では主に港湾労働に従事していた

多数のEl雇労働者が，ある者は常用港湾労働者となりある者は日雇港湾労働

者〈登録El雇〉となった。しかしながら日雇労働者には，常用労働者とほぼ

同等の作業能力や作業体験を有し，ほぼ定職的に港湾労働に就業していた半

常用的（個人的には「顔付J' 「直行J，集団的には「優先班」など〕な者

と全くの日雇労働者があったのであり，常用化の大部分はこれら半常用的日
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雇労働者が常用港湾労働者となったものである。その上それまでの常用労働

者というのも少数の基幹労働者を除いて，多くは半常用的日雇労働者を意味

していたか，あるいは雇用契約のあり方において半常用労働者と酷似したも

のだったので－ある。したがって常用化の最大の困難は雇用契約から労働契約

への転化・一一常用港湾労働者が荷役企業の従業員としての地位をえた結果と

して，その地位に関する，一般的に定められているとこに従って権利を得，

表－13 船内沿岸労働者稼動実絞の推移（ 5大港〕

（千延人〉

船量内指荷役数
船内労働者 沿岸労働者

A常用IB日雇IB/cic合計沿盆岸指荷役数A常用IB日雇IB/clc合計
33 100 1, 937 1,536 43.5 3,533 100 4, 18:: 2, 451 37.0 6,631 

3,1 126 2,012 2,365 54.0 4,377 126 35.2 7,045 

35 150 2,126 2,981 58.4 5, 107 149 4, 307 3, 307 43.4 7,614 

36 176 2,412 4,073 62.8 6,485 176 4, 574 3, 55€ 43. 7 8,130 

37 175 2,577 3,424 57.0 6,001 174 4,824 3, 154 39.5 7,978 

38 184 2,679 3,432 56.2 6, 111 179 4, 875 2,941 37.6 7.816 

39 177 2,864 3,382 54.1 6,246 201 4,868 2,957 37.8 7,825 

40 176 3,025 3, 192 51. 3 6, 211 215 4,657 2, 78: 37.< 7,440 

41 176 3,941 2,287 36.7 6,228 224 4,885 2, 131 30.4 7,016 

42 178 4,901 1,391 22. 1 6,292 260 23.4 6,975 

43 178 5. 210 1,065 17.0 6,275 264 6, 224 1, 15E 15.7 7,382 

注：運愉省「港連統計資料」により作成。 B/Cは日雇依存率。

義務を負うこ とになるーーにあったと考えられる。（注入、わばこの段階におい

てはじめて近代的労務管理（それは温情主義的一一一日木的現代的労務管理技

術の主要な要素となっている一一一面を残したまま〉が生じたといって過言

ではない。しかもその労務管理は，従米からの不安定就労体制に依然として依

拠することにより，必然的に個別企業にとっては企業外労働力でありながら

総港湾荷役企業としては企業内労働力として包括される日雇港湾労働者の雇
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用管理まで行わざるをえないという，変則的な形態、を維持することになった

わけである。

グラフは表13から，H信手1133年を 100としてその後の船内沿岸荷役量指数の

変化，船内沿岸労働者（常用，日雇を含む〉の指数変化，船内沿岸の日雇港

湾労働者依存率指数の変化を示したものである。このグラフからきわめて明

｜肢に次のことを指摘することができる。

弟 1~；こ H{jキ1136年までの荷役量の急増とそれにともなう日雇依存率の上昇
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（特に船内〉と，そこを頂点とするその下降である。荷役量の急増が6大地

の滞船実に月間 3,000隻に達する船混に象徴された急速な経済成長の影響で

あるのはいうまでもない。その後（それ以前も〉の船内労働者の指数がその

荷役量の指数とほぼ同じ傾向をたどるのにくらべて沿岸労働者の指数はその

荷役量の，とくに38年以降の急激な増加とは逆にゆるやかな減少をみせてい

るが，これは一つには専用煽頭の憎設と，と くに沿岸における荷役機械化の

影響が大きくあらわれているものであろう。事実この聞の大型荷役機械，ク

レーン類，フオークリフト，フツレドーザなEの港湾荷役機械是の仲長は著し

いものがあり，合理化の成果は上っている。

第2に40年をさかいとする日雇依存率の激減である。 36年に船内62.8屈で

もあった日雇依存率はその後漸減して40年には51.35'0とそれでもなお半数を

依存した状態であるが，以後急速に減少し43年にはわずかに17.0%となって

いる。沿岸は船内より20%ほど低いがほぼ同じ傾向をたどって減少し， 43年

では15.7%と船内に接近している。これは当初は前述した港労法施行に基く

常用化の結果であるにしても，その後の減少は日雇港湾労働者の常用化，新

規常用の増加による不就労日雇港湾労働者の増加，あるいは日雇港湾労働

者の絶対数の減少などの要因が個々に又は重複して作用した結果によるもの

か，一概に論ずることはできない。たとえば42年度に登録日雇を雇用した神

戸37社徽浜13社のうち，神戸で86.5%，横浜で92%が必要なだけ使用できな

かったという状態である〈こうした登録日雇の不十分な雇用が一般日雇によ

って充足されようとするのは当然である。しかもそれすら神戸27社中81.5 

%，横浜12社中41.7%が雇用できなかったというほど需要量を満たすにはほ

ど遠い状態である〉。

40年以降のEl雇依存率の急激な減少がそのまま港湾荷役における日雇港湾

労働者の排除につながると推測するのは，荷役量の増加に対して必要（常用〉

労働力が新規に充足できるか，できねば機械化で補えるか，波動性に対する

企業の常用労働力の保持能力，その限界などを考えるとき，やや早計にすぎ
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ょう。

季節労働者の雇用はそう広範に行われているものではないが，試みにその

特性によって分類すると，生活の本拠を港湾にもたない出稼型（主に失業保

険金取得資格の関係から雇用期間6ヶ月を限度としている者が多しうと生活

の本拠がむしろ港湾にある非出稼型にわけることができる。出稼型は特定出

稼型と不特定出稼型に分けられ，前者は集団と個人があり，後者は主に個人

である。特定とは集団なり個人なりで定季的に同一企業に雇用されるもので

特定の地域が多く，かれらに対しては居住施設も準備されており常用労働：苫

に近い取扱いとなる。不特定の場合は雇用も地域的にも不特定であり，日雇

港湾労働者になってしまう場合もある。

非出稼型も特定と不特定に分けられるが，特定の多くは集団であり，たと

えば農繁期に帰省するなど常用労働者の一変則と考えてよく ，個人であるの

は稀である。不特定は雇用期間6ヶ月を越える場合が多くほとんどが個人で

あり，そのまま日雇港湾労働者としていつくケースも少くなし、。こうした季

節労働者の特定型の場合はいずれもむしろ（制度上は〕 「顔付け」のきかな

い日雇港湾労働者よりも， 常用的安定性をもつものと考えられるが，断続的

あるいは一時期間的な労働契約がなされる点では不安定就労体制の重要な一

環をなすものといえる。

注契約法大系N雇用契約と労働契約（林信雄〕 P6

付記港湾労働組合と労使関係

港湾、における労使関係は，労働組合の組織状況，労働協約の締結状況ある

いは労使聞の協約上の未解決事項などをみるとき，労使いずれの側にも近代

的企業あるいは近代的労働者として未成熟と考えざるをえない。たとえば東

京港の場合は，労働組合の結成はほとんどが戦後であり，それも30年代の中

頃にできたものが多い。しかも大小の規模で乱立しており表14にみるように

資本金規模，従業員規模によって組織状況も著しく異る。また表15にみるよ
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表 －14 資本金従業員規模別労働組合の有無と会社創立年の関係（東京〉

～500 501～ 1,001～ 
万円 1,000 5,CJOO 5,001～ 

有 無

有 ｜無 有 ＼1~ 有｜ 無 戦前｜戦後l不明；
0～ 9人 1 - 1 - (1)1 1 -

10～ 19 1 3 2 2 ー 2 2 -(2)2 1 2(2)2 5 ー

20～ 29 3 3 ー (1)2 2 4 -

30～ 99 1 1 1 1 1 3 2 4 2 - 1 4 一

100～299 3 ー 1 - 2 3 - 1 -

300～ 1 - 1 ー 1 1 -
、｝ー」~一一J＼一一」一、f~ 

1H、、E、 2 5 4 7 6 5 10 2 - 22 一一 19

目lj (J )1 (2)2 1 (1)1 2 1 (2)7 (3〕11 (3)4 

後 1 3 1 6 LJ 4 3 2 ー 9 ー - 15 

明 2 - 2 -

注 ． 有無は労働組合の有無。戦前〔l~中を含む〉 ， 戦後，不明は会社自I］立年。数字は
会社数，全部で41社。 （ 〉内は明治 ・大正の創立の内数。

うに労働協約の締結も広範に行われているとはいえず，賃金などを主とする

部分的な協約締結が多い。労使間の未解決事項の内容も，通勤手当の支給や

更衣室の設置といった初歩的な問題から最低賃金の規定といった高度の問題

まであるが，全体的には福利厚生，災害補償，労働時間等に関する基本的な

ものにとどまっている。しかしながら他方で，日曜祝日の完全休業斗争，あ

るいはコンテナ荷役をめぐる就労権保障斗争などがねばり強くなされており，

おそらくは港湾荷役企業における労使関係は，平均的には労働組合管理（労

使関係管理〉以前の水準において低い安定性に滞留しながらも，徐々にそこ

から抜けだそうとしているようである。
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ー臨~~~：I出可日z古川一

まとめ

港湾荷役企業が戦前におし、て，はたして「企業Jの名に値するものであった

かどうか疑わしい。熟練した若干の幹部常用労働者をオiし人的結合を主体と

した封建的組組織は，実態的には家業あるは生業としてとらえてよいもので

あり， flでf来にふさわしい諸条件はむしろ戦後になって耐えられたと忠われ

る。したがって労務管恐が経営家族主義や机情主義の枠をでず，集約的労働形

態にそくして，それが幹部常用労働者の直接的現場！泣督者にまかされてきた

のは当然であり，港湾労働と労働者はその現場監脅者の裁長一つで切廻され
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たといって過言ではなし、。そのJJj令 ， 現場!Ji~督者の有 した賃金操作や人間関

係調整の権限と能力が，生産性向上に貢献したことはいうまでもないが，反

而それは栄の企業化，拡大化により杭営管理が中央集権的になった；場合には，

権威ある現場J行jiff統卒：f片として企業意志に刻抗する力をもちえたこともまた

布突である。

そうした現場耽督者の11~， 1in能力を， どの程度まで活用させうるか（せざる

をえないか〉 ，権限をどの程度までにとどめるか（とどめざるをえないか〉

が港湾荷役企業の労務管理近代化の一つの評価となりそうである。その芯、味

から浴別に現われた現場監督者への権限委譲の特徴は今後の港湾荷役企業の

近代化のあり方と して見逃せない。

また公共荷役料金に規制され主要な生産手段をもたないため生産関係成立

基盤の脆弱な港湾荷役企業の労務管理は，自律的労務管理として自己完結す

ることが困難である。このことは，賃金，労働時間，その他の労働条件に関

して港湾荷役企業が如何に積極的な志向を持ったとしても，労務管理が港湾

利用資本の下·~i'iである｜浪り，港湾利用資木の力の大きさによってたえず限

界づけられることを意味する。港湾荷役企業における労務管理の近代化は

資本主反的生産機構における企業みずからの解放にあるといっては言い過ぎ

であろうかコ
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1. 港湾運送事業の運賃，料金に関する沿革

戦前における港湾運送事業は自由放任主義であったため， 業界は無秩序し

かも，君、f小企業の乱立に委ねられていた。この時代における港運事業者と呼

ばれるも つの数については正確に把握した資料はないが概ね5,500～6,000店

社といわi1＇運賃，料金についても勿論何等の規制はなかった。然し乍ら，

わが国が数iL；，経済体制lに入るに及んで，あらゆる面で国家統制lが浸透し，ま

ず国家総計只法に基づく勅令（「価格等統制令」 一一・・昭和41年10月18日）が

公布され，港運料金についても例外でなく強い統制をうけることとなった。

なお， 昭如16年 9月には「港湾運送業等統制令」が施行されて， 1港 1社

制度をひき，業者の整理統合を断行したため，全国約80港の港湾において，
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125社に集約化され， 戦時ー下の国家方針にそった統制組織が実現された。 こ

れらの統制令は，法の庇護により独占的な地位を築き上ぎることができた。

然し乍弘太平洋戦争の終結により，昭和21年9月に「港湾運送業等統制

令」が廃止され，さらに24年1月にはGH Qの民間輸送局から運輸大臣に対

し， 「主要港湾における独占的企業の再編成に関する指令」が発せられたた

め，このような独占形態は解消されたものの，敗戦という特殊事情によって

命令的に遂行されたものであるだけに，業界は再び細分化され，零細な事業

規模の群小企業が雑草の如く乱立，無秩序な競争を展開して港運事業の使命

を果たし得ない状態と化してしまった。昭和26年5月「港湾運送事業法」が

制定，同年6月20日から施行となり，同法によって，これまで自由営業であ

った業者に対し事業の登録制が実施され一定の要件を具備して登録をうけな

ければならないこと となった。然し乍ら，依然として業者の乱立，不適格業者

の出現を防止する施策もないまま推移したが，このままでは，ますます事業

の衰微をもたらす危険があるとし，港連事業の公共性に鑑がみ，これが規制

を強化する必要性が各方面から出され，昭和34年，同法の改正が立案されこ

こに画期的な事業の免許制が実施された次第である。私11高承の通り港湾運送

事業は，労働力に依存する度合の高い事業であるため，作業の原価にみられ

る労務費の割合は，船内荷役で約82%，はしけ運送で約55%，沿岸荷役で約

70%を示している。このため年毎の労働者賃金の上昇が事業の収支に及ぼす

影響は極めて大きなものがあるといえる。近時における港運事業の実態は労

働直iにおいては，その賃金が他産業と同様に年々約15,9-Q'の上昇ーを示している

とともに，その労働条件が，時間的に不規則な就労のうえ， 重労働であり，

かつ作業環境が極めて悪いこともあって，労働力の確保が非常に困難となり

特に若年労働力の雇用対策に苦慮し，また事業面においても，近代化，ある

いは作業の能率化を要求されており，これらの対策のために著しい経費の増

加を余儀なくされている実状下におかれていた。一方港運事業者の事業規模

は，中小企業が圧倒的多数で全体の約88%を占め，払込資本金についてみて
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も，300万円以下が28%,1,000万円以下が約60%であり，事業規模の弱少，

経営基盤の脆弱さがうかがいしれるところである。このような背景下におか

れている港運事業のため，労働賃金の上昇，諸物価の高騰等の経費増を，事

業内の合理化，近代化等による経費節減の努力のみでは到底賄いきれず，港

湾運送料金については，1～2年の聞に 1同の割合で、改訂が行われてきた。

表 l 類泌ーにおける年代別改訂率（%〉

改 訂 年 ｜船内荷 役 ｜はしけ運送 者｝ j；ι 官庁 役

31 21. 1 14.5 20.2 

35 5.0 5.0 5.0 

36 7.4 5.4 7.0 

38 6. 8 

39 8.0 11. 6 4.0 

2. 港湾労働等対策審議会の答申 （所謂3.3答申〉中の港湾運送運賃，料

金について

昭和35～36年にかけ， 6大港に異状な船混みが発生したが，港運事業の臼

木経済に及ぼす影響が非常に大きな力を占めているということが，あらため

て政府の認識するところとなり，港湾諸施設及びこれらに関連するすべてが

不備であることを指摘され，それぞれの関係官庁で緊急対策を講ずるととも

に，内閣総理大臣はこの問題は国家にとって重大であり，このまま放置した

場合日本経済の発展を根底から覆すことになるとして急拠総理府に 「港湾労

働等対策審議会」を設置し昭和37年 9月，港湾労働問題，港湾運送事業，ま

た港湾の管理，すなわち地方公共同体における港湾管：理者の問題等について

内閣総理大臣より諮問がだされた次第で、ある。それから2ヶ年間，本審議会

では優れた学識経験者，業界並びに利害関係人等により慎重審議の結果， 昭

和39年3月38 p 審議会々長より総理大臣に対し答申がなされたq この答中
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のに｜コから運賃，料金に関する事項を抜すいすると次の点が指摘されている。

(1) 港湾運送運賃，料金は原則として広域港湾ごとに定めること。つまり今

後の港湾は非常に広い範囲に拡大されるので，広域港湾、毎とし，運輸大臣

の認可をうけること。

(2) 今後の労働問題のあり方からみて，港湾労働にたずさわるところの直接

作業費と，一般港湾運送事業者の管理料金を別個に切離して明確に区分す

る必要のあること。

(3) 原Miをどのように計算していくかという問題であるが，この計算はあく

までも港湾運送事業の近代化に沿ったものでなければならなし、。と同時に

港運業者は，将来大きな近代的規模に発展するために資金の蓄積が必要で

あり， この点を十分考慮するこ とが肝要であること，なお，この反面投資

受入れの可能性をも反映させなければならなし、。その上で港湾労働の合理

化，近代化を考慮し，これを原価に折り込む必要があろうと述べ，原価方

式についての根本方針が示されている。

体） 港湾運送事業の集約化の進展に伴ない，その規模が強固なものに回って

くるl侍点において漸進的に現行の認可料金制度を標準料金制度に変え，料

金体系に幅をもたせるという考え方の上にたった構想、が打出された。

(5) 利用者側の立場もいろいろあるが，ごく限られた一部の利用者は認可料

金より安い料金で作業を委託しているとし、う実態は現在でも行われている

であろうと想像されるが，港運業者としては利用者側に対する規制が皆無

であるため，利用者に対する規制を或程度設ける必要があろうと述べてい

る。

3. 港湾審議会の設置と運賃料金に関する基本的問題について

このよ うな流れの中で港湾労働法（昭和40年法律第・ 120号〉が制定され，

引統き港湾運送事業法の一部改正が行われ，司，＼＇.業の集約化に 発展していった

わけである。そこでこの合理化の流れに沿い3・3答申の骨子がどのように
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具現されてきたかというと港湾運送事業の近代化， 合理化の方策を審議する

ためには行政的に運輸大臣の諮問機関が必要であると し 昭和37年夏に，

「港湾審議会」が設置され昭和42年4月にその下部機構と して港湾運送部会

を新たに設けて運賃料金制度の確立を図るとともに，事業の集約化を促進す

ることとなった。なお，運賃，料金面については本部会に「料金体系専門委

員会」がこれを取上げたわけである。行政機関としては，港湾運送事業の運

賃，料金体系の合理化と陣頭の効率的運営は切り離して考えるべきでなく，

埠頭の効率化が図られた上で、はじめて運賃，料金の合理化が達成されるべき

であるという原則の上にたって， 運輸大臣から審議会に対 し諮問がなされた

わけである。諮問の内容については，

① 運賃，料金体系の簡素化，現行の復雑な料金体系をスッキ リする基本方針

②運賃，料金に対する制度の建て方の基本方針。よって本諮問をうけた港湾

審議会は，直ちにこれを港湾運送部会に移し，港湾運送部会は「料金体系

専門委員会」に付議し検討を行なった結果昭和43年 1月22日その報告を取

組め，港湾運送部会に提出した。報告書の内容は次の通りである。

(1）運賃料金体系の基本的性格

港湾運送事業の運賃料金体系は明確簡素で且つ現実的なものでなければならない。

すなわち，業務実態の明確なJ包塩に基づいて合理的な原仰が算定され，体系の構
成は利用者にも正しく理解されうるできるだけ簡素なものであること，ますこ具体的

な運賃，料金が決定されるに当っては，現実にJ"llJした合理的な方法に依ることとし，

決定された運賃，料金は関係者が立任をもって確実に守りうるような，現実的なもの

であること等が必要である。

また，これらの体系の策定や実施に際しては，将来を見通した広い視野に立つて

の政策的配慮が加味されることも肝要である。

(2）業務実態のとらえ方について

港湾運送卒業の業務実態をより切らかにするため，従来の資料に加えて更に調査

を行なうことが必要である。この：場合には各種荷役作業や関連業務の範凶，分界を

明確にし，適正な業務運むの｝fl慢がなされるよう充分配慮する必要がある。また今

後物的流通技術の革新が大幅に進み，貨物の流通形態が変化するのに伴なって ， 法~

m運送業務の実態も現状とはかなり S•Sなったものとなることが予惣されるので，こ

の点に｜共lする調査検討もあわせて行なう必要がある。
調査の順序としては，当面の重姿問題である労働力確保対策との関連も考えて，
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まず港湾荷役の労働実態を綿密に調査することが適当である。

この場合には，労働時間，労働条件，現場労働の構成と管理，安全および厚生福

利対策等にわたって実態をよく調査すべきであり，また特に労働時間の問題につい

ては，港湾そのものの利用のあり方という基木的問題とも関連づけて考えることが

必要である。

ただしこれらの諸問題については，あまりに時間をかけすぎて運賃料金体系全

般についての具体的結論が先にのばされることのないよう充分注意すべきである。

(3）諸分類の考え方について

① 品目分類について

運賃料金体系の簡素化および明確化の基本線に則り，各種作業の実状に合わせ

てできるかぎり現在の品目分類を整理する必要がある。この場合作業能率や作業

の危険度合との関連において，荷姿別等新たな分類方法を採用することも考慮す

べきであろう。

（荷姿別料金の採用により，荷造包装の合理化や作業の安全度の向上が促進さ

れる効果も期待しえよう〕品目の整理，再編成を行なうに当っては，主として原

価主義に立脚するのが妥当と考えられるが，急激な変動をさけるためには，品目

別の支払い負担力の要素を加味することも必要となろう。

②港類について

各港における貨物輸送需要の状況，労働力需給状、況に即した組み替えを行なう

必要がある。この場合，広域港湾の考え方をとり入れることも考慮すべきである。

また，当面の問題と しては各港における事業の近代化，集約化の進み具合も考

慮、に入れてそれらが促進されるような配慮を加味することも必要となろう。

③基本およびその他料金の区分について

筈l増料金等はできるだけ整理簡素化し，可能な限り基本料金に組み入れるとと

もに，個々のケースによって算定の著しく異なるもの等については自由料金化す

る必要もあると考えられる。

また，割増料金等として残すものについても，あくまでも実態に則して検討を

行ない，確定額のもの，あるいはある程度闘をもたせるもの等に明確に分類して

整理すべきである。

(4）標準原価のとらえ方および総体額のあらわし方について

(1）集約目標としての事業の適正規模を明確にしこれを基礎にして標準原価を算

定すべきである。この場合には作業の質の向上，能率化，労働環境の充実等をおり

こんだ効率的経岱が前提となることは勿論であるc，また従来の原価計算方式はや

や理論的にすぎて実態、と遊離した面もあったので，この点の是正には充分意、を用

いて現実的な判りやすい原価計算を行なうことが）］干婆である。

②一企業が各種の作業を一貫して行なう際には，特に管理費のとらえ方について

従来かなり問題があったので，ー賞作業の場合の原iilliを明確にして，これを一本

の運賃料金としてあらわすことを考えるべきである。

③作業費と管理費との区分等について

A 作業費と管理費とは原価計算上明確に区分する。
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B 管理費中，作業の実施に直接関係するもの （作業管理費〉については，これ

を広義の作業費の中に加えて算定し，その合計総額が現笑に作業を行なう｛flli""J

において確実に収受されるように配慮すること。

c いわば間接的な管理主主等（一般管理費，販売費，利払い等のや『業外資j日その
他〕は各企業によって千差万別であるので，作業費（作業管理費を含む〉に一

定歩合をかけて算定する方法は検討すべきであろう。この際元請下請がある場

合元請が直営する場合に分けてそれぞれの歩合を算定し，下請のw業会社に算
定された管理費分が確実に収受されるような配属まを行なうことも必要であろ

う。

D 作業費および管理費を含めた総体額の料金表はー木のものとしてあらわす。

(5) 運賃，料金に関する協議と決定について

従来港湾運送事業の料金については，決定段階をひかえて関係者間の協議が行な

われており これに関する協議体制はかなり整備されていると言いうる。

今後の問題としては，港湾審議会の審議を通じて運賃料金体系についての基木総

が示されることともなるので，かかる協議体制もより高い次元において遂用される

ことが期待される。すなわち関係者が各々の利害関係に立ち，主として運賃料金~Ii

をめぐって対立論議するのではなく，示された基本線に則り各々 の専門的見地に立

って運賃料金体系の細自にわたる検討を行ない，客観的な意見をできるかぎりにつ

めることによって，体系の実体的構成を補完する役割を果すことが望みうるのであ

る。

かかる協議段階を経ることにより，実際の運賃，料金額の決定にあたっては合理的

な判断の基礎が提供されることとなり，客観的に見ても最も妥当と考えられる一元

的な決定が可能となると考えられる。また，このような経過を辿ることにより，決

定された運賃，料金について事業者・利用者の双方が自主的にその確実な実施につい

て責任を持ちうる態勢が整うことも期待されるのである。

以上のような体制の整備を前提とし，更に需給の波動性が強く且つ利用者 ・事業

者の関係が複雑多岐な港湾運送の特殊事情を考慮すると，特に集約化をはじめとす

る事業の近代化を強行せざるを得ない現段階では，運賃料金の決定については現行

認可制度の合理的活用を先ずはかることが現笑的であると考えられる。

(6）政策的配慮について

①港湾、運送における労働力の重要性と労働力需給の逼迫化については異論のない

ところであるので， 運賃，料金問題についても港湾労働力の確保を重要な目標と

して問題の検討に当ることが必要である。

②集約化をはじめとする港湾運送事業の近代化が促進されるよう）llifl，料金体系
の 11~終，適用ブJ°ft，実施llM切さfについて侠重な配慮を行なうことがJff'tl!である。

③泊以の効ギ的｛史mが速やかにはかられるよう輸出貨物船積料金については， そ
の適用のあり方をはじめ問題の検討を早急に行なう必要がある。

港湾審議会は，料金専門委員会の報告を受理したもののその前提となる

「港湾迎送事業の合迎化に｜対する方策について」の諮問に対する検討が当面
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の急務であり， 事業の集約態勢の整備を緊急に実施する必要があるとし，①

昭和41年港湾運送事業法の一部改正により免許基準の引上げ，下請詰IJI銀の強

化を図ったこと，②港湾審議会からの事業の集約に関する答申等に基いて近

代化の前提となる集約についての諸施策が次々に打出されていること。等に

より港運業界は挙げて近代化への動きが活濃化し，関係各方面の協力のもと

に一応の目標時期とされている昭和43年 9月末をもって5大港を中心にひと

まず所期の成果を収めたわけであり，この結果港湾審議会はこの成果を意義

あるものと考え昭和43年 9月30日 「港湾運送事業の運賃料金体系の合理化及

びll~＼頭の効率的使用についてJ のうち運賃料金体系の合理化に闘 し次の内容

の答申がなされるとともに審議会としては，かかる重要施策を中途半端に終

らせないためには，関係諸官庁や，港湾管理者のほか各港湾関係事業者，利

用者が一致して之に当る必要があることを指摘し次の建議が運輸大臣宛にな

され「港湾運送近代化基金」の必要性が強調された次第である。

やili箱J第 118万

II討手1.1<13年9月3011

巡輸入1~i: 'I＇白似／ ，j［弘倣

港湾審議会会長私山 屯

II｛！，キ1142年4月14日付け港政第39号をもって諮問のあった「港湾運送事業の運賃

料金体系の合理化及び、部JiJ（の効率的使用について」に対し，港湾運送事業の運賃

料金体系の合理化に闘し，別紙のとおり答中する。

I仏湾)ill送l）＋業の辺氏料金体系の合理化について

港r."JJ返送料金体系の合理化については，木年1月22円十lけで木審議会港湾逆送部会
］！』門委員会から部会あて￥1~告がなされているが，以後間報特においてその必要性が述

べ られている関係者闘の協議14'~1i1Jの設立巡悩や議制査の実施も順調に進められており

これらの成巣をとり入れて当審議会としての所安の検討を行なった結来，寸，・ct己のとお

り意見をと りまとめた。

，；己

1. 巡:!..'i'.料金体系の基本的性物について
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港湾運送事業の運賃料金体系は明確簡素で且つ現実的なものでなければならな

し、。

即ち，業務実態の明確な拒握に基いて合理的な原仰が算定され，体系の構成は利

用者にも正しく理解されうる出来るだけ簡素なものであること。叉，具体的な運賃

料金が決定されるに当っては，現実に則した合理的な方法に依ることとし，決定さ

れた運賃料金は関係者が責任をもって確実に守りうるような現実的なものであるこ

と等が必要である。

叉， これらの体系の策定や実施に際しては，将来を見通した広い視野に立つての

政策的配慮が加味されることも肝要である。

2. 標準原価の算定に関する主要事項について

(1) 原価算定の対象港

標準原Wliの算定は五大港の事業者を対象として行なう。なお，決定料金額につ
いては，五大港を含む全港湾、を港類別に分類してその間に適切な料金格差を設け

ることとする。

(2）標準事業規模

運送責任体制の強化，作業の能率化，労働環境の充実等をおり込んだ効率的経

営を行いうる適正事業規模を想定する。これらについては，本年3月6日付けの

本審議会答申にかかげられた5大港無限定1種事業者の集約目標規模を基準と し

これに実態を加味して5大港他業種事業者の標準事業規模を定める。

(3）作業費

イ 直接作業費

作業実態に基づき現場作業単位ごとに標準化した直接作業費を算定する。こ

の場合上記標準事業規模における高能率の作業を前提とする。

労務関係費の算定にあたっては，労務実態の出握を基礎とし，更に今後の労

務者確保に資するよう就労条件，諸経費の算入について，所要の配慮が加えら

れるべきものとする。叉，労務費の標準単価は一本化して算定する。なお，こ

の標準労務績が各種労務者に対する個々の給与額の決定を拘束するものでない

ことは勿論である。

ロ 作業管理費

現場作業に直接関巡する管理費については，作業形態別（荷姿別〉に数分類

して直接作業費に対する一定割合を算定する。

（生）一般管理費

作業費に対する一定割合を各業種ごとに3草定するが，合理化要素をおり込むた
め算定にあたっては一貫直営体ilJIJにおける管理貿’割合を勘案するものとする。

(5）支払利子及び利潤

上記標準事業規模の借入額及び‘資木金額に対し妥当な利払い及び配当が可能と

なる綴を算定する。

(6）算定対象期間

安定料金を定める見地から相当期聞を考慮するものとする。この場合，労務費
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単価については，一般的に行われている方式により期間中の値上り分を算入する

こととするが，物件費単価については，合理化要素を考応、して据置きとする。

(7）港湾公共福利施設分担金

港湾における労務者用厚生福利施設等は一層鉱充の要があるので，資金運用効

率化のための中央プーノレ化を前提とした噌額を考慮すべきである。

3. 三品目分類について

簡素化及び明確化の基本線に則り，従来の品目を作業の形態に基づいて「撤」

「包装品J「有姿Jの三荷姿別に大別し，これを包括的な物資別に中分類し，これ
を更に荷役の難易，汚損度等を考慮して小分類する。 この場合，個々の品目名は例

示品目とし，記載のないものは類似貨物と して処理する。

4. 基木料金及び答I）増料金等の区分について

簡素化及ひ、明確化の基本線に沿って整理する。

このため，基本料金，割増料金，適用条項等に大別し，可能なものは出来るだけ

基木料金に組入れ，割増料金として存続するものは，不可欠のもののみに止め，こ

れを，確定額のもの，ある程度幅をもたせるもの，個別に協議し定め得るもの （一

種の自由料金化）等に分類して整理し，簡略化をはかるものとする。

5. 港類について

港類については，各港における今後の輸送需要状況，労働事情等を勘案して， 主

として原側面の差異に基づいて再編成を行なうべきである。この場合，広い域地に

わたる標準原伽を想定すること等により， 出来るかぎり分類を整理する必要があ

る。

ただし，この港類の再編成については，今後の地方港の集約化，近代化との関連

もあるので，更に相当WJ聞の調査研究を行なった上で－実施に移す必要があろう。従
って差し当っては現行通りの分類及び料金格差を適用することは止むを得ないもの

と考える。

6. 体系の適用実施に関する重要事項について

(1）近代化の促進と近代化資金のプーノレ

合理化された運賃料金体系の適用実施が集約化をはじめとする事業近代化の促

進に資するよう十分配慮する必要がある3 特に，急を要する近代化に対して， 事

業者個々の支出のみを以ってしては，到底十分な効果を期待し得ない現状にある

ので，各事業者の近代化支出の一昔gを中央にプーノレし，これに国の助成を加えて

効率的な資金運用をはかる方法を確立すべきである。

(2）下払いの確保

作業部門の経費が不当に削減されることのないよう，直接f午業費の全額下払い

の確保及び作業管理費，一般管理費の元議，下諮問における協議配分の適正化に

ついては，適切な方策の実施をはかるべきである。

(3) 認可制度の合理的運用

関係者間の協議体制を今後一層充実することにより，運賃料金認可制度の合理

的運用をはかることが重要であるが，更に叉，専用品語頭における荷役，専用大型

荷役機械を使用する荷役及びこれらに準ずるものであって，一般的基本料金によ
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り縫いものについては，当事者聞の協議に基き特殊な料金を別途認可を受けて定

めうるものとし，認可制度の弾力的運用を前向きにはかるべきである。

（幼労務者の確保対策

港湾運送における労働力の重要性と労働力需給の著しい逼迫化にかんがみ，運

賃料金体系の適用実施に当っては，近代的な労務管理の実胞と相まって，巾広い

労務者確保対策が推進されるよう所裂の配慮を加える必要がある。

(5）埠頭の効率的使用

輸出貨物船積料金については，埠頭の効率的使用が促進されるよう，事業者利

用者聞の関係や業務分野の明確化等の方向に沿って，適正な料金体系の策定，実

施をはかることが必袈であり，特に従来の料金の種類及び原価項目の整理を出来

る｜浪り行なうべきである。

港審第120号

昭和，13'.foド9月30[I 

述輸大臣中曽般康弘殿

港湾審議会会長秋山 屯

港湾運送事業の集約化に関する国の助成に関し， 次のとおり建議する。

E↓r 議

港湾逆送4]1.業の近代化 ・w約化については，当審議会は数次にわたって答申したと
ころであるが， これが実胞にあたっては， 答申において述べているとおり，業界の自

主的努力を前提として，集約化に伴う諸施設の整備拡充 ・Ij.i：業基盤の強化等に関する

国の込））成の強化を！習ることが必要であると考える。

かかる意、味において，現在運輸省の重要施策とされている港湾運送近代化基金の檎

想に盛られた助成は，是非とも実現すべきであって，これを強く推進されるよう ここ

に建議する。

港湾運送近代化基金の必要性

近年における我国経済の目ざま しい発展は，主と して臨海地怖に配置された大工場

鮮を取hとし，原材料輸入の大量化と，輸出の飛践的以I大とを相乗的に回転させた経済

発展策の成功に負うものであり，かかる発展の原動力として急速に大型化・近代化さ

れた海上輸送力の活躍があったのである。

然しながら，今，日＊を中心として11!・界をおおう海上輸送網と世界一流の水準に達

した近代工場群とを大観した場合，その間にあって特に立遅れが目立っているのが港

湾における荷役機能の近代化である。この1j:1，港湾の基礎施設については累次の長期

計画によってその整備が急がれているが，これを実際に利用し動かす港湾運送は，長

年の間前l近代的な労働力依存の作業形態に止っており，ょうやく最近に至ってコンテ

ナー輸送等の革命的事態に直而して業界の中でも体制の抜本的改善が叫ばれ出してい

る状況である。史に松近の労働力不足は，~－fに港湾において.g: しくなってお り，ヲi}f動面
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からの荷役能率の低下が避け難い状勢にあるので，この際，経日・基盤の強化をはかり

つつ， 大幅な機械化や荷役施設のlJt充を進めなければ，遠からず港湾機能の広汎なま
ひ状態を招くことは必至であり，この事は，我国経済発展の前途に重大な暗影を投げ

かけるものと言えるのである。かかる状態にあって，運輸省としては， 先ず経包基乱罪

強化のための事業集約を強力に進め，今後は，更に事業内容の充実を物的・人的両両

にわたってはかるべく，諸般の施策を打ち出している。

この場合，最も重要な資金簡の手当については，個々の事業者のみの努力に頼って

は，到底大きな効果を期待しえないので，各事業者に相当額の近代化資金を拠出させ

て，とれをプールしこれに国の大幅な援助を加えて業界全般のレベノレアップを図るこ

とがどうしても必要となる。即ち，焦眉の急を]I!する港湾運送近代化のために，業界

の自主的努力を集中して，これを国が強力に助長することの必裂性からここに 「港湾

運送近代化基金」の構想が固められたのである。

滋湾運送近代化基金について

(1）港湾運送事業の集約化・近代化は，予定のとおり，目下強力に推進されているが

さらに将来にわたって，港湾運送の近代化を促進するためには，業界の自主的努力

と相まった国の大きな助成がどうしても必要となるので，来年度予算における重要

事項として， 港湾運送近代化基金の設立をはかることとした。

(2) この基金構想は，自民党交通部会の申入れ及び港湾近代化促進協議会の要望にfllJ
り， 「国の助成は，業界の近代化への自主態勢を基盤とし，近代化に砧ー極的に努力

する者（特に小規模事業者〉に対する前向きの助成と して考える。」という基本的

な方針によるものであり，特別法に基づく法人としての「港湾運送近代化基金」を

考えている、

α）基金の事業内容は，概ね次の三木柱である。
①共同荷さばき施設整備

5大港，地方浴を通℃， 公共岸壁の背後地に共同使用（公共施設ではない。〉

の上屋や悶定式荷さばき設備等を基金が建設して，事業者一（小規模事業者の協同

組合等〉に長期間貸し付ける。 貸付け期間中に使用料の形で建設費を償還させ，

期間経過後に譲与する。 (44年度事業費約3億円〉

②荷役機械整備

船舶整備公団による整備分の中，相当部分について，個人の事業者でなく基金

が公団と共有することとし，これらの荷役機械を事業者に有利な条件で・貸し付け

る。 (44年度事業費約4億円）

③保証準備金

他の事業者を合併した事業者が，被合併会社の旧債の整備や退職金の支払いに

ついて，新たな借入金にi僚らざるをえない場合等に，その債務に関し，金融機関

に債務保証するための準備金を積み立てることとする。 (44年度約8億円）

(4）資金計画

①事業授は，年間概ね50億円程度とする。

② 当初の資金源には，事業者納付金及び資金運用部資金をもってあてることとす

る。
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事業者納付金制度の趣旨は，個々の事業者が近代化の為支出する資金をプーノレ

して，最も効率的に運用し，あわせて小規模事業者のレベルアップが促進される

ように配慮したというものである。

44年度については，納付金額は約15億円を予定しており， 資金運用部資金の要

求額は35億円である。

4. 港湾近代化促進協議会の 「港湾運送事業の運賃， 料金体系に関する具

体的事項についての意見書」について

運賃，料金の合理化は「客観的に最も妥当と考えられる一元的な決定」と

いう答申の主旨に基づき，かつ「合理化された運賃料金体系の適用実施が集

約化をはじめとする事業近代化の促進に資するよう十分配慮する必要があ

る」との大綱に沿い，昭和43年9月17日近促協会長より運輸大臣に対し立見

の具申がなされこれが前記の港湾審議会答申の骨子となったわけである。

港湾運送事業の運賃料金体系に関する具体的事項についての意見書

当協議会は港湾審議会港湾運送部会専門委員会報告の線に沿って，港湾運送事業の

運賃料金体系の具体的事項について，発足以来鋭意その根本的な検討を行なってきた

が，この度，一応関係者間の協議が整ったので，各項目について次のとおり昔、見を具

申いたします。なお，今回の料金体系は相当近代化の進んだ卒業形態を基礎として考

えることとなるので，事業近代化の現実の進行状況と見合った実施を図ることが料金

体系の現実性を確保するためにも重要であると考えられます。

1. 原価算定方式等について，特に配慮すべき事項

①事業規模

効率的な経蛍規模を考慮する建前から，港湾審議会答申の集約目標基準にかか

げた無限定一種事業の規模を前提としこれに実態を加味して一種業以外の各業

種の標準事業規模を定める。

②作業費の算定

＠ 直接作業費

現場作業単位毎に標準化した直接作業裂を算定する。

③ この場合，上記標準事業規模における高能率なものを採用する。

⑥ 労務関係費については，基本的には実状を基礎とするが，今後の労務者確

保の重要性を考慮すると共に，算定対象期間中の労務費の値上り分を算入す

るものとする。なお，原｛~fi計算上はー木化した標準原i間lで、算定する。

＠ 作業管理費
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現場作業に直接関係する管理費については，作業形態Jjlj（荷姿別〉に数分類

して， それぞれに標準的な経貨を定め，作業費に対する割合を算定する。

③一般管理費の算定

合理化要素をおり込むため，各業績の一般管理費割合と一貫直話体制の一般

管理費割合とを勘案して一本化した割合を算定する。

④利潤

上記標準規模の資木金に対し， 適正な配当可能な利潤率を算定する。

＠算定対象期間

安定料金を定める見地から相当期間を考慮するものとする。 この場合，上記

の期間中の労務費値上り率については， 一般的に行なわれている方式によるも

のとするが，物件費の値上りについては合理化要素を考慮して据置とする。

⑥ 近代化資金のプーノレ化について

個々の企業の近代化努力のみを持ってしては充分とは言えないので，近代化

支出の一部を中央にプーノレし，これに国の助成をも加えて効率的な資金運用を

はかる方法を確立すべきである。

⑦港湾公共福利施設分担金について

港湾公共福利施設を拡充の必要があるので，資金運用効率化のための中央拠

出を前提とした増額を考lむすべきである。

③下払いの確保について

A 直接作業費は全額下払いを補・保するようl'i"1＇置すること 。

B 作業管理費と一般管理訟の元請下諮問の割賦割合については，個々のケー

スにより異なるものがあるので，個別の協議に委ねざるを得ないであろう。

ただし，この場合，著しく不当と思われるものについては，個別の是正措置

を考慮すること。

⑨認可制度の合理的運用について

専用陣頭における荷役，専用大型荷役機械を使用する荷役およびこれらに準

ずるものであって，一般的基本料金により'111いものについては，特殊な料金と

して別途認可を受けて定めるものとし 認可制度の際力的運用を前向きにはか

るものとする。

2. 品目分類について

簡素化および明確化の基本線に則り，従来の品目を作業の形態に基づいて 「撒J

「包装品」「有姿」の三荷姿5JIJに大別し，これを包括的な物資別に中分類し，これ

を更に荷役の難易，汚損度等を考庖、して小分類する。この場合，個々の品目名は例

示品目とし，記載のないものは類似貨物として処理する。

3. 適用条項，割増料金，その他の料金等の整理について

割増料金等はできるだけ整理簡素化し，可能なかぎり基本料金に組み入れるとい

う基本線に沿って検討し（1）基木料金に組み入れる事項 (2）害IJ櫓料金として

確定額で残す事項 (3）割増料金として「1・1のあるもので残す事項 (11-） 個別に

協議して料金を定める事項 （一種の自由料金〕 (5）適用条項として残す事項

(6) その他の料金と して残す事項 (7）簡素化のため削除する事項 (8）特殊
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な料金として別途認可を受けて定め得る事項等の各項Rに分けて整理する。
4. 港類について

港類については，各港における貨物輸送の需要状況，労働力の需給状、況等を勘察

して，主として原価商に立脚して再編成を行なうべきである。この場合，広いJ也j或

筒聞にわたって標準原仰をS;i:定すること等により，できるだけ分類を整理する必要

がある。

この港類の再編成については，主ll雑な諸事1/iもあるので吏に相当期間の調査研究
をしたうえで実施に移す必'Jr.!があろう。

5. 近時における港湾運送事業運賃，料金改訂の経過

昭和41年12月に約10%の改訂が認められたが，この改訂は当初，約305広程

度の値上げを内容とした申~I~を行つたところ当H

に刻する諸施設が打出された直後のことで、もあり一部にその成果を見極めた

上で、本格的な料金の合理化に取組むベきであるとし、う怠見が多かつたこと。

②運賃料金の全般に亘つて，その体系上の基本的な問題が港湾審議会で‘審議

されることとなっており，その結論を侠って，木格的な改訂に取組む気構え

が行政聞からもてていたこと。③他方では労務賃金の上昇と，諸物価の高騰

により事業の経営が悪化の傾向をたどっていること，④年末を控えて輸送需

要の著増が想定されること，等の班白から，かかる緊急事態に対処するため

労務賃金の高騰分を或程度考慮することにより約10%の改訂が暫定的に認め

られたわけである。このあとをうけて出された港湾審議会の答申という形で

最終的な締りができ上るとともに（社〉臼木港運協会は最近における港湾

労働の需給関係の逼迫化は，労働力に依存の高い当業界にとって深刻な問題

を引き起している。港湾労働はその作業の後進性から重労働でありかつ極め

て危険度の高いものとなっているが，之に対する厚生施設等の整備は著るし

く立遅れているために，低賃金と相侠って労働者の定着率が低く，また新規

若年労働者の雇入れは極めて困難で、，高年令者が高率を占めている。これに

加えて他産業の労賃値上げは当業界に大きな影響を与え，現有労働力を維持

するためには労貨の急激な上昇はさけられない事実となっている。このよう



港湾運送事業運賃料金と港湾運送近代化基金について ' 201 

なことから最近の物何事情と併せて当業界の企業経営が悪化の方向に急速に

進展しつつあるので当界としては，3f!JJ般来機械化・近代化の推進によって労

務賃金上昇の経費を企業内で吸改する方針を押し進めてきたものの労務費の

支出割合が高いためにその吸収力は極めて弱く， 資金調達力の低いことと相

｛突って，その効果が全くみられないだけでなく，益々経営を圧迫するに至っ

た。かかる現状をこのまま放置するときは，労働者の未足充等に基因する港

湾の市船状態を益々増加せしめることとなり，港湾運送の漸増には到底対処

することができず，そのためわが国の経営活動に悪影響を及ぼす虞れがあ り

一日も早く港湾運送の円滑化を推進する必要性を痛感する。 このためには現

在甚しく不適正となっている港湾運送運賃p 料金を合理化して，企業基盤の

強化を図ることにより労働環境を改善し，労働者の確保定着を促進するとと

もに，機械力の導入を図り，速やかに港湾運送の能率的円滑化を推進し利用

一般の要請に応える必要がある。なお，今回の料金改訂は，港湾審議会の答

申及び近代化促進協議会の意見に基づいて明確簡素でかつ現実的な料金表を

作成することを主限として利用ご布団体と細部に亘り折衝を行った結果，妥結

をみるに至ったので，本料金の改訂を申請する運びとなった次第である。

この結果，昭和43年11月2日， 全国92港，約1,500事業者による平均26%

の値上げをその内容とする改訂認可申請を行った次第で、ある。之に対し当局

は慎重審議の結果①港湾審議会からだされた「港湾運送料金体系の合理化に

関する答申」の主旨に沿ったものである こと，②利用者仰I］も料金の合理化に

応ずる構えを示し，改訂額についても，原則的に了承したこと，③港湾運送

事業は，労働者の不足と労働賃金の高騰のため，著しい操業困難に直而して

おり，物（1fliの抑制l方針下ではあるが，或る程度の合理化は止むを得ないもの

があると判断されたこと，④港湾運送事業の近代化，集約化に関する態勢の

整備については，関係各方而の協力を得てー先づ，所期の成果を収めること

ができたこと等により，昭和43年11月16日付で認可の運びとなった次第であ

る。
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6. 昭和43年11月16日改訂された認可料金の種類とその改訂率

認可料金の種類

船内荷役料金

は し け運送料金

沿岸荷役料金

上屋保管料金

公共上屋保管料金

いかだ運送料金

水面木材保管料金

大型機械荷役料金

サイ ロ港湾作業料金

輸出貨物船積料金

貨物陸揚料金

貨物接続料金 （神戸）

検数料金

鑑定料金

検量料金

特定（特殊〕料金

改 訂 率

（揚荷） 27% （積荷） 28.2% 平均27.6.9百

20. 411 

（戸前）25.4% （出入） 25.1% 平均25.3%

15.6% 

18.6% 

14.0% 

13.5% 

14.1% 

17.4% 

(A表〕 16.9% (B表）11. 4% 平均14.1% 

20.0% 

（シップーシップ） 26.8% 
（ワンスランデット） 25.5.9百 平均26.2%

15.1% 

16.7% 

（船積） 12.6% （陸揚） 17.8% 平均15.6%

（新設のもの〉パレタイズ貨物，自動車専用船等

7. 改：了時における労務賃金の算出根拠について

。） 算 Iii根拠

労務11'.・金 貰’ 与 退職金 有給休暇 計

6G, 977円 13,953円 5,555円 3, 125円 89,610円

法定福利費健康保険 失業保険 厚生年金 労災保険 言十

2,380円 566円 L 650円 4,451円 9,047円

一般稿平lj費 報酬
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8,064円
89,610円×9% 1ヶ月当り計一一一一一一

106, 721円

イ 作業場における労働時聞を一日 8時間（休けい1時聞を含む〉とす

る。ただし作業場までの往復時間は実情により別に時間外として加算す

る。

ロ 労務賃金は常用労務者に対する日給月給の考え方で二日稼動とする。

ハ 労務賃金は43年3月現在の実勢を基礎とし，毎年 7%アップとした場

合の3年聞をプーノレした額とする。

a 初年度62,500円十2年度66,875円十 3年度71,556円÷3=66, 977円

b 指数c1+1.07+1.1449）÷3 =1. 07163 c平均〉
ニ 賞与は2.5ヶ月とする。

ホ 退職金は勤務50年で200万円と した。

へ 有給休暇補填費は10年勤続者を基準に休暇日数年14日で算出した。

ト 福利費を法定と一般に分け，法定は法定率により，一般は報酬の 9.9'.; 

とした。

(2) 船内荷役料原価算入要素

イ 1日の稼勤時間 7時間 （拘束8時間〉

ロ 作業場との往復時間 1時間（時間外賃金支払対象〉

a 賃金月額 62,500円×1.07163=66, 977円 （基準内賃金〉

賞与

退職金

有給休暇
補填費

畑
山

円

「
円
U

Fh
u

q

u

2

 

’

噌

E
ム

円
台
U
τ
i

っd

一一
一
一

弓
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J
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1
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1
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干
i

F
U
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×

日

×

日
川

民
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口
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ワ
；
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小
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汗
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円
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ヴ
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E
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F
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U

F
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6

6

6

 

89, 610円

時間外賃金 10,017円

1時間の賃金単価 66,977円÷------L-= 382円
175町田1

1時間の時間外単価 382円×1.25 = 477円

1ヶ月の時間外賃金

b 法定福利費

477円×21日＝10,017円
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健康保険 76,000円（第31級標準報酬月額）× __]L=2, 660円｜
L ooo I 

失業保険 (66,977円十10,017円＋13,953円〉×＿＿］＿＿＿ー＝ 936円｜
1,000 l9,048 

f 円27. 5 I 
60,000円 （第23級標準報酬月額〉×一一＝l,650円｜厚生年金

1, ooo I 

労災保険
55 I (66,977円＋10,017円＋13,953円〉×一一一一＝5,002円｜
l, 000 J 

c 一般福利賀 89, 610円× 9_=
100 

8. 財団法人港湾運送近代化基金について

設 」i 主E 守合ー ヨ主
」ム周，....同

8,064円

計 117,639円

わが国内外の経済情勢の著しい変動並びに労働力事情等社会情勢の変化を背景とし

て，物的流通告I＇系の革新は，最近急速に進展しつつあるが ，かかる中にあって，港湾
運送事業者は，港湾運送近代化資金の拠出を行ない，政府は，これに関連して，財政

資金の確保を図り，急速に進展する港湾運送近代化の要請に対処することとなった。

かかる情勢のもとに，このたび「財団法人港湾運送近代化基金」を設立し，港湾運

送事業の近代化のための施設の整備，資金の調達，調査研究等に関する助成を行ない

もって港湾運送事業の近代化に寄与せんとするものである。

(6）前各号の事業に附帯する事業

第2章資産及び会計

（資産の構成〉

第 5条 この法人の資産は，次の各号をもって梢成する。

(1）財産目録に記載された財産

(2）港湾運送事業者から拠出を受けた港湾運送近代化資金

(3）資産から生ずる収入

(4) その他の収入

（資産の種別〉

第 6条 この法人の資産を分けて，基本財産及ひ‘普通財産とする。

2 基本財産は，次の各号をもって構成する。

(1）基本財産として，指定して寄附された財産

(2）理事会で，基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 普通財産は，基本財産以外の財産とする。

（資産の管理〉

第 7条 この法人の資産は，会長が管理し，その管理方法は，理事会の議決を得て
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会長が定める。

2 この法人の資産のうち基本財産は，これを処分し叉は担保に供することはでき

ない。ただしやむを得ない理由があるときは，理事会において，出席理事の3

分の2以上の議決を得，かつ， 運輸大臣の承認を得て，その一部に限り処分し，

又は担保に供することができる。

（経費の支弁〉

第 8条 この法人の経費は，普通財産をもって支弁する。

財団法人港湾運送近代化基金寄附行為

第 l掌総 則

（名称〉

第 1条 この法人は，財団法人港湾運送近代化基金という。

〈事務所〕

第 2条 この法人は，事務所を東京都港区に置く。

（目的〕

第 3－条 この法人は，港湾、運送事業の近代化のための施設の整備，資金の調達，調

査研究等に関する助成を行ない，もって港湾運送事業の近代化の促進に寄与するこ

とを目的とする。

（事業）

第 4条 この法人は， HlJ条の目的を達成するため，次の事業を行なう。
(1）港湾運送事業の用に供する共同荷さばき絡設の拡充整備に関する助成

(2）港湾運送事業の用に供する荷役機械の拡充整備に関する助成

(3）港湾運送事業の近代化に要する資金の借入れに係る債務の保証その他港湾運送

司i業者の経蛍基盤の強化施策の実施

（生）港湾運送事業の近代化に関する調査研究，指導等の事業に対する助成

(5）港湾運送近代化資金の受入及び管理

（事業年度〕

第 9条 この法人の事業年度は，毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

（事業計画及び収支予算〉

第 10条 この法人は，毎事業年度開始前に，その事業年度の事業計画及び収支予算

を作成し，理事会の議決を得て，運輸大臣の認可を受けるものとする。これを変更

しようとするときも同様とする。

（剰余金の処分）

第 11条毎事業年度の決算において，剰余金を生じたときは，理事会の議決を得て

その全部又は一部を基本財産に繰り入れるか若しくは翌年度の普通財産に繰り越す

ものとする。

（会計書類等〉

第 12条会長は，毎事業年度終了とともに，次の書類を作成し，！藍Ij]＇.に提 出して，

その監査を受けなければならない。

(1）事業報供者
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(2）収支に関する決算書類

(3）財産目録

2 日主事は，前項の書類を受理したときは，これを監査し， 監査報告訟を作成して理

事会に提出しなければならない。

3 会長は，前項の書類及び縦告書について理事会の承認を得た後，これを事務所に

備え付けておかなければならない。

第 3章役 員

〈役員〉

第 13条 この法人に，次の役員を置く。

(1）会長 1名

(2）専務理事 l名

(3）理 事 2名以内（会長及び専務理事を含む。 〉

(4）監 事 2名以内

（役員の選任〉

第 1,1条会長は，理事会で互選する。

3 理事及び監事は，理事会の同誌を得て会長が選任する。

3 専務理事は，会長が指名する。

4 前3項の役員の選任については，運輸大臣の認可を受けるものとする。

（役員の職務〕

第 15条会長は，この法人を代表し，会務を総理する。

2 専務理事は，会長を補佐してこの法人の会務を掌理し，会長に事故があるとき叉

は欠けたときは，その職務を行なう。

3 理事は，理事会を組織して会務を執行する。

1 監事は，民法第59条に定める職務を行なう。

（役員の任期〕

第 16条役員の任期伐，2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は，前任者の残任期間とする。

3 役員は，任期満了後でも，後任者が就任するまでは，なお，その職務を行なうも

のとする。

（役員の解任〉

第 17条 役員は，次の各号のlに該当するときは，理事会においてその役員を解任

することができる。

(1) 心身の故障のため，職務の執行に松・えないと認められるとき。

信） 職務上の義務違反その他役員たるに，ふさわしくない行為があると認められる

とき

（役員の報酬〉

第 18~長役員は， 有給とすることができる。

2 役員の報酬は，理事会の議決を得て，会長が定める。

第 4:r;:L 理事会

（構成〕
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第 19条理事会は，理事をもって構成する。

〈招集等〉

第 20条理事会は，会長が必要と認めたとき招集し，会長がその議長となる。

2 会長は，理事の3分の l以上から叉は監事から会議の目的である事項を示して理

事会の請求があったときは，その請求のあった日から30日以内に招集しなければな

らなし、。

3 理事の招集は，会議の目的である事項，日時及び場所を示した書面をもって，開

催日の7目前までに通知しなければならない。

（議決事項〉

第 21条理事会においては，この寄附行為に別に定めるもののほか， 次の事項を議

決する。

(1）事業計画及び収支予算

(2） 事業報告及び収支決算

(3）その他の重要事項

（定足数等〉

第 22条理事会は，理事総数の過半数の出席がなければ議事を開き議決することが

できない。

2 理事会の議事は， この寄附行為に定めるもののほか，出席理事の過半数をもって

決し，可否同数のときは議長の決するところによる。

（書面表決〉

第 23条理事会に出席できない理事は，あらかじめ通知された事項について，書面

をもって表決し，叉は他の出席理事に表決権の行使を委任することができる。 この

場合には，その理事は，出席したものとみなす。

（議事録〉

第 24条理事会の議事については，議事録を作成しなければならない。

2 議事録は，議長が作成し，少なくとも次の事項を記載し 議長及び議長が指名し

た出席理事2名以上がこれに署名押印するものとする。

(1）会議の目的である事項，日時及び場所

(2）理事数及び出席数

(3）議事の経過の概要及びその結果

3 前項の議事録は，事務所に備え付けて置かなければならない。

第 5章審査委員会

（審査委員会〉

第 25条 この法人に，審査委員会を置く。

2 審査委員会は，会長の諮問に応じて，この法人の行なう港湾運送事業の近代化の

助成の事業の実施に関して必要な審査を行なうものとする。

3 審査委員会の委員は，学識経験者及び監督官庁の職員のうちから会長が委嘱する。

第 6章事務局

（事務局）

第 26条 この法人に，事務局を置く。
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2 事務局に関する規定は，理事会の議決を得て，会長が別に定める。

第 7章寄附行為の変更及び解散

（寄附行為の変更）

第 27条 この寄附行為は，理事会の議決を科，かっ，運輸大臣の認可を受けなけれ

ば変更することができない。

2 前項の議決は，出席連事の3分の2以上の多数による。

(fl坪散〕

第 28条 この法人の解散については，理事会の議決を得，かっ，運輸大臣の許可を

うけるものとする。

2 前条第 2項の規定は，百1fj~震の規定は前項の議決について準用する。

（残余財産の処分〉

第 29条 この法人の解散に伴う残余財産の処分については，理事会の議決を得，か

っ運輸大臣の許可を受けるものとする。

2 第27条第2項の規定は，前項の議決について準用する。

第 8章雑則

（細則〉

第 30条 この寄附行為に定めるもののほか， この法人の事業の運蛍上必要な総l則は

理事会の議決を得て，会長が別に定める。

j(fj" J1U 

1 この法人の設立当初の事業年度は，第9条の規定にかかわらず，設立の日に始ま

り，昭和45年3月31日に終わるものとする。

2 この法人の設立当初の事業年度の苓業計画及び収支予算については，第10条中

「毎事業年度の開始前に」とあるのは， 「この法人の設立後遅滞なく」とする。

3 この法人の発起人会において，設立後役員となるべきものとして指名された者は

第lt！条の規定にかかわらず，設立時において役員に選任されたものとする。

4 この法人の設立当初の役員の任期は， ~16条第 1 項の規定にかかわらず，昭和45

年3月31日までとする。

5 この法人の設立時における基本財産は，次のとおりとする。

金 100,000千円

9. 港湾運送近代化基金の概要

1. 41年度 財政援助〈港湾運送関係〕 24億円

内「港湾運送近代化基金」関連資金 22億円

2億円（公団，はしけ関係〉

（「港湾運送近代化基金」 44年度から民間機関と して発足〉

2. 基金固有の資金 事業者納付金 15億円

3. 財政資金 中小企業金融公庫 15億円（上屋その他〉

船舶整備公団 7億円（荷役機械〕

22億円



港湾運j送事業巡賃料金と港湾運送近代化基金について 209 

2.3の組合せ ） 

資金運用条件 ｝等全般の諸条件は関係省庁等で協議決定される。

納付金の損金算入 J 
金利等の運用条件 年度を追って改善される。

4. 基金の事業 ＠ 事業者の借入金の債務保証

＠ 荷役機械の整備

の上屋等共同荷さばき施設の整備等

（国有の資金はできるだけ業界全般の近代化に役立つよう配分される〉

五盃竺亡者聖書課耐酬のド入車の償設の整備 整備 務保

｜ ｜ ｛「 門 億円｜1. 財（港政運関援係~J (2. 25 (15) ( 7) 

2. 島小企業金融公 ｜ I 15 I I I 

3 船山公団 l I I 7 I I 

号1・ i (22) I (15) I ( 7) I 。 ｜

4 鳩町常利ω ｜ 5 I 2 I 8 I 

5 自己負担 ｜ I 5 I 1 I I 

言｜ ｜… I 25 I 10 I s I 

10.港湾近代化基金の事業計画の資金計画

〔基本的な考え方〕

(1) 拠出金は年間15億円をメドとする。

音1・

(22億〉円

15 

7 

(22〕

(15) 

9 

43 

(2) 拠出金の刻象事業ごとの配分は，概ね共同和Jさばき施設5億円，荷役機

械3億円，その他7億円程度をメドとする。

(3) 拠出金は地区ごとの拠出額を勘案して配分されるよう配慮する。この場

合においては， 3年程度の期間で考える。

ω財政資金（中小公庫15億円，船舶公団7億円，計22億円〉は，拠出金と
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リンク させて使用される。

（め助成にあたっては近代化に積極的に努力した者を優先する。

〔共同荷さばき施設関係〕

(1) 対象・事業協同組合の行なう共同荷さばき施設の整備

(2) 中小公庫の融資

① 使途上屋その他共同荷さばき施設及び附属設備

②貸付金の限度 1組合あたり 3億円とする。融資比率の考え方はない

が概ね75%をメドとする。

③利 率 8分2L亙 （ただし次年度以降は特利を要求する勺

④ 償還期間 10年＊（据置期間2年を含む〉

⑤担 保 出来上り担保とするコ保証人は，基金及び組合員が連帯

保証人となる。ただし基金の持分はなしとする料＝。

注＊いずれも中小企業庁と折衝中のものであり確定ではない。
料基金及び組合員が連帯保証人となるが，持分は基金はなく，各組合員100
%が持つという特約を結ぶものとする。各組合員相互聞の割合については，
case by caseでとり決めさせる。

(3）基金の助成

①用地の確保 港頭地帯における用地の確保が最大の問題であり，業

界の要望も強いと考えられるので，原則としてJ用地の確保は基金が行

なう。 〈買取，貸付の場合は権利金等の支払〕

②その他の助成 基金による用地の確保が港湾管理者の条例， 取扱等

により困難な地区，用地の確保に要する金額が次項の限度額に満たない

地区であって，限度額の範囲内での助成の増額を希望する地区等につい

ては，用地の確保に代えて（用地の確保にあわせて） ，荷さばき施設の

建設費についての助成を行なう。 （ただし， 25%以内）

助成の方法としては，さしあたり金融機関を通じての事実上の融資とす

る。

＠ 助成の限度額
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地区ごとに概ね（年間拠出額× 3年分x互盤目〉により算出される額を
15億円

メドとする。

④助成金の償還

中小公庫の償還が終ったあと 3年間で、基金に償還させることとする。

用地を基金が取得した場合については，中小公庫の償還が終ったあと

3年間で買い取らせる。この場合の買取価絡は時価とする。用地を基金

が借受けした場合については，同様に3年間で権利金等の肩替りをさせ

る。

建物等について基金が実質的な融資を行なった場合については，同様

に3年間で償還させる。

⑤助成金の金利

無利子とする （用地買取の場合は地代無料，用地借受の場合は借地料

は負担させるが権利金等に対する利息は取らない。建物等に対する融資

については利息については利息は取らないが銀行利子の差額は組合負担

となる。〉

〔荷役機械〕

(1) 公団との関係

公団7割（7億円），基金3筈lj( 3億円jの共有とし，事業者に貸渡す

る。基金は貸渡事業者の指定を受ける。

(2) 貸波条件

(1) 公団持分（ 7割〕については従来と同様

基金持分（3割）については償却分＋金利分（利率2.4%程度〕

笑質総合金利 5.97% 

注 2.4%程度の金利分により，公団持分に対する保険料（公団負担の残
余分〕及び集金委託料をまかなう。

(2）貸渡期間 共有機械の償却期間とし，期間満了後残存簿価で買い取

らせる。
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(3）貸渡先の選定 既にこの方式による貸渡を受けている者は後順位と

する。荷さばき施設，その他において基金制度を利用している者も後順

位とする。

(3) 3類港の取扱い

(1) 3類港は基金無関係とし，公IJJと事業者の共有とする。

(2) 公団における選考は，1 • 2類港と同列に選考するものとする0

(4-) 従来の貸渡会社，振興会社の取扱い

(1) 貸渡会社は，基金の代行機関として活用することは可能である各港で

定めるものとする。

凶 振興会社は，はしけ従来の機械があるので，当然残ることとなるが，

基金関連分も扱う方向で考える。
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（基本的な考え方〉

1. 基金は中立的な機関とし，外部からの意見と指導によって運営される。

2. 荷さばき施設と荷役機械については，財投とリンクするので，夫々運

輸省の推薦に基き，中小企業金融公庫と船舶整備公団が選衡を行うが，

基本方針については，基金と充分協議する。

3. その他については運輸省，学識経験者等の代表者からなる審議委員会

を設けて，ガラスばりの運営を期する。

4. 港運業界の意見は， （社）日本港運協会を通じて基金に伝達され，基

金はこれを尊重する。

5. 利用者側（荷主，船社等）の意見は近促協を通じて基金に伝達され，

基金はこれを尊重する。

6. 運輸省は地区段階において地方海運局，中央においては，木省が相互

に連絡しつつ，夫々指導監督に当る。
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12.基金関係業務のしくみ
(1) 共同荷さばき施設（中小企業金融公庫関連〉

①申請写
事業者

①申請写

＠ 
貸波

①貸波申諮

基 金

④ 
共有

②共同製造申請

噌・・＇＂戸山 ' 

地方海運局

｜港運 －wl% ~「｜船舶酬公団
意見具申③共同製造決定

~運輸省 ｜

（局 荷役機械 （船舶整備公団関連〉

①融資申！.i'l

⑥貸付
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（δ） その他（財J止なし〉

仁
吋①
 事業者

①申請写

①ll111&1j1J,'i 

運輸省港運｜治会 金

Fl! Ij（会 話~－~」
⑤決定

’l~ ~：；~局

②heaγ・ing 

別添参考

（そのー〉

昭和44年8月2sn

各国税局長あて

悶税庁長官

港湾運送事業者が港湾運送近代化資金に充てるため財団法人港湾運送近代化法

余に対して拠出する負担金の法人税および所得税の取扱いについて
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港湾運送~j；：業おが治的運送近代化資余に充てるため財団法人港湾運送近代化基金

OH団法人港約J筆活近代化基金が設立されるII前においては，財団法人港湾近代化促
進協議会）に対して拠出する負担金の縦は，その支出の日の属する事業年度または年

分の損金の額または必要経貨に~i：入することに取り t及われたい。

なお，港湾運送事業者がこの通達の口付の日の属する 事業年度または年分 （以下

「通達年度」としみ。〉前の事業年度または年分に拠出した当該負担金の微を仮払金

等として経理している場合には，その仮払金等として経理している金額は通述年度に

おいて損金の領または必要経費への算入を認めて差支えない。

（その二〕

昭和44年8月27「！

財団法人港湾運送近代化基金

会長 佐藤 監殿

運輸省港湾局長

基金の運針について

財団法人港湾運送近代化基金は，港湾運送事業の近代化促進のため，政界］をはじめ

関係者の総意を背景に設立され，港湾運送事業者の拠出する多額にして，かつ，資IF:
な港湾運送近代化資金を管理運用するものであるから，その責務の重大性を自覚して

業務運＇，：：＼＂全般にわたって公正的確を則するものと し，いささかの疑念も差しはさま！し

ることのないよう特に役i隊員の綱紀の政正の硝保には最大の努力を払われたい。
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海運流通斉合性

（そのH 海運流通斉合化の方向〉

はしがき
1. 斉合化の方向
(1）斉合性の論理
① 目的の論理
②手段の論理
(2）斉合化の基木方向
2. 海運流通斉合性の追跡
(1）斉合性追跡のパターン
(2）追跡の手法，四側面について
むすび

はしがき

神代方雅
（小樽市港湾、部次長）

斉合性の追求は至る所で常に行われている。しかしそれが，明確な主体に

よって確実な論理に基いて計画的効果的に処理されているかという点になる

と甚だ残念ながら動きのとれないような不調和が多過ぎる。特に海運流通に

おいては或特定の港湾を経由する流通が不特定多数の事業体によって行われ

るために全体の調和を図るべき主体がなく極めて斉合性を欠くものがある。

その中で部分的に輸送を担当する夫々の部門や各品目 とかそれに関連する事

業体毎に，或いは船社資本を中心とする一貫輸送体系化等の斉合化が図られ

ているがp 全体を網羅した場合或いは特に海上運送から内陸輸送に至る施設

機能の配置等に極めて斉合性を欠いている。斉合性追求の木旨は部分的でな

く全体としての発達にある。海運を媒体とするより高い経済発展を求めるた

めには，ill運流通全体と しての斉合性追求の論理とその実行の体制 ・手段が

必要である。
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1. 斉合化の方向

(1) 斉合性の論理

個人から人類全体に至るまで，夫々の活動が行われながら個人における

自己矛盾どう着から総ての単位の夫々或いは単位相互の問に矛盾 ・競合・ア

ンバランス ・不適正・無駄等夫々の元米もたねばならない目標に対しマイナ

スの要素が存在する。これら矛盾 ・対立・アンバランスなどは夫々の立場

では理論的妥当性があったり，逆に夫々の立場だけでは解消し得ないマイナ

スの要素がある。全体としての斉合性のためには，夫々の目的の設定とその目

的を達成する手段とが全体的立場の論理に適合することと，単独には排除し

得ないマイナス要素を全体的結合の手段の中から解消しなければならない。

また全体目標も夫々部分の目標をもより高い所におきながら最少のエネルキ．

ー消費により最大の仕事量を得る即ち最大の効率を得る関係が必要である。

しかし逆に無駄と思われることも斉合化のために必要な事がある。例えば触

媒の如きものや，余裕の如くである。次に全体の目的をある時間と空間にお

いて達成するには，これを構成する夫々の目的と手段が時間的にまた仕事と

してロスのない結合をすることと，併立して進行させる仕事が夫々必要な時

点で達成されるというように夫々の仕事を構成し組織しなければならなし、。

オノレヵーナイズされたものの精度と効率を求めねばならない全体の目的が一つ

の価値を造成するのであるとすれば，夫々の仕事のためのエネノレギーは一つ

の価値としての別のエネノレギーに変換するのであり，全体の目的と夫々の目

的に対する仕事とは全く異質であり，後者は前者に対してはエネルギー消費

であるという視点に立たねばならなし、。にも拘らず部分の目的・仕事が過大

になり勝であるから，この意味においても組織化の必要がある。これは云う

なればプランニングであり，斉合化の理論はプランニングの理論である。以

上の原則的な考えに立って，目的の設定と目的達成の手段についての論理を，

非常に広範になることを避け海運流通に関連して考えてみる。
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① 目的の論理

一目的設定と必要条件一

目的を変化という要素でみた場合，永久に固定的な目的と大なり小なりに

時間と共に変化する目的とがある。これらの変化が物理的・社会的・経済的

等の必要条件において或期間で、表われるとすれば，その目的の達成と効果は

その期間における必要条件と変化の内容に応ずるものでなければならない。

一目的設定の限界一

可能条件による目的設定の限界，即ち目的を達成するための手段によって

の制限と投資と効果における必要条件の成立の限界（損益分岐点〉がある。

また可能な限界が大きく，自由に大きい目的を設定しても，それが異種の目

的にマイナス条件を与え，同種の目的でも過当競争等のマイナス条件を生ず

るという限界がある。またナショナノレミニマムやシピノレミ ニマムという最低

限があり，未知・不確定等の要素を考慮した限界がある。

一目的の併立と異種目的の包含一

ある目的で仕事をし，同時に併立した目的を達成して価値を生み出すこと

は，より多くの価値造成であるが併立した目的に重点（価値の大さ）と順序

がある。また異種の目的をも併立する可能性があれば，仕事の効率は高まる。

一全体の目的に対する部分の目的一

理論的には全体の目的を達成するための仕事を分担する夫々の部分の設定

すべき目的は夫々異質の必要条件により成立つべきであろう。しかし目的設

定主体が大きくなり，或いは主体が不明確である程，部分の目的は同質のも

のに多く岐れる。また部分の目的が全体として異質のもので構成された場合，

夫々の目的に対する仕事量或いは造成すべき価値，或いは仕事の効率が異る

とともに時間的・空間的配置も異るので，部分の目的に設定すべき比重 ・配

置とこれらの結合条件の論理が必要になる。

一目的設定の主体一

企業体或いは組織体としては目的を明確に設定しなければならない必然性
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があるが，同ーの目的を設定すべき問題を包含しながらより広範囲な全体的

な関係においては目的設定の主体が不明確になる。この結果全体に対する部

分の目的設定が全体が目的とする必要条件に必らずしも合致しない結果を招

オとする。

② 手段の論理

前述の部分の目的の設定と結合条件を満足せしめ，全体としてより高い精

度と効率を求めることが手段として必要なことである。しかして手段として

組立てる上に必要なことはプラスとなる要素とマイナスに働らく要素とを切

らかにすることである。

ープラス・マイナス要素の分析・発掘一

既知・未知・不確定という要素のなかで，手段としてプラス要素とするこ

との可能なもの不可能なもの，手段に対してマイナスに働らく要素で避ける

ことが可能なもの不可避なものを明らかにする必要がある。

プラスの仕事をするために，熱力学でいうエントロピー（断絶エネルギー〉

を仕事のエネルギー或いは位置や型体エネルギーとして考えて，エントロピ

ーを極少ならしめる必要がある。即ち未知や不確定の要素を発掘してプラス

要素としてとり上げうる状態とし，仕事のエネルギーを最大の状態とするこ

とであるが，これは同時にマイナス要素を解消するために必要な手段である。

マイナス要素の所在として考えうることは，目的設定と手段との関係にあ

る。第一に目的設定の主体が不明確であり，従って手段としての論理的確実性

がない場合当然アンバランス・余分な仕事・競合その他諸々のマイナス因子

を包含する。第二に全体目的に対する部分の目的のなかで，同質の目的をも

った企業体・組織体がある場合は，良い意味では効率を上げるための競争が

'r lわれるが，悪い意；l朱で

する可能性がある。第三に目的設定の主体が明確でありかつ一つの企業体 ・

組織体である場合は，この目的を分担する夫々の部門の目的は異質のもので

あるから少くとも相互に対手の目的合侵すというマイナスは発生すべきもの
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でないといえるが，部門夫々の目的設定と手段とが全体的結合を前提とした

内容，即ち全体目的に適切である夫々の部分の仕事の比重が比較論の立場で

構成されることと夫々の手段が時間的 ・空間的に適切に配置される，という

ことでなければ不均衡や矛盾 ・摩擦抵抗等のマイナス要因を生ずる。

一手段としての比重の構成一

目的を達成する上にどの部分の手段に必要性が大きいか，或いは効果が大

きいか，或いはマイナス国iの消去として何処に比重を大きくすべきかを，コ

スト・ベネフィットの比較でリ ニアプログラミングその他数理的比較により

分析し構成する。

一手段の順序と配列一

比重の構成が行われた夫々の手段を時間的 ・空間的に適切に配列すること

である。夫々の手段には仕事としての効率の相違があるので，仕事の完成の

必要条件に対し時間と仕事量との関係を適切に調整し配列する。

一手段の接続と結合一

接続（Conjunction）とは，基本的には異質である各手段の接続における種

々の矛盾 ・ロス等のマイナス条件を消去して，手段から手段への相互の機能

の適格化を求めることであり，結合とは接続をも包含して，場合により幾つ

かの手段を合体せしめ，各手段の効率を平準化し全体として組織化 （Organi-

zatioめすることである。

(2) 斉合化の基本方向

以上のような目的と手段の論理のなかで，マイナス要因や不可避・不可知

の要素に対する最大の処理と調整を行い，新たなプラス要素の発掘により弱

点を引上げて平準化し，論理的な組織化のなかで更にマイナス要素を解消し

て全体としての精度と効率の高度化を求めるという，飽くまでも論理的にか

つ全体として処理することが必要であり，このように論理に基いて目的と手

段を接近せしめ調和を図ることが斉合化の基本方向であると考える。しかし

て斉合性はその目的だけのものではなく，異程の目的をも包含したより高い
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目標を通じての斉合性であることが必要である。

2. 海運流通斉合性の追跡

。） 海運流通斉合性の追跡のパタ ーン
海運貨物が生産地点から生産財として生産者に或いは消費財と して消費者

の手に渡るまでの物的流通のなかで，各種の輸送手段と施設機能の配置なら

びにその運営において，斉合性の論理に基いて次のような斉合性追跡のパタ

ーンを考える。

① 施設機能の必要性の比重と構成

発荷主から受荷主 ・消費者に至る夫々の立場に立った輸送上の物的機能の

配置における必要性の比重。それは目的設定における限界の考え方と比較論

による損益の比較等によって夫々の物的機能の重点と順位を検討する。

② プラス・マイナス等要因の分析

物的機能の配置と運営において，機能夫々或いは機能の接続と結合におけ

る諸要因を分析する。この結果がまた①の検討の要素に戻る。

＠ 必要条件と変化の内容

流通需要の変化，質的量的期間的変化とこれに対応する施設機能の配置。

特に必要条件の量的・期間的要素については，投資と効果の関係から，当初

は間に合わせの安い構造物や規模の小なるものとし或期聞を経て本格的なも

のとするというような変化の要素にシビアに対応する計画論が必要である。

④ 輸送手段の夫々の能力とその均衡

貨物毎に異る要素であるが，海上・港湾 ・内陸小口輸送に至る一連の輸送

能力が最も斉合的にパランスされうる関係。夫々の単位の (1回の〉輸送量

と時間との関係に最も効率的にロスのない輸送手段の能力配置を検討する。

⑤各輸送手段の接続と結合

海上輸送の必要とする要素と動向と港湾のタ ーミナノレオベレーションとし

ての目的内容或いは港運業の立場と，陸運業の立場から小口輸送でユーザー
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に至るまでの扱業者の立場，夫々の立場における輸送手段は夫々内容を異に

しているから，これら各手段の接続方法の検討と，各手段を部分的に合体す

る等の全体的方法を検討する。

⑥運営における分担関係の圧縮一体化

物的流通における分担関係が企業形態として徐々に圧縮一体化の理論的妥

当性がある。石油配分輸送或いはコンテナー輸送の如きはそれを示している。

貨物の性格や流通規模によって夫々事情を異にしているが，少くとも港運業

が陸運業を兼ねることは現実化しており，更にこの陸運業がユーザーへの最

終輸送まで分担すべき妥当性が，流通センターの機能高度化とも関連して具

体化するものと考える。

⑦ 物的流通機能と非物的流通との斉合化

商取引と輸送の契約が物的機能を利用する上に必要な配慮をもつことは当

然であるが，それは各貨物毎に考えられていることである。不特定多数の貨

物を対象とした場合には輸送需要の整理を検討しなければ，結果として相互

に輸送効率を低下することになる。

＠ 広域的・全体的流通の斉合化

海運流通を広域的な地域間相互に捉えた場合，流通ルートは複数でありま

たはありうる。国民経済としての判断に立った各ルートの使い方と夫々のノレ

ート内の海運流通需要の要因を形成する生産 ・消費の関係の斉合化が必要で

あり，この場合陸運のノレー トをも含めて流通のためと地域開発との視点での

総合計画の中で斉合化を求めねばならない。また同様の意味で外部条件の変

化動向を長期的視点で判断して斉合性を確保する必要がある。

⑨ 主体の明確化

苅：合化を計画する主体が別らかでなければ空念仏に等しい。広域的 ・全体

IJ ＇~H画の体制を先づ設定しなければならない。

⑮流通の組織化と精度と効率

一つのルートにおける流通は勿論，広域的にみた流通を組織化し，流通の
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精度を高め全体として流通効率を高めることが地域間流通需要としての生産

・消費のベネフィットを高め，これが結果として更に流通効率を高めるとい

う｜共l係を成立させねばならない。

(2) 追跡の手法

)f!j逆流通斉合i~L:のその 1 に述べた①海運流通需要発生の要因②泌｜注連の

選択要因③海運ノレートとして各ノレートを選択する要因④ノレート（レーン〉

内機能の組合わせ⑤レーン内機能のフアクタ ーという要因を別の角度から

斉合性追跡のパターンによって夫々分析検討する事は一つの追跡の手法であ

ろう。いま一つのノレートの機能の組合わせについて分析検討してみたし、。その

ためには海運流通の部分の側面として，①荷主資本②船社資本③港湾、及び

港運業④港湾背後地域及び陸運業の四側面について夫々の動向や臨路・矛

盾等とその要凶を分析する。

① z,1主資本の側il1i

z;;j主Vilちメーカー或いは商社等貨物に投資した立場からは，その資金をで

きるだけ寝かさない.QIJち流通を早く，保管は少く必要量を必要時期に正確に

起点から終点に， しかも総コストが最も安く便益の高い輸送ルー トを選択す

る。 M運の特徴からこれをみると必らずしも荷主の要請と一致しない或いは

矛盾がある。また海上輸送・陸上輸送・荷役・保管等の夫々の特徴と夫々に占め

る必要コストにおいて，荷主資本の立場では当然、コストの大きい部分をでき

るだけ少くしようとする。また保管の個所と荷役の回数を少くし，最終需要

の必要とする；ill；的II与則的内容に応じ余分な輸送と保管を少く しようとする。

愉送業の立場でもこれに協力しなければならないのは当然である。海上 ・陸

上 ・荷役 ・保管の夫々のコストは勿論条件により異るが，陸上輸送のコスト

がI')jt・kmで、はif，廿u－のHIイたであることが荷主の立場として内｜波需要に近い

港湾をポ｜闘しようとするので，一般的に多数港を指向せしめる。次に内陸都

市への小口輸送までのコス トを考えると，小型輸送としての割高と都市内交

通のltfi誌による｜時間的ロスなどで・（fU:迎流通全体の中て、最も繁雑かつコス トロ
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になる部分である。従って荷主の立場では小口配分の輸送距離をできるだけ

短く し都市内交通網を有効に利用しうる位置から計画的にロスの少い輸送

をしようとする。これが荷主の立場からの流通センターの必要であろう。しか

し一方海運の効果を受止める港湾から直接ユーザー配分するなら，保管と荷

役の回数が少く非常にコスト安になる。その形体はj牟頭で木船荷役をした場

所から直接か少くとも一回の保管（即ち上屋〉個所からが最もコス ト安であ

り，この思想は流通センタ一陣頭である。埠頭と内陸と何れが良いかは条件

にあてはめて数理的に比較すべきであるが，一つには港湾から内陸センタ ー

までの輸送方法にある。港湾で保管をせずに大量形態で内陸センタ ーに送り

うるとすば，荷主にとってはその方がベターかも知れなし、。このような荷主

の要請に対しては海上運送・港湾 ・内陸への接合に斉合化の重点がある。

②船社資本の似IJ面

船社資本としては荷主の要請に応じながら，資本生産性高度化のために自

由にと云ってよい種々の方策をとりつつある。即ち船舶機能の高度化や適性

化によって，船舶自身の固定費の低下策として顕著なパージ輸送の列車化或

いは大型化や原子力洛－水船，港湾、における時間の節約と してコ ンテナ •RO

-R O方式等は勿論，Selfunloading専用船の動向や岸壁との絶縁と考えLょ

うでは港の機能特に荷役能力の平準化に役立つと思われるパージ（しかも荷

役力も備えた〉或いはLAS H船等は今後1jJ広く発達する可能性がある。 ま

た貨物集荷の対策強化と考えられるのはコンテナー・ R0-R O方式により

小口貨物や陸運貨物を海運に誘引し，或いは小型船により多数港（小型港〉

へ指向する。荷主との協力強化とみられるのは一貫輸送形体は勿論であるが，

遠距離を大型船で輸送して大型少数港に集中し，これを小型船で多数港に分

散する方策（穀類輸送等〉や生産 ・消費との協力である工場船・冷凍船或い

ば液化ガス輸送と冷蔵事業との関係等がある。また一定の貨物が得られる航

路に輸送精度をあげつつコストダウンを図り，これが更に貨物を吸引する関

係のために高速化や原子力潜水船によるピストン輸送等多くの方策がとられ
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つつある。

運営面において輸送の起終点聞を内陸まで船社資本一本で処理し一本の料

金体系をとる動向，その中聞をゆく状態として港運業・陸運業が船祉の下請

的存在等がみられるが，荷主が夫々の輸送業に料金を支払うこと自体が旧態、

であり，機能としての一貫化と同時に料金体系も事務処理も一本化すべき妥

当性がある。また船社資本として船舶速発その他メリットの大きい港湾や陸

上ルートについては，その利益を港運 ・陸運の資本に均需しでも或いはした

方が船社資本のプラスになるという論理は，荷主が トータノレコストで、各ノレー

トを比較する上における一つの要素である。また運営面であり船舶接岸荷役

の機能面で，船社側で必要とするのは上屋戸前受制度である。上屋の公共性

のなかでは船舶にも陸運にも荷主にも総て好都合に利用されるべきものであ

るが，ここに輸送業務の接続点としての矛盾がある。例えば流通センター埠

頭として上屋を配分輸送の保管場所と して考えた場合と必らずしも一致しな

い。このような矛盾を解決するには機能の高度化や運営上の工夫などが必要

であるが，貨物によっては海陸両面に都合よく使分けているものである。

＠ 港湾における側面

流通港湾は海運を分担する或いは利用する総てが依存し由自に集中する。

港湾は海運の分担業務が接続される場所であり，流通の調節が同時に行われ

るので，夫々の目的を満たしうる条件が港湾に具備されねばならなし、。 しか

るに不特定多数即ち種々雑多の系列と形体による業務が夫々の権利や悉意に

よって或程度自由に行われるので至る所にあらゆるマイナス条件が発生す

る。しかも船社資本と荷主資本の両面ーからの自由な要請を捌かねばならない

立場にある。さばくということは荷物を捌くということと裁判の裁くという

意味も包含する。裁判という意味では港運業はサービス業者であり，港湾管

理者また許認可による便宜供与が主体である点からすれば港運業まで含め

た総てに対するサービス業の形態を出ないので，裁くという意味でのマイナ

ス条件を抑圧し，権限によって指導する何物もないといってよし、。いわば自
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由経済の原則に任されていると云える。従って港湾には斉合性追跡のパタ ー

ンは総て適用されねばならないが，放置すれば過密・過疎の何れかに進行す

る要素が地域経済の立場と同様にある。

港湾、に先づ必要なことは主体の明般化である。必要な行政が分割されてい

ること，企業体として考えてみても必要な組織化を行ない得ない。主体を明確

にし，総ての動きを整理し単純化し，必要な異種の手段をもっ要素の集合体

として組織化することである。端的に表現すると流行る店は組織にむだがな

いし夫々の仕事も統制されていようしお客も勝手な事が云われず良いマナ

ーが必要であろう。店として論理的に機能の配分がなされ，客に対する必要

条件が整備され，客も順番を待つと云った斉合化が自由経済の原則の下で行

われている。従って、港湾に必要なことは流行る店の条件を備えることであろ

う。そのためにはその港湾を経由するノレー ト全体の斉合的機能配置と接続条

件の整怖が必要で、あり，更には広域的に各自伝運流通ルート相互の斉合化と各

ノレートの理論的流通コスト或いは便益の構成が行われねばならなし、。

港運業の立場における斉合性追跡の方向として顕著な問題点は，輸送高度

化に伴う労働力の節約と逆に将来展望の中では増大する貨物量と高度化に必

要な質を有ーする労働力の不足である。また輸送高度化の過程で港運業の整理

統合は必至で、あるが，一方貨物によって相変らず高度化を図り得ない残され

やすい部分に属する港運業の労働力と経営である。このあたりに斉合化の必

要が強L、。また全国的視野で輸送業が貨物・資本系統・地域等複雑に存在し，

権利として構成されていることは港運業単純化を妨げる。次に港運業はそれ

だけで存在し得ない動向にあることは明白で，荷役・保管は勿論更には内陸

愉送から最終ユーザー配分に至るまで全体の輸送形体に発展して高度の能率

によって輸送を受封つことと，流通に関連する生産以［Jち輸送過程において最

終消紫への生産工程を入れた企業として等圧縮一体化に向って斉合性を求め

ねばならない動向にある。

④ 港湾背後地域と陸連の側面i
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内陸背後地域に海運の効果を及ぼす， 同時に最終消貨に刻する小口配分

（集荷〉が最も効率的に行われるとしづ。大量効果と小口輸送との関係の斉

合化を求めることにある。これは内陸に起こり得ベき海運流通需要と，これ

を満足させるための貨物輸送の精度・効率と保管機能の位置及び規模の三者

の関係で求めねばならない。斉合性追跡のパタ ーンにおける胞設機能の比重

の構成と愉送手段夫々の能力の均衡・配置の検討が必要になる。そしてまた

主体の問題として陸運行政や地域開発計画 ・都市計画その他流通に関連のあ

る計画を立案し実施する主体がバラバラである点が最も問題になる。この点

が一般に云って海運流通機能の一貫的整備の盲点になっている。しかして船

舶機能と港湾機能のアンバランスより港湾と背後流通のアンバランスが大

きく，このアンバランスが港湾にマイナス条件を作り，惹いては船舶とのア

ンバランスを深める結果になっている。輸送機関は単独に高度化や規模を拡

大しうるが，基礎施設である港湾や道路 ・鉄道 ・流通センタ一等は限られた

空間を対手にしなければならなし、。この点からすると内陸における機能造成

が最も困難であり， 計画性が必要である。港湾は寧ろ公有水面に向って拡大

が可能であり且つ何時でも時価で造成しうる。

いま簡単に，港湾から最終消費者（小売店〉に至る輸送機能の配置につき，

比絞の論理のたて方だけを考えてみる。

一内陸輸送機能の配置一

比較すべき内容は，港湾における大量輸送効果を内陸流通センタ ーに及ぼ

すための手段と費用技びに貨物にかかる輸送コスト，同様に流通センターと

流通センタ ーから小口配分をするための基礎的費用と直接貨物にかかる費用

の比較である。前提条件は流通センタ ーの位置は港湾から始まり都市に近い

適正な或位置までとし，保管は 1信i所だけで有I役も保管に関しては1筒所だ

けとし，港～流通センタ ー聞は鉄道・トレーラー ・水路利用等で大量輸送を

する（港湾を流通センターとした時は時はlヨら異る〉，流通センター～都市

内は速度の限定や混雑と待時間ロスがあり車型も小型であるものとし，保管
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機能はコンピューターを利用した自動荷役を理想と して考えるものとする。

また港湾・鉄道 ・道路 ・水路及び流通センタ 一等基礎施設は直接貨物にかか

るコストとして計算しないこととする（別途に計算〉。また総て陸運業の立

場での必要費用とし，保管機能を同様とする。

① 港湾から流通センターまでの費用

C1；トン・キロ当り コスト

I:V1 ・ 1日の輸送総量（t)

Vi：輸送機間1回の輸送量× n台 （t)

Hi ：純走行時間ゅの

h1；積卸と待時間等の時間ロスゅの

Di ；港湾～流通センターの距離 （km)

Vi：輸送機関の平均速度（伽／hr)

N1: 1日の輸送機関回転数（平均〉

G1；輸送費の 1日当総額（円〉

Hn: 1日平均稼勤時間ゅの

Ni ＝，門 Hn ,-（回／日〉
｛ー竺己主＋ h1 l 
¥ 2D1 ‘／ 

I:V1 =Ni・Vi ( t) 

c, _ G1 － i L:V1 ・Di

②流通センターから小口配分まで

同様に

Aん＿ Hn － 
ι （企主目）

2 D2 . 

L;V2・ = N2・V2

c. _ G2 － ρ Z Vi・Dz

〈円／伽 ・t)
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で求められるが但し，

n~ ・ 自動車 1 台 1 回の平均輸送距離（伽〉

v，；都市内は速度を限定する
Vi：都市内1台の積載量は限定
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従ってN2も或回数で限定され，更にんが大きくなる要素が多いのでN2は小

になり，C2も従って大｝となる。この点港湾～流通センターは計画的処理を可

能としてよいのに対し逆の内容をもっ。

③保管機能と所要コス ト

保管機能の規模を決定する要素

く規模を小とする要素〉

・建設と維持費，在庫する財貨への投資の小0

．く規模を大とする要素〉

・生産聞の時期的集中 ・波動 ・ピーク等

・消費而の時期的・時間的集中とピークと輸送を可能とする範囲とこれに必

要な量

・海運との都合とその効果を得るための量

これらは貨物により，輸送のノレートや手段によって異るものであるからその

点を考慮した幾つかのパターンを設定し，パターン毎の試算が必要である。

以上の三要素について数字を入れ種々の数理を駆使して規模の相闘を算出

する。この場合の官1J提条件の設定が重要であり，可能とする高度化の方法が

そのルートの立地条件に対応して計画されねばならなし、。また荷主の立場に

立って広域的に別のルートについても比較試算することが必要である。陸運

の側両と内／lt!/1命送機能の配置は検討すべき多くの要素があるが紙数が尽きた

ので割愛する。

くむすび〉

海運流通の斉合性についてはまだ論ずべきものが多く，特に流通需要を起

す地域間相互の経済関係に重要な鍵がある。何れにしても与えられている条
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件に刈してその瓶運ルートの斉合化のパターンを設定する必要があるが，こ

の場合外部条件の変化の動向を充分考慮し与件としてとり入れねばならなし、O

nii記の如く港湾は従来の概念を出てねばな らない動向にある。 J![Jち流通に伴

う生産と消費との協力， 4免1Jll＼的機能とィ12.~運営のjlllj1J'fiで一貫化と圧縮一体化

の方向，内陸輸送の高度化が港湾を単なる接続点ないし通過地点とし流通セ

ンターをしてif!J.運の起終点とする概念と逆に港湾を流通センタ ーとするlIJ広

い概念をもたねばならなし、。

施設は利用きれなければエントロピーであり，施設が論理的に計画整備さ

れなければこれまた型体エネノレギーとしての死蔵｝！IJちエントロピーである。

複雑な流通形体は余分な仕事と相互間の矛盾 ・対立 ・抵抗のエネノレギーロス

である。これらのエントロピーとエネノレギーロスを解消し単純化 ・組織化し

Organized AccuracyとEfficiencyを求める所まで海運の総てを斉合化し

なければならない。 終
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1960年のはじめ，鉄道には，すでに未来がないとされた。10年を経て，一

部先進国の間では鉄道無用の声さえ聞かれるのである。最近の著しい例では

米国最大の鉄道ベンセン トラノレむの破産に求めることができる。同社は資産

70億トソレを擁し，米加両国にわたって 3万2千粁の営業路線ー一ーこれはわが

国国鉄の約1.6倍にあたる一一ーをもっ大企業である。全米鉄道旅客運輸の「｜！

に占めるシェアーは35パーントにも達する。しかも，運営而での悪材料が黒

ri~i して今日の破綻を招いたのである。

欧州諸国の現状は，しかし米同と異っている。例えば，西独・仏国 ・不II

闘などて、は鉄道に大きく依存している。開発途上国では，自国の経済／Wl発計画

を交通網， J礼r/I鉄道網の整viiiにかけている例が非常に多い。要するに，鉄ill

のもつ優位性に刻する認識がよみがえってきたというわけで、ある。鉄i立はそ

の述笛を誤らなければ21［笠紀の交通機関として，その存在を主張できるとい

うのが大方の共通意見で‘ある。
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労働力不足が普遍化するので，将来の鉄道はサイパネテ ィックスを大幅に

とり入れることになるだろうという。これは省力化を実現できる基盤と して

鉄道がすぐれた特性をそなえているというこ とを意味する。また騒音や大気

汚染などの環境破嬢についても，鉄道はすぐれた利点をもっている。殊に都

市交通の解決に対しては，鉄道を唯一のきめ手とする程高い評価さえ行われ

ている。

この現代の苦悩を浮き彫りする都市交通問題を地域社会共同の場で解決し

ようとして鋭意計画を進めている例が米国にある。道路に比べると鉄道の初

期投資額は高からざるを得ない。その内建設費の90パーセント以上を域内居

住者からの税収に依存し，交通機関の利用者には極めて低廉な運賃で輸送サ

ービスを提供しようというのである。サンフランシスコ湾で徐々に形態をと

とのえつつあるBARTがこれである。

1.背景

BARTはサンフランシスコ湾域高速鉄道（SanfranciscoBay Area Rapid 

Transit）の略称て、ある。この企画・推進・運営にあたっている機関をBARTD 

と呼んでいる。Dは Districtの略であって，一種の公団の性格をそなえて

いる。

これはサンフランシスコを中心とする湾岸都市を結んで目下着々と建設工

事が進められているものである。高速鉄道とはいいながらその完成後の時

速128.7二’下であって，山陽新幹線の計画速度250粁をわずかに上廻る。力点は

むしろ， 来り心地に置かれている。車内設備は豪華で立席を設けなし、。これ

はサンフランシスコの通勤乗客は「必要」からではなく 「快適」を求めると

いう判断、こもとづく。自動制御運転・自動集改札を完全に行うことになって

いる。

BART が注目をあびているのは世界でもっとも長く深い海底 トンネルで、

あることもさることながら，その工法の斬新さにある。鉄道は5フィ ート 6
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インチ (1676mm）の広軌鉄道で、総延長75哩（120粁）の複線である。全体

としては， 従来の レール方式を踏襲している。総工費4,320億円を見込んで

いる。

2. 域内人口と地域社会

サンフランシスコ湾岸地域は人口増加率において， 全米第ーのカリフォル

ニア州の中でも特に顕著である。統計の示す所によねば（1940～1960年〉の

20年間に人口は倍増し， 1980年までに，この地域の人口は600万人を越える

だろうとし、う。この増大する輸送需要に対処するため，カリフォノレニア州だ

けで高速道路の建設・改良などに年間10億ドノレを支出している。しかも激増

をつづける需要に追いつくことができないのである。

この行き詰りを打開するために，外部依存をやめ地域社会での大量輸送方

式による解決を意図するのである。すなわち，高速鉄道と高速道路の結合に

よる成果に期待しているわけである。最終的にはこの方式は，住民投票にか

けられて，60%以上の賛成票をえたコ鉄道と道路の特徴をくみあわせて両者

のよくパランンをとった輸送形態を実現しようとするのである。

3. 資金調達計画

資金の調達には，色々と困難が伴う。総額の90%以上を地元の負担とする

以上，湾岸地域に居住する家屋所有者に対し，特別固定資産税を賦謀するこ

とになる。 これと引きあてに BARTは約8億ドルの債券を発行する。これ

が建設費にあてられる。このため，年平均27ドル （9,700円〉程度の資産税

が1家屋あたり課税されて， 今後30年間続く ことになる。

内訳は次の通りである。

地方債起債額 $ 792,000,000 
連邦補助金額 $ 80,000,000 
国庫補助金額 事 180,000. 000 

計事 L052, ooo, ooo 
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合計約10億仰というのが，計画当初の数字であった。しかしその後大幅な

物価値上りがあり，さらに追加支払として 1億4千5百万弗の必要が認めら

れている。カリフォルニア州議会はこの問題をめぐって紛糾したJ 費用の配

分をどうするかということである。

物品販売税の増額によろうとする一派と，港橋その他からの有料橋からの

橋梁通行料金をひきあげようとする他の一派との激しい論争である。その結

果物品販売税の増額の方針でゆくことに意見がまとまり，辛うじて議会を通

過した。このような経緯を経て，前記8千万di＇＼の連邦補 助金額中2千8百万

弗の支出が承認されたのである。

車両450両分の購入費7千万弗（250億円〉については， BART営業開始

後の収入を引きあてに BARTから債券を発行して，これにあてる構想であ

る。

1971年7月を紋期とする車両群第1回の入札がこの程行なわれた。まず最

初の10両の発注を先行させ，製造後の成果を具体的に検討して，さらに必要

な改善を加えて，次｜百｜以後の分を発注するという。車両の入札で興味深いの

は，その重量や電力消貨量について所定の基準値から減少できれば，報償金

が受注者に対し支払われることである。

4. 工 事 の 概要

サンフランシスコ側は連絡船事務所のフエリー・ ビノレディング附近で湾底

から市街地の下に入り，オークランド側は湾底から市街に入り 2線にわかれ

る。湾底部を構成するものは58筒のトンネルで、1基の排水量は約10,000屯で

ある。チューフーの最深川はiw而下i:oフィート（39.4米）である 3 長さは81.6
米から109.8米となっており，院Ji而はすべて柄14.4米， 1','Tiさは7.2米である，

水圧に堪える鋼鉄製で，厚さ9.5ミリ米，その内側に0.6米のj享さのコンクリ

ートの裏打ちが肱こされる。これは主としてチューブを安定させる目的を持

っている。
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湾底チュープ部分図 1

湾底チューブ断面図－2 

このチューブは造船所で製作され，現場に曳航される。チューブの中に軌

道が 2 本ずつ通る構造の 2 つの円形通路が並んでいる（図ーlおよび図 2参Jll~ ）。

サンフランシスコは地震の多発地’市ーであるから，耐震には特に注意し，可

擁性をそなえたパイプとしてやわらかし、海底に敷設する。｜刈端はスライドす

るユニパーサノレ・ジョイントで両岸の聞い土質の地下ト ンネノレと接続する。

これ程大規模な水中工事をすることは前例がなし、。注目ケーソンを用いて，
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に値いする点は，万ーの事故にそなえて両岸に各l基の通風塔を設けている

ことである。通風塔内で列車事故の位置を探知し，その部分に空気の吹き込

み「や吸い出しを行って大事になるのを防止しよう とするのである。高さ 108

フlィートのサンフランシスコ側の通風塔を例にとれば，コンクリート壁や，
床部のコンクリ ートが打ち込まれ，湾底に沈められる。水面上には8フィ ー

トiの頭を出すのみとなる。これらは一種のターミナノレ ・ビノレディングと して

の役割を期待されるのである。

'5. 契約特別条項と労働協約

以上のような大規模な計画工事となっているので，工事請貧者ーに労働者，

発注者に刻する法制面での規制もきびしい。それは概ねつぎのようである。

ぃ！わば BARTの抱く糊労務近代化へのひとつの布石といってよいもので、

ある。

(1) BARTDの契約特別条項

プロポーザルの要求と条件 ：現地を詳細に調査する責任は応札者の責任と

する。

報酬および契約の実施 ：LaborCodeの条文に従い，請負者は労務者に対

し報酬支払いの保証を要するコ本契約の作業開始以前に使用者側は労働者の

報酬に対し付保する。

業務範囲・沈埋管とサンフランシスコ ・ケーソンについての作業内容 ・構

造物の破壊と撤去。請負者は事務所とイ寸帯諸施設を提供せねばならない。

手続きおよび抗議：作業内容に25%以上の支払い対象となりうるものが，コ

ンサノレタントの評価額を超過して含まれている場合，あらためて支払いをす

る。コンサノレタント評価額75%の以下の場合は単価調整の上支払う。その支

払額はし、かなる場合にも， もとの契約単価で，コ ンサノレタントの評価額75%

の履行に対し支払われる額を超えてはならなし、。
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除去P項目 ：ある対象項目全部が除去された時，その項目に関連して支出し

た費用があれば，請負者は支払いを受けることができる。但し，コンサノレタ

ソトがその除却について文書により通知する以前に支出したものであること

を要する。

(BART当局は，つぎの通り定めている。変更命令はl件につき30日以内

なら取消して差支えなく，その場合この命令中に記載される手数料の最高額

は20万トツレを越えることはできなし、。〉

業務の統制l：請負者はコンサノレタン トが，その設置場所を必要にして充分

であると認定することを条件として，測量用コン トローノレ・タワーを設置し

保守するものとする。

作業進行中，当局が進行および建設作業を撮影する時，請負業者は必要な

協力を行う。

コンサノレタントは BART当局から権限委譲を受けて，その建設が契約条

約に合致し，完了していることに対し責を負う。

コンサノレタントは供給される材料やその受入れ可能状態，施行作業，履行

状況，また作業の進度について，あらゆる疑問点をあきらかにせねばならな

い。契約の図面や示方書について起きる，あらゆる疑問点，賠償についての

あ、らゆる疑問点も解明しなければならない。その決定は最終的であって， 請

負者が手抜きで実施しなかったことを施工させ，効果を収める権限を有す

る。

材料の統制：請負者が選定したコンサルタントの認許する指定の場所に保

管する。

購入指令書 ．船積書類および配達票を2通作製し，請負者はコンサノレタン

トに提供する。

法律上の’責任 ．水路の阻害。請負者”は航海を阻害することを最小限にとど

めるよう配意する。請負者は構築物が河川および、港湾条例］（Riverand Har-

b::>r Act）によって，船舶の航行に危害を及ぼすような仕方で水路を支障す
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れば，実際に航行する上に必要な限度までその構築物を移動する。誤って設

置された材料。請負者が作業中，材料， 装備，機械，装置を落し，沈め，設

i草したりなどした為，航行を危険なものとし，河岸の私権を妨げるような状

態をひき起せば，急速に恢復することを要するO この要請を拒絶し，怠れ

また遅れる場合，BART当局は自ら，それらの障害をl除去し， その賞用を

背負者に対する支払いまたは支払うこととなるべき額から控除する。

信号灯 ：請負者は陸軍部隊および沿岸防備隊の一般規則 TheGeneral 

Regulations of the Department of the Army and the Coast Guard に

従って信号灯を掲げlする。

航海補助具の一時的撤去または移設：少くとも10日の事前通告を要する。

沿岸防備隊の許可が下り，かつ関係箇所に周知徹底を要するからである。

材料の撤去 ；水の汚染。請負者は湾内の水の汚染を最小限にとどめるよう

に配慮し，サンフランシスコ湾内汚染統制委員会 RegionalWater Pollu-

tion Control Boardの規程に従うものとする。

安全と応急手当：安全管理人 SafetySupervisorの指名。重船舶および

トンネノレ建設について充分の資格があり，安全工学的知識も豊かにそなえて

いること。共同安全政策委員会 JointSafety Committee記録類。

応急手当所：医師および登録看護婦の配置。提出する記録類は次の通り。

(1) 医療記録を 1週間毎にコンサノレタントに提出。

(2) 集積個人医療記録。

(3) 職業傷害記録統計月報。

ω 労働者の補償記録。応急諸施設。
これらの諸費用は記録を含めて請負業者の負担とする。

公正雇用慣行・請負者は被傭者もしくはその希望者を，その雇用期間中，

人種，皮膚の色，宗教，家系またはその出生国により区別しないこと。 雇用

・昇進・左遷・転勤・定員補充，その広告・一時解雇とその終結について差

別を設けない。俸給ならびに給与の率，訓練，修業の人選についても同様の
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措置をとること。｜ヨ立ちやすい場所にこの趣旨を掲出する。

違背事項：公共雇用慣行に対する故意の違反事項が発見されると，所定期

間内にその違背が是正されなければ， ／，背負者は業務を継続する権利を停止又

は中止せしめられる。下請業者に対しても これらの事項は適用される。

施工と進度．進度表 Progr巴ssSchedule。請負者は施工にあたって臨界

分析法 CriticalPath Analysisを少くとも 500はとり入れなければならな

し、。

清算される損害：請負者は指定作業の所定終了日を超過した場合，｝密日 1

日について BART当局に対し下表の清算損害額を延滞料として支払う。但

しその総額は如何なる；場合にも事5,000を越えてはならなし、。

指定部分

1 

2 

3 

<1 

表－ 1 清算損害表

麿口毎の消算損害額

最初の 30日 I 31日～ 60El I 61 口以降

事1,000 

$ 1,000 

$ 1,000 

｜ 早川 00

事2,000

$ 2,000 

$ 2,000 

$ 3,000 

$ 3,000 

§ 3,000 

事2,500 I $ 5, ooo 

査定と支払：プロポーザノレ中のあらゆる統計金額に刻し，請負者はコス ト

の内訳を¥l!求される。

(2) BARTの労働協約 LadorAgreement 

（前文〉協約成立の経緯

木｜あ約が成功飢に完了することは，サンフランシスコ湾J或の一般公衆に刻

し烈大のJi:要M：ーをもち，建設途_I·. にオQ~ 、て多数の ， かっHf々な人々の集／:iiが

直接または間接に包含される。作業には幾多のグノレーブの最大限の協調が姿

,ii?され，建設作業には多数の熟練工・未熟練工を含み，それらはAFL-CIO

,-,Jの Building& Contruction Trades Departmentないしは Internatio-
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nal Bro'.h巴rhoodof Teamsters, Chauffeurs, Warせ10usemenand Helpers 

of Americaに所属し，これら組合と契約を締結している請負者に雇用され

ている。このような大規模なプロジェクトには，ひとつの分野に対する多数

の労働契約や労働者側の連合が存在することから利益の衝突はプロジェクト

の秩序ある完成を遅れさせ，または社絶させるということが認められる。そ

して，作業能率を向上することにより公共に対する負担を減少させる為に，

ストライキやその他の作業中止を極力さけて作業し，秩序正しい施工を容易

にすることは相互の利益に合致すると認められるので，当事者等は，つぎの

合意に到達した。

第1章定 義

第2掌 当事者の意思、 木協約の l~I 的は BART の プロ ジェク ト について

調和のとれた労働慣行を樹立し，維持するためであって，作業遂行にあた

り極力ス トライキやロックアウトや遅れを出さない為である。

第3章協約の範囲

A) BARTプロジェクトの全域にわたり， 今後或いは追加増大される

その他の作業にも及ぶ。

B) ただし， BARTそのものの運営のすべて， または一部分も包含す

る意図はなし、。また含んで、いない。

C) この協約は木協約による団体交渉に含まれる従業員にのみ適用され

る。

第4章協約の効果（略〉

第5章 ストライキ，ロックアウトその他作業中止の絶無

各使期連；ーは，各従業員に刈し，このプロジェク トの進行中または本協約

期間中労働組合に対し加えられるロックアウトのないことについて同意す

る。

第6章従業員の移動作業を遅れさせない為に要員の補充移動を行うこと

に労使双方はいずれも同志する。
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第7章管轄権の争議争議は NationalJoint Board for the Settlement 

of Jurisdictional Disputesによって解決する。

第8意苦情仲裁手続

第1段階 5日以内に適切な労使代表者の協議による。

第2段階 5日以内に解決しない時は，それにひきつづく 30日以内にイlド裁

人5名以内を推せんするよう連邦仲裁斡旋機関 FederalMediation and 

Conciliation Serviceに付託する。 コンサルタントは労使双方の代表者

と前記5名の候補者リストをつきあわせ順次抹消し，最後に残る l人に

審理を依頼する。その費用は労使双方で均等に分担する。

第9章 プロジェク ト労働問題委員会常置の本委員会は迅速かつ平和組に

相互が満足すべき解決策を検討勧告する。

第10章協約期間 この協約は掲記の日付ーから完全に効力を発生し， 1970年

12月31日に及ぶ。その日または，このフロジェクトの完了する日のいずれ

か先に到着した日をもって終期とする。

おわりに

わが国でも羽田空港を望む多摩川河口で建設中の京葉線 CJll崎一木更津間

104粁〉の水底トンネル工事が同ーの沈埋工法ではじまっている。これは47

年度中には H東京湾岸貨物鉄道Pの一部分，川崎市塩浜東京湾品川崎頭間が

完成する予定である。 これは道路車線 ・往復および鉄道複線のため工程とし

ては比較的複雑な面をそなえている。

BARTの特異性は， その地域社会が自らの問題として， 自らの手でこれ

を解決するために立ち上った点に求めることができる。一連の立法措置と合

せて意義深い点である。

わが国にその先艇を求めると，かつて大阪市長であった交通学の闘一博士

の提唱や名古屋市の都市計画に見ることができるであろう。

BARTは資金調達の匝iで計画よりも若干の遅れが見られるけれども 1972
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年の運行開始は計画通り進められる見透しである。その現在と将米にえがく

様相は高速鉄道が都市交通問題の解決に果しうる限界を示するものといえよ

う。

参考文献

(1) Contract Book including Special Provisions, Notice to Contractors, etc 

Sanfrancisco Bay Area Rapid Transit District (1955) 

(2) Contract Drawings br the Construction of Trans-Bay Tube & Trans-Bay 

Line (DO.〕

(3) [I本列島の将来像上・中・ F巻 II木地域開発センター（11(144)
務＂に中巻 ・都市配置と交通体系，その他。
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穀物サイロにおける内部流動現象

日次

はしがき
1. サイロ内部の流動現象
2. 均ーが｜出装置に就いて
結び

はしがき

と均一排出装置に就いて

4五 ナ｜て 正
（横浜新港余庫・株〉

わが国の穀物サイロは，食品工業構造改善事業の一環としての政府による

サイ ロ増強政策及び，流通革新の一方の担い手としての要請から，昭和40年

以来急速に建設が進められ，当時僅かに74万屯に過ぎなかった収容能力は，

今や150万屯を超え，昭和45年3月末では180万屯に達する見込である。この

中44%を占める64万屯は，営業サイロ或はハン ドリングサイロと呼ばれるも

のである。

この営業サイロは，倉庫業者として第三者の穀物を撒のまま保管し，撒の

まま受渡することを主業務とする。従って一般の普通倉庫が個数による受渡

を建前とするに反し，重量による数量受渡が原則である。従って常にービン

単位の引渡が行われるとは限らないので，引渡の始めから終りまで「均一な

状態Jの穀物の搬出引渡が期待されることになる。工場サイロの場合でも，

製造される製品の品質を均一に保持するために，サイ ロから搬出し， 製造工

程に導かれる穀物は，終始均一な状態であることが必要で、ある。

しかるにサイロの場合は，その特異な内部流動現象のために，排出が進む

に従って軽いダス トや狭雑物が分離浮遊し，最後の段階に近づくと正常な引

渡を妨げる程度にまでその混入率が高まるのが普通である。このことはサイ
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サイロ業者の頭痛の種となっロ運営上，甚だ好ましからざる現象であって，

ている。

その解決策のこの妊ましからざる現象の原因を探求し，よってここでは，

ーっとして研究した均一排出装置に就いて報告しようとするものである。

サイロ内部の流動現象

サイロ内部における穀粒の流動現象は，極めて複雑微妙で必ずしも明確に

は把握し難いが，先づ谷口吉郎博士の建築学的研究発表を紹介し，次いで私

共が行司った模型実験の結果を示すこととする。

谷口博士の建築学的研究発表（昭和6年5月大会講演〉によればイ〉

サイロ流動における種々の現象としてa. 

停滞を生ずる如き流動の不連続性

特殊な径路をとる沈下運動2) 

表面層に起る転落運動

、、
、－
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3) 

（底角60・）（底角45・）

米穀粒によるサイロ内部の流動図－1

（！ま角0・）
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4) これ等によって生ずる不規則な排出順序を挙げられるo

b. 米穀粒によるサイロ内部の流動〈図－1参照〉

l｝底角0。の場合

①排出孔両側の部分は流動を起さず，静止の状態におかれる。

②排出孔に向う方向変換の湾曲度は著しいコ

⑤ 中心軸から遠くなる程方向変換の出現は遅くなる。

④ 中心軸から遠くなる程速力は小さくなる。

⑤排出孔の直上範囲に含まれない位置は，堆積層の表而より比較的

浅い範囲内に限られている滑動及び転落性の運動によって，中心軸

にまで運搬されなければならないため，その位置近くまで堆積層の

表面が波及してくる迄，速力の遅い垂直の流下運動を強制されて，

方向転換を起し得ない状態におかれる。

2）底角45°,60乃の場合

①底聞に滑動が起り，方向変換の湾曲は円滑となる。

②垂直的流下運動の範囲が延長される。

③ 底角O。の場合に比較して

各軌道は相slP.行しようとする傾向が強まり，各位置の速力の差は

少くなる。

④ 底角の或る程度以上の噌大は，流動の均一性を高める。

c. 先入後出傾向を示す排出順序の逆転現象（区ト2参照〉

粒状菓子「九重J (56g／＆，息角44°）を色彩別に下から赤，緑，褐．黄

の4層に分けて模型サイロに入れ，底部中心の排出子しから25gづっ排出して

各色別の量を百分比で、調べたものである。

1) 底角0。の場合

最初は下層の「赤」と「緑」が出るが，暫くしてその順序は逆転

し最上層の「黄」が，次に「褐Jが，次いで「緑」が出て最後に

「赤」が出て，底部に「赤」と「緑」が残留する。
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図－ 2 サイロの先入後出傾向の封｜出順序

2) 底角45°の場合

層の分流は現われるが，排出順序の逆転のl:U現は著しく遅れて来

る。 1lll ち底聞の滑動が起り ，同時に底角を増大 し， 底部附近立-{4i:~'l~

が縮少せしめられたため，下層の 「赤」と「緑」のJfE積は高さを桝

し， 従って「赤」と「緑」の流出が最初に比較的長く継続する。次

いで「褐J, 「黄」が出て， 「黄」が全 部出終る頃になって再び

「褐」が，次に「緑」が，最後に「赤」が出て排出が終る。

氏frdの増大は，先入後出の逆転現象を少なくし，叉排II＼される物

資の混合状態の均一性を高める特性を示す。

ロ） 模型サイロによる内部流動実験
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とう もろこ次に岡一3に不すようなアグリル製の模型サイ ロによって，

マイロ及び大豆の排山H与におけーる内部流動を観祭した結果は，図－3し，

の通りである。Jillち

排出孔のダンパーをIXJくと，排山孔直上部分が先づ流出する。① 

次に排出孔直J~.の表層rmが次第に凹み始める（中央陥没〕。② 

この11'1みに沿表層間周辺部は， rj•心ijqiJ （排出孔の直上線〉の方向に，@ 

って！｜去務を起す。

とうもろこし7イロ~ 

品
川
動
鈍
化

グ

グ

模型サイ ロ

、＼

0 
0 

"" 
円

---!.. - ー一一 500・ーーー一一－

~ 
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透
明
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校J¥jJ.サイロによる内部流動図－ 3
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④転落に当り，比較的重く，且つ転がり易い穀粒と比較的軽いダス ト及

び狭雑物との分離が起り ，前者は早く転落しながら中心軸の流れに没入

して沈下して行き，後者は表層面に残って浮遊する。

⑤底商（ホッパ一部分〉は滑動が極めて鈍く，殆んど不動である。

⑥垂直壁面部分の滑動も極めて鈍く，直下への流動は殆んど見られない。

⑦ 表層面に分離浮遊したダス ト及び軽い狭離物が，排出の進むに従って

その量を増し，最終段階になって穀粒と共に流出するので，ダス ト等の

混入率が異常に高くなる。

ノ、〉 1:KJ部流動現象と下部開口部及び底角の関係、

以上各種の研究及び実験結果を綜合して，サイロにおける内部流動現象に

就いて，次のように想定することが出来ょう。

まづ茶筒形のものを考えて見れば，これを逆様にして査を取り外せば，

内容物はそのままの状態で整然と落下排出され，部分的停滞や転落等の現

象は生じない。

このことからサイロにおける特異な流動現象は，下部開口部が極端に絞

られ，流量が制約されることによって生ずる現象であり，その度合は開口

部の大ききや底角の大きさによって変化するものと考えられる。

①下部開口部の大

きさ

茶可形，即ち下

部開「l潟の全開し

たAの幻合，特異

な3J!,（；会は生じな

し、。

A B c 

残留 残留

全 l；日大 小

図－ 4サイロにおける流動現象参考図①

関口却が狭く絞ぼられた：場合，開口部が小さくなるに従って，中央陥

没，転落，停滞，残留及び先入後出傾向等の特異な内部流動現象が激し
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くなる。

② 底角の大きさ

Aは問題なしC A B 

底角がBからじ

へと小さくなるに

令官って，①の場合

と同様，特異な現
底角大会問j 底角小

象が激しくなる。
図－5サイロにおける流動現象参考図②

ニ〉 サイロ運営上の問題と解決策

サイロに搬入保管される穀類には，程度の差はあるがダス ト （粉盛，粉

末〉 ，ハスク L葉，茎，皮，さや等〉を始め糸屑，木片等が混入しており，

搬入の際｜糸搭，集室装置により或る程度除去するが，時には受渡の都合で－

E除去捕集したダス ト類をサイロ内に還元することもあって，相当量のダス

ト類が穀類と共にサイロ内に混入保管されるのが通例である。

これらのダスト類は，サイロ内部の特異な流動現象の結果，排出に従って

分離浮上し，表層面に浮遊して，排出の最終段階に近づくに従ってダス ト類

の混入率を高め最後には殆んどダス ト類ばかり と云える程度に達することも

ある。

又サイロの下部から排出を行いつつ，上から追加搬入を行う工場サイロの

場合には，先入後出現象の結果，上部に相当量のダスト類が浮遊すると共に

古いものは何時迄も底の周辺部に残留する傾向となる。同時にダスト類の混

入率が漸次上昇する結果，原料の均一供給が妨げられることとなる。

これらの現象は，従来とかくサイロの宿命と して片附けられ，諦められて

来た嫌いがある。

ぞの原因は，サイロの下部排出孔が極めて小さく（サイロの直径又は辺が

6～8米の場合，排出孔は30～50糎程度である〉，その数も普通1箇であり
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又底角も小さい（40～45°が普油）ことに山1｝因するものと考えられるつ

依って先程の茶筒の原理を応用して次のような解決策を考えて見た。 .UiJち

① 底角を出来るだけ大きくする。

②排出孔の断而績を出来るだけ大きくする。

③排出孔の機能を，点から線に拡大するための補助具を設置する3 （こ

れが次に述べる均一排出装置て－ある〉

これによりサイロ内部の好ましからざる特異な流動現象を排除して，

先入先1±¥，均一排出の方向に近づけ得るものと考えるのである。

2. 均一排出装置に就いて

イ 均一排出装置の構想

私共が研究開先した方法は， 排出孔直上の一筋の筒状の排出路に問題があ

ると見て，この通路のみに依存する「一点集中転落」を改めて，排出路を輪

状に増設する「周辺分散転落」に移行せしめんとするものである。

ミ：：－... ;;:::-

図－ 6 通常サイロの流動参考｜司l

即ち，通常の場合，排出孔直上の一筋の通路に向って，司ヨ；央陥没カ＇J底市i及
ひ、垂直壁而部の停Hi；を引き起こしP 三t岨．入後LL

とになる。

これに刈し均一排出装置として，サイロのホッパ一部分に特殊な補助ホツ

ノミーを設置した場合は，陥没と転落を皆無にまではなし得ないが，排出路の

延長を大きくすることによって．転落筒所を明大し， 一つ一つの転落を小＇！J
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なものとすることによって，底直l及び垂直壁面部の停滞を解消し，先入先出

の均一排出を実現することになる。

ー、
jv 

図－ 7 均一排出装置参考図

この均一排出装置の効果確認のための各種の実験研究を次の報告する。

（木装置はH日和44年8月実用新案登録済〉

ロ〉 模型サイ ロによる各種実験結果

前述の模型サイロに図のような補助ホ

ッパーを設置して，排出の滑動実験を試

みた。

a. 観察による結果

とうもろこし，マイロ及び大豆を紋

型サイロに入れ，表団を平坦に均して

から排出孔を聞いてその流動況を観察

した結果は図－9の通りである。

(A) 

／ 
，／ 

図－ 8 補助］ホッパーによる流
動実験

(A）補助ホッパーと底面と
の間隔

2 ) ftfl JtlJホッパー設置の場合 (B〕補助ホッハ一千fffl開II
部

内部の穀類は全体が一斉に沈下を cc〕排出孔
起し，底面及び垂直壁面の滑動も終始良好であり， 表面は平担な状態

1) 補助ホッパーなしの場合

従来通り（イ）の結果を観察した。

のままで沈下する。従って中央陥没も転落も殆んど見られなし、。
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マイロ （とうもろこし、 大豆も同様に付略）

（口） 試料 130kg 1 

試料 60kg

1 

（イ）

1901 

）
 、，
， （
 

試料 130kg

1 
（ニ）
試料 130kg

1 

A>B 

品
川
動
良
好

A<B 

図 9 J悦型サイロによる均－HI＇出装置の流動実験

3〕 補助ホッパーの位置を若干動かした場合

①（AキBの場合（図－9の＠〉
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半ば頃から，中央部の動きが梢鈍化するが，最も順調で補助ホツ

ノ4ー内と周辺部が殆んど同時に排出を終る。

② ’A>Bの場合（図－9のの〉

半ば過ぎから，開口部の大なる周辺部の流出が早くなり，中央部

から周辺部への若干の転落を生じ，最後は底面が全部流出し終って

から，補助ホッパーの残が排出される。

＠ ヰ＜Bの場合（図－9の＠〉

半ば過ぎから，逆に周辺部の流出が鈍化し， 中央部に僅かな凹み

を生じ，僅かながら転落を示す。最後は補助ホッパー内が流出し終

ってから周辺部が排出されlる‘。

4) 補助ホッパーの内部では，当然中央陥没と転落を生ずるが，量的

に少量であるために，悪影響を及ぼす7程には至らない。

号〉 全体として極端な転落がないために，ダス ト類の分離浮遊がなく

先入先出の傾向が明瞭に観察された。

b. 色紙散布による実験結果

次に試料を模型サイロに入れる際， 50k9毎に色紙の細片を散布し，下

か白，赤，緑，紫の4層にした後，一定量づっ搬出して各国毎の色紙の

枚数を調査した結果は，図－10の通りである。

前記の観察結果と同様，美事な先入先出の均一排出の状況が明確に把

握された。

ノ、〉 実物サイロによる各種実験結果

以上の研究と実験に基いて，補助ホッパ一方式の均一排出装置を，昭和40

年1月山下サイロに，同44i:匹7月に新港町サイロに設置して，実用に供しつ

つ更に各種の実験；観察をf子.＇？..て
両サイロともダストの還元装置を設置し，－.El除盛，集墜したダス ト類を

サイロ内に再投入しているので，相当主の〆スト及び狭雑物が混入している
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にも拘らず，補助ホッパーの機能によって，一応順調に受渡が行われてい

る。

多kに狭*ff;4均の多い輸入大麦の場合，サイロでの正確な微受渡は極めて難し

い問題であるが，昭和43年秋以来半年間のテス トの後， 44年4月からは木絡

的なサイロ保管に入っているが，これ叉実用上は大した支障もなく撒受渡を

行っている。

然し実物サイロは；模型サイロと異り

① 内壁面が疎雑で・摩擦系数が大きし、。

② 内容量が圧倒的に多く，壁而に及ぼす般圧及ひ‘！底庄の影響が非常に大

きい。

＠ サイロの形状と補助ホッパーの関係位i白’及ひ、大きさが必ずしも一定し

なL、o

：，~，；の為に，その内部流動は模型サイロの場合程には， 理想的ではないよう

な場合もあり，尚不明瞭な点もあるが，現在までの実験観察の結果を示せば

次の］tliりである。

a. 屋上マンホーノレからの観察の結来

屋上マンホーノレか ら，封｜出Jr~＇における表層 II’riの動きや1 1）状を観祭し，

1J、・1;・;11流動を類推するものである。関－11がその代表例である。

「その 1」は木体の排出孔800粍，補助ホッパーと底而の間隔450粍

~ill叫 ，；，ツパー下部開口部 450 粍の通常の形状の；場合である。

「その2」は補助ホッパー下部関口背gを約3分の l閉鎖締少して見た

場合である。

「その 3」は同じく下部1m口却を70粍に縮少して見た場合で‘ある。

(11[.:/ Lも多少の廷はあっても，校現IJ.サイロ尖験と類似の結果が品られる。

以flち

① 支！脅而lのli!Jf:kJ:.，排出l外l始後暫くは崩れず，全体としての沈下が進

む。



258 穀物サイ ロにおける内部流動現象と均一割｜出装置に就いて

7 イロ Ii1ピン 40}1'-2月

日…固
…一抑制

州
一
’
一
＼
一
叶
一

川
町
帆
叩
）
伽
恥
・

刊一

ιf
r
L
1
一

山

山

ト

に

陥

向

る

側
一
＼
／
プ
十
一

排

（

叫

t，
央

傾

札

タi~ 533t 

政 380t

＼てZグミヨ

…口
…「
捌…ロ
…岡一

月咽…
白
羽

1

…図…
一品
目…
ぷ
巴
… 9』t53it

＇~ 424t 

残 312t

政 196t

ミヨ／ 、71可v/可0 ζZグミプ／
jJ的ホバーlifJLI部図70X70

日国国自由回国国
雨〔〔〔明Fl「日

山 328t

叫 240t

＼て"11¥¥7/ ＼＇＼ヌゲミプ／

図－11 屋上からの観察結果

②表層間中央部近くのマンホール，投入口直下の輪状の水滴跡は，半

ば頃（排出300～360トン程度〉まで‘視認H:¥31毛る。

＠ その後表層面は，中央への陥没と転落が現われる。

④ 最後の50～60トン程度から， 僅かながら容積重量が軽く なるが，ス

ケーノレ実施には支障がないことが確認された。

ー b. 色紙散布による実験結果

実際に貨物をサイロに搬入する際， 1 50 屯毎に白， iJJ~，緑，紫の順序
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で色紙の細片を同数づっ散布し，約600屯の搬入を終らした後他のビン

に移し替えながら，途中のコンベヤ上で色紙を回収，一定屯数毎の枚数

を調べて流動状況を推測しようとするものである。

この方法では，各段層毎の色紙の散布が必ずしも平均に行い難いこと

及び紙がどちらかと言えば穀粒よりも，ダス トその他の狭雑物に近い質

量であるために，これによって穀粒の内部流動を推測する上で必ずしも

正確でない面のあることが解ったが，大約の流動傾向は抱握し得るので

はなし、かと考え得る。

実験結果は図－12の通りである。

第1例は，補助ホッパーの故障で，底面との間隔が著しく小さくなり

その機能を発揮出来なかった場合の例である。

この場合は，先入後出の傾向が明瞭に出ている。

第2例及び第3例は，補助ホッパー下部開口部を小さく絞ぼり実験し

たもので， 400屯排出頃迄の色紙の回収枚数が極めて少なし終り頃に

なって集中的に， しかも各層の色紙が混合した形で1封ている。従って前

半3分の2位は概ね先入先出の均一排出の傾向を示し，次に補助ホッパ

ー直上の約 3 分の 1 程度が複雑に混合した形で，先入後出的~様相を示 し

ながら流出することが推測される。

c. 排出段階別容積重量割合の測定

最後に排出段階別の単位当り容積重量を測定し，それが当初に比較し

てどの様に逓減して行くかを測定して見た。即ち通常排出と共にダス ト

等軽いものが浮遊残留して，最後にこれらがまとまって排出されるので

容積重量は軽くなることが予想されるから，均一排出装置を設置した場

合，これがどのように変化するかを把撞しよ うとするものである。

1) 模型サイロによる実験結果

jjiJ述の模型サイロによって，補助ホッパー無しの；場合と，設置した

場合に就いて，排出段階別の一定量（2 e)当りの重量測定を行い，
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実物色紙散布実験図－12 

その変化を調べて見た。

試料は次の通りである。
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①米閏Et:：マイロ 粒子 129kg (70%) 
の混合物

ダスト 55kg (305的

②米国政とうもろこし粒子 150kg (70%〕
の混合物

ダスト 64kg (30%) 

＠禄洲Er~大麦 通常の状態のもの 200kg 

尚上記の粒子と〆ストの重量は次のようにマイロととうもろこしでは

相当の違いがある。 （夫々 2g当り重量〕

マイロ

とうもろこし

粒子

ダスト

l, 512 9 (100) 

556グ（ 37) 

粒子 l, 456 9 (100) 

ダスト l, 244 II (85. 6) 

実験結果は次の通りである。

表－ 1 模型サイロによる実験結果
（排出前重量100とする〉

言ミ雪
米国産マイロ 米国産とうもろこ し 液洲産大麦

補助ホッ｜ 同 同｜同
ノミーなしあ り な し あり な し あり

捌！封前 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

グメ後 96. 3 103. 98.3 100 98. 7 99. 7 

II )/, II 93. 9 99. 5 97. s 100 97. s 99. 3 

II メ II 83. 7 98. 3 99. 7 68. 7 96. 9 

政終段階 65. 2 94." 95 100 95. ' 99 . • 

J!llち試料の種類により，即ち含有ダス ト数の重量の程度により差違は

あるけれども，均一排出装置を設置した場合の方が，しない場合よりも

重量変化が少なく，概ね平衡に近い形で排出されることが解るコ

2) 実物サイロにおける調査

次に補助ホッパーを設置した当社における山下サイロ及びB号サイ

ロにおける調査結果は次の通りである。
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イ〉 山下サイロ

排出初期における 1e当りの重量を 100として，最終段階（約5
屯残留程度〉におけるものを表示する。

表－ 2 実物サイロにおける調査

とうもろとし ’マ イ ロ 大 麦

44年3月 91% 40年3月 65% 44年9月 76.29百 w年9月 95.55杉

II 99% II 9611 11月 76.2 II 11月 95.5 II 

4月 88% 4月 96.5 II II 76. 2 II ／／ 95. 0 II 

8911 II 97. 511 ，， 77. 4 II II 10011 

平 均91.8 II 44年9月 8111 II 82. 1 II ／／ 10011 

11月 76.2 II 平 均 84.511 平 均 97.3 II 

ロ） 新港町サイロ

排出初期における 1f当りの重量を100とし，排出100屯又は50屯毎のそれ

を測定した結果は次の通りである。

表－ 3 新港町サイロにおける調査

収容屯数 500屯 I500 II I 550 II I 600 II I 600 II I 600 II 

残 600 屯 % % % 1009百 100% 100% 

50 100 

500 100 100 100 100 100 

50 100 

400 100 100 100 100 28. 4 

50 99. 7 

300 100 99. G 99. 2 100 99. 

50 99. 

200 99. , 99. 4 99. 2 100 95. 7 

50 99. 4 99. 7 36. G 

100 99. G I 99. 99. I 97. 99.' 97. 7 

20 97. 3 99. 97. 5 

最 終 99. 63. 5 96. 4 94. 2 99. 4 94. G 
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以上の結果は，実用上支障のない程度に均一排出が行われていると推定さ

れる補助ホッパーを設置した場合の調査結果であるが，遺憾ながら比較対照

すべき補助ホッパー無しの場合の資料不足の為， 十分な比較分析が行えない

ことは残念である。今後この種資料を整備すると共に，特に最終50屯以降の

更に細分した段階別の調査を進めて，正確を期したいと思う。

結び

穀物サイ ロにおける均一排出と云う ことは，サイロ運営上の重要問題であ

るにも拘らず，内部の流動を直接観察することも，実験室的実験を行う こと

も，ましてや実物サイ ロによる実験を行う ことも， 又模型と実物との差違を

明らかにする研究も実際問題として十，， 容々易で、ない所に，問題解決の難かし

さがあると思われる。殊に均一排出装置としての補助ホッパーを設置した場

合は，内部流動に更に複雑さを加えるもので，今後更に実験研究を繰返し，

その実体を明らかにし，模型実験に近い確実な条件と装置の完成に努めたい

と念願している。

尚本装置を設置した場合の経済効果や生産性等に就いては，一般論或は抽

象的には既に本文中に触れた積りであるが，よ り具体的或いは計数的な点に

就いては未だ分析が十分でない所があると共に，事業経営上の機微な問題も

含むので，敢えて割愛することとする。

今回研究不十分のまま敢えて本問題を提起したのは，問題の重要性に鑑み

一日も速かに完全な均一排出装置を実現させたいからである。積極的な御指

導と御協力を願L、たし、。
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文献紹介

港湾産業研究会編

「輸 送革新と 港 湾産業J
一一ー新しい治的産業一一

柴田悦子
〈大阪市司立大学〉

「港湾産業研究会」 （航浜 ・ II（＇，不1140"'1三発足ヲが，その研究成~~の第三集『愉送w.：新

と港湾産業一一新しい港湾産業一一ー』を発刊された。本ミ去の巻末に発足以来581!'!1にわ

たる研究報告会のテーマと「ジュニア部会 （44年 2月発足） 」の研究動向が犯ト除され

ているが，とにかく大変な勉強家ぞろいである。研究を本業とする大学人の場合をみ

ても， 5年にわたって毎月定例的研究会を開き，その成果を3冊の単行本にまとめ発

刊していくエネノレギーは，あまり持ちあわせていないようである。 この芯；味で先ず

「港湾産業研究会」のメンバーの方々のたゆみない努力に対して敬立を表したい。

さて，木著は港湾産業を中心にまとめられており，従来港湾運送業とよばれていた

零細中小企業がその体質的弱点をいかにして克服し， 新しい港湾に適応した港湾産業

に脱皮しうるかという課題をテーマと して，これについてあらゆる角度からの解明が

試みられている。木著の構成は下記のとおりである。

「港湾産業Jの展望とその理念 ：｜ヒ f~ （~ 日ll

ー一一序にかえて一一一

港湾機能の「合Jll!.化Jと港許可運送 子ヰ多付 昌次f!f)

一一j布頭タ ーミナノレゴ干業促進法一一

雑貨的liJlターミナノレ経B~，命序説 7，~； j:也光之

一一港湾産業の新しい道官もとめて一一

新 しいj山iりと港湾産業のありブ7に［）＼Jするーち祭 今 ti!J 修、F

j益約運送業の合理化と資本集r[ci まヂj：克輔

一一主として戦前における史的考祭一一

i ~rr·sの資本蓄積に関する一考祭 原田？を次郎
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コゾテナ輸送と港湾述；送業の却也 市川勝

コンテナターミナノレ要員の ~flll総と養成 問中英明日

コンテナ｜司｜ぷf具合連活展望 松木好対t

及、ぼうする鉄鋼材の輸送桃造 ¥Ji +i- 主ι

一一鉄鋼w門11;1日nの役；1i1Jと問題点一一
臨海殻物ターミナノレサイロの役；1i1Jと今後の課題 松木俊武

港湾労働近代化の手法としての港湾初役工学 松橋主主

ハンフソレグト（！；における泌湾体系事杭 北見俊ms・荒木村Ht

一一主として法的産業と情報機能をめぐって一一

序にかえてwかれた北見論文は，港湾産業をm：要産業の一つに位置づけながら，H1 
い休質からの脱皮の緊急性を説き，経；：：？者意識の変革と業界の近代化，港湾産業人と

して教育の必要性，さらには治的の外的条件を形成する港湾行政の改善の重要性を主

張しておられる。

干~：多村論文は， かつて昭和4D"'「流産に終った「Jl;i頭タ ー ミナノレ~11：業促進法」が， コ

ンテナJl{GJ（や近代的新鋭外貿信；＇.liJ［の完成にともない，再びその必要性が認識されはじ

めた背以ーと経過を説明され，そのたδにもj佐官サ運送業の近代的脱皮の必要性を述べら

れている。

官j也氏lt，貨物の流れに~イ干した港湾条例ーを整備するとともに，その効率的運行ーの

可能性を経日学的立場から考祭され，今~＼］；氏は，将来における港湾の姿を従来たどっ

てきた港湾の舵史的変遷のプロセスから；浮き出そうとされる。大規模工業港湾，Vlt:ilil

拠点港r.1'！，レクリエーション治約などilrしい港湾の姿と同時に，新しい港約に結びつ

L 、た港ii'~、j来、~の育Jill;が；B.にされーいわ！：ピターミナノレ ・ オベレーター論序説といった1人l

容である 3

J:JI：氏の＂＇品交は， lj!J.:Ti iiに ：~－＞げる＇；＇f木主民の発展と港湾巡送業発述史である。明治 ・

大jf.!l!d＼資料的にも収集川町（なll·~rf＼を， :n.史などをたんねんに試へられ，港湾論で？

，.，となっていた泌行業発.il＇ょをとめられた点，今後 この而の研究に大L、に役立つとい

える。

原¥Tl論文l土，i./lit]Jj；産業の立場から資木喜；？積を論じ，それをはばむものとして｛径約産

業の下fir'i，羽下~1;;111jliふさ らにゆ述資本への系列化などをあげられ， 港湾料金の適正
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化を論じられる。市川氏は，コンテナ輸送がそれぞれ港湾運送業におよぼす影響につ

いて述べ，海陵一貫輸送の実現の中で港湾運送業が解決せねばならぬ課題を指摘され

ている。

問中論文は，コンテナターミナノレ要員の教育訓練に関したもので，機械技術訓練を

中心として安全訓練など具体的な問題指摘が多い。コンテナの国際複合運送の実務的

展開をされた松本論文，鉄鋼材の流動を通じて鉄鋼埠頭の問題点と理想像を述べられ

た山村論文，穀物ターミナノレサイロの経済的効果とサイ ロ料金，免許など未解決部分

と矛盾が指摘される松木論文，いずれも具体的今日的テーマを扱われているだけに，

今後の新しい港湾建設や港湾運蛍に得るところが多いであろう。松橋論文は，港湾労

働に港湾荷役工学を導入し， パレチゼーションの大巾導入とともに労働科学の対象と

して港湾労働を省力化する方向が示されている。

さいごの北見・荒木両氏による論文は，ハンブノレグ港の発展を情報機能の発展を通

じて展開されためずらしい試みの論文である。

以上本著におさめられた各論文の素描を簡単に紹介したにすぎないが，数多くの著

者が「港湾、産業」 という統一的テーマにあらゆる角度から接近している点は，論文集

といった型態を脱却しているといってもさしっかえなし、。なかには具体的事象の列挙

や，不十分な分析あるいはあまりにも大きなテーマの設定による不消化など若干気に

なるものもあるが， 全体的に不十分な部分を補ないあって一つの成果にまとめられ，

一冊の著書としても成功しているといえよ う。今後「港湾産業研究会」の発展を期待

し，より飛躍的成果が次々発表されるのを読者とともに待望する次第である。
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新潟県商工労働部編

「港湾労働者実態調査結果報告書」

寺谷武明
rn白浜市立大学）

最近の港湾の変貌はすさまじい。輸送の革新ないし「近代化」が声高く mトばれ，と

くに港湾労働の分野において顕著である。これまで港湾労働といえば「封建的」性格

が指摘されるのが通常である。それを改善するため，港湾労働法が昭和41年施行され

たが，必ずしも問題点が解決されたとはいえない。港湾労働は輸送体制！のかなめとも

いえる重要な役割を担っているにもかかわらず，その社会的3刊！日は低く ｜日来の特殊因

襲的慣習や縄張り関係とからみあって，一般人にはあまり覗き見られぬ陰微な世界を

形成してきた。港湾労働の「近代化」を言うは易く，実行は難い。なによりも港湾労働

の科学的笑証的氾握なくしては， 「近代化」対策も立てられるはずはなし、。従来，港‘

湾労働の実態調査はないわけではないが，本邦の代表港たる科l戸・横浜両泌を主要対

象としてきた。それは両港の重要性にかんがみ卜分理由があることである。しかし

さらに他の主要港や中小港の笑態を加えなければ，港湾労働の全体像はよりいっそう

確かなものにならないのである。

木書は，新潟港についてはl昭和39年11月，直江1;1£港については昭和40年1月の時期

に， 「港戸湾、運送事業所の実態及び港湾労働者の就業状況，雇用状況等の実態を把揮し

て，港湾労働対策の基礎資料とすることを目的」 (2ページ〉として行った調査の結

果をまとめたものである。事業所の調査は，事業，雇用，労働条件，荷役に関する事

項を，労働者の調査では，属性，履歴， 家族および収入，就業状況， 意識に関する事

項をあっかう。

調査結果を抄出しよう。まず新潟港であるが，同港の港運業者は14社あり，そのう

も10社は雇用規模が100人未満にすぎず， 500人以上の楽者は1社にとどまる。雇用形

態別にみると，総従業員1,903人のうち， 常用（臨時54人を含む〕 1,629人， 85.6%,

11雇274人， 14.4% (15ページ〕となって，常用化がいちじるしい。本書でしづ常用
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とは，雇用期間について特別の定めがなく，’品川l履われている者， ｜臨lr~i＇とは 11 Jrr~では

ないが事業の繁忙期に2' 3か月の短期の契約て町臨時に原われている新， ｜二｜雇とはJI

「lまたは1か月において3011以内の期間を定めて震われるポーをそれぞれ指している

(19ページの 「主なる用語の説明」より〕。臨時と「l履を区別しているところは，援

円木特有の季節的出稼労働市情の反映で、あろう。それにしても，表il木では通常とな

っているいわゆる「直行」 「顔付け」等といわれる常用的｜司辰という形態は裏｜｜本で

は存在しないのであろうか。木書でし、う「臨H寺」など，まさにそれに属するようにお

もわれる。

港運業者はそれぞれ各級の卒業を兼常し，専業は皆無である。兼業の内容は通運市

栄，陸上運送，倉庫業，海運業等運送関係事業を常み，l功業所あたり平均3業種を

兼営している（16へージ）。そのため，作業別就労状態をみると，ざと＇tr業所の総就労

延人員3万6,400人のうち，港運業以外に就労したのは， 2万4,500人， 港運業に従惑

した人員は1万1,: oo人にと どまる。つまり事業休からみれば港運業はXの比重を，~－i

めているにすぎなL、。港巡業の就努労働者の内訳は船内33.8%，沿岸26.5%，運転手

機械操従者等その他労働~2. 4%，はしけ4.3%である。また存在用形態別にみると，泌！

i車業に就労した1万1,900人のうち， Fl雇は2,500人弱で，＂＇雇依存率は20.7%である。

作業Jjljでは沿岸荷役で29.9%に達し，船内荷役の21.3%を越えている。港運業の 111 

あたりの平均就労人員は， 495人で，その内訳は，常用398人，臨時7人， Ilm±90人で

ある（17ベージ〕。

1か月（昭和3r年10月〕の作業取扱日数は， II）語のはしけ空白働者が311=1とフノレ撚業

であり ， 最低は~~＼：用船内労働者の1 5 円である。船内円雇でも 1 9円働いているのに， ·，；~·

用がそれを下幽って， 月の半分もアブれているとは傾倒した瓜象であり併せなし、。 jl 

の半分しか就労できなし、，j作用は，はたして常用の名古ITに（1！（するのであろうか。 Ill併と

変らない常用が多いとは． 雇用形態l]ljの分類がまちがっているのではあるまい刀、3 し

かるに，月間 1人当り、f?・J:,J就労II数になると，引用22.7 I I，臨時 9.8 I I, I I原12.311 

(18ベージ〉 という数学を得られるから，ますますわからなくなってくる。 JIJ依は船

内荷役で上記のごとく 1911，はしけで31日（’品川281I），沿岸で1511（常用I;-11) . 

その他で3111C1!1; Jtl ~ 2 Fl）というように，常用労働者よりも就労状況がそれぞれよいに

もかかわらず，月司 1 人当 りの平均就労「1 数になると，｜｜！罷が’ii\•Jfj より lC'll も下挺っ



「港湾労働者実態調査結果報告書」 269 

た数字を示すのは，なぜであろうか。

つぎに港湾~；；＼＂用労働者の勤続期間別構成をみると ， 10年以上の長期間勤務者が，

877人のうち282人32.1%ともっとも高く，定着性が強いことを示している。 5年以上

1011＇未満の 18.3%と合すると，50%を占めていることになり，良質の労働力が確保され

ているようである。その半面，過去1年で入職者llO名（入職率12.5%），離職者12.7

名（離職率14.5%）と離職者が若干上廻っているゆえ，絶対数が減少しつつある。こ

れは勤続年数の少ない層が流動しつつあるものと察せられる。年令別構成では50才以

ー｜ー.11.1%, 35才以上49才までが41.8%で，この両）習で53%と過半数を占め25才未満の

者It-層が9.1%と少ないこととあいまって，労働力の中高年化が進行している (18ベ

ージ〉。

一方， 1:1雇の雇入経路をみると， 39年10月中の延8,158人のうち，直接募集が89.6

%と佐官~11:1旬であり ， 職安は710人8.7%，縁故139人1.7%にすぎない（19ページ〉。職

安の無力さを如実に示している。

以上は新潟港の港湾業者に闘する概況であるが，つぎに港湾労働者について紹介し

たい。調査対象労働者1,159人に調査禁を配布し， 1,054枚を回収（回収率90.9%）し

たのであり，回収率の高さから，悉皆調査にちかい。

生活状況は4人家族がもっとも多く22.0%，ついで5人家族20.7%で， 平均約5人

の家族数であり，日雇にかぎっても 4人ないし6人が58%を占め（25ベージ〉 ，日本

の平均的家族構成とかけはなれてはいない。家族のうち本人を含めた就業人員を調べ

ると， 1人の就業者は44.89百， 2人就業は21.0%であり，半数ちかくの家庭は港湾を

生活の場としている。雇用形態別にみると，常用 ・臨時とも 1人就業が多いが， El雇

は2人就業が43.6%といちじるしく高い（26ページ〉。これはn躍の低賃金と雇用の

不安定性を語るものであろう。

港湾労働者のうち家業をもつもの24.8%となっており，そのうち£lk業が19.9%，商

業z.,1%である。雇用形態別にみると， 1-1Ji告は62.1%と過半数以 ｜が家業をもち，そ

のJI・手聞に港湾で働いている乙とになる。家屋状況は自家所有が67.6%と断然多く，

借家住い17.3% (27ベージ〉とあわせて 6大港の住宅困窮とくらべると住宅事情は恵

まれている。

つぎに入lf.i<経路では，総数l,030人のうち霊長故紹介738人（71.6,9切， l立t反応募 146
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人（14.2%）， 職安紹介40人（3. 9 %）というように，縁故をたよって就労している

者が多い。これは，さきにあげた事業所側からみた日震の雇入経路の直接募集89.6%

縁故紹介 1.7 %とは逆転している。日雇 ・~·；；；用を含めた労働者の数字としても，業者

からの縁故就職が微々たるものなのに，労働者{f[ljからは縁故就職が圧倒的に高いとい

うことはどういうことなのであろうかコどうも両方の側の事情が相応しないので理解

できない。もっとも職安の役割が効果的でないことは一致しているのは皮肉である。

ザヲぎに就職した動機は， 「適当な仕事がなかったため」やむをえず港湾に仕事を求

めたという消極型が43.9%と最多である。しかし， 「失業していたため」 という生活

型の10.2%を押えて「港湾労働がよいと思ったため」という積極型が30.1%も存在す

る（31ベージ）ことは驚呉ーである。哀日本の港湾がそれだけ人間的なふんい気をもっ

ということであろうか。このことは， 転職希望の有無調査でもある程度表づけられて

いる。すなわち，調査対象者 1,031人のうち，今後も港運業に継続して雇用されたい

と希望するものが606人（60.7%）の多数にのぼるのである。 これにひきかえ， 転職

希望者は405人（39.3%〕であり，その理由別では「賃金が少ない」ことが80.7%を占

めている（32ベージ〕から，賃金が折合えばこれらの人々は港湾で働くことを必ずし

も拒否しないことになる。一般的には港湾労働者の意識は，ほとんどが転職希望であ

り，たとえ賃金が他産業より高くても， 港湾、にとどまることを快しとしないものであ

るが，新潟港の場合の港湾労働者は，生活の場としての港湾と密着していて面白い。

直江津港については港運業者6社（労働規模別100人未満4社，200人未満2社〉を

とりあげる3 新潟にくらべると業者の規模は小さいし， 6社を合計して常用（臨時を

含む〉は366人（88%），日雇50人（12%）と数も少ない。 1か月間に就労した 日雇

港湾労働者は，3,700人のうち70人にすぎず，日雇依存率は1.9%と問題にならなし、。

日雇の雇入経路は，新潟と同じく直媛募集が98.4%，職安は1.6%にすぎない。また7;r;

用の67.,1%は35才以上の中高年令l習で占められ，新潟と同じ傾向を示している。

労働者の調査は対象労働者184人のうち， 155｛文[ill収（巨JJ収率84.2%〕であるが，新

潟にくらべるとはるかに標本数が少ないので，それだけ偏差は大きくなってあらわれ

ることもある。たとえば，家族梢成は平均約5人と新潟と同じであるが，就業人員を

みると新潟のような 1人就業よりは，3人就業が28.6%, 1人就業28.0%, 4人就業

18. 2% (4：：；ベージ） と分散している。雇用形態別にみると，El雇は3人および』人就
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業が32.3%といちじるしく高く新潟港よりも，家族ぐるみ的色彩が強いのである。

入職経路は新潟と同じく縁故紹介が64.4%ともっとも多く直接応募22.2%，職安7.4

%となっている。動機は新潟と同じく 「適当な仕事がない」がトップで， 「港湾労働

がよい」 「失業していた」とつづくのである。転職希望の有無では，今後も継続して

働きたいとするものが新潟よりも比率は高く 77.2%に達している。 ~去職希望者のうち

その理由として賃金が少ないことをあげるのが大半で・あって（52ベータ〉，この点は

新潟と同じであった。

木書の内容は以上で尽きるものではないが，評者の関心をもっ点をあけ．たのである

が，表日本とくらべていちじるしい相違が目につく。すなわち，日雇依存率がきわめ

て少ないことである。 6大港では本調査と同じ時点の昭和39年をみると，港湾運送業

全労働者の依存率31.9%，船内では5,!.8%，沿岸38.2%（運輸省「港運統計」〉とい

う高い依存度を示していることと対比すれば，一目瞭然、である。 これはあるいは新潟

の港湾が， 「本船の接岸による荷役作業が殆んどである」 「労働需要にみられる波動

性は少ない」 （「はしがき」〉ことに基因するかもしれぬが，それではどうして新潟

では波動性が少ないのかという根本的な問題にぶつかってこざるをえなし、。

本書は港湾労働法制定前の調査であるが，港湾労働者のあっせんに関しては， 公共

職安の役割はきわめて小さかった。これでは，職安の機能を強化して直接募集を廃止

することを狙った該法施行後において，職安がはたして効果的な機能を演じることが

可能であるのか，大いに疑問を生じるところであり， また関心をそそるところであ

る。

そのほか，各種統計資料が収められているので，港湾労働関係の基礎資料として有

主主であることを付記して筆をおく。

新潟県商工労働部職業安定謀編

llH和的年1月， B5判， 94ページ，非売品
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R. 0. Goss，“Towards an Economic Appraisal of 

Port Investments”〔ditto,Studies in Maritime Economics, 

Cambridge, 1968, pp. 125ー186〕

東海林 泌；
（関西大学〉

はじめに

この論文は，Gossが1967年に journalof Transρort Eco目omicsand Poliり， Sept.

1967に発表したものを，翌年上記の書物の第7（最終〉章にみずから採り入れたもの

である。そして，この書物については，すでに読まれている人も多く，また昨年の円

木海運経済学会の年報（『海運経済研究』第3号，143ー 150ページ〉に，東京商船大

の織田政夫氏が紹介の労をとっておられる。 したがって，あるいは別のところでくわ

しい紹介がなされており，全訳などもあるかもしれない。そういうことで，いささか

日走路したのであるが，編集者の了解を得て，紙面を汚すことにした次第である。それ

と，もう 1つ，私を勇気づけたことは，この論文が，DenysMunbyなる人によって

編集された『交通経済学論集』の中に採択され， Penguinmodern economic series 

の1冊として発行されていることである。 (D. Munby, Trans占ort:selected read-

1日：g,Penguin Books, 1968.) 

さてその Munbyがいうように (ibid., p. 9) ' 「Cost-benefitanalysisは，

Dupuitの有名な論文〔この木の最初に採録〕が示しているように， すでに長い歴史

をもっている」のであるが，とくに最近で、は，いわゆる社会資本の充実政策に闘辿し

て，公共投資の計画策定における 「費用 ・便益分析Jの利用が，理論的にも実証的に

も，われわれの目にふれることが多くなってきた。たとえば，

正kill一郎 「交通投資と費用if,[!益分析」 『国民経済来If法』第119巻第1~ . HH:i9. l。

岡田 i古「交通における便益費用分析」日本交通学会『交通学研究』 1969年々 ow。

小林八一 I交通投資における費用 ・便益分析」『運輸と経済』第30巻第3号，（交通

投資のプランニング↑J先日） 1970.3 
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そして，当面iの港湾投資に関しでも，j立常福治氏（『港湾、経済研究』第4号， 1966

j1J[J以の論文〕や中西｜楼氏 （『港池、流通経済の分析』1967，第6章〉などに先駆的t.r.考

え方が発表されているのみでなく ，費用 ・｛延主主分析を利用した具体的な研究（たとえ

ば，大｜仮設2・II（！.荊135年について，古川和広 ・森杉寿芳「港湾施設整備の経済効果測定

fょに関する研究」一一 『｜三l経』昭和4,1・4・20号「経済教室」による。〕も発表されて

いるようである。

このようなわけで，くり返していえば，この紹介は，すでに満腹の問袋に消化の思

い食物をさらに押しつけるようなものともいわれよ うが，あしからず覚怨されたい。

以下， Gossの論文を抄訳的にたどるこ とにしよう。

1. 最近における港湾投資の動向

ここでは，凶際獅逆における合理化のポイン トが，大型化と専用化であり，とくに

ライナーについては，コンテナ化による悩：i'fll時間の短縮と荷役費用の軽減が重要なも

のと して編摘されている。これらは，イギリスよりももっとはげしい勢いで貿易の拡

大しつつあるわが国で、は，改めていうまでもないくらいよく理解されているところで

＜＼；る。

2. 港湾投資の問題点

そこで，いずれにせよ港湾の改修増築が必要なのであるが，問題は，そのための投

資-J:'円、っ， どこの治で， どのような規模と内容で」行な うべきであるか， であ

る。この），＇.＇、について，これまで各闘のやり方は，たとえば Thorburn (Suρρly仰 d

Demand for Water Tra日sρart,1960, P. 140〕のし、うように， 「ごく肉感的で，合理

l切な経済計算ーにもとついたものではなかった。」それは，関係利益団体の意見による

とか，ばく然とした 「公共の幸IJ主主lfこもとづいてなされるのが’，：~·であ った。これは，

もちろん，乙うした計内lのもたらす純幸IJf.主について，それを汗l’i首することが1-t:I嫌であ

り，また，そうしたJ'.!l'.'rtがh・伝われた場合と「！なわれなか司た場合とを比較すること

が，そもそも孟難だからである。そのうえ，港湾当局は，これまで，経済学者を利用

しよう とはせず，学者の側でもそうしたことに輿床を示さなかった。

ここで， 一つの問題コ，i必湾の料金制度のことである。すなわちp 現花行ts:.われて
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いる料金制度は，港によってまちまちであるが，概していえば，船舶についても貨物

についても，短期・長期あるいは平均 ・限界といい，およそ費用とはなんの関係もな

いものになっている。 したがって，たとえば港を深く掘りさげると，それによって大

型船の入港が可能になり，運送費用はおそらく下がるだろう。そこで，運賃が下がっ

て出荷がふえるとか，あるいはまた他の港から貨物が回ってくるとかすれば，船舶に

ついても，貨物についてもト ン数が増加して港湾の収入はふえるであろう。しかし，

はたしてそうした収入の増加によって，要した費用が償われるという見込みはない。

しかも，社会的には，おそらく純利益を生じているにちがL、ないのである。

このようにして， 港湾投資に対する評仙の問題は，こう した料金体系の問題に直接

つながっている。個別企業の行なう投資計画では， 「割引現金流列」 (discounted 

cash flow）の方法が用いられるが， その場合の必姿条件として，~出および投入に

用いられる価給体系が，それぞれに裂する社会的費用を完全に反映したものであるこ

とが必婆である。港湾の場合には，この条件がまったくみたされていない。こういう

場合の計画判定方法として登場してきたのが，費用 ・便益分析である。

3. 受11・便益分析と港湾投資

港湾投資において，費用と（史益を訊uるうえでの困難は，上述の延長から切らかなよ

うに，費用についてよりは，使益"i'訊ljる側においてはるかに大きし、。つぎのようにい

う人があるかもしれない。つまり，問題は，その投資が行なわれた場合と，行なわれ

なかった場合との 「比較」なのであるから，したがってこの場合，そうした両方の場

合について合理的な運賃の推定をすればよいのではないかと。しかし，現実の市場運

賃ーからして， そうした予測に役立つような各種の運賃を推定することはまったく不可

能である。ことに， 道路の場合は道をよくすれば，現在と同じ車が沢山とおることに

なるのだが，港の場合はこれまでとちがった大型の船が入るのである。

そこで，いわゆる ‘shadow-pric巴’の考え方を利用しなくてはならなし、。これは，

簡単にいえは「平均総資期」を精巧にしたよ うなものであるが，ここでの定義として

は，つぎのようにのべておこ う。それは， 「ある特定の水準およびパターンをとった

産出量によって得られる収益の訓引現在運賃が，l司じ水準およびパターンの産出量に

対する運航費用の割引額を，あたかも必妥な資本；技用 （久タラ γプの当I]引現在値を差
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し引く〉だけ超過している，そのような運賃水準」である。

この場合，たとえばコンテナ化については，包装費の節約とか盗難損失の滅少とか

も考慮されるべきである。すなわち，shadow-priceは，港湾投資のもたらす便益の

推計に役立つものでなければならないのであって，投資が行なわれなかった場合との

比較において，生ずべきあらゆる社会的な正味利益の差を反映するようなものでなけ

ればならなし、。そのためには，もちろん貨物量の予測を立てることが必要である。そ

の点については後にのべるとして，ここで shadow-priceを利用して港湾投資の費用

使益分析を行なうことについて考えられる問題点，およびそれに対するわれわれの考

え方をのべると，つぎのようである。

第lに， 海運業は一般の産業にくらべると変動のはげしい産業であり，ことに資本

集約度が高いことを考えると，用いるべき割引率としては，一般産業と同じではいけ

ない。 これについては，たしかに不安定要素を考慮する方法と して十分適切なもので

はないが，割引率を一般のそれよりも 1%ほど高くするのがよかろう。

第2に， shadow-priceの計算には， どうしても個別船主の損益計算が素材に利用

されることになるが，その場合，税制による恩典によって船主勘定はかなり影響され

ている。かりに，現在の英国船主についていえば， 〔償却前〕利益が少なく ，したが

って投資控除あるいは自由償却制度による課税控除額の割引現在値はゼロにひとしい

かも しれなし、。しかし，それでも，この制度あるがゆえに行なわれる近代化投資を考

えると，いわゆる所得効果 ・代替効果のあることが推定されるのであって， これを汲

みとるような所作が必要である。

第3に， 在来定期船の運送コス トは，雑多な貨物の「混合」 (mix〕の仕方によっ

て左右される。したがって，たとえば運賃の低下による貨物出制りの影響も，それぞ

れ災なってくるとすれば，いきおい費用も異なってくるであろう。ただ，この点は，

今後はユニ ット化が進むであろう し， また， 「混合」の問題としては，仕出地または

仕向地の組み合わせというようなことの方が大事かも しれなし、。この方の変化につい

ては，市場調査にまつことが必要となろう。

第4に，港湾の改修増築によって，船腹に予想外の余剰を生ずることがあるかもし

れなL、。しかし，港湾の工：）；)!i：は長いことかかるもので，その聞に船主に相当の対応の

余裕が与えられよう。また， l邸周年数20年として 2カ年で10%の船が廃棄されるので
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あるから，ショッタを与えるほどの大工事はそうずラにはあるまし、。

第 5 に，この計算で理想的なことをいえば，各年~ljの産出金と費用とを予想しなけ

ればならなし、。これを一律とみなすことは，すべての shadow-priceを押し上げるこ

とになるが，しかしそれらの間の差異そのものには大して影響しないだろう。実質

賃金の上昇や実質保険料の減少を織り込むことも容易である。それぞれの時系列数値

を現在値に害I）引き換算して， 資本貨に加えればよし、。

以上のようにして，投資の行なわれた場合と行なわれなかった場合のshadow-price

が得られたならば，各年の消費者余剰の噌分は，直線的需要山線を想定して，つぎの

ようにして得られる。すなわち， （投資なき場合の貨物量xshadow-priceの差〕＋

（貨物量の増分xshadow. price〕xメ。こう して得た各年の消費者余剰の増加分を，

現在Wli値に寄IJ<J I ~ 、て合計ーしたものが，正l床現在filli値て‘ある。このあと ， 必要とあれば

貨物についての料金収入の増加分を加え，あるいは，港湾当局もしくは貿易業者にか

かる費用の増分を差し引けばよし、。

4. 固としての計画

港湾投資は，国または地域の計画と謝罪uのとれたものでなければならなし、。そこで

どの港に投資すべきか，の問題を生ずる。往々にして，｛間々の港の計画iでは，互いに

他の泌から分岐してくる貨物を予想に入れて計算が行なわれていることがある。国全

体としては，このような二重計算を避ける必要がある。国際的な流通に関係する港湾

投資にあっては，また，そのもたらす伎益ないしは消費者余剰について，国際的な配

分という難問がある。たとえばまったくの1.p継港であるならば，消費者余剰はすべて

外国の凶氏に帰するであろう。投資凶にはたしてどれだけの消d若者余剰が残るかは，

長い将来にわたっての輸出入の邦力性いかんによるのであって，まったく推定による

の他はなし、。

しかし，他方，計酬の促進にフラ久する＇/,lf閃も，ここであげることができる。それ

は，船舶とくにライナーの雌11~1時間が短編jされることによる間接的な利益である。す

なわち，（1）貨物保険費の引き下げ，（2）市場変動による危険の滅少，（3）在庫管理の容易

化および（幼貿易運転資金の軽減等である。（1ト（3）はさほど大したことはないが，（4）は

かりに60%のi時間が港会で設やされており，それが20%にまで減少したとすれば，運賃
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の shadow-priceは， トン当たり7.33ポンドから5.36ポントに下がるだろう。輸道II

数を18.5日，1トンの（111i被200ポンドとすると， 6%の利子の運転資金は， トン当た

り0.608ポンドだけ節約になる。これは相当なものだから，勘定に入れられるべき要

素である。

5. 現実の諸院題

さて，いよいよ実際の計算に入るに当たっては，いたずらに知的エレガンスを求め

て計闘のスタートを遅らせるようでもいけなし、。そのために具体的なタームで推計の

可能な項目を利用することが大切である。第1の作業は，市場調査であるが，この点

については，費用 ・使主主分析は，とくに他の方伝より以上のものを要求するわけでは

ない。

第2の作業は，shadowpriceの計算である。 これについては， さきごろ Benford

教授が鉱石専用船について発表した 「必安運賃率」ないしは平均総費用の1111線を利用

することができる。これには，L、くつかの欠点が数えられるが，しかし，ここぎl分は

最良の資料として佼われるであろ う。残念ながらコンテナ船については，まだ適当な

資料がない。そ して， 肝心の答｜｜引率についても， 多く の~'E聞があ る ことは周知のとお

りである。

6. 港湾財政との関連

港湾、投資について費用 ・便益分析を利用することは，百1iにのべたように，泌湾管理

者の仮I］の純収入が資本費を償うに足りないということが一つの前提になっている。そ

こで，この方去によって投資計画の判定を行ない，それが実行に移された場合は， 当

然財政的補助一ーたとえば低利資金の供給とか端的な補助金とかーーが必要だと考え

られるかもしれなし、。しかし，必らずしもそうではないのである。すなわち，この方

法で評価されて建設が行なわれたのちにおいても，料金体系を改正することは何ら矛

盾したことではなし、。

その場合，目標とされる料金体系は，社会的限界費用に見合ったもので，たとえば

船混みのはげしい港は，高い料金がつけられ，それによって，一方では混み方の少な

い港の利用が促進されるとともに，他方では当該の港の投資が促進されるような，そ
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ういう体系でなければならなL、。もちろん，このような方式は，船のトン数によって

課徴している現行のやり方とは大いに異なっている。現行の体系は，船が港を利用す

る時間の長さに関してはあまり関連性がなく，また利用する施設の側との関連性も乏

しい。これでは，効率的な利用を促進し あるいは投資の必要性について何らかの指

示を与えるような機能を果たさなし、。目下のところ，必要な費用関数の資料が整備さ

れていなし、から，こう した改正は困難であるし，あまり急激な変化は社会的混乱を招

くであろうから，その点についての配慮も必要である。 Lかし，たとえ完全な形でな

いにしても，港湾料金体系の実質的な改正に着手することが， この際何よりも重要な

ことのよ うに恩われる。
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National Ports Council; "A Comparison of the Costs 

of Continental and United Kingdom Ports" 

1. はじめに

織田政夫
（東京商船大 学〉

例の1862年7月のロッチデーノレ英国港湾調査委員会の勧告に基づいて制定された

“The Harbour Act, 1964”によって新しく設立された“NationalPorts Council” 

は（1），それまでの英国に不足していた各務港湾統計資料の作成や研究 ・情報活動に積

械的な努力を示し，次々にその作業結果を発表しているが，そのーっとして今年1月

に“A Comparison of the Costs of Continental and United Kingdom Ports”と

題する本文 113頁と多数の統計表から成る興味深い委託調査報告書を発表した。

この調査報告書が著わされるにし、たった経緯については，地理的 ・経済的条件から

積換貨物に対して欧州大陸の主要港と競合関係にある英国港湾は，伝統的に一貫して

「大陸諸港の港湾料金（portcharges）は英国務港のそれに比べてかなり低い水準に

あるが，これは前者が後者のもたない特別な”財政 t”の便宜を得ていることによる

ものである」という考えを抱いてきた。

たとえば，かつて1930年の背に RoyalCommission on Transportがやはり，「欧

州大陸の港湾料金は英国の水準に比べて非常に低い」と論評し， 「その原因は大陸の

港湾が全般的に有利な物理的条件を備えもっていることに加えて，国家または地方財

政から多額の助成を受けていることに基因しているようだ」と結論している。上記

1962年のロッチデーノレ英国港湾調査委員会の報告書で、も， 「全般的に英国の港湾は大

陸の港湾に比べて港湾料金が高い。この理由についての1930年の RoyalCommission 

の論評は， いまもそのまま当てはまる（2）」と論評している。

実は，NationalPorts Councilも「隣接の大陸諸港の港湾料金は，今日でも相変

わらず英国諸港のそれに比べて低し、。おそらく， これら大陸諸港はこのよ うに低い港

湾料金を適用できる何らかの特別な便宜を「港湾コス ト」の面で得ているのではいか」

という疑問を抱き，去る1968年末に「アン トワープp ハンァツレグ，ロッテノレダム，タa
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ンケノレクのんμ_f4カ同のHt／.位、について，この；：J.＇をli'Ulめ， そしてこの人為的な幸Ii:,＇ιと

自然、的な利点とを代別し，これら大｜峨主要港の人為的利点をリパブーノレ，ロンドン，

サザンプトンの災問主攻·3 港に適用した場介の効取を fffl： ~1Eするよう ｜ コンサノレタゾト

会社 ToncheRoss & Co . に実態；il~lfl'を依頼した。

この依，i［を受けたトウチ ・ロスれはその後l年近いllHrtlをかけて，ーJ:.i己大｜紘4i佐と

~r1司 3 宇佐についてi鉄骨；な実態調併を行ない，その m竹山をN p CにJJUHL kcそして

口頭で‘述べたごとく去る l刀に l・-・1:.11 ；~j· ,1 ：の全J~cがN p Cによって明らかにされたとい

うものである。

この調布の結果，Np Cの予想通り調査対象となった大凶4治のポート ・オーソリ

ティは，財政控－助の形でそれぞれの政府または地方自治体から多額の助成を受けてい

ることが立証された。これで，大｜控4カ国の助成当局は泌約を独立した企業としてよ

りも，むしろ国家または地方自治体の経済全体の重要な－t'.111とみなしていることが哀

つけられたっそして，欧州の港湾と同じベースで援助を受けることができれば，災悶

の泌許可；土浴許可料金を大中Iiiに引下げ！~／－ることが証明された。また， このような財政援助

に加えて， ？k悶ではポート ・オーソリティが自らの技用負担において行なわなければ

ならない波淡，その他のホート ・オベレーションおよびサービスが，全部欧州大陸で

は政府または地方白治体の手によって無償で行なわれていることがわかった。

2. 調査対象と調査結果

このトウチ ・ロス祉の手になる港湾調査は，法礎施設および共通サービス（basic

facilities and common service）の提供から生ずるコストのみに限定され， ここで

'},Jiは「荷役作業」（cargohandling opration）から生ずるコストは，総宇佐許可コ久トの主

な費目であるけれども，通常ほとんどが民間企業によって遊行されているため，適i持？

な数字を担保するのが難しいということで，比較されなかった。要するに，ポート ・

オーソリティの活動によ って浮きII-¥される港内コスト（portcosts）のみに集1わさ:IL

た。

そこで，調査の結果明らかにされた，いわゆる欧州大隙のポート ・オーソリティが

このようなコストの前で前段受けている特別な人為的手IJ／！，を総令すると，大ざっぱに
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/lくのように要約することができる。

(1）たとえば，同定資産に夫、lする補助金もしくは回定資産の無条件li.J"I与といった

「資木仰j定」の市lにおける政府または地方自治体からの財政媛助。

(2) 一方，河川および治的のj変泌，その他のポート ・オベレージョンおよびサーピ

スイ？に立、lする＼いわば Illx iた ~JJ',,['.J の而における il幻自または地方自治体からのH

政段助。

(3) さらに，大陸沼港の場介は，ポー ト・オーソ リティの欠損および剰余金は地方

(I 治体？？？ー休の会計勘定にl吸収されている。このことは，これら大陵地、約が近年赤

'. j·：を生じているので，；:fi~~f'JkJに』土地方Wf；休の一般収入からのこm：補助を立味し

ている。

なお，この実態調査では，特別に低い利率の融資を受けているというような間接助

成の証拠は，どの港湾にも見/-1：＼ されなかった。

ともあれ，以 ｜二のごとき大陸新法の受けている人為的な使’'.ilは，港r,13によって補助

の鎖および内容が異なるけれども，災問港湾のそれに比べると新しい規伎にil；してい

る。したがって，これら大陸前港のボート ・オーソリティが受けていると同程度のJJ)J

j戎を英｜ヨヰのボート ・オーソリテ ィも受けることができれば，（荷役作業料金以外の）船

舶および貨物iこ~＇＊される治的料金を， lS%ない し100%引下げることができる。（この

引下げ111の多様性：ti径約によって助成にんきな絞注があるために生じるものである〉。

3.報告書 の価 値

大ざっぱにいって，以上のような結論を示しているこの？を湾コストにl＇＞~Iする比較調

在は－Wあに武信なものといえよう。 なぜならば， この似告書は余而l’！~ ￥こ ,'.j~実に基づく

ものであ り， 外部からの助成が全体の治的コストに． ひいては港約半、'I~に，いかにi¥:

，~：な影響をヴーえるかを（；；1） ~1E しているからでめる。

もとより，ポー ト ・ オーソリティが断l ~J i'Iおよび貨物に課する港湾料金は，全体の巡

_;_2S•frlflの巾ではほんのー却分をなしているにすぎないが， しかし港湾利用者および一

般 ｝（釈が，港湾に対する財政媛助が港湾の競争力にいかに重要なガj民をもたらすもの

であるかを認，殺することは必明なことであるο ましてや，英同i品約が！涛妓の欧州大陀
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の港湾と同程度の助成を受けておらず，このことが英国港湾の相対的な競争力の弱さ

の一因になっていることを立証したことは注目に値することである。

なお，報告書は英欧主要7港について各港ごとに法的規制，地理的条件，発展状況，

労働力，税tfiil，各絡会計肋定，等にわたって詳細に分析・論評している。そして，英

国3港に関しは，大陸4港の財政条件を適用した場合の効果について興味深い数字を

示している。

ただ，総港符コス トの主要な費目であるところの，主として民間企業によって営ま

れている荷役作業コス トが，この調査に含められていないのがもの足りなし、。しかし

ともあれ，同級告書の慨2Eを紹介すると以下のごとくである。

4. 大陸主要港の助成概況

ハンフツレグ一一同港に関する全ての収支は市全体の会計勘定に含められており，港

湾だけの独立会計を行なっていない。したがって，同港に関する資本勘定も収益勘定

も全ての支出は，それが生じた年度に帳消しにされている。現在の同港に関する総支

出僚は総収入傾を年間600万ポンド上回っていると推定されている。

もし，同港が受けているこのような財政条件と同等の水準のものを英国の主要3港

が享受できるならば，船舶および貨物に課する港湾料金（荷役作業料金を除く〉を少

なくとも50%，港によっては100%引下げることができる。

アン トワープ一一同港が現在受けている年聞の補助額は少ないけれども，かつて

1956～7年の間に政府から4,800万ポンド相当の固定資産を，その投下資本に対する

利子支払いもまた資産の滅｛｜師｛ft

もし， 同港と同じ助成条件であれば，英国3港は港湾料金を4分の lないし2分の

l引下げることができる。

ダンケノレター一一フランスの港湾は政府が基礎下部構造の80%，その他の下部構造の

の60%，それぞれの建設費を負担している。また，運河や水門など港湾への水路の務

備費も政府が負担している。

そこで， 同港が受けているこのような助成条件では，英国港湾は港湾料金を2分の

l引下げることができる。
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戸ッテノレダム一一他の大陸諸港と同様に，同港でも国家が河川を波燥しており，こ

れがポート ・オーソリティ にとって非常に大きな助成効果をもっている。同港で確認

できたこの他の助成としては，ポー ト ・オー ソリティの港湾経fa•におけるいかなる欠

損も毎年度市の会計勘定に肩替りされていることがあげられる（その代わり，剰余金

が計上されれば，市の財政に吸収されることになっている。〕しかし，同港は近年多

額の欠損を生じており，こうした傾向は今後も数年続く だろう とみられている。

そこで，このような助成条件を英国の主要3港に適用した場合Vi，港湾料金を6分

のlないし3分の 1引下げることができる。

港湾料金一一欧州大陸諸港のうちダンケノレクだけが，突際のコス トをI直後反映する

港湾料金を課している。同港ではポート・オーソリテ ィが資木施設の建設費と整備費

については政府から大巾な助成を受けているが，それ以外については各勘定費自の収

支をバラ ンスしていかなければならない義務を課されている。したがって，同港がわ

ずかな赤字を計！二しでも，これを港湾料金の引とげでカバーするよう国家から要求さ

れている。

その他の港湾では，単純に船舶および貨物が負担できる最大限まで，またそのため

に他の競争相手港に船舶および貨物を逃がさない程度まで，港湾料一金を引ヒげること

によって収入を最大限に高めるというやり方をしている。

5. 英国港湾に対する財政補助

英国港湾に対する直接的な助成措置については，現在「港湾近代化補助」と「投資

補助」の二つがある。前者については，加）国際貿易に大きく貢献する建造物および土

木工学工事と， （防航洋船の貨物積み卸しもしくは波止場または港湾地域の航洋船貨物

のハンド リングに必要とされる特殊施設および機械設備の建設に対して，現在20%の

港湾近代化補助を与えている。

しかし，この近代化補助は1966年から導入されたばかりなので，現在のポート・オ

ーソリティの営業成績にはまだほとんど効果を表わしていなし、。現に，今回の調査で

入手した1967年の各港の損主主勘定で、は，ロン ドン35,0'.JOポント＼ サザンプトン15,0:)0

ポンドとそれぞれきわめてわす．かな額を示している。それゆえ，港湾近代化補助がポ
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ート ・オーソリティの白菜成総に相当の効果をもち，やがて浴許可料金をかなりづ｜卜げ

ることができるようになるまでには，まだ多くの年月を~するように思われる。

一方，後者の投資補助については，他の産業と同綴に，英国のポート ・オーソリテ

イは投資補助を受ける資材？を有しているが，しかし現実にこの資格を有するl唯一の支

出は通常港湾の運営に必要とされる船舶およびコンピューターの購入に｜持するものの

みで，実際においてはポート ・オーソリティの併業成績に刻しこの投資補助の影響は

あまり議；要なものになっていない。

6.地理的 条件

調査の対象になった英欧の主要?YJJ;はそれぞれ異なった立地条（牛を有しているが，

大陵4港が英国の港湾に対して特別有利な立地条件をもっているということは認めら

れなかった。

ところで，大陸の 4港はし、ずれも多かれ少なかれ同ーのヒーターランドの貨物を対

象としている3 それゆえ，これら各国は自国の輸出入貿易に加えて，内陸の通し運送

を魅力づけることによって外貨を取得するチャ γスをもち，そのために相互に競争を

展開している。したがって．今回の調査中各港は一様に外周港湾との対抗上競争的地

位を維持していくことの重要性を強調していた。こ うした情況はうたがし、もなく，大

｜控訴一港における政府および地方自治体の与える助成水準が高いことの主要なJ!~ 1J1 の ・

つになっている。この点，英国の港湾は呉なったヒソターランドの貨物を対象として

いるので， 対外競争， ;t~』i換輸送：貨物に声、！してあるのみでめるつ

7. 荷主および船主に対する便益

港湾の荷主および船主にふjする魅力は主として財政的なものであるけれども，しか

しとりわけ船主にとっては 「｜時間的」要素が5i:漫なものとなる。船舶の運航回転本を

高めることができれば， l~it 、港湾料金の支払L 、も 卜分その日Ii ~直が見出されるコこのよ

うな港湾における船舶の回，，去時間ii, 「労使関係」および港湾施設の「近代化lの度

合によって影響を受ける。

そこで，前者の労使関係については，欧州大陸では符港とも！？七年以来ストライ，，，.＿
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またはその他の労働紛争によって喪失された労働日数は，微々たる水準にとどまって

いる。ダンケノレタを除いては，大陸諸港のポート・オーソリテ ィはいずれも労使関係

は良好な状況を維持していると述べている。このJ誌に関するダンケノレタについてはい

ろいろな論評があるが，これまでに起こっているストライキは主として全国的規模の

政治的性絡の強いものであった。ともあれ，明らかに大陸諸港ではストライキにより

船舶の運航に遅延がもたらされるようなことはないという感覚が，荷主および船主の

港湾の選択において強力な誘因として作用している。

一方，ストライキは必然的に港湾、コストを高める。も しストライキが広範囲にわた

るか長びくようなことになれば，港湾の生産性が低下する。港湾コストの大部分が固

定費用であり，港湾がその収入と支出をバランス してし、かなければならない情況のも

とでは，ストライキによる生産性の低下は固定費用を回収するために港湾料金を引上

げさせる結果になる。

実は，この労使関係の点で英国港湾はいまさら説明するまでもなく不利な情勢を示

している。

次に，後者の港湾施設にういては， ハンフツレグとダンケノレクの両港は第二次大戦で

jム範凶にわたる戦災を被むり，その全国的な再建整備が結果的に丙港の施設の近代化

を促したつまた，アントワ ープとロッテノレダム，とりわけ後者は港湾地域および施設

の弘大計｜出lの進行には目を見張らせるものがあった。この点，英国務港も近代化のた

めに多額の資本を投じてきたが，しかしそれは大陸諸港の規模に比べてははるかに下

凶るものであった。

注 （1）山県記念財団海事交通文化研究所発行 「海事交通研究」1969年第5樹，拙稿
「19661:f三英国港湾法（TheDocks and Harbours Act, 1966）のililJ定について」
p. 75. 

(2）“Report of the Committee of Inquiry into Major Ports of Great Britain” 
，、ラグラフ203カミら206.
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学会記 録

学会記 事

1. 第8回年次大会概要

昭和44年度第8回全国大会i:UO月141:1より16LIに亘り，大阪商工会議所を中心に開

催されたコこの大会の開催に｜刻しては，関西部会の各会員の方々をはじめ，大阪市港

湾局，大阪府，地元大学関係および港湾関係団体各位のご努力により，大変充実した

大会であった。研究報告ならびにシンポジューム等を通じて，学会の質的向上もうか

がわれ，各会を通じての出席者は約80名をこえており，共通論題，自由論題において

の報告と討論も活j設であったっ大会プログラムおよび，研究報告プログラムを示すと

次のようである。

(1) 大会プログラム

月日 III寺悶｜ 行 基1 内 容 ｜会 場

10/14 10. 30 開会（受付〉

（火〉 11. 00 見学会（大会会場大阪商工会議所集合〉

12. 00 大阪湾見学（大阪港中央突堤乗船〉

（昼食〉

15. 00 大阪港～堺・泉北港～会場

16. 00 講演会・映画会 大1阪号商会工議会室議所

18. 00 理事役員会 国際ホテノレ

20. 00 

10/15 9. 00 研究報告会（共通論題〕 大阪商工会議所

（水〉 （記念撮影〕 （昼食前） 401号会議室

16. 00 （シンポジューム〉

16. 00 総 会 同上

17. 00 

18. 00 懇親会 大阪商工会議所

20. 00 
ニューコク吋ナイ

10/16 9. 00 研究報告会（自由論題〉 大阪商工会議所

（木） （昼食会〉 401号会議宅

16. 00 閉 会
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(2）研究報告会プログラム

① 研究報告（共通論題〉 報告時間1人40分質疑応答はシンポジュームにて行

いますので配布される用紙に御質問御意見を記入の

上提出願います

10月15日（水） 9.00～13.00 （大都市港湾の諸問題と将来〉

(1）大阪港の諸問題と将来…....・ H ・－……...・ H ・－－（大阪市立大〉柴田悦子

(2）大都市港湾としての東京港の問題………－・〈運輸省港湾局）今野修平

(3) 広域港湾とターミナノレオペレータ ー…－・ （原因港湾作業臨時〕喜多村昌次郎

(4）広域港湾論

（主としてオペレーションの観点から〉…一（港湾経済研〉高見玄一郎

(5）大都市港湾の問題点と将来・－…－…・ H ・H ・－－（関東学院大〉北 見俊郎

一一 昼食（インターミッション ・1時間〉 一一

シンポジューム 10月15日 （水） P. M 2. 00～4.00 

シンポジュームの方法

(1）共通論題報告者出席の上，あらかじめ提出された質問および意見に対して応答

を行う

(2) さらに，二度目の質問および意見に対して応答を行う

(3）以上を基にして，討論を行う

② 研究報告（自由論題〉 報告1時間1人40分質疑応答10分

10月16日〈木） A.M 9.00～P. M 4. 00 

(1）今後の経済成長と港湾問題……....・ H ・－－…（三光汽船〕岡庭 博

(2）港湾における情報の研究一－……...・ H ・－－（関東学院大〉荒木智種

(3）港湾労働者の供給側面について……・…… （海上労研〉篠原 ｜湯ー

一一ー 昼食（インターミッション ・約11時間〕一一

(4）港湾労働力の雇用構造と雇用管理・…… （海上労研〉玉井克輔

(5）港湾運送料金と近代化料金について…… 〔日本港連協〕山本長英

(6）港湾における倉出荷役の問題
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（とくに沿岸荷役とのぽElliについて〉－ 一 （横浜新港倉庫〉桜 井 正

(3) 大会シンポジウムの大要 （文中敬称目的

(10月1511,H. 00～16.00) 

テーマは，本大会の共通論Jill「大都市港湾の諸問題と将来」について実施した。

はじめに，柴田銀次郎（関西大学〉が，このテーマの意義と本学会こそ大所から取

組んで，実態分析を通 して本質を究明 し， 重要誇~題に応え， 今後の指針を見出すこと

の任務がある，とあいさつ。つづいて，柾幸雄（横浜市立大学〕の司会で，前掲5

名（柴田悦子 ・今野・喜多村・高見 ・北見）の共通論題報告者の追加的補論がおこな

われた。ついで、，質疑応答を主にした討議にはいった。

まず，柴回に対しては，束 芳（石川島播磨重工〉 から「'/,'f城の物流を握むために

は輸送経路の調査を」金井万造（京大土木大学院）から「輸送休系上の港湾配i丘上の

問題J 「大都市港湾との関連における地域産業と土地利用」。今野に対して，金井か

ら「水際線と水面の有効利用のための施策と整備について」，永野為紀（仙台大学）

から「広域港湾の意味と大都市港湾との関連について」。喜多村に対して，千須和富士

夫（港湾経済研究所〉から「港運業の変革にともなう労資関係のあり方について」 ，

JRから「ターミナノレオベレーターの概念について」。高見に対して， 東から 「コンテ

ナ路頭問題，とくに外国系船主をめぐる法的 ・政治的課題」 「坤頭ターミナノレの投資

主体と公共；規ffilj＇／：ょどについて J，長野正孝（京浜外貿埠頭公団〕から「広域港湾とし

ての情報処理システムについて」。 北見に対して，千須和から「港湾の近代化論の紙

念と発想思考過程のあり方」，亀岡w文（大阪市港湾局〉から「港湾自体の本質とf1lh
値判断」 そして「港湾の近代化・合理化のなかで残る古い形態について」。 5名に虫、j

して，藤尾監ー（神明会}!jりから「泌運業・倉庫業に対する集約化 ・協業化政策の疑

問点について」。以_I・の誠氏の質11:1および誌、見に対して各戦争i者から，年報第7-;3・に

J9iJIメの論説にぶされている祝角にもとづいて，それぞれかなり詳しい解答と意向が述

べられた。

港湾それ自体が極めて広範な内絡を有し，多方面の外的諸事象とかかわりあいをも

っうえに大都市問j芭とのl.Y:l.lliにおいて考察してし、かねばならないので， 「大都市港湾
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の諸問題とは何であるのか」を理解することからはじめなければならない。そして，

そこで多元的見解が羅列されようとも，共通の理念的広場に立って，討議しない限り

「将来どうなるのか」 ，さらに， 「そのために関係者は，もしくは学会としては何を

したらよいのか」とし、う段階にのぼることはできなし、。しかし，本学会の現状では残

念ながら，まだ当［聞の個々の現象や狭義の行政 ・経営そのものに対処することのみを

重視しがちな会員が少なくないので，折角の討議発展のための滋入的質問が！士lされて

も深化させにくいし，また都市なり経済政策なりの概念や思考様式についての理解

の度合には会員聞に想像以上の差違がありそうである。大都市港湾の問題として， 議

論を昇華させていくべきはずのものが，逆に個別的物件に縦散しかねない。しかし，

大都市港湾がとにかく大問題をはらみ，今後ますます多くの重!V_（繰越をかかえながら，

われわれの視野一杯にひろがってくること，港湾とL、う特殊部務もしくは桃源境の中

で，仲間立識だけであるいは安閑としてはいられなくなったこと，だけは強烈に確認

されたはずである。卒いにして70年度清水大会では土庁~jjJ(経おが， 71年度横浜大会では

広域港湾が共通論）琶の~として候補に上っている。 一体われわれ港湾人は， II 木の港

許可をどこへもっていこうとするのか，それは何のために，誰のためにそうするのか，

港湾研究の原点を今はどこにおくのがよいのか，学会であるからには各人がも少しこ

れらのことを立識したうえで，多数の発言を期待したいものである。質問者と報告者

との聞のlji線型討議でなく， 一般参会者｜閣での白熱した討議を今後に望みたいし，大

都市港湾のテーマでのill＇＆＇.な柱ともなった二つの n:i;mが， 70,71年のテーマにおける

シンポクウムで縦双発展されることを願っている。なお討議ll~i'附iが少な過ぎることと

質問者に刻する縦約者の応答が概して長くなりがちであることが年をおうにつれて姉

感されるのは少数名ーではあるまし、。もちろん司会者のl'lil劣であることを恥じ衷心より

泌謝する次第0 （文責柾幸雄〕

(1) その他のスケジュール

見学会 （大阪市況~r.1'5局の 「制1111時丸」 により大｜知名，泉北港， 4界fJ.1，堺港臨海開発セン

ク－ ~）·：見学〕

講演会（大阪市港約局長1hi't氏による「大阪港の現状と問題点」〕

映画会 （大阪泌およびコンテナ関係フイノレムの上映〉
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懇親会 （「ニューコクサイ」において，大阪府，大阪市ならびに現地港湾関係者各位

出席のもとに行なわれた。

総会〈下記各項にわたっての報告事項および協議事項の承認がみられた。 〉

①報告事項

③ ！沼荊143年度北海道大会完了にともなう諸報告⑥事業促進に関する報告（年

報編集委員会の再編成・来年度編集方針，その他名簿作製，資料配布，部会活

動状況，昭和43年度大会準備状況， その他〉 ＠役員改選状況 ＠会員増減

の件 ⑤会計事務の件

② 協議事項

③ l昭和44年度会計 （予算，決算） ；滋認 ⑥新入会員の承；泌 ＠来年度大会開

催地（清水港〉承認 ③その他 （年報，No.8より成山堂刊行の件， 第10回大

会｜時の記念出版の件等）

2. 常任理事会開催状況

昨年度大会後本年8月までに下記のように？吉任理事会が開催された。

(1) H百荊145年2月7日，日木港湾協会において，主として関東側lの常任理:J;Ji:，その他

役員等により下記のような 「打合せ会」がもたれた。なおこの打合せ会は，4月11

日予定の常任理事会の前錠として聞かれ，あらかじめ他の常任理事の承諾をうると

共に，この結果を報告した。

（出席者〉 矢野剛，東秀，伊坂市助，高見玄一良fl，北見俊郎，柾幸雄，喜多村昌

次郎，荒木智;fill，今野修平

（注〉 上記出席者中， 喜多村，柾の両氏は会則10条により出J~＇t ， 北見， 柾， 今

野，荒木の部氏は功。務局-0!11として出席。

（打合せ項目〉

①学会年制編集にかんして （｝丸山笠刊行にともなう方針〉

② 大会準備， 年報発行λケジューノレについて

③学会発足10周年記念事業にかんして

④来年度大会（清水港〉の共通論題にかんして

〈大体 「ターミナノレ・オベレーター」をめぐる諸問題について， あるいは
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「ターミナノレ ・オペレーターの論理と謀題」等といった方向の共通論題が良

しとされた。

＠来年度大会予定地にかんして（大体京浜地域を予定する〉 。

⑥ 会計毛布備について （柾会計幹事ーから大！日告の説明があった〉。

⑦新入会員にかんして（賛助会員4社，正会員3名，退会者届l名〉。

③事務局および事務局長にかんして。

（北見事務局長が事務局当番校である関東学院大学の専任を辞任することに

ともない，執務局長辞退の申し出があり，このため後任事務局長及び当番校

のことについて種々話し合いがもたれたが，改めてこの問題を4月予定の’，：；r;

任理事‘会にてとりあげるものと した。 〉

(2) II日和45年4月1111，日木港湾協会において下記のように’，：；＼・任理事会が開催され

た。その大変ーは次のようである。

(i:Ulli'i'者〉矢野剛，柴田銀次郎，白山源三郎，東寿，伊坂市助，紅村文Mt，尚.f.!.

玄一郎，北見俊郎，喜多村昌次郎，征三位Mt，今日t修平，荒木智極

（注〕上記出席者中，喜多村，J正の両氏は会J!i]lO条により出席，北見，柾，今

野， 荒木の諸氏は事務局｛Jllj として出Iii＇~o 

（報告 事項〉

(1) 関東側常任理事会打合せの（ti：〔前回打合せ会事情とその内容について〉。

(2）大会 （第8巨I）完了の件 （大阪大会完了諸般の事情について〉。

(3) 部会活動の件（：｜ヒ海道，関東，関西部会状況、w告，後名古屋港を中心とする部

会成立促進にかんする要望がみられた〉。

（心事業促進の｛Li:（年制編集委員会報告，今野氏編集委員1m入，その他〕。

(5) "14年皮会計阪告の件。

cw，議司rlfD 
(1) ,15年度予｝~i:：誕の {'I: (ll(:{;fUH '-1 '-J.it会計 m告のJU~.と共に予算案がJ.J\泌された〉。

(2) 大会 （第9回〉の件（清水港大会の共通論題名の安史 「流通革新と埠頭経話」

その他〕。

(3) 年Ni編集の件（編集委員会員三， 成山並刊行， 論説公募，その他〕。
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（生）来年度大会の｛牛〈京浜地域を大会港と予定し，事務局にて具体化を図る〉。

(5）会員噌滅の件（新賛助会員，正会員の承認）。

(6) 学会話Jj立記念事業に関する件 Clo周年記念のための単行本発行の件承認，特別

編集委員会を事務局に編成して検討する〉 。

(7) その他（北見事務局長辞任の申出が否決され，今後共その任に当るものとし，

尚事務局を下記に移転する〉。

tvt浜市中区山下H汀279の1地先

（横浜市山下埠頭港湾厚生センター〕

運輸港湾、産業研究室内

3. 部会活動状況

北海道部会

一昨年の日本港湾経済学会第7回大会の北海道開催後，一息いれた恰好で，部会活

動も静止状態であった。 会員各位の要請ならびに新規官官会加入希望者も多くなって来

た状態のもとで，若干の件；迷ムードを払拭し，従来よりさらに充実した活動を展開し

ていくこととなった。最近の部会活動と今後の主な計画は次のとおりである。

(1) 部会部「：｜ヒ海道港湾経済」 No.7の発行。

懸案の第7回全国大会記念特集の部会報を8月5f:I発行した。主要内容は下記の

ようである。

巻頭言木材パーヂの工夫

北海道港湾の現況と需品j必

桧山千ill

柴林 隆

「如何にして小綿港の繁栄を実現するか」学会九氏の提案と，石狩宇佐新泌を含め

進めるべき方｜ム！と t涼J必 (1¥1(¥; ブj~Jl

北方経済閣に闘する理論的覚書 武山 弘

70年代の港まちづくり 永瀬栄治

11＋；港湾経済学会第7ll.!J大会総Jふi.J,i(iu，シンポジュームについて 徳Ill 1政次

円本港湾経済学会UP回大会函館γンホジューム（守画ト ンネノレ開通の画館経済

への影響〉
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（記録〉

①問題提起報告

函館港の現況

青函 トンネノレ建設の影響について

函館閣総合開発基本構想について

② コメント

奥ヤー忠志

高間 勉

宇佐美i克彦
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大島藤太郎，岡庭博，喜多村昌次郎，今野修平，北見俊郎，柾幸雄，柴田悦子

③学会側扶J多 目児三；一郎

故森光央部会幹事， J次小松雄逸会員追仰の記。

需評，：｜ヒ見俊郎「港湾論」和泉b:fl：三

文献紹介「北瓶道の港運楽の社史」 （その 2)

「年史楢崎産業KK」 町田真也 ・伊藤昌勝

「小樽港連20年史」 徳岡欣次

「！本港湾経済学会第7回大会付帯行事記録

① 函館シンポジュームプロフイノレ

②室蘭苫小牧見学の記

③ 小樽「第7回大会」プロフイノレ

④鎖I{路港視察の記

⑤ 留萌 ・稚内港視察の記

部会記事

(2）部会総会と研究会の開催

8月下旬札l慨において開催，

研究会は次のとおり。

北海道総合開発第2期計画と港的 町田真也

交通体系におけるフェリーについて 神代方雅

(3）小研究会の開催

「北海道港湾の変遷J桧山千里他，小研究会を随次開催する。道外の円木港湾

学会会員の来道の折などの機会をとらえて研究会をもつことも計問。 （来道の本
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部会ftにはご負担をかけない科度の研究会の予定なのでごう｜王道の折は，北ifij，立1,';j)

会事務局へお立寄りまたはこ．述絡をお願いいたしたい。） 〈文責・徳田欣次〕

関東部会

I昭和43'<f.度にひきつづき，関東川会は研究発表と討＂命を， －1－・心に，活；後な活動を持続

した。

以下昭平1144'.j'.)立におけるよ1；会爪似の決行を，1LHよりMU「して，級告にかえておきた

L、。

(1) nn和44年度第1同閃京市会

日l時 H日明144~f'·9月6「l（土〉

場所 「l木港湾協会談話室

〈東京都港医芝琴平町・1)

発表者－ O玉井克輔氏（海 t労働科学研究所〉

0篠原｜湯一氏（ II ) 

Olli岡靖治氏（ II ) 

発表題目 「港湾ヲ＇ii仙の管理と立議問題」

参加会員 18名

発表要旨調査の概要，調査内特および各締i主要目次につき，当円配布された~

旨を紹介して，かえておきたし、。

調査の概要

昭和43年1月～11月の長期に亙り，横浜港，事11戸＼港，東京港の店社14f.上よりのイ

ンタビュー調査および横浜港76社，神戸港98社のアンケート調究による詳細なデー

タを基礎にした解析研究である。

調査内容および各編主要目次

第1編 港湾荷役企業の労務官・理

1 ヲ＇）務管理の組織化

n 服用構造と労務管理

][ 労働条件と福利厚生の管理

N 港持労働の機微化と’~n湾管理
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t({ 2編港湾労働者の職業定着志識

I 港湾流入過程の実態

TI 浴f.'j流入と定着立識の形成

直 定着意識の現状とその内容

N 港湾労働者の流出過程

第 3縦港湾労働のll~i＇間的椛j告と労働負111.

I 総括

IT 五；Jr土：軍J般におけるll!t問分析

班 荷役作業のエネノレギ一代謝率からみたヲjl劫強度

N 定期船船内作業員の生活時間と労働負担

!ii~ 4繍外資公共t申jjJ(における荷役機械化と労働力需要

1 総括

TI 港運統計ーからみた荷役機械化と労働力

][ 貨物別荷役機械化の動向

N 荷役オペレ｛ションからみた機械化と労働力

位）昭和44年度第2団関東部会

日時 昭和44年12月6日（こり

場所 日本港湾協会談話室（東京都港区芝琴平町ー1)

発表者 および発表題目

荒木智種氏（関東学院大学〉

「港湾と情報」

関谷義男氏 （東京港返協会〉

「東京港における港運業の現況と問題点」

参加会員 23名

発表要旨

「港湾と情報」

295 

氏の長年に亘る巾広い研究成果より，まず港湾の近代化のため，港湾に情報の広

場を設けることに努カを傾けねばならないという問題意識から説き起されて，大田骨
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次のようなff,告が行ーなわれた。

港湾産業のなかにかかえこんでいる多くの諸問題について，プレス ・コミュニケ

ーションが果す公共1'1守（社会的〕責任は大といわねばならなし、。

しかしながらわが悶には近代的コミュニケージョンは宇佐を場として，主に外国

人の努力によって，長崎， lili浜でスタートしながら（治外法権の後析によって） Of] 

治新政府樹立後の中央集権休：1;11 o•r附｜条例fれにより，：t.f .'iJ! 1'1りなコミュニケー γ ョ

ン休系をその基盤に椛策してしまった劫笑。これに反して欧米先進自由訪問が勝ち

得た言論のl'::ILilは市民附級の下からの力であり，わが肉には見られない見高級紙、

といった公待が市民中l会の内から生まれてきたといった＇ ＼；：突をみるに，両者のII＼発

点の相異が年平易にうかがわれるであろう。

ここでは，特に，日本；の近代的コミュニケーションの窓を聞いたミ・m版文化のJ也、

であった横浜をi:jコ心に 「港と新rm」の関連性について (1860～1870〕主要な英 ・邦

字紙をとりあげそれらの11~~. )ji；ヨ等について考察した。

－田，同じ敗戦闘の凶ドイツ，ハンフツレク港の港湾誌紙とプレーメンその他の港

湾関連紙の現状をもあわせてi使概した。

いまや，一貫協同輸送又は一貫復合協同輸送といった合理化政策を推進させ，か

つ調整する一つの主要な公共的責務をもったプレス ・コミュニケーションは「従来

よりも幅の広い，かつ深い（部分的，表面的ではなく〉連繋のとれたコミュニケー

ショソ（情報）の場を築く ことに努力を傾けねばならない。」

「東京港における港運業の現況と問題点」

東京港の港湾運送業について，最も造詣の深い会員である氏から，東京港関係48社

の調査結果による分析も随所に折り込みながら，港湾運送業の構造と性協，港湾運送

業の労務管理についての見解を発表なされた。その結果東京港の港湾運送業は，元首!j

一一下請の系列的従属的支配構造を持っと同時に港湾利用の諸産業のヒエラノレヒーの

最下位に位置する。老舗ほど消阪的な業者がある。港湾運送業の法人化（；f.l戦後になっ

て進んだが，その内容は社会的資本に転換せず個人的資木に留っている。労務対策は

資木の大きさにより奥なり，i:j-1小資木金規模の対策は未熟である等々いくつかのil:Fl

すべき点を指摘なされた。
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なお木部会終了後，有志により交通文化賞受1'lの矢野剛会長を間む会を｛げした。

(3) 昭和144~三度第 31!~1関東部会

日時 nn和45年2月7Fl （土〉

場所 Fl本港湾協会談話宝〈東京都港区芝琴平町1)

発表者および発表胞団

0小倉健男氏 （京浜外貿if,¥頭公団〉

「東京柑11.只而l浴における愉／：I：＼入コンテナ貨物流動状況の計J作品l；思にづいて」

rn~i見芝、一郎氏（港湾終ー済研究所〉

「アメリカにおける港湾でのコンピュ－≪一利川につし、てJ

参加会見 26名

発表要旨

「東京:Jwrn~ ii'~ r＆における愉II:¥入コンテナ貨物流動状況の調査結果について」
京j）~外貿iii'lliJi公団が，氏をl｜！心にしてi)Ji{似する東京航浜両法の外貿コンテナ

貨物の流動状況を東京横浜両日t聞の協力を得て行なった調査結果を発表した。

その結果，東京横浜両在住間にかなりの交鈴輸送が認められること，特に東京

港積／：！：＼しコンテナのパンBJ!•めは， 横浜港て、行・なわれているケースがあること。

地方からのコンテナは， 全体的にみると少なく ，貨物発生地は京浜であること。

コンテナのパン詰めは，予想以！：：.~こ港湾運送業で、行なわれていること。調査H寺

点での結果ではi山水港，－fil）は名古屋からの流入もあること。輸入コンテナは

東京への指向性が高L、こ と等々新しいコンテナリセーション下における物流の

新事実を次々と紹介下さった。

なお公団および氏の街l好意により ，：±： nr~会員に高 f111i な調査版作詞が！！［＇］呈され

Tこ。

「アメリカにおける港湾でのコンビューター利用について」

L::¥tのj芭名ではあるものの，米国港湾の・1'111'l恨システム全般にEる研究成果の

発表であり，氏の長年に亘る専門的立場からの見解でもあった。特に今回の研

究発表の，－，－，で， i佐湾における↑r'iN1システムは，米国i箆平の輸送業務への応用に

主主因をなすとのiJiたな兄仰を発点なさり p .:1と同 I~十却。愉送司令部て、のシステムの
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目的，組織から説き起され，ここからシアトノレ港のコンピューターシステムの

解析を試みられた。その結果より，今後における港湾のコンピューターを中心

とするシステム化への試案を「H入貨物Jjljに舵示し，多くの議論を日子んだ。

（文責今野修平〕

関西部会

44年度は大学紛争の影響で，部会活動まで手がまわらず，一回の部会研究会を聞い

たにすぎない。しかし第8回大会の地もととして，その準備のために，数同の理事 ・

役員会 ・大会実行委員会などを聞いた。

第一回関商部会（s. 45. 3 . 28) 

場所 船舶クラブ

参加人民 15名

点
由
』
！被

事，，戸海運局 山図｜盗英氏

三光汽船 ・大阪産業大

岡庭博氏

港湾運送業の集約が一段落したところで，その担当者である海運局から，集約の突

1. 港湾運送事業の現状

2. 港湾肱光政策について

態と今後の問題点について ff~告をうけた。当日秘々の理由で， 参加者が少く ， とくに

いつも出席される業界似IJの不参加が目立ったのは残念であった。報告は今後の問題と

して専用陣頭における港運業のあり方，集約の段階で最後まで残る機械化と労働問題

等に関して報告のあと意見交換が行われた。

岡庭氏は，海運紘充政策の実況はまず港湾鉱充政策からとt、う観点で，港湾整備の

具体的方向まで示された。例えば今後内陸港や河川を利用した港湾建設の可能性につ

いて論じられ，国家の資金媛助は造船から港f/!jへ重点をかえるべきではないかという

指摘がされた。

本部会にたまたま来｜坂されていだ伊坂市以j先生が御i士1附になり，~·；11会終了後（JI~反先

生を問んで関東方面1の部会活動の様子をIHIき，学会i主将に関して懇談を行った。

（文責・柴田悦子〉
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名古屋地医を中心とする沼会発足は， 名古屋大会 （昭和40年度〉以来の課題でもあ

った。その後，度々地元；活大学，名古屋地z管理組合をはじめ関係団体告すとの打合せ，

ならびに学会事務局との述絡をillね，ょうやく本年ll月頃発足の予定となった。この

間し、ろいろ悶燥な問題があったのにもかかわらず，この段階をむかえたことは地元関

係者各位のたゆまぬ努力とfM::i；の結果と，よろこびにたえない。いま，その大更を記

すと次の3illりである。

会則fl・子〔案〉

名称本；＇；jl会は「l本港湾経済学会r\ -•f;il -1".fl会（仮称〕という。 cm 1条〉
1=11'1＇~本初会は， 11 本港湾経済学会会川第19条による研究部会として中部地灰の港汚

に関する諸問題について調査研究を行ない，その合間的発展をはかるとともにあ

わせて港湾の近代化に寄与することを日的とする。 （鉛2条〕 ' 

ZJi－栄木部会の目的を達成するために次のてJ；.業を行う。

(1) 中部地区港湾を対象とした社会的 ・経済的諮問題の調託研究

(2）研究会 ・講演会 ・訴庄のmrnuおよび本部会の目的.ill成に必2fなす；：楽

(3) その他「l木経済学会の1=1的とする新’r；：業の舵illi

役n本初会に次の役員を泣く Oi'I5条）

(1）会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) JIBτJ:r 浩＝「名

（壬l ~ifi •Jr 2名

会員 本部会の会員はn本港的経済学会の正会員，資W!J会日にして木市会の趣行に校
向し入会を希望すると共に会長の；示認をうけるものとする。 （第11条〉

以ヒは昭和-15"'1'ユ8JHSI lの設立準備会での会fl!J審議の除、の資料によるものであって，

宗としての会！＼I］の特徴を不したものである。

（問題点〉

mi会設立に｜燃して，とくに問題になった点をあげると次のようである。

(1）学会々JlU,trns3長（支部〉負（119条（部会〉との関係上， 「支ta1J設立にすべきか
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「研究部会」にすべきかの論議が行なわれた。これは，従来の部会設Ii"！：との闘係上

現実的に両者の性格をも兼ねており会員Jjそのものの内科を検当する必要もあるよう

に思われる。

(2) 部会々員の種類，資桁，会費等の問題をめく・り，学会そのものと部会との関係，

また部会員の経済的負担とその地域への還元性等についても論議をみた。この点も

今後の学会ならびに部会の述＇！！；U:J:立すべき意味が含まれているように思われる。

(3) その他，すで、にのべたように昭和115年11月頃を目途と して，創立総会が開催され

る予定であるが，それまでに史に部会々ft!Jの整備をはじめ，その他の諸準備が進め

られる予定である。

中部々会設立準備会名簿（いろは順）

区分 ｜ J:I:; 名 芳l ~ 出有 考

チl二関弘太郎 名古屋大学

加 j族 只 ー 中京大学
大

正 ｜
泊 :JI: 正三郎 南山大学

戸でM量ー． l勝呂 弘 名古屋学院大学

田 r1-1 ）！：＿ 信 市邸学園短期大学

関 1野中I寅三郎 名古屋学院大学

会 ｜係 ｜楠木英三 名城大学

橋木｜噂之 南山大学

松永 ；＞；｛；；夫 名古屋市立大学

紅村文敗 名古屋港管理組合 日lj管理音

員 ｜そ
白石i国主主 東陽倉庫KK 専務取締7i吃

の
富岡俊一 名T片屋前i工会議所 'in湾局長

他
Tii1 l王I － ー 名古屋鉄鋼際頭KK 社長

一一一一一

空空 伊勢湾必巡KK 社長高島四郎総

日）J
東陽令隙 KK 1 常務取締役富安正当：五r、、

員 ｝燦:t:ifij運K[( ｜社長伊藤清
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寸ー

属

賛
助
会
員 名古屋港管理組合

学会市務局長青山学院大学民11俊見~t 

総務課長

行政監察課長名古屋港管理組合夫俊字尾野

考

社長鳥居市松
コンテナ課兼企画課長
高橋治朗

総務部長 小林陸自11

名古屋港管理組合安太郎植;f,/~ 

備JJr 氏

名港海運 KK

名IK 

住
・
此
帽
む
制
政
凶
コ司

－
｛
2
1
J
 

総務課庶務係長名古屋港管理組合允孝キサ奥

（文責・ 北見俊郎〉

会員増減（昨年大会以降受付のもので， l沼荊145年4月までの常任理事会において5. 

承認済のものを示す〕

（正会 員〉（賛助会員〉

市喜大久保馬鉛｜建設株式会社

之啓瀬清伊勢湾海運株式会社

切1平相自来j株式会社三栄商会

隆回竹昌栄巡輸株式会社

うた±. 口回岩日本貨物検数協会社団法人

也法来市字徳逆輸株式会社

吋.，
占i述尾12~ 小川i巡輸株式会社

。zオミ必t東港メL~海運f'A＜、式会社

1む!f1!J 店－土朽木介同輸送株式会社

刻自H 本｜公

年報編集委員会状況6. 

新たに今肝修平氏をf.1制J委員（事務局幹’Jr〕に加え， :if・手R編1仁ーならびに，チ；会創立

しはしば編集方針，刊行の具体鋭について委員会を開催10周牛rlLl念写の llJ行につき，
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してきた。ずでに常任理功会において承認済のように，年譜iに新たな論説を加え，サ

マリー（英文〉を附すこと，その他，成山堂i土I)仮等についての打合せ， 交渉を進めて

きた。 （但し，英文サマリーは都合によってNo.8は見送ることにした。〉また，記念

号については当初は従来の年報と別に約300頁，A5版， ljli.行木にて 刊行を計画した

ものの， R~・政的およびその他の事情で実現がむづかしそうなので，さらに倹討中であ

る。また，今後は，論文執筆~H~iを再確認すると共に，質的にも高い年J憾の刊行を念

じているので，今後共会員諸兄の協力が与えられることを念じている。

7. その他

(1）新事務局について

4月11日の常任理事会の協議の結果， 5月llEIに「運輸・港消、産業研究室J （室長

喜多村昌次郎氏〕内に移転した。なお，同室員，土居靖範氏 （会員〉に事務局員にな

って］頂くと共に，同室員鈴木l見氏（会員〉の協力をもお臣賞いすることになった。 この

事務局は横浜港山下埠頭（厚生センター〉の入口に立地し，移転に関しては，横浜市

長飛鳥田一雄氏の快諾も得ると共に，横浜市港湾局長山添鉄一氏，同総務部長山本功

氏のごj享立と，室長喜多村昌次郎氏からの多大なご協力をも得ている。

(2）弔意

長崎県立国際経済大学教授の新宮志良氏は， llB荊145年2月に交通功。放のためにお

亡くなりになった。

ここにつつしんで、哀悼の誌を表すると共に，そのご冥福を祈り，かつご逃族のご

玉11・'iえzを念ずる。
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会員業績 リスト

注 （1) このリストは昭和45年2月20日〆切にて，それ以前1か年における会員の研

究業績をアンケートし，それをあいうえお順に収録したものである。

氏

(2) したがって，それ以前の業績リストは「港湾経済研究」 No.7 （昭荊144年〉

に収録されている。

(3）会員中，海外出張その他の理由でアンケートの得られなかった会員について

はふくまれなし、。

（生） このリストは主として港湾関係のものにかぎられ， リスト中「区分」は，著ー

書，共著，訳書，謙訳，論文，資料，書評，紹介等の別を示す。

会員業績アンケート 集

名｜区分｜ 発表テーマ ｜発表箇所｜発表年月

浅葉尚一 論文 港湾に対する私見 「港湾Jvol.46. 1969. 4 

荒木智種 論文 港湾の情報 「港湾jvol.46. 1969.12 

書評 G. Haussmann; Transcontai- 「港湾経済研」 1969.10 
ner Umschlag No. 7 

和泉 ：Mt三 共著 広接域l町村経済圏における函館市と隣 4函発館大学産業 1969. 9 
丘関ロヒ 研究所桜

II 函と館交市通と亀田町ーにおける都市化 同 上 II 

II 
広諮域効題経済閣l通のもつ経亀済的社会合的 同 」二 ／／ 

果一館市と田町の併
聞をめぐって

北見俊自II論文 港湾における「広域化」問題 日木経済政策 1969. 5 
学会年＊

／／ 港湾都市の国際比較 「都市問題議 1969. 6 

）主港一l：湾o~」~2 ／／ 流通過起における港湾の立場 「 vol. 1969. 5 
46 

／／ 大都市港湾の問題点と将来 「港湾No.経i済研 1969. 10 
究海」 7 

広域港題湾とポート ・オーソリテ 「 連経済研 1969. 10 
ィ問 ~'G」 No.3
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氏 名 ｜区分 ｜ 発表テーマ ｜発表箇所｜発表制

論文 人間 ・経済と港湾｜拘 「港湾」vol.46 1969. 11 
ーその基礎諸ruJ:mー No.11 

資料 港湾の体系と体制 「港湾」vol.46 1969.12 
No.12 

書評 港湾産湾産業業」研究会編 「変革期jの港 「泌湾」vol.46 1969. 3 
No.3 

ノY 輸高村送忠也編「国際章海上コンテナ 「港湾」 vol.46 1969. 4 
をめぐる12 」 No.4 

／／ 架林労組編「栗林労働史」 「港湾」vol.46 1969. 7 
No.7 

II 松橋半ー「港湾荷役実務」 「港湾」vol.47 1970. 2 
No.2 

喜多村昌次郎 論文 流通経費と港湾体制 「港湾」vol.46 1969. 5 

／／ コンテナ ・ターミナノレの迩溢’を 「海運」No.498 1969. 3 
めぐって

II 協同一貫輸送と港湾産業 『港湾」vol.46 1969. 10 

II 合理化一般とターミナノレ ・オペ 「海運」No.507 1969. 8 
レーシ ョン

II 流通革新と港湾機能（ ｜二・＜j:t.下〕 日刊逆輸タイ 1969. 8 
ムズ

II 港下湾〕産業の組織と構造 〔上・中 II II 9 

ノY 港湾の合理化と経溢労働 （上 ・ II II 9 
中 ・下

II 臨宇佐倉庫の機能と立地 （上 ・中 II グ 10
-f') 

／／ 流通経1'1と港湾、運送（」ー・i:jコ・下〉 II 1970. 1 

書評 栗林閥会労働組合編「梁林労働 「泌総経済研 1969.10 
』l::」 先」

今 野 修平 論文 観光￥－!Jiの現状と開発への課題 「港湾」 vol.46 1969. 8 

／／ 都市港f,'j~命序説 I -N N「o海.8車産業研 1966. 8 
究所報」 No. 】

38-41 11 
／／ 大自IS市港湾と しての米京港のl1lj 「究港」湾経済研 1969. 10 
Jill点、 No.7 

流行駄にみる¥J.!i7•5 「港湾Jvol.,16 1969. 11 
No.11 

I II 日本の陥，ifij工業j也mのfd’m＇と）品 オーシャンエ 1970. 2 
山地の開発 イジvol.2No. 

“ つ
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氏 名｜区分｜ 発表テーマ ｜発表館所｜発表年月

今野修平 論文 開発務l迫年られる超大規望模臨海工港 ベトロケミカ 1970. 2 
昭 60 代への展 ノレエンジニア

リンク’ vol.2 
No.2 

村l 代方 iJli 論文 海運流通の斉合性ーそのI 「浴湾経済研f1969.10 
究JNo. 7 

柾 キ雌 共著 横浜市およびその周辺
講（の神談文奈社化川地「県理日編7」~ 1970. 1 

資料 横浜市の都市交通問題 繊室港浜市企画調 1970. 1 

書評 神戸市編「広域港湾の開発と発 整「 湾経済研 1969.10 
展」 究JNo. 7 

松浦茂治 号日t間h－」1ι・ 大分新産都地建域設開進捗 大学分部経大学済経研済究
1970. 2 

発と公筈防止一

松橋半ー 書評 港湾、湾産産業業」研究会編「変革期の港
所「港No.湾4経済研 1969. 10 
究」 No.7

宮！］，~’武雄： 資料 都市と輸送（輸送歳時記） 「物的流通」 1969. 
No.l～ 4 8～］ 

宮下医l生 号日d間Lョ一入～3 海一運市海場上の構質成論に関礎する一考察 「神戸大年学報経 1969. 6 
運 の基としてー 滋学部 」

X可
II ザンマンの海上運賃論 「海運経済研 1969. 10 

究」 No.3
II 世界海巡市場解教体の理論 「国民経済剃｛ 1969. 12 
ーザンマン授の所説を 誌」 vol.120 

中心にしてー No.6 

宮 地光 之 論文 港湾運送機能合理化の考察 「港湾経済研 1969. 10 

松沢太郎 著書 苫小牧港過去・現在・将米
北党海J No. 7 
評論社 1970. 2 

論文 臨海工業基地計画への提案 苫小牧民総 1970. 1 

岡庭 博 論文 新海運政策と海運経蛍のあり方 「海運」 1969. 5 

II 海運経営の今後の変化 「海運」 1970. 1 

大島藤太郎 著書 現代の交通問題 労働旬報社 1970. 2 

斎藤公 Jl)J 論文 最地近の保管需要の働きと倉庫立 「港湾jvol.46 1969. 9 
No.9 

λY 海上コンテナ輸送1か年の回顧 「港湾jvol.46 1969.10 
と展望 No.10 

佐々木高志 論文 港湾の近代化と「制度」の問題 「港湾経済研 1969.10 

究「海所」No. 7 
柴田悦子 論文 港湾における労働生産性 事産業研 1969. 3 

究報J
No.33 
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氏 名｜区分｜ 発表テーマ ｜発表箇所 ｜発表年月

柴 田悦子 論文 物的流通「近代化」の問題点 「大阪港」No.951969. 5 

II 物的流通「近代化」の怠義と本質 「経済」 1969. 6 

ノY 大阪港の貨物流動とその問題点 「港湾経済研 1969.10 

II 市民生活と港湾
究「港J No. 7 
湾Jvol.46 1969.11 
No.11 

II 物的流通からみた大｜奴泌 「大阪人」 1969. 11 

II 食料輸入と大都市港湾 「経年営研究号」20 1970. 1 
j苛記念（上）

資料 物的流通の内航海運 「海運経済研 1969.10 
党」 No.3

東海林 滋 資料 現代世界海Jillの構造 「関西大学商 1969.10 
学論集」 vol.

直i見玄一郎 論文 港湾巡悩と情報処理 1 4 湾N」~ 4
「港 ol.46 1969. 4 

II 港湾の近代化 「N運運0輸.4輸調と査経局済」 1969.10 

II 広域港湾F.ffu－主と してオベレー 「港湾経済研 1969. 10 
ショγの観点からー 先JNo.7 

凹 lーjJ 文信 論文 運賃率理論の進化的発展とその
市大学学論邸学集「社」園N短会0期科6 

1969. 3 
設定の理想的原理について

ノY 交通学の対象に関する学念説の批 1970. 1 
判と運輸サービスの概につい 11 No. 7 
て

~i' 谷武 l~j 論文 ｜：｜米船欽交換と民主i造船業 「m海i·~ui産業イlj}f- 1969. 2 
CI X）～CXXllI) 先」

No.32～45 1970. 3 

古旨ド 大阪市港湾局編「大阪港~J 「港湾産業研 1969.10 
先」No.7 

徳田 j伏次 論文 北）/If.道における不安定雇用の実 「ゴ先ヒ海道労働 1969. 3 
態ー臨時・日雇・パー トタイマ 研」 No.107
ーを中心にー

λY 北海道開発の実態
新j或評と論産業刊」「j也 1969. 3 

II 北iflf.道工業（ill設業を含む〕の
泊括の輪立」総車研苧判幕

1969.12 
季節性21:：凶

玉 井克輔 論文 港湾労働災害に関する責任の所荷 「港湾経済制 1969. 12 
在についての考察ー特に船内 究」 No.7 
役労働についてー

的 fflj 明 論文 北海道における炭田地域の現状 日地理」 vol. 1969. 2 
14 No. 2 



会員業組リスト 307 

氏 名｜区分｜ 発表テ ー マ ｜発表箇所｜発表年月

筒浦 明 ｜紹介 道都札幌
北講本談の社文道化刊地「理日， 

1969. 8 

海編」

千須和富士夫 書評 Maritime Cargo Trams~＿o;rta- 「港湾経済研 1969.10 
tion Conference N. A. 究JNo.7 
San Francisco Port Study 

矢野 間1論文 欧ヵ：米のポートオーソリティ とわ 「城雪＂士"' 西経済学 1969. 9 国の港湾管理 会 Jvol. 5 
No.2 

米 山 談 論文 固定資産の再評価と減価償却 「海外海事研 1969. 7 
究」 No.66

II 日本海運の資本構成及び利潤の 「海運」 1969.10 
問題



「港湾経済研究」総目次

308 

（音g数なし〉1963年 （No.1)

同1型f時… …………...・ H ・.....・H ・－…・・ … …・ …－………....・H ・－…矢

問｜！

銀次郎

市 助

玄一郎

治

治

虫IS

，也

茂

俊

敬

野

田

坂

見

本

浦

見

泉

研究

木邦戦時港湾Jむ策一－…… ・・............………・………・…・……矢

港湾財政の問題点…υ ……－－・－…－・・…一－－－・ －・－－－－柴

港湾設備の増強と地域開発……・・・・ … ……・－…………伊

港ー湾における新しい労働省’理の概念……………………ー……高

港湾運送業の現状…・…・・－………・・………....... 一ー・ －松

衣浦港の交通 －－ －－…ー………….....・....……………松

港湾経済の本質 ………－－…－ －－－－ …………… ー北

港湾施設の与えた損害に対する船主の賠償責任と海上保険…今

l陸

明

凶

谷

文献紹介

「イギリス主要港湾に関する調査委員会報告書」 .......……υ 中

「神戸港における港湾荷役経済の研究」 一 ・・……. .. ・ H・－・~J' 主主

学会記録

（部数若干あり，送料実貨とも￥500)（学会事務局〉1964 (No. 2) 2. 

同リ
V

V14 

川
町
長

芹．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．‘．．．．．．．‘．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．矢

－~－ 

c 1 ) 
c 16) 
c 28) 

i
f
E
4
 

山
間
制
刷
印
刷

治

孝

俊

納

共通論題（港湾投資の諸問題〉

長期経済計画における港湾投資綴の推計…・・…....・ H ・－…ー 力日

摩耳目ふ頭の建設と運営。．………  ・・ ……－－… ……・・岸

公共投資と港湾経済… －－ －…－…・・・・0 ・… …・・・・…・…北

c 42) 
( 51) 

( 78) 

( 82) 

( 97) 

陵

和俊

銀次郎

重任

忠、也

同.-w 

西

穴

田

越

村

自由論題

イギリスにおける港湾諸料金の徴集~ilJI支と問題点・……・ ・・・…・中

ヨーロッパの石油港湾・－ •••• …………・…………・……浮

港湾労働対策への一提案ー・……....・ H ・－……...・ H ・－－－……・・柴

港湾労働の課題…・…………… …H ・H ・－… H ・H ・....・ H ・....・ H ・－－－河

船積み月末集中の原因とその対策…・……………・・……………高



309 

国際コンテナーの諸問題－…・…………….........・H ・－－－－・－…・宮野武雄 （114)

宅里哩~ー聖空空~里F

文献紹介

北見俊郎著「アジア経済の発展と港湾」 …...・H ・.......・ H ・－－…・巾西 陵 (141)

北海道立総合経済研究所編「北海道の港湾荷役労働」…・・・寺谷武 明 (145) 

同 」二「港湾労働」 ……－－－－－ ・・・…・・…－…－－北海道立総合経済研究所 (150) 

管理里里里＂＇里里里型空

学 会記 録

Fl木港湾経済学会会則・役員…....・ H ・－－－……....・ H ・......・H ・－…........………・・ 〔167)

学会記事・…・・ ・…・ー・ ………・・… H ・H ・－………－－…－…・…… (171)

会員業績リスト…………－…－…－…ー……・・…........ －………… (175) 

会 員 名 簿 … ...・H ・－ … ・・ ・・・・・－… ・….......……………ー・…・・ (188) 

3. 1965年 （No.3) （部数若干あり，送料実費とも￥500〕

序……・－…・…・・ ....・H ・－－…… …・一...・ H ・－・・……・ ・………ー矢野 剛

研究

共通論題（経済発展と港湾経営）

港湾のもたらす経済的利益の分析.........................…－－－－－柴田銀次郎 c1〕
港湾経営の「理念」と問題性・.......…….....・H ・－－－… ………・北 見俊郎（ 12) 

自由論題

港湾機能の地域的問題点…・……・…・…・……… －－－……・今野修平 c25) 
国際収支における港湾経費改善のための理論的考察……－巾 西 ｜陵（ 67) 

港湾資産評師とその問題点－一・・・・ －－－－…………・…－－杉沢新一（69〕

文献紹介
ー・・・画面画面ーーーーーー函孟ー．圃倶

矢野剛著

「港湾経済の研究」 ……………・…....・H ・－－－……・・・・ ・寺谷武 明（84〕

海運系新論集刊行会編

「海運と港湾の新しい発展のために」 ー・・………………ー織 田 政夫 c 90) 
向井梅次著

「港湾の管理開発J……・－－一 －－－…・・－… ・－….....ー喜多村 昌次郎 ( 96〕
喜多村昌次郎著

「港湾労働の構造と変動J....… ぃ ・・ー・・ I目 H ・H ・......・ H ・・1!恕 回 欣次 (103) 
宮崎茂一著

「港湾計画J. …・－….....・.....・・・・・・・・・ H ・H ・－－－・・…・一川 崎 芳 一 (113〕



310 

P. C. Omtvedt; 

Report on The Profitability of Port Investments・ ...・・中 西 ｜後（117)

J. Bird, 

The Major Seaports of The United Kingdom・・・・・・・・ ・・北見俊郎（131)

哩哩哩里聖＂＂旦哩望旦望里空空里里雪ー旦

学会 記 録

円木浴潟、経済学会会WI・役員・……・…………・・・……・…・・..........…...・ H ・・・・・(131)
学会記事…・ー…・・….......・…… ー・…・ 一一………・.......…… (138)

会員業絞リスト…・・…....・a・－……….......一…・・……－……・…....・ H ・－－－……（145)

会 負 名 簿一 一… －…...・a・.....・H ・....・ H ・・・H ・H ・.....・H ・.....・ H ・－－－…・・・・・…… （151)

編集後記........・ H ・…...・ H ・...・H ・......…・－－・…………・…・…・…・・（164〕

6. 1968年 （No.4〕 〈部数字J千あり，送料実費とも ￥800)

序…....・H ・－…...・ H ・－－－－－……...・H ・－－…・・…........・ H ・……－矢貯 剛

研 究

共通論題（J地域開発と港湾〕

後進的地域開発と港湾機能…－…… ・…...........・ H ・－………・武山 弘（ 1 ) 

港湾による地域開発問題について………......・ H ・－－…...・H ・－－…田中文 信 （16) 

港湾機能と経済発展・……….........・H ・・・H ・H ・－…… H ・H ・－－－北見俊郎（ 31) 

一一地域開発に関連して一一

。 一一

東北開発と野蒜築港…H ・H ・－…… H ・H ・......・・・・・・・・ H ・－…－－寺谷武明 （59) 

一一明治前期港湾の一事例一一

神奈川県の第3次総合開発計画と新しいj'JJ,；湾の計商理論…－高見玄－f![I ( 72) 

港湾における都市再開発の問題…・・……  … …………・今野修平（87) 

一一東京港における都市再開発を例として一一ー

自由論題

港湾労働の基調……....・ H ・－…・・・・・....・ H ・－－－－－－－－……・・…存多村 局次郎 (101) 

一一横浜港における労働力移動の素拙一一

港湾労働の近代化条件について...・ H ・－－－－－－－….....・ H ・－－…徳田欣次（121)

港湾の最適投資基準…...・ H ・－一………...・ H ・H ・H ・.....・ H ・－・・・・・是常福治（147)

一一神戸港における測定の一例一一一

名古屋港発展史……....・ H ・.......・ H ・－…・…・・…－－…ー・松浦茂治（158)

一一昭和13-32年の20か年について一一

港湾の物的流通費について…… H・H ・－－－－－－ 川－ ……・・…・・中 西 ｜陪 (170)



311 

(186) M~ 武野パレット， フオークリフトの諸問題…・・・…・・・・・・・………….・?'I 

(195) 剛

正

平

野
村
野

資料

イギリス戦時港湾施策...・ H ・－……一....・ H ・H ・H ・－－…－…－ 矢

東京湾における広域港湾計画に刻する一指針 き (206) 武
修

横浜港施設改菩に関する J:I木損害保険協会

からの要望について (216) 忠敬泉今

(220) 

(225) 

(238〕

(233) 

(233) 

立に

＇~き

次

子

俊

泰

欣

悦

Hf~ 

木

木

回

回

r.1 7J、

文献紹介

Colonel R. B. Oram ; 

Cargo Handling and th巴 Modern Port・ ・ ・・・・・・・・・・・・・1会
Charles P. Larr owe; 

Shape up and Hiring Hall・・・・ー －・・・ー・0・ー・ ー・ ・・ ー・・｜｜｜

高見玄一郎著

「港湾労務管理の実務」 …………－ー・－ー・..........……・・1Ttl

松宮斌若

「港湾の財政 ・経れのあり方」 …・・・・…一－……ー・…ー柴

横浜市港湾局編

「横浜港における港湾労働者の実態と住宅ポ附」 ………・'fll

新潟臨港海陸運送株式会社編著

「創業六十年史」 (250) 夫子号本
・1
 
、
E
1
l
 
ノ

．
 

(279) 

(279) 

学会記録

「港湾経済研究」総目次・

編 集 後 記 ………・・・…・……………ーー ・・・ ・・・・…

(fffl数若干あ り， 送料実費とも ￥500)1967年 （No.5) 5. 

同lj序サー持……－…...・ H ・－・……・…・……－…....・ H ・－－…・…………・…矢

c 1 ) 
c 9 ) 
c 19) 
c 30〕
c 48) 

清

｜専

玄一良ll

公 Jl)J

俊 郎

木

庭

見

藤

見

研究

共通論題（輸送の近代化と港湾〉

輸送の近代化と臨港上屋の運；'if,・・・・・・・ー・ー・・…・－－…－…・・・・・・・…松
港湾業務の合理化と海運・・・・パー ー…－・ ー・…………岡

流通近代化とコンテナリゼーションー……ー・・・…－ .........一高

物的流通の近代化と港湾 …・....・・・・・・・・・・…ーー…・ーー・……斎

「輸送の近代化」と全港湾輸送休~jjlJ・ ・0 ・H ・H ・－－…・ーー ：｜ヒ



312 

( 60) 

( 68) 

( 76〕

重

夫

雅

元

努

方

藤

林

代

経済開発と日木海沿岸の港湾、 •••• •••• ...... ・… ー佐

新潟臨海場頭、の形成とその特i~I:・ .. ・ 

小樽港の現状と諜題・0・… ー ・ ・ー…・・ー・・・0・…・・・村l

共通論題（日本海沿岸における港湾の諸問題〕

( 89〕

(105) 

(118〕

(128) 

(143) 

(157) 

修平
洋二郎
新一

秀雄

弘

明

雄

貞

幸

野

上

沢

森

山

橋

自由論題

港湾施設利用の問題点 ・・ ・・ 今
介

港湾原単位算定における問題点…… ・ ・ …・・ー・・ー・・杉

港湾労働法の施行をめぐる諸問題 ・ー ー ・・ … …大

後進島地域経済発展の転型と港湾商機能 ・ ーー…・ー 武

砂利類の海上輸送増大化傾向についてー........－…ー・・ーー 棚

わが国における運河発達の特性.......... • •• 一…・… …－－柾

(170) 

(176) 

(189〕

〔192)

(198) 

士
山
稔
三
任
夫

高

雄

重

政

文献紹介

住田正二箸 「港湾運送と港湾管理の基礎理論＿I..・・…・……佐々木
中西 l陸著（港湾流通経済の分析J..…・...・ H ・－－……..........河西

港湾産業研究会編「港湾産業の発展のために」……・………和 泉

Docks and Harbours Act 1966・…・…………・…・・H ・H ・－・…河越

V. H. Jensen; Hiring of Dock Workers・一一…….....・ H ・－織田

(202) 

(209) 

(217) 

学会記録

学会記事ド

会員業績アンケートー

「港湾経済研究」総目次・…

編集後記

rn日数石下あり，送料実質とむ ￥800)1968年 （No.6) 6. 

同IJ目？・0矢序…一－

( 1 ) 

(14) 

c 30〕
平

良日

雌

修

太

h

託
子

尺

l
y

u
－A 

和

今

松

研 究

港湾の近代化と運送の機械化

都市化と港湾の近代化

苫小牧港における専用船の実態－

c 38) 子悦田

一一一一一一一一一 。 一一一←一一一一一

港湾の経済的性格に関して・－－－－－－－…・………・…－－ ・柴



313 

( 49) 

( 62) 

( 74) 

( 86) 

(100) 

昌次郎

日出男

方雅

武 雄

幸 作

野

代

野

間

ターミナノレ・オベレーションの経？主的基礎………－・・・・・ H ・H ・－喜多村

一一米国主要港との比較において一一一

地方公信企業としての港湾整備事業…...・ H ・－－…...・H ・－……組｜

港湾とシティ・プランの基本論……・・・・・ ・…一－・…...・ H ・－将1

貨物輸送史上における港湾 …・・…....・ H ・…一.....・ H ・....・ H ・－－宮

未来学成立の可能性・・ H ・H ・....・ H ・.....・H ・－－…・・.........…… －…－木

一一港湾論に関連づけてーーー

(121) 

(126) 

(131) 

(145) 

(149) 

(156〕

明

郎

輔

維

弘

督

武

英

克

幸

谷

岡

井

111 

木

文献紹介

日本港運協会編「El木港湾運送業史」・…....・ H ・・・・・・・・・・・・・・・・・・寺

松本好雄著『コンテナの輸送実務』 ・… ・ ・ ・H ・H ・－－－……松

喜多村昌次郎著「輸送革新と港湾」 ・...・H ・－……・・・・・・・・・・・...玉

北見俊郎著「港湾、論」 …一一...・ H ・－－－・・H ・H ・.......・ H ・....・H ・－柾

B. Chinitz; Freight and the Metropolis.・・・・ … ・…....・H ・－－武

T. A. Smith ; A Functional Analysis of the Ocean Port・・・山 泰司

(163) 

(175) 

学会記録

学会 記 事 ・

「港湾経済研究J総目次…－
編集後 記

(;'fl＼数若干あり，送料実費とも ￥800)1969年 （No.7) 7. 

岡リ野序 ………－………… ・…......ぃ …一一 一 … …・・ー……－ 矢

c 1 ) 
( 20〕

( 36〕

c 52〕

子

平

郎

郎

悦

修

玄

俊

回

野

見

見

研究

大都市港湾の諸問題と将来

大阪港の貨物流通とその問題点－……・…・・・……ー……・・・・柴

大都市港湾、としての東京港の問題点 ・……・・……・…・…－ 今

広域港湾、論主と してオベレーションの観点から ・・・・ 高

大都市港湾、の問題点と将来 － －……・ 0 ・…－……ー：｜ヒ

c 72) 
( 82) 

c 96) 
(104) 

之

雅

志

稀

光

方

高

克

一一一一一一一一 。 一一一一一一一一

港湾、運送機能合理化の考察・ ・ ・・ー… ー….........・… 宮 地

海運流通の斉合性…－ － ー－ …一－一一－・・ー ー・ー一 神 代

港湾の近代化と「制度」 の問題 … ・...... ー… ……・・ 一佐々木

港湾労働災害に関する責任の所花についての考察・…・・－ ・］ミ 井

一一特に船内荷役労働にっし、て一一



314 

文献紹介

大阪市港湾局編「大阪港史J……・…・いH ・H ・－…・……....・H ・－寺 谷
栗林商会労働組合‘編「栗林労働史」 …・…・…・…－－一 ……喜多村

神戸市企画局調査部編「広減港湾の開発と発展」・ H ・H ・........柾

港湾産業研究会編「変革期の港湾産業」........………・…松橋

Dip!, Ing. Gustav Haussmann; 

武明（120)

昌次郎 ( 1~5〕

幸雄（133〕

寧 日（136)

Transcontainer. Umschlag・・・・・・・H ・－－荒木智事n c144〕

Maritime Cargo Transportation Conference N. A. S ; 

San Francisco Port Study・・・・・・・・・・・・千須和 寓士夫 (148) 

学会記録

学 会 記 事－…… ……・・・・・・・・・・・・・・・・・・田・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・一・・・・・・・・・・・・・・・ － …・・・ (157) 

会員業績リスト・ H ・H ・H ・H ・......・H ・H ・H ・－－・・…・・・...・ H ・－…－・・…－…・…… (170) 

年報総目次....・ H ・－－一……・… ....・H ・－………….....・ H ・－……・・…・ ・…… (180〕

編集後記…....・ H ・－ぃ …・・・…・ －－－・・ ・…・…………… ・・ … ...・a・.(187) 



315 

編集後記

円木という国はブームがおこり易し、。せまいところに大勢がすんでいて，インディ

ビュデュアリズム（個人主義）が成長していないためか，ジャーナリズムの底が浅い

ためか，ともかくブームがおこり易L、。しかし，考えるべきものは，ブームそのもの

ではなく，その底を流れる木質的な問題についてである。 「流通卒新」とか「港湾問

題」はブームとはいえないが，ブームのようなとりあっかいをされてはならなL、。学

問研究もブームの影響をうけるが， ブームのヒにのっかると，まずそれは学問ではな

くなってしまうおそれがある。

この号ーから，出版を成山立におim1,、することにした。 （府i－＇＜ の理FIJから，編集委員

会やJllI市会の協議の結果ーでもあった。〉したがって，カバーデザイン，その他でお－干

の装いを新たにした点もあるが，できるかぎり従来の学会誌としての伝統にしたがっ

た。また編集方針も前年度のlヨrl1；命題，今年度共通論題の報fl千原稿に論文のみの掲載

を加えた。また，各論文の巻頭に英文サマリーをのせる予定であったが結果的に見送

ることにした。ともあれそのよ うなわけで，この号から年報も1:1：＼版社におまかせした

が，所詮，研究とは「じみ」な存花であるので，年報もブームとは無関係だろうし，

また， それでよし、。木年 5 月から学会）. j ；：~労舟が「運輸 ・ 港湾産業研究室」内にうつ

り，新しい態勢をもってII：＼発したが，大会準備やこの年報刊行についても室長の喜多

村先生にいろいろとお｜止話になり，また事務局の土居靖範氏のご努力や，鈴木 暁

氏，井尻文也氏のご協力にお礼をけIしげねばならなし、。さらに出版については成111堂

社長の小川実氏や長年印jjlljを担当してくださってきた文化印刷社長桜井清次氏に感謝

の立を表する次第である。 Aug. 1970 （文武 ・：｜ヒ見〉

編集委員 （A・B・C順〉

荒木智不可I 今 野修平 北凡俊郎

柾 ?{. p;ffo 柴田悦子 徳田欣次

山 木泰 ＇I'}
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